
 

第１６７４回島根県教育委員会会議 議題書 

令和８年３月 26 日(木) 

日 時 

     13 時 30 分～ 



第１６７４回教育委員会会議議題 

期日 令和８年３月26日(木) 

議   題 

－公 開－ 
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第46号 島根県教育委員会聴聞手続規則の一部改正について（総務課） 
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（学校企画課）                   --------- 41 
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（報告事項） 

第84号 島根県教育委員会教育長の任命同意について（総務課） --------- 123 

第85号 令和８年度教育委員会事務局等職員定期人事異動（事務職員等 

関連分）について（総務課）              --------- 126 

第86号 令和７年度優秀指導者表彰の受賞者について（総務課） --------- 131 
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--------- 132 
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第91号 江津地域における新設校にかかる意見聴取結果について 

（学校企画課）                   --------- 273 
 



   

第92号 令和８年度島根県公立高等学校入学者選抜における第２次募集の 

状況及び最終合格状況について（学校教育課）     --------- 289 
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について（社会教育課）               --------- 293 

              



議決第46号 
総 務 課 

 

島根県教育委員会聴聞手続規則の一部改正について 

 

１ 改正理由 

行政手続法改正を踏まえ、聴聞や意見陳述の期日における審理の公開に係る公示の

方法について、所要の改正を行う必要があるため。 

 

２ 改正する規則 

島根県教育委員会聴聞手続規則（平成７年島根県教育委員会規則第１号） 

 

３ 改正内容 

⑴ 第９条第１項  

聴聞の期日及び場所の公開方法について「その事務所の掲示板に掲示」を「公示」 

へ変更 

⑵ 第９条第２項の追加 

  「２ 前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うも

のとする。」 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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島根県教育委員会聴聞手続規則の一部を改正する規則（教育庁総務課） 

 

島根県教育委員会聴聞手続規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 年 月 日 

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二 

島根県教育委員会規則第 号 

島根県教育委員会聴聞手続規則の一部を改正する規則 

島根県教育委員会聴聞手続規則（平成７年島根県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「その事務所の掲示場に掲示」を「公示」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項前段の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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島根県教育委員会聴聞手続規則新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

 島根県教育委員会聴聞手続規則 

平 成 ７ 年 １ 月 2 7 日 

島根県教育委員会規則第１号 

 

 

 

 

 

第１条～第８条 〔略〕 

 

（趣旨等） 

第１条 島根県教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）が行う不利益処分に係る聴聞の手続について

は、行政手続法（平成５年法律第88号。以下「法」と

いう。）に定めるもののほか、この規則の定めるとこ

ろによる。 

２ 〔略〕 

 

 

 

第２条～第８条 〔略〕 

 

（聴聞の期日における審理の公開） 

第９条 教育委員会は、法第20条第６項の規定により聴

聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、

聴聞の期日及び場所を公示          しな

ければならない。この場合において、教育委員会は、

速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該公開を相当

と認めたときまでに法第17条第1項の規定による求めを

受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に

限る。）に通知するものとする。 

２ 前項前段の規定による公示は、インターネットの利

用その他の方法により行うものとする。 

 

（聴聞の期日における審理の公開） 

第９条 教育委員会は、法第20条第６項の規定により聴

聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、

聴聞の期日及び場所をその事務所の掲示板に掲示しな

ければならない。この場合において、教育委員会は、

速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該公開を相当

と認めたときまでに法第17条第1項の規定による求めを

受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に

限る。）に通知するものとする。 

〔新設〕 

第10条～第12条 〔略〕  第10条～第12条 〔略〕  

 

   附 則 〔略〕 

 

   附 則 〔略〕 

 

別記様式 〔略〕 別記様式 〔略〕 
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議決第 47 号 

総 務 課 
 

市町村立学校の教職員の給与に関する規則等の一部改正について 

 

１ 改正理由 

令和７年職員の給与等に関する勧告及び報告を受け、２月定例会において「市町村立学校

の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」が議決されたこと等に伴い、規則に

ついて所要の改正を行う。 

 

２ 一部改正する規則 

⑴ 市町村立学校の教職員の給与に関する規則（昭和32年教育委員会規則第11号） 

 ⑵ 市町村立学校の教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（令和７年教育委 

員会規則第３号） 

 

３ 改正内容 

⑴  市町村立学校の教職員の給与に関する規則 

ア 市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の施行等に伴

う改正 

手当名 概要 該当条文 

初任給調整手当 ・条例に規定する教育委員会規則で定める教職員等について規

定 
第26条の５ 

・教職員の月例給与水準を適切に確保するため、条例に規定する

教育委員会規則で定める特定額及び基準額について規定 
第26条の６ 

・その他所要の改正  

通勤手当 ・自動車等使用者に対する通勤手当の区分増設及び支給限度額

等の引上げ（78km 以上 42,600 円→102km 以上 60,700 円） 
別表第９の８ 

・駐車場等の利用に対する通勤手当の新設（上限 3,000 円） 第29条の12の10 

・その他所要の改正  

へき地手当に

準ずる手当 

・国の表現に合わせた文言の整理 第32条の４ 

・その他所要の改正  

宿日直手当 ・手当額の引上げ 

 ①一般的な宿日直勤務：4,400 円→4,700 円 

 ②寄宿舎における舎監業務：8,300 円→8,600 円 

第 37 条 
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イ 諸手当の見直しに伴う改正 

(ｱ) 管理職手当区分の見直し【管理職手当】 

３種に指定する学校 

（別表第９の４） 

４種に指定する学校 

（別表第９の５） 

５種に区分される学校 

（別表第９の４、第９の５に 

掲げる学校以外の学校） 

安来市立十神小学校（現４種） 

出雲市立北陽小学校（現４種） 

雲南市立加茂小学校（現４種） 

浜田市立石見小学校（現４種） 

江津市立津宮小学校（現４種） 

 

出雲市立河南中学校（現４種） 

雲南市立大東中学校（現４種） 

浜田市立第一中学校（現４種） 

江津市立江津中学校（現４種） 

安来市立荒島小学校（現５種） 

奥出雲町立仁多小学校（新設校）

○○〃  横田小学校（現５種）

 

 

 

松江市立湖南中学校（現３種） 

大田市立大田西中学校（現５種）

 

松江市立意東小学校（現４種） 

出雲市立朝陽小学校（現４種） 

雲南市立木次小学校（現４種） 

津和野町立津和野小学校（現４種）

 

 

大田市立志学中学校（現４種） 

益田市立匹見中学校（現４種） 

（参考）手当区分が見直しにより下がった場合、支給対象者がその学校から異動するまでは見直し前の手当を支給 

   (ｲ) 扶養親族に係る所得限度額の一部見直し【扶養手当】 

     扶養親族に係る所得限度額（年額130万円）について、19歳年度から22歳年度の 

間にある者の所得限度額を年額150万円に引上げ 

(ｳ) へき地学校等の統廃合【へき地手当、へき地手当に準ずる手当】 

ａ へき地学校表（別表第 10）から削除 

安来市立山佐小学校 

ｂ 特別の地域に所在する学校表（別表第 10 の３）から削除 

奥出雲町立阿井小学校 

ウ その他規定の整理 

⑵ 市町村立学校の教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

２⑴の規則の改正に伴う規定の整理 

 

４ 施行期日   

令和８年４月１日 
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市町村立学校の教職員の給与に関する規則新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

 市町村立学校の教職員の給与に関する規則 

昭 和 3 2 年 1 0 月 ８ 日 

島根県教育委員会規則第11号 

 

 

 

 

 

第１条～第26条 〔略〕 

（目的） 

第１条 この規則は、市町村立学校の教職員の給与等に関

する条例（昭和29年島根県条例第７号。以下「条例」と

いう。）の規定に基づき、教職員の給与に関し必要な事

項を定めることを目的とする。 

 

 （用語の意義） 

第１条の２ この規則において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 「教職員」、「教育職員」、「学校栄養職員」及び

「事務職員」とは、条例第２条に定めるところによる

ものとする。 

⑵ 「給料月額」とは、教職員の属する職務の級につい

て給料表に定められている号給又は給料表に定められ

ていない月額の給料であって、条例第15条の２に規定

する給料の調整額を含まないものをいう。 

⑶～⑼ 〔略〕 

 

 

 

第２条～第20条の３ 〔略〕 

 （復職時等における号給の調整） 

第20条の４ 休職にされ、若しくは地方公務員法（昭和25

年法律第261号。以下「法」という。）第55条の２第１

項ただし書に規定する許可（以下「専従許可」とい

う。）を受けた教職員が復職し、派遣教職員若しくは教

育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第26条第１項に

規定する大学院修学休業（以下「大学院修学休業」とい

う。）をした教職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤

務しなかった教職員が再び勤務するに至った場合におい

て、部内の他の教職員との均衡上必要があると認めると

きは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、大学

院修学休業の期間又は休暇の期間を別表第９の２の休職

期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤

務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しく
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は再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給

日又はその次の昇給日に教育委員会の定めるところによ

り、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することが

できる。 

２ 〔略〕 

 

 第20条の５～第24条 〔略〕 

 

 第25条 〔略〕 

⑴～⑶ 〔略〕 

⑷ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第110号。以下「育児休業法」という。）第２条の

規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了によ

り職務に復帰した場合 

⑸～⑻ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 

第26条 〔略〕 

 

（給料の調整額） 

第26条の２ 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 次の各号に掲げる教育職員の給料の調整額は、調整基

本額に調整数1.0を乗じて得た額に、当該各号に定める

数を乗じて得た額とする。 

⑴ 法第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定に

より採用された教育職員（以下「定年前再任用短時間

勤務教育職員」という。） 条例第22条第３項の規定

により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数（以下       

  「定年前再任用短時間勤務に係る算出率」とい

う。） 

⑵ 育児休業法第10条第１項の規定による育児短時間勤

務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をし

ている教育職員（次条及び第38条において「育児短時

間勤務教育職員等」という。） 条例第22条第２項の

規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項

に規定する勤務時間で除して得た数（以下     

    「育児短時間勤務に係る算出率」という。） 

⑶ 育児休業法第18条第１項の規定により採用された教

育職員（次条及び第38条において「育児短時間勤務に

（給料の調整額） 

第26条の２ 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 次の各号に掲げる教育職員の給料の調整額は、調整基

本額に調整数1.0を乗じて得た額に、当該各号に定める

数を乗じて得た額とする。 

⑴ 法第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定に

より採用された教育職員（以下「定年前再任用短時間

勤務教育職員」という。） 条例第22条第３項の規定

により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数（次条及び第38条にお

いて「定年前再任用短時間勤務に係る算出率」とい

う。） 

⑵ 育児休業法第10条第１項の規定による育児短時間勤

務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をし

ている教育職員（次条及び第38条において「育児短時

間勤務教育職員等」という。） 条例第22条第２項の

規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項

に規定する勤務時間で除して得た数（次条及び第38条

において「育児短時間勤務に係る算出率」という。） 

⑶ 育児休業法第18条第１項の規定により採用された教

育職員（次条及び第38条において「育児短時間勤務に
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伴う短時間勤務教育職員」という。） 条例第22条第

４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下  

       「育児短時間勤務に伴う短時間勤務に

係る算出率」という。） 

⑷ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15

年島根県条例第８号。以下「任期付職員条例」とい

う。）第４条の規定により採用された教育職員（次条

及び第38条において「任期付短時間勤務教育職員」と

いう。） 条例第22条第５項の規定により定められた

その者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で

除して得た数（以下         「任期付短時

間勤務に係る算出率」という。） 

４～６ 〔略〕 

 

伴う短時間勤務教育職員」という。） 条例第22条第

４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数（次条及び

第38条において「育児短時間勤務に伴う短時間勤務に

係る算出率」という。） 

⑷ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15

年島根県条例第８号。以下「任期付職員条例」とい

う。）第４条の規定により採用された教育職員（次条

及び第38条において「任期付短時間勤務教育職員」と

いう。） 条例第22条第５項の規定により定められた

その者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で

除して得た数（次条及び第38条において「任期付短時

間勤務に係る算出率」という。） 

４～６ 〔略〕 

 

（管理職手当） 

第26条の３ 〔略〕 

 

 

 

職名 区分 

⑴・⑵ 〔略〕 

⑶   ⑴及び⑵に掲げる学校の校長以外の校

長 

５種 

⑷ 〔略〕 

 

 

 

 

⑸   ⑷に掲げる教頭以外の教頭 ６種 

２ 〔略〕 

 

（管理職手当） 

第26条の３ 条例第15条の３第１項の規定により管理職手

当を支給する教育職員は、次の表の左欄に掲げる職にあ

る者とし、同欄に掲げる職に係る管理職手当の区分は、

同欄の区分に応じ、同表右欄に定める区分とする。 

職名 区分 

⑴ 別表第９の４に掲げる学校の校長 ３種 

⑵ 別表第９の５に掲げる学校の校長 ４種 

⑶ 前記⑴及び⑵に掲げる学校の校長以外の校

長 

５種 

⑷ 別表第９の４及び別表第９の５に掲げる学

校の教頭（校長が他の学校を兼務する学校の

教頭にあっては、教育委員会が別に定めるも

のに限る。） 

 

⑸ 前記⑷に掲げる教頭以外の教頭 ６種 

２ 〔略〕 

 

第26条の４ 〔略〕 

 

第26条の４ 〔略〕 

 

（初任給調整手当） 

第26条の５ 条例第15条の４第１項の教育委員会規則で定

める教職員は法第22条の４第１項又は第22条の５第１項

の規定により採用された教職員（以下「定年前再任用短

時間勤務教職員」という。）とし、当該教職員の特定額

（条例第15条の４第１項に規定する「特定額」をいう。

以下同じ。）の算定の基礎となる額として教育委員会規

 

〔新設〕 
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則で定める額は当該定年前再任用短時間勤務教職員に適

用される給料表の定年前再任用短時間勤務教職員の欄に

掲げる基準給料月額のうち、条例第６条第２項の規定に

より当該定年前再任用短時間勤務教職員の属する職務の

級に応じた額とする。 

 

第26条の６ 条例第15条の４第１項の在勤する地域におけ

る民間の賃金の最低基準を考慮して教育委員会規則で定

める額は、最低賃金額（教職員の在勤する地域について

決定された最低賃金法（昭和34年法律第137号）第９条

第１項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃

金額をいう。次項において同じ。）とする。 

２ 最低賃金法第12条の規定による地域別最低賃金の改正

があったときは、その決定による最低賃金額を同法第14

条第２項の規定によりその効力を生ずることとされる日

の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、そ

の月）の初日から前項に規定する教育委員会規則で定め

る額として適用する。 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第26条の７ 条例第15条の４第１項の教育委員会規則で定

める日は、特定額が基準額（同項に規定する「基準額」

をいう。以下同じ。）以上となった日の前日とする。 

 

〔新設〕 

第26条の８ 条例第15条の４第２項の規定による初任給調

整手当の月額は、基準額と特定額との差額に条例第22条

第１項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数を乗じ、

その額を12で除して得た額（その額に１円未満の端数を

生じたときは、これを切り上げた額）（定年前再任用短

時間勤務教職員にあっては当該額に定年前再任用短時間

勤務に係る算出率を、育児休業法第10条第１項の規定に

よる育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による

短時間勤務をしている教職員（第39条及び第40条におい

て「育児短時間勤務教職員等」という。）にあっては当

該額に育児短時間勤務に係る算出率を、育児休業法第18

条第１項の規定により採用された教職員（第39条及び第

40条において「育児短時間勤務に伴う短時間勤務教職

員」という。）にあっては当該額に育児短時間勤務に伴

う短時間勤務に係る算出率を、任期付職員条例第４条の

規定により採用された教職員（第39条及び第40条におい

て「任期付短時間勤務教職員」という。）にあっては当

該額に任期付短時間勤務に係る算出率をそれぞれ乗じて

得た額とし、その額に１円未満の端数があるときはその

〔新設〕 
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端数を切り捨てた額とする。）とする。 

 

第26条の９ 条例第15条の４第３項の教育委員会規則で定

める教職員は、当該教職員を新たに採用された教職員と

みなして同条第１項の規定を適用するとしたならば同項

に規定する特定額として算定されることとなる額（以下

この条において「権衡教職員特定額」という。）が基準

額を下回る教職員とする。 

２ 前項に規定する教職員の初任給調整手当の支給期間

は、同項に規定する教職員となった日から権衡教職員特

定額が基準額以上となった日の前日までとする。 

３ 前条の規定は、第１項に規定する教職員の初任給調整

手当の月額について準用する。この場合において、同条

中「特定額」とあるのは、「権衡教職員特定額」と読み

替えるものとする。 

 

〔新設〕 

第26条の10 初任給調整手当は、第26条の５から前条まで

に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給す

る。 

 

〔新設〕 

（扶養手当） 

第27条 〔略〕 

 

 

⑴ 〔略〕 

（扶養手当） 

第27条 条例第16条第２項に規定する他に生計の途がなく

主としてその教職員の扶養を受けている者には、次に掲

げる者は含まれないものとする。 

⑴ 教職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、兄弟姉妹

等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相

当する手当の支給の基礎となっている者 

⑵ 年額130万円以上（満18歳に達する日後の最初の４

月１日から満22歳に達する日以後の最初の３月31日ま

での間にある者にあっては、年額150万円以上）の恒

常的な所得があると見込まれる者 

 

⑵ 年額130万円以上               

                        

                      の恒

常的な所得があると見込まれる者 

 

第27条の２～第29条の２ 〔略〕 第27条の２～第29条 〔略〕 

 

 （通勤手当） 

第29条の２ 条例第18条及びこの規則に規定する「通勤」

とは、教職員が勤務のため、その者の住居と勤務学校

（学校に分校が設置されているときは、それに勤務する

教職員については、分校をもって勤務学校とする。以下

同じ。）との間を往復することをいう。 

２・３ 〔略〕 
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第29条の３ 〔略〕 

 

 

 

 

⑴ 〔略〕 

⑵ 住居、通勤経路、   通勤方法若しくは条例第18

条第５項に規定する駐車場等（以下「駐車場等」とい

う。）を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終

了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐

車場等の料金に変更があった場合 

⑶・⑷ 〔略〕 

 

第29条の３ 教職員は、新たに条例第18条第１項の教職員

たる要件を具備するに至った場合には、通勤届によりそ

の通勤の実情を速やかに県教育委員会又はその委任を受

けた者に届け出なければならない。同項の教職員が次の

各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。 

⑴ 勤務学校を異動した場合 

⑵ 住居、通勤経路若しくは通勤方法        

                        

   を変更し                 

  、又は通勤のため負担する運賃等の額     

      に変更があった場合 

⑶ 第29条の12の９第１項第２号の教職員たる要件を欠

くに至った場合 

⑷ その他支給の要件に係る事実に変更があった場合 

 

第29条の４ 県教育委員会は、教職員から前条の規定によ

る届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定

期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期券」と

いう。）の提示又は第29条の12の９第１項第２号の教職

員たる要件を具備していること若しくは第29条の12の10

に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車

場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法によ

り確認し、その者が条例第18条第１項の教職員たる要件

を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を

決定し、又は改定しなければならない。 

 

第29条の４ 県教育委員会は、教職員から前条の規定によ

る届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定

期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期券」と

いう。）の提示又は第29条の12の９第１項第２号の教職

員たる要件を具備していること           

                         

     を証明する書類の提出を求める等の方法によ

り確認し、その者が条例第18条第１項の教職員たる要件

を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を

決定し、又は改定しなければならない。 

 

第29条の５～第29条の７ 〔略〕 

 

第29条の５～第29条の７ 〔略〕 

 

第29条の８ 条例第18条第２項第１号に規定する運賃等相

当額（次項及び第29条の10第２号において「運賃等相当

額」という。）は、次項に該当する場合を除くほか、次

の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号

に定める額（その額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額）とする。 

⑴ 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であ

ると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位

期間（条例第18条第９項に規定する支給単位期間をい

う。以下同じ。）である定期券の価額。ただし、支給

単位期間が第29条の13の３第１項第１号括弧書に規定

する期間である場合にあっては県教育委員会が定める

額 

第29条の８ 条例第18条第２項第１号に規定する運賃等相

当額（次項及び第29条の10第２号において「運賃等相当

額」という。）は、次項に該当する場合を除くほか、次

の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号

に定める額（その額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額）とする。 

⑴ 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であ

ると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位

期間（条例第18条第８項に規定する支給単位期間をい

う。以下同じ。）である定期券の価額。ただし、支給

単位期間が第29条の13の３第１項第１号括弧書に規定

する期間である場合にあっては県教育委員会が定める

額 
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⑵・⑶ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 

⑵・⑶ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 

第29条の９ 〔略〕 第29条の９ 条例第18条第２項第２号の教育委員会規則で

定める額は、交通用具使用者通勤手当表（別表第９の

８）の左欄に定める区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

定める額とする。ただし、同条第１項第２号に規定する

自動車以外を使用する職員にあっては、同表に定める額

の２分の１に相当する額（その額に100円未満の端数を

生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 〔略〕 

 

第29条の10 〔略〕 

 

 

 

⑴ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 条例第18条第１項第３号に掲げる教職員のうち、運

賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額

（普通交通機関等が２以上ある場合においては、その

合計額。以下「１箇月当たりの運賃等相当額等」とい

う。）が同条第２項第２号に定める額（駐車場等を利

用し、その料金を負担することを常例とする教職員

（次号において「駐車場等利用教職員」という。）に

あっては、その額に同条第５項第１号に定める額を加

算した額）以上である教職員（前号に掲げる教職員を

除く。） 同条第２項第１号に定める額 

⑶ 条例第18条第１項第３号に掲げる教職員のうち、１

箇月当たりの運賃等相当額等が同条第２項第２号に定

める額（駐車場等利用教職員にあっては、その額に同

条第５項第１号に定める額を加算した額）未満である

教職員（第１号に掲げる教職員を除く。） 同条第２

項第２号に定める額 

 

第29条の10 条例第18条第２項第３号に規定する同条第１

項第３号に掲げる教職員の区分及びこれに対応する同条

第２項第３号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲

げるとおりとする。 

⑴ 条例第18条第１項第３号に掲げる教職員（普通交通

機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難で

ある教職員以外の教職員であって、その利用する普通

交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内に

おいてのみ利用しているものを除く。）のうち、自動

車等の使用距離が片道２キロメートル以上である教職

員及びその距離が片道２キロメートル未満であるが自

動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難で

ある教職員 同条第２項第１号及び第２号に定める額 

⑵ 条例第18条第１項第３号に掲げる教職員のうち、運

賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額

（普通交通機関等が２以上ある場合においては、その

合計額。以下「１箇月当たりの運賃等相当額等」とい

う。）が同条第２項第２号に定める額       

                        

                        

                        

     以上である教職員（前号に掲げる教職員を

除く。） 同項第１号   に定める額 

⑶ 条例第18条第１項第３号に掲げる教職員のうち、１

箇月当たりの運賃等相当額等が同条第２項第２号に定

める額                     

                   未満である

教職員（第１号に掲げる教職員を除く。） 同項第２

号   に定める額 
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第29条の11～第29条の12の８ 〔略〕 

 

第29条の11・第29条の12 〔略〕 

 

 第29条の12の２ 条例第18条第３項の教育委員会規則で定

める教職員は、通勤の実情に変更を生ずる教職員で、次

の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした

場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤

時間が90分以上である教職員（特別急行列車等の利用

により通勤事情の改善が認められるものに限り、次号

に掲げる者を除く。） 

⑵ 高速自動車国道等の有料の道路を利用しないで通勤

するものとした場合における自動車等の使用距離が50

キロメートル以上又は通勤時間が90分以上である教職

員（高速自動車国道等の有料の道路の利用により通勤

事情の改善が認められるものに限る。） 

⑶ 前各号に掲げる者のほか、交通事情等に照らして通

勤が困難であると県教育委員会が認めるもの 

 

 第29条の12の３～第29条の12の８ 〔略〕 

 

第29条の12の９ 〔略〕 第29条の12の９ 条例第18条第４項の同条第３項の規定に

よる通勤手当を支給される教職員との権衡上必要がある

と認められるものとして教育委員会規則で定める教職員

は、次に掲げる教職員（特別急行列車等の利用により通

勤事情の改善が認められるものに限る。）とする。 

⑴ 〔略〕 ⑴ 配偶者（配偶者のない教職員にあっては、満18歳に

達する日以後の最初の３月31日までの間にある子）の

住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されな

いこととなった教職員のうち、特別急行列車等を利用

しないで通勤するものとした場合における通勤距離が

60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であ

るもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると

県教育委員会が認める者で、当該転居後の住居（次項

に規定する特定住居を含む。）からの通勤のため、特

別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を

負担すること（次号において「特急等利用」とい

う。）を常例とするもの 

⑵ 次に掲げるやむを得ない事情により住居を移転した

教職員で、当該移転後の住居からの通勤のため、特急

等利用を常例とするもの（当該住居の移転により第29

条の12の２各号のいずれかに該当するものであって、

当該移転後も引き続き当該事情を有するものに限り、

⑵ 次に掲げるやむを得ない事情により住居を移転した

教職員で、当該移転後の住居からの通勤のため、特急

等利用を常例とするもの（当該住居の移転により、第

29条の12の２各号のいずれかに該当するもの    

                    に限り、
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前号に掲げる者を除く。） 

ア～エ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 住居を移転したことがやむを得ないと県教育委員

会が認めるアからエまでに掲げるものに類する事情 

前号に掲げる者を除く。） 

ア 教職員が疾病等により介護を必要とする状態にあ

る教職員又は配偶者の父母（教職員が住居を移転し

た後の住所と同一の市町村内に住所を有する者に限

る。）を介護すること。 

イ 配偶者が、勤務する学校を異にする異動又は勤務

する学校の移転（配偶者が教職員でない場合にあっ

ては、これらに相当するものを含む。）に伴い、所

在する地域を異にする学校に勤務すること（同居す

る教職員と配偶者が当該異動又は当該移転後も引き

続き同居する場合に限る。）。 

ウ 教職員、配偶者又は教職員若しくは配偶者の扶養

親族たる子（配偶者又は教職員若しくは配偶者の扶

養親族たる子にあっては、教職員が住居を移転した

後において同居する者に限る。）が特定の医療機関

（教職員が住居を移転した後の住所と同一の市町村

内に所在する医療機関に限る。）において疾病又は

負傷の治療を受ける必要があること。 

エ 教職員又は配偶者の学校を異にする異動又は在勤

する学校の移転（配偶者が教職員でない場合にあっ

ては、これらに相当するものを含む。）に伴い、教

職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居

し、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初

の３月31日までの間にある子を養育すること。 

オ 住居を移転したことがやむを得ないと県教育委員

会が認める前４号         に類する事情 

⑶ 〔略〕 

２ 〔略〕 

⑶ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 

第29条の12の10 条例第18条第５項の教育委員会規則で定

める要件は、次の各号のいずれにも該当することとす

る。 

⑴ 勤務学校の周辺又は第29条の４の規定に基づき決定

し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しく

はこれに準ずるものとして教育委員会が定める経路上

にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であ

ること。 

⑵ 教職員が自転車を駐車するために使用する施設（自

転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自動車の

駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自

転車の駐車のための部分に限る。）でないこと。 

⑶ その利用について教職員の配偶者若しくは条例第16

第29条の12の10及び第29条の12の11 削除 
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条第２項に規定する扶養親族に料金を支払うこととな

る施設又はこれに準ずるものとして教育委員会が定め

る施設でないこと。 

⑷ 教職員が通勤に使用する自動車等を駐車するために

勤務学校を管理する者から使用を許可された施設その

他これに類するものでないこと。 

⑸ 教職員が自動車等を通常保管するために使用する施

設でないこと。 

２ 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動

車等の駐車のための施設の状況、教職員の事情等によ

り、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく

不適当であると教育委員会が認めるときは、同項の規定

にかかわらず、教育委員会が別に定める要件とする。 

 

第29条の12の11 条例第18条第５項の教育委員会規則で定

める教職員は、第29条の10第２号に掲げる教職員とす

る。 

 

 

第29条の12の12 条例第18条第５項第１号の教育委員会規

則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額（その額が3,000円を超える場合に

あっては、3,000円）とする。 

⑴ 一の駐車場等を利用する場合 次のアからウまでに

掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに定

める額 

ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている

場合 当該料金の額 

イ 駐車場等の料金を定める期間（月又は年によって

定めた期間に限る。）が２以上の月にわたる場合 

当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額

（その額に１円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額） 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 人事委員会が

定める額 

⑵ ２以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車

場等について前号アからウまでに定める額を合計した

額 

 

〔新設〕 

 

第29条の12の13 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 条例第18条第７項の教育委員会規則で定める通勤手当

は、１箇月当たりの運賃等相当額等（第29条の10第３号

第29条の12の12 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 条例第18条第６項の教育委員会規則で定める通勤手当

は、１箇月当たりの運賃等相当額等（第29条の10第３号

18
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に掲げる教職員に係るものを除く。）、条例第18条第２

項第２号に定める額（第29条の10第２号に掲げる教職員

に係るものを除く。）、 特別料金等相当額をその支給

単位期間の月数で除して得た額（特別急行列車等が２以

上ある場合においては、その合計額）及び条例第18条第

５項第１号に定める額の合計額（第29条の13の２第２項

において「１箇月当たりの通勤手当算出基礎額」とい

う。）が150,000円を超えるときにおける通勤手当と

し、条例第18条第７項の教育委員会規則で定める期間

は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最

も長い支給単位期間とする。 

 

に掲げる教職員に係るものを除く。）、条例第18条第２

項第２号に定める額（第29条の10第２号に掲げる教職員

に係るものを除く。）及び特別料金等相当額をその支給

単位期間の月数で除して得た額（特別急行列車等が２以

上ある場合においては、その合計額）        

          の合計額（第29条の13の２第２項

において「１箇月当たりの通勤手当算出基礎額」とい

う。）が150,000円を超えるときにおける通勤手当と

し、条例第18条第６項の教育委員会規則で定める期間

は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最

も長い支給単位期間とする。 

 

第29条の13 〔略〕 

 

第29条の13 〔略〕 

 

第29条の13の２ 条例第18条第８項の教育委員会規則で定

める事由は、通勤手当（１箇月の支給単位期間に係るも

のを除く。）を支給される教職員について生じた次の各

号のいずれかに掲げる事由とする。 

⑴ 〔略〕 

⑵ 通勤経路、通勤方法又は駐車場等の変更、駐車場等

の利用の開始又は終了、通勤のため負担する運賃等の

額又は駐車場等の料金の変更その他支給の要件に係る

事実の変更により、通勤手当の額が改定される場合 

⑶・⑷ 〔略〕 

２ 条例第18条第８項の教育委員会規則で定める額は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

⑴・⑵ 〔略〕 

３ 条例第18条第８項の規定により教職員に前項に定める

額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給

料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給

料の支給義務者が同一であるときは、県教育委員会の定

めるところにより当該給与から当該額を差し引くことが

できる。 

 

第29条の13の２ 条例第18条第７項の教育委員会規則で定

める事由は、通勤手当（１箇月の支給単位期間に係るも

のを除く。）を支給される教職員について生じた次の各

号のいずれかに掲げる事由とする。 

⑴ 〔略〕 

⑵ 通勤経路又は通勤方法の変更          

          、通勤のため負担する運賃等の

額         の変更その他支給の要件に係る

事実の変更により、通勤手当の額が改定される場合 

⑶・⑷ 〔略〕 

２ 条例第18条第７項の教育委員会規則で定める額は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

⑴・⑵ 〔略〕 

３ 条例第18条第７項の規定により教職員に前項に定める

額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給

料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給

料の支給義務者が同一であるときは、県教育委員会の定

めるところにより当該給与から当該額を差し引くことが

できる。 

 

第29条の13の３ 条例第18条第９項に規定する教育委員会

規則で定める期間は、４月１日を基準とする６箇月の期

間及び10月１日を基準とする６箇月の期間（以下「基準

６箇月間」という。）につき、次の各号に掲げる普通交

通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に

定める期間とする。 

⑴・⑵ 〔略〕 

第29条の13の３ 条例第18条第８項に規定する教育委員会

規則で定める期間は、４月１日を基準とする６箇月の期

間及び10月１日を基準とする６箇月の期間（以下「基準

６箇月間」という。）につき、次の各号に掲げる普通交

通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に

定める期間とする。 

⑴・⑵ 〔略〕 
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２ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 〔略〕 

⑵ 専従許可を受け、派遣条例第２条第１項の規定によ

り派遣され、育児休業法第２条の規定により育児休業

をし、育児休業法第19条第１項の規定により部分休業

（１日の勤務時間の全部について勤務しないこととな

る場合のものに限る。）をし、自己啓発等休業条例第

２条の規定により自己啓発等休業をし、配偶者同行休

業条例第２条の規定により配偶者同行休業をし、大学

院修学休業をし、市町村立学校の教職員の休職の事由

を定める条例（昭和47年島根県条例第５号。以下「休

職条例」という。）第３条第１号若しくは第２号の規

定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は

休暇により通勤しないこととなること。 

⑶～⑸ 〔略〕 

 

２ 前項第１号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車

等について、次の各号のいずれかに掲げる事由（前条第

１項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。）が前項

第１号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生じる

ことが当該期間に係る最初の月の初日において明らかで

ある場合には、当該事由が生じることとなる日の属する

月（その日が月の初日である場合にあっては、その日の

属する月の前月）までの期間について、同項の規定にか

かわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めるこ

とができる。 

⑴ 〔略〕 

⑵ 専従許可を受け、派遣条例第２条第１項の規定によ

り派遣され、育児休業法第２条の規定により育児休業

をし                      

                        

             、自己啓発等休業条例第

２条の規定により自己啓発等休業をし、配偶者同行休

業条例第２条の規定により配偶者同行休業をし、大学

院修学休業をし、市町村立学校の教職員の休職の事由

を定める条例（昭和47年島根県条例第５号。以下「休

職条例」という。）第３条第１号若しくは第２号の規

定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は

休暇により通勤しないこととなること。 

⑶～⑸ 〔略〕 

 

第29条の13の４～第31条の13 〔略〕 

 

第29条の13の４～第31条の13 〔略〕 

 

 （へき地手当等） 

第32条 条例第19条の２第１項に規定するへき
、、

地学校等を

別表第10及び別表第10の２のとおり、条例第19条の３第

１項に規定する特別の地域に所在する学校を別表第10の

３のとおり指定する。 

 

 第32条の２ 別表第10に掲げるへき地学校に勤務する教職

員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の

月額の合計額に同表に掲げるへき地学校の級別区分に応

じ、次に掲げる級別区分ごとの支給割合を乗じて得た額

とする。 

１級 100分の８ 

２級 100分の12 

３級 100分の16 

４級 100分の20 

20



13 

 

５級 100分の25 

２ 別表第10の２に掲げるへき地学校に準ずる学校に勤務

する教職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶

養手当の月額の合計額に100分の４を乗じて得た額とす

る。 

 

 第32条の３ 条例第19条の３第１項の規定によるへき地手

当に準ずる手当の支給は、教職員が在勤地を異にする異

動又は教職員の勤務する学校の移動（以下「異動等」と

いう。）に伴って住居を移転した日から開始し、当該異

動等の日から起算して３年（当該異動等の日から起算し

て３年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、

３年を超えて引き続き異動等の直後の学校に勤務させる

ことが必要であると県教育委員会が認めた教職員にあっ

ては６年）に達する日をもって終るものとする。ただ

し、当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合に

は、当該各号に定める日をもって終わるものとする。 

⑴ 教職員がへき地学校、へき地学校に準ずる学校若し

くは、条例第19条の３第１項の規定に基づき指定され

た学校（以下「へき地等学校」という。）以外の学校

に異動した場合又は教職員の勤務する学校が移転等の

ためへき地等学校に該当しないこととなった場合 当

該異動又は移転等の日の前日 

⑵ 教職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴

って住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校が

移転し、当該移転に伴って教職員が住居を移転した場

合（当該学校が引き続きへき地等学校に該当する場合

に限る。） 住所の移転の日の前日 

２ 条例第19条の３第１項の規定によるへき地手当に準ず

る手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額は、

異動等の日から起算して５年に達するまでの間は100分

の４、同日から起算して５年に達した後は100分の２を

乗じて得た額とする。 

 

第32条の４ 条例第19条の３第２項の規定により同条第１

項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要

があると認められるものとして教育委員会規則で定める

教職員は、次に掲げる教職員とする。 

第32条の４ 条例第19条の３第２項の規定によりへき地手

当に準ずる手当を支給される            

                         

教職員は、次に掲げる教職員とする。 

⑴ 新たにへき地等学校に該当することとなった学校に

在勤する教職員で  、そのへき地等学校に該当する

こととなった日（以下この条において「指定日」とい

う。）前３年以内に、新たに給料表の適用を受ける教

⑴ 新たにへき地等学校に該当することとなった学校に

在勤する教職員のうち、そのへき地等学校に該当する

こととなった日（以下       「指定日」とい

う。）前に当該学校に異動し           
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職員となって、当該学校に在勤することとなったこと

に伴って住居を移転した             

                     もの 

      、当該学校に在勤することとなったこと

に伴って住居を移転した教職員で、指定日において当

該異動の日から起算して３年を経過していないもの 

〔削る〕 ⑵ 新たにへき地等学校に該当することとなった学校に

在勤する教職員のうち、指定日前に法第22条の４第１

項又は第22条の５第１項の規定による採用（法の規定

により退職した日の翌日におけるものに限る。以下こ

の条において同じ。）をされ、当該学校に在勤するこ

ととなったことに伴って住居を移転した教職員で、指

定日において、当該採用の日から起算して３年を経過

していないもの 

⑵ 新たに給料表の適用を受ける教職員となった者で、

新たに給料表の適用を受けることとなった日（以下こ

の条において「適用日」という。）の前日に在勤して

いた学校に引き続き在勤することとなった教職員のう

ち、当該適用日前 から引き続き勤務していたものと

した場合に、新たにへき地等学校に該当することとな

った学校に在勤する教職員で、指定日前３年以内に当

該学校に異動したこと又は新たに給料表の適用を受け

る教職員となって当該学校に在勤することとなったこ

とに伴って住居を移転したものとなるもの（次号に掲

げるものを除く。） 

⑶ 法第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定に

よる採用をされ、かつ、当該採用の日       

                  の前日に在勤

していた学校に引き続き在勤することとなった教職員

のうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたも

のとした場合に、新たにへき地等学校に該当すること

となった学校に在勤する教職員で、指定日前３年以内

に当該学校に異動し、当該異動          

                        

   に伴って住居を移転したものとなるもの   

            

⑶ 新たに給料表の適用を受ける教職員となった者で、

適用日の前日にへき地勤務手当に準ずる手当を支給さ

れていたもののうち、当該適用日前から引き続き勤務

していたものとした場合に、へき地勤務手当に準ずる

手当の支給要件を具備することとなるもの 

〔新設〕 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、前３号に規定する教職

員との権衡上必要がある教職員として県教育委員会が

認めるもの 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、前各号に規定する教職

員との権衡上必要がある教職員として県教育委員会が

認めるもの 

２ 条例第19条の３第２項の規定によるへき地手当に準ず

る手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる教職員の

区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

２ 条例第19条の３第２項の規定によるへき地手当に準ず

る手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる教職員の

区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 新たに給料表の適用を受ける教職員となって、へき

地等学校に在勤することとなったことに伴って住居を

移転した教職員 適用日にへき地等学校に異動したも

のとした場合に前条第１項及び第２項の規定により支

給されることとなる期間及び額 

〔新設〕 

⑵ 新たにへき地等学校に該当することとなった学校に

在勤する教職員で指定日前３年以内に当該学校に異動

し、当該異動に伴って住居を移転したもの 当該教職

員の指定日に在勤する学校が当該     異動の日

⑴ 前項第１号に規定する教職員          

                        

                    当該教職

員の指定日に在勤する学校が同号に規定する異動の日
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前にへき地等学校に該当していたものとした場合に前

条第１項及び第２項の規定により指定日以降支給され

ることとなる期間及び額 

前にへき地等学校に該当していたものとした場合に、

前２条      の規定により指定日以降支給され

ることとなる期間及び額 

⑶ 前項第１号に規定する教職員 当該教職員の指定日

に在勤する学校が、適用日            

                 前にへき地等学

校に該当していたものとし、かつ、当該教職員が当該

適用日に当該学校に異動したものとした場合に、前条

第１項及び第２項の規定により指定日以降支給される

こととなる期間及び額 

⑵ 前項第２号に規定する教職員 当該教職員の指定日

に在勤する学校が、法第22条の４第１項又は第22条の

５第１項の規定による採用をされた日前にへき地等学

校に該当していたものとし、かつ、当該教職員がその

日  に当該学校に異動したものとした場合に、前２

条       の規定により指定日以降支給される

こととなる期間及び額 

⑷ 前項第２号に規定する教職員 適用日      

    前から給料表の適用を受ける教職員 として

引き続き勤務していたものとした場合に前条第１項及

び第２項の規定により指定日以降支給されることとな

る期間及び額 

⑶ 前項第３号に規定する教職員 当該教職員が同号の

採用の日前から定年前再任用短時間勤務教職員として

引き続き勤務していたものとした場合に、前２条  

    の規定により指定日以降支給されることとな

る期間及び額 

⑸ 前項第３号に規定する教職員 適用日前から給料表

の適用を受ける教職員として引き続き勤務していたも

のとした場合に前条第１項及び第２項又はこの項の規

定により当該適用日以降支給されることとなる期間及

び額 

〔新設〕 

⑹ 〔略〕 ⑷ 前項第４号に規定する教職員 県教育委員会が別に

定める期間及び額 

 

第32条の５～第36条 〔略〕 第32条の５～第34条 〔略〕 

 

 （宿日直手当） 

第35条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務

とする。 

⑴ 市町村立学校の教職員の勤務時間に関する規則（平

成元年島根県教育委員会規則第３号。以下「勤務時間

規則」という。）第８条第１項第１号に掲げる勤務 

⑵ 勤務時間規則第８条第１項第２号に掲げる勤務 

⑶ 〔略〕 

 

第36条 〔略〕 

 

第37条 条例第19条の６第１項に定める宿日直手当の額

は、その勤務１回につき、次の各号に掲げる額とする。

ただし、勤務時間が５時間未満の場合は、当該各号に掲

げる額に100分の50を乗じて得た額とする。 

⑴ 第35条第１号の勤務については、4,700円 

⑵ 第35条第２号の勤務については、8,600円 

第37条 条例第19条の６第１項に定める宿日直手当の額

は、その勤務１回につき、次の各号に掲げる額とする。

ただし、勤務時間が５時間未満の場合は、当該各号に掲

げる額に100分の50を乗じて得た額とする。 

⑴ 第35条第１号の勤務については、4,400円 

⑵ 第35条第２号の勤務については、8,300円 
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２～４ 〔略〕 

 

２～４ 〔略〕 

 

第37条の２～第37条の３ 〔略〕 

 

第37条の２～第37条の３ 〔略〕 

 

（義務教育等教員特別手当） 

第38条 〔略〕 

（義務教育等教員特別手当） 

第38条 条例第19条の８第２項の教育委員会規則で定める

校務類型は、次に掲げる校務の種類とする。 

⑴ 学級（特別支援学級を除く。）を担任する校務（副

担任等当該校務を補佐するものを除く。） 

⑵ 前号に掲げる校務以外の校務 

２ 〔略〕 ２ 前項第２号の校務を分掌する教育職員の義務教育等教

員特別手当の月額は、教育職員の属する職務の級及びそ

の者の受ける号給（その者が定年前再任用短時間勤務教

育職員であるときは、その者の属する職務の級とす

る。）に対応する別表第11に掲げる額（定年前再任用短

時間勤務教育職員にあってはその額に定年前再任用短時

間勤務に係る算出率を、育児短時間勤務教育職員等にあ

ってはその額に育児短時間勤務に係る算出率を、育児短

時間勤務に伴う短時間勤務教育職員にあってはその額に

育児短時間勤務に伴う短時間勤務に係る算出率を、任期

付短時間勤務教育職員にあってはその額に任期付短時間

勤務に係る算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額

に１円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた

額）とする。 

３ 第１項第１号の校務を分掌する教育職員の義務教育等

教員特別手当の月額は、前項に定める額に、次の各号に

掲げる者の区分に応じて当該各号に掲げる額を加算した

額とする。ただし、条例第15条の２第１項の規定により

給料の調整額を支給されることとなる教育職員には、加

算しない。 

３ 第１項第１号の校務を分掌する教育職員の義務教育等

教員特別手当の月額は、前項に定める額に、次の各号に

掲げる者の区分に応じて当該各号に掲げる額を加算した

額とする。                    

                         

      

⑴・⑵ 〔略〕 

 

⑴ 県教育委員会が別に定める学級編制基準の１学級

（次号において「１学級」という。）を１名で担任す

る者又は教育委員会が定める者 3,000円 

⑵ １学級を２名で担任する者又は教育委員会が定める

者 1,500円 

４・５ 〔略〕 

 

４・５ 〔略〕 

第38条の２・第38条の３ 〔略〕 

 

第38条の２・第38条の３ 〔略〕 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第39条 条例第20条の２の県教育委員会規則で定める時間

は、次の各号に掲げる日の日数の合計に７時間45分（定

（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第39条 条例第20条の２の県教育委員会規則で定める時間

は、次の各号に掲げる日の日数の合計に７時間45分（定
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年前再任用短時間勤務教職員にあっては定年前再任用短

時間勤務に係る算出率を、育児短時間勤務教職員等  

                         

                         

                      にあっ

ては育児短時間勤務に係る算出率を、育児短時間勤務に

伴う短時間勤務教職員               

                         

にあっては育児短時間勤務に伴う短時間勤務に係る算出

率を、任期付短時間勤務教職員           

                         

   にあっては任期付短時間勤務に係る算出率をそれ

ぞれ７時間45分に乗じて得た時間）を乗じたものとす

る。 

⑴・⑵ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

第40条 〔略〕 

年前再任用短時間勤務教職員にあっては定年前再任用短

時間勤務に係る算出率を、育児休業法第10条第１項に規

定する育児短時間勤務をしている教職員及び育児休業法

第17条の規定による短時間勤務をしている教職員（次条

において「育児短時間勤務教職員等」という。）にあっ

ては育児短時間勤務に係る算出率を、育児休業法第18条

第１項の規定により採用された教職員（次条において

「育児短時間勤務に伴う短時間勤務教職員」という。）

にあっては育児短時間勤務に伴う短時間勤務に係る算出

率を、任期付職員条例第４条の規定により採用された教

職員（次条において「任期付短時間勤務教職員」とい

う。）にあっては任期付短時間勤務に係る算出率をそれ

ぞれ７時間45分に乗じて得た時間）を乗じたものとす

る。 

⑴ 例による休日休暇条例第３条第１項第１号に規定す

る休日（土曜日に当たる日を除く。） 

⑵ 例による休日休暇条例第３条第１項第２号に規定す

る休日（日曜日及び土曜日に当たる日を除く。） 

 

（定年前再任用短時間勤務教職員等の給料月額の端数計

算） 

第40条 次の各号に掲げる教職員について、当該各号に定

める規定による給料月額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額をもって当該教職員の給料

月額とする。 

⑴ 定年前再任用短時間勤務教職員 条例第12条の２ 

⑵ 育児短時間勤務教職員等 育児休業条例第15条（育

児休業条例第22条において準用する場合を含む。）の

規定により読み替えられた条例第７条第１項若しくは

第２項又は第12条第２項若しくは第３項 

⑶ 育児短時間勤務に伴う短時間勤務教職員 育児休業

条例第25条の規定により読み替えられた条例第７条第

１項若しくは第２項又は第12条第２項若しくは第３項 

⑷ 任期付短時間勤務教職員 任期付職員条例第10条第

３項の規定により読み替えられた条例第７条第１項若

しくは第２項又は第12条第２項若しくは第３項 

 

 第41条 〔略〕 

 

   附 則 

１～18 〔略〕 

   附 則 

１～16 〔略〕 

 （条例附則第10項の規定の適用を受ける教育職員の給料
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の調整額） 

17 条例附則第10項の規定の適用を受ける教育職員に対す

る第26条の２第４項の規定の適用については、当分の

間、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分

の70を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じた

ときは、これを切り捨てた額）」と、同項第１号中「掲

げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これ

を切り捨てた額）」とする。 

（条例附則第10項の規定の適用を受ける教育職員の管理

職手当） 

18 条例附則第10項の規定の適用を受ける教育職員に対す

る第26条の３第２項の規定の適用については、当分の

間、同項第１号中「定める額」とあるのは、「定める額

に100分の70を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てた額）」とする。 

（条例附則第10項の規定の適用を受ける教職員の初任給

調整手当） 

19 条例附則第10項の規定の適用を受ける教職員に対する

第26条の５の規定の適用については、当分の間、同条中

「法第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定によ

り採用された教職員（以下「定年前再任用短時間勤務教

職員」という。）」とあるのは「条例附則第10項の規定

の適用を受ける教職員」と、「当該定年前再任用短時間

勤務教職員」とあるのは「当該教職員」と、「定年前再

任用短時間勤務教職員の欄に掲げる基準給料月額」とあ

るのは「給料月額」と、「級に応じた額」とあるのは

「級並びに条例第７条第１項及び第２項並びに第12条第

２項及び第３項の規定により当該教職員の受ける号給に

応じた額に100分の70を乗じて得た額（当該額に１円未

満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）」とす

る。 

 

 

〔新設〕 

 

 

20 〔略〕 

（条例附則第10項の規定の適用を受ける教育職員の管理

職員特別勤務手当） 

19 条例附則第10項の規定の適用を受ける教育職員に対す

る第37条の２第１項及び第37条の２の２第１項の規定の

適用については、当分の間、第37条の２第１項第１号及

び第37条の２の２第１項第１号中「定める額」とあるの

は、「定める額に100分の70を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた

額）」とする。 

 （条例附則第10項の規定の適用を受ける教育職員の義務
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21 〔略〕 

教育等教員特別勤務手当） 

20 条例附則第10項の規定の適用を受ける教育職員に対す

る第38条第２項の規定の適用については、当分の間、同

項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70

を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てた額）」とする。 

 

 

22 〔略〕 

（条例附則第10項の規定の適用を受ける教育職員に対す

る通知） 

21 条例附則第10項の規定の適用により給料月額が異動す

ることとなった教職員に対しては、文書によりその旨を

通知するものとする。ただし、文書の交付によらないこ

とを適当と認める場合には、適当な方法をもって文書の

交付に代えることができる。 

 

 

23 〔略〕 

（条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務

教職員等の給料月額の端数計算） 

22 育児休業条例附則第５項（育児休業条例附則第６項の

規定により読み替えられた育児休業条例第22条において

準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた条

例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務教職

員等について、同項の規定による給料月額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当

該育児短時間勤務教職員等の給料月額とする。 

 

別表第１～別表第９の３の２ 〔略〕 

  

別表第１～別表第９の３の２ 〔略〕 

  

別表第９の４（第26条の３関係） 

管理職手当に関する指定学校表 

学校名 

松江市立内中原小学校 

同   津田小学校 

同   古志原小学校 

同   乃木小学校 

安来市立十神小学校 

出雲市立今市小学校 

同   大津小学校 

同   塩冶小学校 

同   神戸川小学校 

同   高松小学校 

同   四絡小学校 

同   北陽小学校 

同   西野小学校 

同   中部小学校 

別表第９の４（第26条の３関係） 

管理職手当に関する指定学校表 

学校名 

松江市立内中原小学校 

同   津田小学校 

同   乃木小学校 

同   古志原小学校 

〔新設〕 

出雲市立今市小学校 

同   大津小学校 

同   塩冶小学校 

同   高松小学校 

同   四絡小学校 

同   神戸川小学校 

〔新設〕 

同   西野小学校 

同   中部小学校 
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雲南市立加茂小学校 

浜田市立石見小学校 

大田市立大田小学校 

江津市立津宮小学校 

益田市立吉田小学校 

隠岐の島町立西郷小学校 

松江市立第一中学校 

同   第二中学校 

同   第四中学校 

〔削る〕 

同   東出雲中学校 

安来市立第一中学校 

出雲市立第一中学校 

同   第二中学校 

同   第三中学校 

同   河南中学校 

同   浜山中学校 

同   斐川西中学校 

雲南市立大東中学校 

浜田市立第一中学校 

大田市立第一中学校 

江津市立江津中学校 

益田市立益田中学校 

隠岐の島町立西郷中学校 

松江市立義務教育学校玉湯学園 

  

〔新設〕 

〔新設〕 

大田市立大田小学校 

〔新設〕 

益田市立吉田小学校 

隠岐の島町立西郷小学校 

松江市立第一中学校 

同   第二中学校 

同   第四中学校 

同   湖南中学校 

同   東出雲中学校 

安来市立第一中学校 

出雲市立第一中学校 

同   第二中学校 

同   第三中学校 

〔新設〕 

同   浜山中学校 

同   斐川西中学校 

〔新設〕 

〔新設〕 

大田市立第一中学校 

〔新設〕 

益田市立益田中学校 

隠岐の島町立西郷中学校 

松江市立義務教育学校玉湯学園 

  

別表第９の５（第26条の３関係） 

管理職手当に関する指定学校表 

学校名 

松江市立母衣小学校 

同   城北小学校 

同   中央小学校 

同   雑賀小学校 

同   川津小学校 

同   法吉小学校 

同   竹矢小学校 

同   大庭小学校 

同   持田小学校 

同   古江小学校 

同   八雲小学校 

同   宍道小学校 

別表第９の５（第26条の３関係） 

管理職手当に関する指定学校表 

学校名 

松江市立母衣小学校 

同   雑賀小学校 

同   城北小学校 

同   中央小学校 

同   川津小学校 

同   法吉小学校 

同   竹矢小学校 

同   大庭小学校 

同   持田小学校 

同   古江小学校 

同   八雲小学校 

同   宍道小学校 
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〔削る〕 

同   出雲郷小学校 

同   揖屋小学校 

〔削る〕 

安来市立島田小学校 

同   荒島小学校 

同   赤江小学校 

同   広瀬小学校 

〔削る〕 

〔削る〕 

〔削る〕 

〔削る〕 

出雲市立長浜小学校 

同   高浜小学校 

〔削る〕 

同   平田小学校 

同   旅伏小学校 

同   湖陵小学校 

同   大社小学校 

同   荒木小学校 

〔削る〕 

同   荘原小学校 

雲南市立大東小学校 

同   三刀屋小学校 

奥出雲町立仁多小学校 

同    横田小学校 

〔削る〕 

浜田市立原井小学校 

〔削る〕 

同   周布小学校 

同   長浜小学校 

同   国府小学校 

同   三階小学校 

〔削る〕 

大田市立長久小学校 

江津市立高角小学校 

益田市立益田小学校 

同   高津小学校 

同   安田小学校 

同   西益田小学校 

〔削る〕 

松江市立第三中学校 

同   意東小学校 

同   揖屋小学校 

同   出雲郷小学校 

安来市立十神小学校 

同   島田小学校 

〔新設〕 

同   赤江小学校 

同   広瀬小学校 

雲南市立大東小学校 

同   加茂小学校 

同   木次小学校 

同   三刀屋小学校 

出雲市立長浜小学校 

同   高浜小学校 

同   北陽小学校 

同   平田小学校 

同   湖陵小学校 

同   大社小学校 

同   荒木小学校 

同   荘原小学校 

同   朝陽小学校 

同   旅伏小学校 

〔新設〕 

〔新設〕 

〔新設〕 

〔新設〕 

大田市立長久小学校 

浜田市立原井小学校 

同   石見小学校 

同   国府小学校 

同   三階小学校 

同   周布小学校 

同   長浜小学校 

江津市立津宮小学校 

〔新設〕 

同   高角小学校 

益田市立益田小学校 

同   高津小学校 

同   安田小学校 

同   西益田小学校 

津和野町立津和野小学校 

松江市立第三中学校 
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同   湖南中学校 

同   湖東中学校 

同   湖北中学校 

同   八雲中学校 

同   宍道中学校 

〔削る〕 

〔削る〕 

〔削る〕 

〔削る〕 

〔削る〕 

出雲市立平田中学校 

同   向陽中学校 

同   大社中学校 

同   斐川東中学校 

雲南市立加茂中学校 

同   木次中学校 

奥出雲町立仁多中学校 

〔削る〕 

〔削る〕 

〔削る〕 

浜田市立第三中学校 

同   浜田東中学校 

大田市立第二中学校 

同   大田西中学校 

〔削る〕 

江津市立青陵中学校 

益田市立高津中学校 

同   益田東中学校 

〔削る〕 

西ノ島町立西ノ島中学校 

知夫村立知夫中学校 

松江市立義務教育学校八束学園 

  

〔新設〕 

同   湖東中学校 

同   湖北中学校 

同   八雲中学校 

同   宍道中学校 

奥出雲町立仁多中学校 

雲南市立大東中学校 

同   加茂中学校 

同   木次中学校 

出雲市立河南中学校 

同   平田中学校 

同   向陽中学校 

同   大社中学校 

同   斐川東中学校 

〔新設〕 

〔新設〕 

〔新設〕 

大田市立第二中学校 

同   志学中学校 

浜田市立第一中学校 

同   第三中学校 

同   浜田東中学校 

〔新設〕 

〔新設〕 

江津市立江津中学校 

同   青陵中学校 

益田市立高津中学校 

同   益田東中学校 

同   匹見中学校 

西ノ島町立西ノ島中学校 

知夫村立知夫中学校 

松江市立義務教育学校八束学園 

  

別表第９の６・別表第９の７ 〔略〕 

 

別表第９の６・別表第９の７ 〔略〕 

 

別表第９の８（第29条の９関係） 

交通用具使用者通勤手当表 

自動車等の使用距離 
通勤手当

の額 

片道４キロメートル未満～片道30キロメートル以上34キ

ロメートル未満 〔略〕 

別表第９の８（第29条の９関係） 

交通用具使用者通勤手当表 

自動車等の使用距離 
通勤手当

の額 

片道４キロメートル未満～片道30キロメートル以上34

キロメートル未満 〔略〕 
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片道34キロメートル以上38キロメートル未満 21,200円

片道38キロメートル以上42キロメートル未満 23,400円

片道42キロメートル以上46キロメートル未満 25,700円

片道46キロメートル以上50キロメートル未満 28,100円

片道50キロメートル以上54キロメートル未満 30,400円

片道54キロメートル以上58キロメートル未満 32,700円

片道58キロメートル以上62キロメートル未満 35,000円

片道62キロメートル以上66キロメートル未満 37,400円

片道66キロメートル以上70キロメートル未満 39,700円

片道70キロメートル以上74キロメートル未満 42,000円

片道74キロメートル以上78キロメートル未満 44,400円

片道78キロメートル以上82キロメートル未満 46,700円

片道82キロメートル以上86キロメートル未満 49,000円

片道86キロメートル以上90キロメートル未満 51,400円

片道90キロメートル以上94キロメートル未満 53,700円

片道94キロメートル以上98キロメートル未満 56,000円

片道98キロメートル以上102キロメートル未満 58,400円

片道102キロメートル以上 60,700円

  

片道34キロメートル以上38キロメートル未満 21,000円

片道38キロメートル以上42キロメートル未満 23,000円

片道42キロメートル以上46キロメートル未満 25,100円

片道46キロメートル以上50キロメートル未満 27,100円

片道50キロメートル以上54キロメートル未満 29,100円

片道54キロメートル以上58キロメートル未満 31,000円

片道58キロメートル以上62キロメートル未満 33,000円

片道62キロメートル以上66キロメートル未満 34,900円

片道66キロメートル以上70キロメートル未満 36,900円

片道70キロメートル以上74キロメートル未満 38,800円

片道74キロメートル以上78キロメートル未満 40,700円

片道78キロメートル以上 42,600円

〔新設〕  

〔新設〕  

〔新設〕  

〔新設〕  

〔新設〕  

〔新設〕  

  

別表第10（第32条、第32条の２関係） 

へき地学校表 

学校名 級地区分 

知夫村立知夫小学校～同     隠岐の島町学校給

食センター 〔略〕 

安来市立布部小学校 １級地 

同   赤屋小学校 

同   比田小学校 

〔削る〕 

 

雲南市立吉田小学校～同   蔵木小学校

 〔略〕 

 

  

別表第10（第32条、第32条の２関係） 

へき地学校表 

学校名 級地区分 

知夫村立知夫小学校～同     隠岐の島町学校給

食センター 〔略〕 

安来市立布部小学校 １級地 

同   赤屋小学校 

同   比田小学校 

同   山佐小学校 

 

雲南市立吉田小学校～同   蔵木小学校

 〔略〕 

 

  

別表第10の２ 〔略〕 

 

別表第10の２ 〔略〕 

別表第10の３（第32条関係） 

特別の地域に所在する学校表 

安来市立井尻小学校 

〔削る〕 

大田市立第三中学校 

川本町立川本小学校 

同   川本町学校給食センター 

  

別表第10の３（第32条関係） 

特別の地域に所在する学校表 

安来市立井尻小学校 

奥出雲町立阿井小学校 

大田市立第三中学校 

川本町立川本小学校 

同   川本町学校給食センター 
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別表第11・別表第12 〔略〕 別表第11・別表第12 〔略〕 
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改正後の市町村立学校の教職員の給与に関する規則の読替表 

 

読 替 後 読 替 前 

〔附則第19項による読み替え〕  

（初任給調整手当） 

第26条の５ 条例第15条の４第１項の教育委員会規則で定

める教職員は条例附則第10項の規定の適用を受ける教職

員                        

             とし、当該教職員の特定額

（条例第15条の４第１項に規定する「特定額」をいう。

以下同じ。）の算定の基礎となる額として教育委員会規

則で定める額は当該教職員           に適

用される給料表の給料月額             

         のうち、条例第６条第２項の規定に

より当該定年前再任用短時間勤務教職員の属する職務の

級並びに条例第７条第１項及び第２項並びに第12条第２

項及び第３項の規定により当該教職員の受ける号給に応

じた額に100分の70を乗じて得た額（当該額に１円未満

の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

（初任給調整手当） 

第26条の５ 条例第15条の４第１項の教育委員会規則で定

める教職員は法第22条の４第１項又は第22条の５第１項

の規定により採用された教職員（以下「定年前再任用短

時間勤務教職員」という。）とし、当該教職員の特定額

（条例第15条の４第１項に規定する「特定額」をいう。

以下同じ。）の算定の基礎となる額として教育委員会規

則で定める額は当該定年前再任用短時間勤務教職員に適

用される給料表の定年前再任用短時間勤務教職員の欄に

掲げる基準給料月額のうち、条例第６条第２項の規定に

より当該定年前再任用短時間勤務教職員の属する職務の

級に応じた額                   

                         

                         

                     とする。 
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市町村立学校の教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

 市町村立学校の教職員の給与に関する規則の一部を改

正する規則 

令 和 ７ 年 ３ 月 2 8 日 

島根県教育委員会規則第３号 

 

 

〔本則 略〕 〔本則 略〕 

附 則 附 則 

１ 〔略〕 １ 〔略〕 

（切替日における昇格又は降格した教職員の号給の特

例） 

２ 令和７年４月１日（以下この項及び次項において

「切替日」という。）に昇格又は降格（以下この項に

おいて「昇格等」という。）した教職員については、

当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に

受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたも

のとみなしてこの規則による改正後の市町村立学校の

教職員の給与に関する規則（以下「改正後の規則」と

いう。）第12条の２又は第12条の３の規定を適用す

る。 

（切替日における昇格又は降格した教職員の号給の特

例） 

２ 令和７年４月１日（以下この項及び次項において

「切替日」という。）に昇格又は降格（以下この項に

おいて「昇格等」という。）した教職員については、

当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に

受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたも

のとみなしてこの規則による改正後の市町村立学校の

教職員の給与に関する規則            

    第12条の２又は第12条の３の規定を適用す

る。 

３ 〔略〕 ３ 〔略〕 

（管理職手当に関する経過措置） 

４ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の

前日において、この規則による改正前の市町村立学校

の教職員の給与に関する規則別表第９の４又は別表第

９の５に掲げられている学校に在職し管理職手当の支

給を受けていた教育職員で施行日以降改正後の規則 

                        

                別表第９の４又は

別表第９の５に掲げられなくなる学校に引き続き在職

するものの管理職手当の区分については、当該教育職

員が当該学校に在職する間、改正後の規則別表第９の

４又は別表第９の５にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

（管理職手当に関する経過措置） 

４ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の

前日において、この規則による改正前の市町村立学校

の教職員の給与に関する規則別表第９の４又は別表第

９の５に掲げられている学校に在職し管理職手当の支

給を受けていた教育職員で施行日以降この規則による

改正後の市町村立学校の教職員の給与に関する規則

（以下「改正後の規則」という。）別表第９の４又は

別表第９の５に掲げられなくなる学校に引き続き在職

するものの管理職手当の区分については、当該教育職

員が当該学校に在職する間、改正後の規則別表第９の

４又は別表第９の５にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

５～７ 〔略〕 ５～７ 〔略〕 

（定年前再任用短時間勤務教職員及び暫定再任用教職

員へのへき地手当に準ずる手当に関する経過措置） 

（暫定再任用教職員へのへき地手当等に関する経過措

置） 

８ 改正後の規則第32条の４第１項第１号の規定は、施

行日以後に地方公務員法（昭和25年法律第261号。次項

８ 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う

関係条例の整備に関する条例（令和４年島根県条例第
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において「法」という。）第22条の４第１項又は第22

条の５第１項の規定により採用された教職員（次項に

おいて「定年前再任用短時間勤務教職員」という。）

及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴

う関係条例の整備に関する条例（令和４年島根県条例

第30号。以下この項及び次項において「令和４年改正

条例」という。）附則第６項、第７項又は第11項から

第16項までの規定による採用をされた令和４年改正条

例附則第47項に規定する暫定再任用教職員（次項にお

いて「暫定再任用教職員」という。）について適用す

る。 

30号。第９項において「令和４年改正条例」とい

う。）附則第47項に規定する暫定再任用教職員（以下

「暫定再任用教職員」という。）に対する改正後の規

則第32条の４の規定の適用については、同条第１項第

２号中「法第22条の４第１項又は第22条の５第１項」

とあるのは「令和４年改正条例附則第６項、第７項又

は第11項から第16項まで」と、「退職した日」とある

のは「退職した日又は令和４年改正条例附則第６項、

第７項又は第11項から第16項までの規定による採用に

係る任期が満了した日」と、「この条において同じ」

とあるのは「この条において「暫定再任用」という」

と、改正後の規則第32条の４第１項第３号及び同条第

２項第２号中「法第22条の４第１項又は第22条の５第

１項の規定による採用」とあるのは「暫定再任用」

と、同項第３号中「定年前再任用短時間勤務教職員」

とあるのは「暫定再任用教職員（地方公務員法の一部

を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関す

る条例（令和４年島根県条例第30号。以下「令和４年

改正条例」という。）附則第47項に規定する暫定再任

用教職員をいう。）」とする。 

〔削る〕 （定年前再任用短時間勤務教職員及び暫定再任用教職

員へのへき地手当に準ずる手当に関する経過措置） 

〔削る〕 ９ 改正後の規則第32条の４第１項第２号の規定は、施

行日以後に法第22条の４第１項若しくは第22条の５第

１項又は令和４年改正条例附則第６項、第７項若しく

は第11項から第16項までの規定（次項において「法第2

2条の４第１項又は第22条の５第１項等の規定」とい

う。）による採用をされた定年前再任用短時間勤務教

職員及び暫定再任用教職員について適用する。 

９ 改正後の規則第32条の４第１項第２号の規定は、施

行日以後に法第22条の４第１項若しくは第22条の５第

１項又は令和４年改正条例附則第６項、第７項若しく

は第11項から第16項までの規定による採用をされ、当

該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場

合に、同号に規定する異動をした日又は当該教職員が

新たに給料表の適用を受けることとなった日が施行日

以後である定年前再任用短時間勤務教職員及び暫定再

任用教職員について適用する。 

10 改正後の規則第32条の４第１項第３号の規定は、施

行日以後に法第22条の４第１項又は第22条の５第１項

等                       

           の規定による採用をされ、当

該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場

合に、同号に規定する異動をした日        

                    が施行日

以後である定年前再任用短時間勤務教職員及び暫定再

任用教職員について適用する。 

 

10 〔略〕 

（雑則） 

11 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この

規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定め
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市町村立学校の会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償の支給に関する規則の

一部改正について 

 

１ 改正理由 

令和７年人事委員会報告を受け、２月定例議会において「市町村立学校の教

職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」が原案のとおり可決され、

常勤の教職員に支給される通勤手当の額が改正されることとなった。 

市町村立学校の会計年度任用職員については、報酬として通勤手当に相当す

る額が支払われていることから、当該額について同様の改正を行う。 

 
２ 改正する規則 

市町村立学校の会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償の支給に関する 

規則（令和元年教育委員会規則第４号） 
 

３ 改正内容 

⑴  駐車場等を利用する会計年度任用職員に対して、月額3,000円を超えない

範囲で駐車場等に係る通勤手当に相当する報酬を支給する。（第３条第３項） 

⑵  交通機関等に係る通勤手当の額、自動車等に係る通勤手当の額、特別急

行列車等に係る通勤手当の額及び駐車場等に係る通勤手当の額を合算した

額の限度額を月額150,000円とする。（同条第４項） 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

５ 施行期日 

令和８年４月１日 

議決第 48 号 

学校企画課 
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市町村立学校の会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償の支給に関する規則新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

市町村立学校の会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償

の支給に関する規則 

令 和 元 年 1 1 月 1 5 日 

島根県教育委員会規則第４号 

 

 

 

 

第１条・第２条 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（通勤手当に相当する報酬の額） 

第３条 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、会計年度任用職員の報酬等及び費用

弁償支給条例（平成31年島根県条例第９号。以下「条

例」という。）の規定に基づき、市町村立学校の教職員

の給与等に関する条例（昭和29年島根県条例第７号。以

下「給与条例」という。）第２条に定める教職員のうち

地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」とい

う。）第22条の２第１項第１号に規定する会計年度任用

職員である者（以下「教職員」という。）の報酬、費用

弁償、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

第２条 〔略〕 

 

（通勤手当に相当する報酬の額） 

第３条 条例第２条第４項に規定する通勤手当に相当する

報酬（以下「通勤手当に相当する報酬」という。）は、

１箇月を単位として支給するものとし、その額について

は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）とする。 

⑴ 給与条例第18条第１項第１号に掲げる教職員の要件

に該当する者 １箇月の勤務日（会計年度任用職員の

勤務時間、休暇等に関する規則（令和元年島根県人事

委員会規則第６号。以下「休暇等規則」という。）第

３条の規定により割り振られた勤務日をいう。以下同

じ。）に係る通勤の回数（以下「１箇月の通勤所要回

数」という。）に応じて、給与条例第18条第２項第１

号の規定に準じて算出した額 

⑵ 給与条例第18条第１項第２号に掲げる教職員の要件

に該当する者 市町村立学校の教職員の給与に関する

規則（昭和32年島根県教育委員会規則第11号。以下

「給与規則」という。）第29条の９第１項の規定に準
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２ 新たに任用された教職員のうち、前項第１号又は第３

号に掲げる教職員で、当該任用の直前の住居からの通勤

のため、給与条例第18条第３項に規定する特別急行列車

等（第１号において「特別急行列車等」という。）を利

用し、その利用に係る特別料金等（給与条例第18条第３

項に規定する額をいう。以下この項において同じ。）を

負担することを常例とする者であって、常勤教職員との

権衡を考慮して県教育委員会が定めるものの通勤手当に

相当する報酬の額は、前項の規定にかかわらず次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤

手当に相当する報酬 月の初日から末日までの期間の

利用実績等により県教育委員会が決定する額 

⑵ 〔略〕 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる教職員で、自動車等

の駐車のための施設（その所在地及び利用形態が給与規

則第29条の12の10に定める要件を満たすものに限る。第

１号において「駐車場等」という。）を利用し、その料

金を負担することを常例とするもの（給与規則第29条の

10第２号に掲げる教職員の要件に該当する者を除く。）

の通勤手当に相当する報酬の額は、前２項の規定にかか

わらず、次の各号に掲げる通勤手当に相当する報酬の額

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 駐車場等に係る通勤手当に相当する報酬の額 支

給単位期間につき、3,000円を超えない範囲内で１箇

月当たりの駐車場等の料金に相当する額として県教育

委員会が定める額 

⑵ 前号に掲げる通勤手当に相当する報酬の額以外の通

勤手当に相当する報酬の額 前２項の規定による額 

４ 前各項の規定により算出した額          

                      は、１

箇月の通勤所要回数を考慮して150,000円以内で県教育

委員会が定める額（以下この条において「限度額」とい

う。）を上限とし、これを超える場合は、限度額を通勤

手当に相当する報酬の額とする。 

５～８ 〔略〕 

 

第４条～第22条 〔略〕 

じて算出した額を21で除して得た額に、１箇月の通勤

所要回数（21回を上限とする。）を乗じて得た額 

⑶ 給与条例第18条第１項第３号に掲げる教職員の要件

に該当する者 前２号に定める額を合計した額 

２ 新たに任用された教職員のうち、前項第１号又は第３

号に掲げる教職員で、当該任用の直前の住居からの通勤

のため、給与条例第18条第３項に規定する特別急行列車

等（第１号において「特別急行列車等」という。）を利

用し、その利用に係る特別料金等（給与条例第18条第３

項に規定する額をいう。以下この項において同じ。）を

負担することを常例とする者であって、常勤教職員との

権衡を考慮して任命権者  が定めるものの通勤手当に

相当する報酬の額は、前項の規定にかかわらず次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤

手当に相当する報酬 月の初日から末日までの期間の

利用実績等により任命権者  が決定する額 

⑵ 〔略〕 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前２項の規定により算出した額（前項各号のいずれに

も該当する場合は、同項各号の額を合計した額）は、１

箇月の通勤所要回数を考慮して150,000円以内で任命権

者  が定める額（以下この条において「限度額」とい

う。）を上限とし、これを超える場合は、限度額を通勤

手当に相当する報酬の額とする。 

４～７ 〔略〕 

 

第４条～第22条 〔略〕 
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附 則 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 
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江津地域における新設校のスクール・ミッションについて 

 

１ スクール・ミッションとは（令和３年３月 31 日 文部科学省通知より） 

・ 各高等学校に期待される社会的役割等 

・ 高等学校の設置者が再定義 

・ 策定に当たっては各学校運営協議会等と連携 

※  スクール・ミッションを基盤に、各高校は地域と協働して、目指す学

校像や育てたい生徒像などの学校運営の基本方針をグランドデザイン

として策定し、これに沿って特色ある教育活動を推進 

  ※ 県立高校については令和５年３月に策定済 

 

２ 江津地域の新設校におけるスクール・ミッション（案） 

 

（普通科高校） 

普通科系学科と工業系専門学科が融合した特色ある学びや、地域と連携

した探究的な学び等を通して、地域や社会に貢献するために挑戦し、未来

を変えていく力をもった人材を育成する。 

（工業に関する学科を設置する高校） 

地元企業等との連携による取組の成果を生かし、社会の変化や地域の産

業界からのニーズに応えるものづくり教育を通して、地域産業等を担うこ

とができる専門性豊かな工業人材を育成する。 

  

 

＜参考＞ 江津高校のスクール・ミッション 

多様な進路希望に対応したきめ細かな学びと、地域と連携した課題解決

型学習等を通して、地域や社会に貢献するために挑戦し、未来を変えてい

く力をもった人材を育成する。 

 

＜参考＞ 江津工業高校のスクール・ミッション 

地元企業等との連携による取組の成果を生かし、社会の変化や地域の産

業界からのニーズに応えるものづくり教育を通して、地域産業等を担うこ

とができる専門性豊かな工業人材を育成する。 

   

 ※ グランドデザインおよびスクールポリシーの策定は令和９年１月頃 

を想定 

議決第 49 号 

学校企画課 
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議決第 50 号 

学校企画課 

 

島根県教職員働き方改革プラン（県立学校の働き方改革と市町村教育委員会

への取組）について 

１ 経緯 

・ 令和７年６月の法改正により、各教育委員会は国が定める指針を踏まえ、設置する学

校の教育職員に係る「業務量管理・健康確保措置実施計画」※１（以下「実施計画」とい

う。）の策定を義務づけ 

※１ 教員の業務量の適切な管理と健康・福祉を確保するための措置を実施するための計画 

・ 実施計画及びその実施内容は、総合教育会議への報告を必要とすることで、首長が学

校の教育職員の働き方に関与 

・ 県教育委員会としては、既存の「教職員の働き方改革プラン」を国が定める指針を踏

まえた内容に改めた「島根県教職員働き方改革プラン（県立学校の働き方改革と市町村

教育委員会への取組）」を実施計画とする。 

・ また、県立学校の教育職員の業務の量の適切な管理に関する規則（令和２年３月31日

島根県教育委員会規則第13号）第３条に基づく「教育職員の業務の量の適切な管理を図

るために必要な事項」に位置付ける。 

２ 今後のスケジュール 

３月27日 総合教育会議（公開報告） 

３ 国が定める指針 

⑴ 政府目標 

・ 令和11年度までに１箇月時間外在校等時間※２を平均30時間程度に削減 

・ 時間外在校等時間が80時間を超える教育職員を早急になくす。 

※２ いわゆる「時間外勤務」 

⑵ 目標達成のため、次の水準を満たす計画を策定 

・ １箇月時間外在校等時間が45時間以下の教職員の割合     【100％】 

・ １年間における教育職員の１箇月時間外在校等時間の平均 【30時間程度】 

・ １年間の時間外在校等時間              【360時間以内】 

・ 教育職員のワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標を設定 

４ 県立学校における目標設定 

⑴ 時間外在校等時間 

① 全ての教育職員が年間360時間以内 

② 全ての教育職員が１箇月45時間以内 

⑵ 年次有給休暇の取得日数（※ 特定事業主行動計画に同じ） 

① 全ての教育職員が年５日以上の取得 

② 全ての教育職員の平均取得日数17日以上 

⑶ 働き方に関する意識（※ ストレスチェックシステムの活用） 

① 「働きやすい職場である」と回答した教育職員90%以上 

② 「教職にやりがいを感じる」と回答した教育職員90%以上  
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５ 県立学校の時間外勤務の現状と対策 

⑴ 令和６年度 一月当たりの平均時間外勤務の人数分布（目標：30時間以内） 

① 高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特別支援学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R４
R５
R６

15.2%

9.5%(144人)
10.2%

43.6%(661人)

40.4%
40.2%

46.9%(711人)
49.6%
44.4%

0

20

40

60

80

100

120

140

160
（人数）

（時間）

１ 全職員の意識改革 ２ 業務分担の平準化

３ 不断の業務改善 ４ 部活動対策

５ 困難分掌対策

月30時間を超える総時間数
24,090ｈ/月

R４ 71.8% 27.4%
R５ 81.7% 18.0%
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月30時間を超える総時間数
1,600ｈ/月

１ 全職員の意識改革

２ 業務分担の平準化

３ 不断の業務改善
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⑵ 令和６年度 一月毎の時間外勤務の月数分布（目標：45時間以内） 

① 高等学校（総月数 17,927 月(≒約 1,494 人×12 月)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特別支援学校（総月数 10,065 月(≒約 839 人×12 月)） 
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島根県教職員働き方改革プラン 

（県立学校の働き方改革と市町村教育委員会への取組）（案）【概要】 

Ⅰ 教職員の働き方改革を進める目的～何のために働き方の見直しをするのか～(p2) 

教職員を取り巻く環境整備の最終的な目的は、学校教育の質の向上を通した、

「全ての子どもたちへのより良い教育の実現」です。 

１．教職員の心身の健康保持 

教職員が心身ともに健康でいられるために、勤務時間・健康管理を意識した

働き方を促進することが大切です。 

２．教職員としてのウェルビーイング※の向上と環境整備 

日々の生活の質や教職人生を豊かにするなど教職員のウェルビーイングを向

上させること、また、教員の高い専門性と意欲、能力を最大限発揮できる勤務

環境を整備することにより、子どもたちに対してより良い教育を行うことがで

きるようになります。    ※ 身体的・精神的・社会的に良い状態にあること 

３．教職を志す人材の確保 

全ての教職員はもとより、教職を志す学生等にとっても、学校が「働きやす

さ」と「働きがい」を両立する職場であることは重要なことです。 

Ⅱ 県教育委員会の取組(p3) 

１．プランの策定について 

⑴ プランの位置付け 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（以下「給

特法」という。）の定めにより、同法第２条第１項に規定する義務教育諸学校等

の教育職員の服務を監督する教育委員会において定めるものとされている業務

量管理・健康確保措置実施計画（以下「実施計画」という。）に位置付けるもの

です。 

⑵ プランの取組期間 

令和８年度（2026 年度）～令和 11 年度（2029 年度）までの４年間を重点期

間として取り組みます。 

２．プラン達成に向けた数値目標(p4) 

① 時間外在校等時間 

ア 全ての教育職員が年間 360 時間以内 

イ 全ての教育職員が１箇月 45 時間以内 

② 年次有給休暇の取得日数 

ア 全ての教育職員が年５日以上の取得 

イ 全ての教育職員の平均取得日数が 17 日以上 

③ 働き方に関する意識 

ア 「働きやすい職場である」と回答した教育職員 90%以上 

イ 「教職にやりがいを感じる」と回答した教育職員 90%以上 
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３．県教育委員会が講じる措置(p6) 

⑴ 引き続き講ずる措置 

① 人材確保に向けた取組 

令和７年度から教員採用試験を５月に早期実施、令和４年度から県外現職

教員等を対象とした特別選考試験の実施など教員確保に加え、若手教員等へ

のサポート体制を整備しています。 

② 管理職の育成・支援 

県教育委員会に学校経営支援スタッフを配置し、管理職の相談窓口や研

修、学校評価・人事評価、学校管理職等育成プログラムを行っています。 

③ 業務改善研修（伴走支援）、実践研究（モデル地域、モデル校）の実施 

各学校の働き方改革の自走した取組の伴走支援を目指しています。また、

業務改善や新たな制度設計に必要な実践研究に取り組む市町村教育委員会・

学校を指定したモデル事業を進めていきます。 

④ 柔軟な働き方、時代の変化に応じた環境整備 

令和７年度から時差出勤勤務を導入しています。今後も時代の変化に応じ

た柔軟な働き方の推進のための環境整備に向けて研究を進めていきます。 

⑤ 調査・配付文書等の削減・簡素化等 

各種文書の送付について、ファイル共有システムへの移行を検証するな

ど、市町村教育委員会及び教職員の事務負担の軽減を図ります。 

⑥ 業務の平準化に関する好事例の収集・横展開 

各市町村教育委員会及び各学校と連携・協働しながら好事例の収集・横展

開を進めていきます。 

⑦ 保護者･地域に向けての周知と広報 

教員採用広報や、県の広報媒体（広報誌、テレビ、新聞）を利用して、保

護者や地域の皆様へ理解と周知を図っていきます。 

⑵ 「学校と教師の業務の３分類」の推進に向けた取組(p8) 

① 外部サポート人材の配置 

教員に代わり事務的業務等を行う学校アシスタント、部活動の負担を軽減

する部活動指導員等、その他専門人材の効果的な配置を進めていきます。 

② 外部委託に向けた取組 

日本語を母国語としない保護者宛の文書等の翻訳、設備の保守点検等、教

員が担う必要のない業務の外部委託を進めていきます。 

③ 校務ＤＸの推進 

クラウド化した次世代の校務支援システムを起点として、従来業務の見直

しや、データの一元的な管理、校内及び保護者とのデジタルツールを活用し

た情報共有等により、さらなる業務の負担軽減と効率化を図ります。 

⑶ 県立学校における教職員の働き方改革を進めるための具体的な取組(p9) 

～ 将来にわたり持続可能な学校をつくる 10の提案 ～ 

時差出勤制度の活用、部活動による長時間勤務の削減策等、教職員の働き方

改革を進めるための具体的な取組を提案します。 
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 ４．各学校での取組(p11) 

勤務時間管理は法制上、服務監督教育委員会及び校長等に求められている責務で

あり、教職員の心身の健康に注意する安全配慮義務があります。 

⑴ 管理職の取組 

① 各学校の基本的な方針及び学校評価 

学校が定める学校方針に実施計画の内容を含める必要があります。また、

学校評価による改善を図る際、実施計画に適合するよう配慮を要します。 

② 所属職員の勤務時間・業務管理 

ア 勤務時間の適正化 

時間外在校等時間が長時間となっている教職員に対しては、具体的な手

立てを最優先で講じることが求められます。 

イ 部活動の適切な休養日・活動時間の設定 

部活動の指導体制の抜本的な見直しが求められます。 

ウ 学校閉庁日、定時退勤日等の設定 

各学校で「定時退勤日」や「最終退勤時刻」を設定しましょう。 

エ ヘルスケア対策 

長時間勤務者には、産業医（学校管理医）による面接指導を強く勧奨

し、疾患の発症予防に努める必要があります。 

⑵ 校内の取組(p13) 

① 働きやすい職場を作るための組織づくり 

ア 教職員同士のサポート体制の整備 

複数担任制の導入やデータの共有化を図る必要があります。 

イ 業務の効率化 

文書等決裁や意思決定のルートの省力化・効率化など校内の組織風土や

固定観念をほぐしていくことも大切な観点です。 

ウ 職員室の環境 

職員室等のレイアウト改善で全体の業務効率の改善につながります。 

② タイムマネジメントに関する意識醸成と業務管理 

教職員一人ひとりの業務が多様化・複雑化していますので、自分の業務

を整理し、分析することが効果的です。 

③ 健康管理 

ア 心の健康 

定期的なストレスチェックを実施して心の健康度を把握しましょう。ま

た、悩みや不安等が小さいうちに、各種相談先に相談しましょう。 

イ 身体の健康 

定期健康診断を必ず受診し、自身の健康状態を確認しましょう。また、

身体の不調を感じたときは、かかりつけ医を受診し、早期発見を心がけましょ

う。 
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Ⅲ 市町村教育委員会への指導、助言その他援助(p16) 

国の指針において、県教育委員会は市町村教育委員会に対し、実施計画の策定及

びその円滑かつ確実な実施に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努める

こととされています（給特法第８条第５項）。 

１．市町村教育委員会に講ずることが期待される措置 

⑴ 業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等 

各市町村教育委員会において実施計画の策定等、目標達成に向けた独自の取

組を着実に進めていくことが求められます。 

⑵ 教育課程等の見直し 

① 標準授業時数 

標準授業時数を大幅に上回って教育課程を編成している学校は、見直すこ

とを前提に点検を行う必要があります。 

② 年間最低授業週数や週当たりの授業時数 

年間の授業日数は 200 日程度が一般的であり、40 週等の設定が可能で

す。週当たり 28 単位時間以下に見直す方針の学校もあります。 

③ 通知表 

２学期制の導入や、３学期制を維持しながら通知表を年に２回（９月末と

３月末）作成している学校が増えており、業務改善に繋がっています。 

⑶ 時代の変化に応じた勤務制度設計、学校閉庁日の設定 

育児や介護に係る休暇・勤務制度、時差出勤勤務など、子育てや介護世代の

教職員にとっても働きやすい環境を整えていくことが求められます。 

 

２．「学校と教師の業務の３分類」の推進に向けた取組(p17) 

「学校と教師の業務の３分類」の内容は、それぞれの地域において、優先的に

対応するものから実施計画に反映すること、学校でも優先順位を定めながら、各

校の実情に応じた運用を行うこととされています。 

⑴ 外部サポート人材 

スクール・サポート・スタッフや部活動指導員等、地域学校協働活動推進

員、その他専門人材の効果的な配置について検討をお願いします。 

⑵ 外部委託に向けた取組 

校舎の開施錠、機械警備、プール管理の外部委託等の検討をお願いします。 

⑶ 校務ＤＸの推進 

校務のデジタル化により教員の負担軽減に効果を上げているところもありま

す。校務ＤＸにつながるシステム導入等について検討をお願いします。 

⑷ 事務処理の効率化及び相互支援 

学校給食費その他学校徴収金を公会計化や、学校以外が管理を行うことが求

められます。また、共同学校事務室の設置に向けた検討が期待されます。 

⑸ 部活動の地域展開等の推進 

国は令和８年度から「改革実行期間」としており、まずは、休日において地

域クラブ活動への展開について検討が期待されます。 
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（案） 

 

島根県教職員働き方改革プラン 

（県立学校の働き方改革と市町村教育委員会への取組） 

  

  

 

 

 

 

令和８年３月 

島根県教育委員会 
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-1-  

巻頭 ～はじめに～ 

島根県教育委員会では、教職員1 の長時間勤務の是正及びワーク・ライフ・バラン

スの適正化による教育の質の向上等を図るため、「教職員の働き方改革プラン」（平成

31 年３月）を策定し、具体的取組を推進してきました。これまでの取組により、平

成 30 年度には月 65.1 時間であった時間外在校等時間の全校種平均値が、令和６年度

には 33.5 時間まで減少（48.5％減）、全校種で月 45 時間以内を達成しました。ただ

し、近年各校種とも減少幅は鈍化傾向にあり、年 360 時間以内とする目標は、特別支

援学校を除いて、まだ達成されていない状況です。これには、いじめや不登校、特別

な支援が必要な子どもの増加、大量退職などに伴う教員不足など、教育を取り巻く環

境は大きく変化するとともに、課題が複雑化・多様化していることが考えられます。 

教職員が「働きやすさ」と「働きがい」の両立が図られるよう、一層の環境整備・

制度構築を進めることはもちろんですが、それとともに、各学校の習慣・慣例を見直

し、教職員一人ひとりが自分自身の働き方を見つめ直すタイミングに来ていると考え

ています。「子どものためであればどんな長時間勤務もよし」、という働き方の中で教

職員が疲弊していくのであれば、結果として「子どものため」にはなりません。 

島根県では、他の地域に誇れる島根の良さや魅力である「人のつながり、あたたか

さ」を「誰もが、誰かの、たからもの。」として発信しています。家族に愛され、地

域の人から大切にされて育つこと。子どもたち自身が、「自分が誰かのたからもの」

であり、「誰もが自分のたからもの」であると思えるような教育を展開しています。

しかし、これらは子どもたちに限った話ではなく、教職員、県民一人ひとりが「誰も

が、誰かの、たからもの。」であります。 

こうした状況を踏まえ、今後の働き方改革の方向性を示して、引き続き学校・家

庭・地域・行政が連携・一体となった島根らしい魅力ある教育を推進し、子どもたち

を育てていくために、これまでの「教職員の働き方改革プラン」を国が定める指針を

踏まえた内容に改めた「島根県教職員働き方改革プラン（県立学校の働き方改革と市

町村教育委員会への取組）」（以下「プラン」という。）を策定しました。 

 
1 本プランによる教職員とは、島根県内の公立学校における校長、副校長・教頭、主幹教諭、教諭、養護教

諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習主任、実習助手、主任寄宿舎指導員、寄宿舎指導員、学

校栄養職員及び市町村立学校事務職員を指す。 
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-2-  

Ⅰ 教職員の働き方改革を進める目的 ～何のために働き方の見直しをするのか～ 

教職員を取り巻く環境整備の最終的な目的は、学校教育の質の向上を通した、「全ての子

どもたちへのより良い教育の実現」です。 

教職員が、自らも学ぶ時間を確保しながら健康な状態で生き生きと子どもたちの教育に邁

進できる、「働きやすさ」と「働きがい」を両立した勤務状況に改善するため、学校におけ

る働き方改革が急務となっています。 

公立学校の教育職員には、いわゆる「超勤４項目2」以外の業務について時間外勤務を命じ

ないものとされています。しかしながら、勤務時間以外に行われる業務については、時間外

勤務を命じられていないとしても、学校教育活動に関する業務であることに変わりはなく、

こうした業務に従事する時間も含めて管理することが、学校における働き方改革を進める上

で必要不可欠です。 

 

１．教職員の心身の健康保持 

時間外在校等時間が長くなると、脳や心臓の疾患などの健康障害のリスクが上昇すると

言われており、特に発症前１か月間に 100 時間または２～６か月間に平均で月 80 時間を

超えるとそのリスクが非常に高くなります3 。また、極度の長時間勤務が続くと、業務に

おける強い心理的負荷による精神疾患を発症する場合もあります4。 

教職員が心身の健康を損なうと、明るく元気に子どもたちと向き合うことができないだ

けでなく、子どもたちの学力育成や生徒指導に影響を及ぼす恐れがあります。教職員が心

身ともに健康でいられるために、勤務時間・健康管理を意識した働き方を促進することが

大切です。 

 

２．教職員としてのウェルビーイングの向上と環境整備  

教職員のこれまでの働き方を見直し、長時間勤務の是正を図ることで、教職員の健康を

守ることはもとより、日々の生活の質や教職人生を豊かにするなど教職員のウェルビーイ

ング5 を向上させることが重要です。また、教員が自らの人間性や創造性を高め、高い専

門性と意欲、能力を最大限発揮できる勤務環境を整備することにより、子どもたちに対し

てより良い教育を行うことができるようになります。 

 

３．教職を志す人材の確保 

教職を志す学生等にとっても、学校が「働きやすさ」と「働きがい」を両立する職場で

あることは重要なことです。魅力的な職場の中で教職員が生き生きと働いている姿は、多

くの教職を志す学生等を引きつけ、教職員として質の高い人材を確保することにつながる

ため、結果として、子どもたちへのより良い教育の実現につながっていくものであります。 

  

 
2 公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令（平

成 15 年政令第 484 号）第２号に掲げる業務 
3 厚生労働省「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」 

4 厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準」 
5 身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義

などの将来にわたる持続的な幸福を含むものである。また、個人のみならず、個人を取り巻く場や地域、

社会が持続的に良い状態であることを含む包括的な概念（第４期教育振興基本計画（令和５(2023)年６月

16 日閣議決定）） 
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Ⅱ 県教育委員会の取組 

１．プランの策定について 

(1) プランの位置付け 

本プランは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（以下

「給特法」という。）の定めにより、同法第２条第１項に規定する義務教育諸学校等の教

育職員の服務を監督する教育委員会（以下「服務監督教育委員会」という。）において定

めるものとされている業務量管理・健康確保措置実施計画（以下「実施計画」という。）

に位置付けるものです。 

なお、策定にあたっては、「第２期島根創生計画」（令和７年３月策定）、「島根県教育

大綱」（令和７年３月策定）、「しまね教育振興ビジョン 令和７年度－令和 11 年度」（令和

７年３月策定）との整合を図っているほか、国が定める指針6に即しています。 

 

(2) プランの取組期間 

政府は、令和 11年度までに教育職員の１箇月時間外在校等時間を平均 30時間程度に削

減することを目標にしており、本県においては、令和８年度（2026 年度）から令和 11 年

度（2029 年度）までの４箇年を重点期間として取り組みます。 

 

(3) プランの実施主体と役割 

プランの実施にあたっては、服務監督教育委員会及び学校の管理職が、それぞれ責任

と役割をもって共に進めていくことが重要です。 

県教育委員会では、県立学校に在籍する教育職員に対してプランの実現に向けた施策

が進められるよう取り組むとともに、各市町村教育委員会が作成する実施計画の策定・実

施について働きかけや伴走支援に取り組んでいきます。 

 

(4) プランの進捗状況の点検・評価と計画の見直し 

プランの進捗状況については、働き方改革推進委員会7 において取組を確認し、施策の

効果や課題を検証するとともに、総合教育会議8 に報告します。それらの結果を踏まえて、

取組の更なる改善を図るほか、必要に応じて、プランの変更（見直し）を行います。 

なお、プランを変更したときは、総合教育会議に報告9 するとともに、遅滞なくホーム

ページへの掲載等により適時かつ適切に公表します。 

 

  

 
6 公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康

及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針（令和 7 年 9 月 25 日文部科学省告示第百十四号） 
7  プランの取組状況の確認、その他必要な事項について検討する機関。有識者（大学教員等）、実践研究地

域・研究校として重点モデル地域と重点モデル校の管理職、教職員組合の代表、県教育委員会事務局で委

員を構成（15 名以内） 
8 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第１条の４第１項の規定に基づき 

設置する会議。知事及び教育委員会をもって構成し、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の

大綱の策定等を行う。 
9 給特法第８条第４項により、教育委員会は、毎年度、文部科学省令で定めるところにより、業務量管理・

健康確保措置実施計画の実施状況を公表するとともに、総合教育会議に報告するものとすることとされて

いる。また、給特法第８条第３項により、教育委員会は、業務量管理・健康確保措置実施計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、総合教育会議に報告することとされている。 
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２．プラン達成に向けた数値目標 

(1) プランにおいて対象となる「勤務時間」の考え方 

プランにおける「勤務時間」とは、「所定の勤務時間」10 に加え、教育職員が校内外に

おいて部活動等、自発的な校務にあたる時間を含めた「時間外在校等時間」11 を対象とし

ます。所定の勤務時間外に、職務として行う研修や子どもたちの引率等の職務に従事して

いる時間については、職務命令に基づくもの以外も含めて外形的に把握し、対象として合

算します。 

ただし、校内外で自らの判断に基づいて、自らの力量を高めるために行う自己研鑽の

時間や、その他業務外の時間及び休憩時間については自己申告に基づき除きます。また、

兼職兼業により報酬や手当等を受けて行う週休日等の模試監督や、各種講演講師、部活動

の地域展開に係る地域クラブ等に従事した時間は除かれます。 

なお、本来、持ち帰り仕事がないことが理想でありますが、令和６年度の抽出調査に

より約５割弱の教職員が持ち帰り仕事をしている実態がありました。「持ち帰り仕事」時

間については、外形的な整理ができる「時間外在校等時間」と同じレベルで、業務量の適

正な管理を図る指標とするのは難しいと考えています。持ち帰り仕事等を行っていた約８

割が、勤務時間内には業務が終わらないことを理由としていたことから、在校等時間に行

っている業務をいかに減らすかが、持ち帰り仕事を減らす最大の対策となります。 

「所定の勤務時間」、「時間外在校等時間」、「持ち帰り仕事の時間」の３つを合わせた

「総労働時間」を減らし、子どもたちに向き合う時間や、教育職員がリフレッシュできる

時間を生み出せるよう働き方改革を進めていきます。 

  

(2) 具体的な数値目標 

 

 

 
10  教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第５条第１項各号に掲げる日(代休日が指定された日を

除く。)以外の日における正規の勤務時間 
11 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和 46 年法律第 77 号)第７条の指針に

規定する在校等時間(教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握すること

ができる時間をいう。)から所定の勤務時間を除いた時間 

① 時間外在校等時間 

 ア 全ての教育職員が年間 360 時間以内 

 イ 全ての教育職員が１箇月 45 時間以内 

② 年次有給休暇の取得日数 

 ア 全ての教育職員が年５日以上の取得 

 イ 全ての教育職員の平均取得日数が 17 日以上 

③ 働き方に関する意識 

 ア 「働きやすい職場である」と回答した教育職員 90%以上 

イ 「教職にやりがいを感じる」と回答した教育職員 90%以上 
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① 時間外在校等時間 

 ア 全ての教育職員が年間 360 時間以内 

 イ 全ての教育職員が１箇月 45時間以内 

政府は、令和 11 年度までに教育職員の１箇月時間外在校等時間を平均 30 時間程

度に削減することを目標とし、1箇月時間外在校等時間が 80時間を超える教育職員

を早急になくさなければならないものとしている。実施計画においては、各教育職

員の時間外在校等時間について、それぞれ次に定める水準を満たす目標とする必要

があるとされています。 

(ｲ) １箇月時間外在校等時間が 45時間以内の教育職員の割合 100％ 

(ﾛ) １年間における教育職員の１箇月時間外在校等時間の平均時間 30 時間程度 

(ﾊ) 教育職員の１年間時間外在校等時間 360 時間以内 

【参考】前プラン目標 

月あたりの時間外在校等時間の上限目安 原則月 45 時間（年 360 時間以内） 

       ※ Ｈ30～Ｒ２年度は抽出調査で、年間の算出はなし 

 ② 年次有給休暇の取得日数 

 ア 全ての教育職員が年５日以上の取得 

イ 全ての教育職員の平均取得日数が平均 17 日以上 

全教育職員が労働基準法12に規定された５日以上を取得することを目指すとともに、

平均取得日数は、島根県特定事業主行動計画13において目標とされた 17 日以上が達

成されるよう年次有給休暇を取得しやすい職場環境の整備を目指します。 

【参考】前プラン目標 

年次有給休暇の取得日数 

全ての教職員が年５日以上の取得、全校種の平均 13 日以上の取得 

※ Ｈ30～Ｒ２の数値は抽出調査による 

  

 
12 使用者は、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年５日

は時季を定めることにより与えなければならない。 
13 次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）及び女性活躍推進法（平成 27 年法律第 64 号）に

基づく一体の計画として「すべての職員がいきいきと働き、能力を発揮できる職場づくり推進計画－島根

県特定事業主行動計画－」を策定（令和２年３月）。計画期間の終了や法改正を踏まえ、第２期計画を策定 

年 度 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

高 等 学 校 月 75.8 月 66.4 月 49.6 年 529 年 554 年 497 年 497 

特別支援学校 月 43.5 月 34.5 月 21.5 年 240 年 257 年 215 年 215 

（参考）小中含む 
全校種平均時間 

月 65.1 月 58.0 月 40.5 年 439 年 437 年 415 年 402 

暦年 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

年５日以上取得割合 87.5% 87.6% 87.0% 89.0% 92.4% 93.2% 92.4% 

取得日数 10.1 10.2 9.7 11.6 12.4 13.6 13.5 
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③ 働き方に関する意識 

 ア 「働きやすい職場である」と回答した教育職員 90％以上 

イ 「教職にやりがいを感じる」と回答した教育職員 90％以上 

長時間勤務の状況を改善することは、喫緊の課題ですが、より本質的には、教

育職員がやりがいをもって教職に打ち込むことをどう実現するかが重要です。ま

た、子育てや介護といった様々な事情のある教育職員も働きやすい職場となり、

学校を魅力ある職場に改善していくことにより、教職を目指す次世代を育み、さ

らに熱意のある人材が教育職員となる好循環が生まれるよう取り組んでいきます。 

【参考】前プラン目標 

ワーク・ライフ・バランスがとれていると感じる教職員の割合 90％以上（抽出調査） 

 

 

 

３．県教育委員会が講じる措置 

⑴ 引き続き講ずる措置 

① 人材確保に向けた取組 

近年、公立学校の教員配置において、年度当初から欠員が生じる状況が続いてお

り、令和７年度から教員採用試験を５月に早期実施したり、令和４年度から県外現職

教員や県内外で過去に正規教員であった者を対象とした特別選考試験を実施するなど、

教員確保に向けた取組を進めています。 

また、「しまねの先生ナビ14」を活用した教員の魅力発信等に加え、高校生を対象に

教員志望の生徒を育成し、進路実現を支援する「教師塾（島根大学）」、「まなゼミ

（島根県立大学）」や、県内大学１、２回生を対象とした５日間の学校体験、連携協

定を締結した県外大学２回生を対象とした学校体験の受け入れなど、教員志望者の裾

野拡大の取組をあわせて推進しています。 

あわせて令和５年度から、若手教員等の日常業務における様々な悩み相談に応じる

教員サポーター15を配置し、サポート体制も整備しています。 

② 管理職の育成・支援 

県教育委員会に学校経営支援スタッフを配置し、管理職の相談窓口に加え、管理

職・教育職員への研修や学校評価・人事評価、学校管理職等育成プログラムを行って

います。今後、研修の手引きや学校経営研修に働き方改革に資する組織マネジメント

等、プランの視点をより一層取り入れていきます。また、教職員の人事評価において、

管理職の学校全体の運営方針も踏まえ、教職員一人ひとりが業務改善等を進める意識

を持つような工夫を図ります。 

③ 業務改善研修（伴走支援）、実践研究（モデル地域、モデル校）の実施 

令和４年度から専門講師の支援・助言を受けながら、働き方改革に関する地域の

中核となるリーダー教職員の育成を目指す研修を行ってきました。令和７年度からは

 
14 教員の仕事のやりがいや魅力を発信することを目的とした島根県教員採用情報サイト 
15 教職員の学習指導や学級経営等の日常業務における様々な悩みについて、相談に応じ、助言等の支援を

行うとともに必要に応じて関係機関との連絡調整を行う相談員 

年度 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

割合 45.0％ 57.0％ 64.0％ 43.2％ 53.7％ 58.8％ 61.3％ 67.1％ 
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専門講師よる研修を通じて、各学校の働き方改革の「きっかけ」を創出し、各学校の

自走した取組に、伴走支援することを目指しています。 

また、業務改善や新たな制度設計に必要な実践研究に取り組む市町村教育委員

会・学校を指定したモデル事業を実施しています。具体的なノウハウや成果を分析す

るとともに、制度の課題点を検証し、制度設計について研究します。 

④ 柔軟な働き方、時代の変化に応じた環境整備 

県立学校においては、令和７年度より育児又は介護のための早出遅出勤務制度の

改正、及び時差出勤勤務を導入しました。また、令和７年度にはモデル校において在

宅勤務制度の実践研究を行っており、その結果を踏まえ、県立学校の導入に向けた検

討を行います。今後も、時代の変化に応じた柔軟な働き方の推進のための環境整備に

向けて研究を行っていきます。 

⑤ 調査・配付文書等の削減・簡素化等 

県教育委員会による市町村教育委員会や学校への調査・照会等について、これま

で調査の対象・頻度・時期・内容・様式等の精査や、調査項目の工夫により複数の調

査の一元化や調査手法の簡略化を行ってきました。今後も定期的に点検を行い、学校

に求める作業の軽減に努めます。また、これまで主に市町村教育委員会の管理者アド

レス宛に送っていた添付ファイル付きのメールを、ファイル共有システムへの移行を

検証し、市町村教育委員会及び教職員の事務負担の軽減を図ります。 

⑥ 業務の平準化に関する好事例の収集・横展開 

平成 30 年度以降、各学校における業務効率化に向けた取組事例をまとめた島根県

版「学校業務改善事例集」、「各学校の業務改善実践紹介」を作成してきました。今後

も、各市町村教育委員会及び各学校と連携・協働しながら好事例の収集・横展開を図

っていきます。 

⑦ 保護者･地域に向けての周知と広報 

これまで「学校・教師が担う業務の３分類」や「共同メッセージ16 」の内容を広く

県民に広報、啓発してきました。引き続き、教員採用広報や「しまねの先生ナビ」、

県の広報媒体（広報誌、テレビ、新聞）を利用して、保護者や地域の皆様へ理解と周

知を図っていきます。 

  

 
16 県及び全 19 市町村の教育長が、保護者・地域の皆さまにお願いしたいことを具体的にまとめ「共同メッ

セージ」として採択・発表（令和５年12月）。続編として、理解と協力に感謝を示すと共に、一層の協力を

求める「共同メッセージ」を再度発表（令和７年 2 月） 
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⑵ 「学校と教師の業務の３分類」の推進に向けた取組 

① 外部サポート人材の配置 

ア 学校アシスタント（教員業務支援員17）等 

教育職員に代わり事務的業務等を行う学校アシスタントが担える業務は、以下の

ように多岐にわたります。また、令和７年度からは副校長・教頭の厳しい勤務実態

を踏まえ、教頭のマネジメント等に係る業務を専門的に支援する副校長・教頭マネ

ジメント支援員の配置も行っています。また、施設機械警備、寄宿舎業務を担当す

る人材（舎監、炊事員等）や、農場管理を担当する人材を含めた効果的な配置を引

き続き検討していきます。 

＜学校アシスタントが担える業務の一例＞ 

・ 文書・資料の収受・発送、収発する文書等の点検/整理 

・ 出納簿整理、銀行用務、決算書類等の作成 

・ 消耗品・備品の発注・管理、物品の台帳作成・管理 

・ 電話・来客対応 

・ メール受付、ホームページの更新、掲載データ・写真の準備 

・ 保健室サポート、掲示物の管理、環境美化 

・ 教務・時間割関係、調査・照会対応、図書・蔵書点検等 

・ 給食配膳・片付け等、校内施錠、火器点検 

イ 部活動指導員等 

将来にわたり、子どもたちがスポーツ・文化芸術に継続して親しむことができる

機会を確保するとともに、部活動における教育職員の負担を軽減するために「部活

動指導員18 」、「地域連携指導員19 」、「地域指導者20 」を県立学校へ配置しています。

引き続き効果的な配置を検討していきます。 

ウ その他専門人材 

家庭への支援として各種奨学金や就学援助制度を周知する等の取組を行っていま

すが、学校だけでは対応が難しい事例が多く、社会福祉の視点からの支援の必要性

が高まっているため、学校・福祉連携推進教員21 の活用やスクールカウンセラー22 、

スクールソーシャルワーカー23を含めた校内の組織体制が必要になります。 

さらに、近年学校に対する過度の要求やクレームなどが問題となっていることか

ら、弁護士に県教育委員会のスクールロイヤー24 を委託し、法律の専門家から困難

 
17  教員が児童生徒と向き合う本来の業務に専念できる環境を整えることを目的として、授業プリントの印

刷・仕分け、学校案内・広報誌の制作、ホームページの管理、授業準備の補助、採点業務補助などの教員

以外でもできる事務作業等の業務を専門的に行う職員 
18  中学校、県立学校において、校長の監督を受け、部活動の顧問の役割を担い、単独で技術指導や大会等

への引率を行うことができる会計年度任用職員 
19  単独で技術指導を行い、大会等の引率は部活動の顧問と協力して行うことができる会計年度任用職員

（単独での引率も可能） 
20 部活動の顧問とともに技術指導を行う有償ボランティア（引率業務は行わない） 
21  島根県内の県立学校４校に配置され、管内の県立学校等からの相談を受け、学校と福祉の連携を推進す

る教員 
22 いじめや不登校、家庭環境などの悩みに寄り添い、心理学の専門知識を活かして児童・生徒等の心のケ

アを行う心理の専門家 
23  社会福祉の専門的な知識、技術を活用して、子どもたちを取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、地域

をつなぎ、子どもたちや保護者への必要な支援を行う専門家 
24 学校を取り巻く問題に関して、法的側面から助言を行う弁護士 
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事案に対する助言をもらう取組を行っています。引き続き学校の負担軽減につなが

る施策を検討していきます。 

② 外部委託に向けた取組 

県教育委員会では、これまで以下の業務等の外部委託を進めてきました。 

・ 清掃、環境整備等 

・ 施設整備、消防設備の保守点検等 

上記以外にも、教員以外が積極的に参画すべき業務は多岐に渡るものの、依然多

くの業務を教員が行っている現状もあります。ＡＬＴ（外国語指導助手）の派遣や、

日本語を母国語としない保護者宛の文書等の翻訳、及び面談時の通訳を外部委託する

など、教員が担う必要のない業務等を外部へ委託するため、引き続き国へ要望するな

ど必要な予算の確保に努めていきます。 

③ 校務ＤＸの推進 

校務支援システム25 については、システム更新時にセキュリティ対策を強化した上

でクラウド化を実現することで、次世代の校務支援システムを起点とした教務・保

健・学籍等の従来業務の見直しや、データの一元的な管理、校内及び保護者とのデジ

タルツールを活用した情報共有等により、さらなる業務の負担軽減と効率化を図りま

す26。 

また、高等学校においては入学者選抜におけるインターネットを活用した出願シ

ステムや、デジタル採点システムの導入により、教員の負担軽減を図ってきました。

引き続き負担軽減に資する時間割作成ソフトや教材提供を行うソフト等の導入など研

究を行います。併せて、教員のＩＣＴ環境の利活用に関する啓発や研修の実施、運用

ルールや体制の整備について計画的に行っていきます。 

 

⑶ 県立学校における教職員の働き方改革を進めるための具体的な取組 

～ 将来にわたり持続可能な学校をつくる 10 の提案 ～ 

県教育委員会では、教職員の働き方改革を進めるための具体的な取組を提案します。

各県立学校においては、次の 10 の提案のうちから、各校の実情に応じて全部又は一部

を選択して実施することとします。 

① 学校の経営方針、評価・育成シートへの盛り込み【必須】 

ア 学校経営方針など各校の基本的な方針に、本プランの内容を含める。 

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47 条の 5】 

イ 管理職の評価・育成シートの「自己目標」欄、その他教育職員の自己目標評

価シートの「学校運営」欄に業務改善の内容を盛り込む。 

② 定時退勤日、最終退勤時刻の設定【必須】 

 ア 週に１日程度は、全教職員一斉、又は個別に定時に退勤する日を設ける。 

 イ 各学校の実情に応じて、概ね 19 時前後までを最終退勤時間として設定する。 

 

 
25  学籍管理、成績管理、出欠管理、保健管理等学校運営全般に係る業務を効率化し、教職員の負担軽減に

寄与するシステム 
26  ＧＩＧＡスクール構想の進展に伴い、閉域ネットワーク内に設置されている校務支援システムをクラウ

ド化して、校務支援システムと学習系システムを連携させ、校務データと学習データを横断的に分析・利

活用することにより、更なる働き方改革の推進と教育の高度化が期待される。 
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③ 時差出勤制度の活用 

部活動や児童生徒への個別の対応など、あらかじめ放課後の時間外の勤務が見込

まれる場合は、遅出勤務（授業期間は上限 60 分）を認めることにより、できるだけ

勤務時間内に業務を行うように勤務時間を変更する。 

④ 部活動による長時間勤務の削減 

ア 休養日、活動時間を「部活動の在り方に関する方針（令和６年２月改訂）27 」

で定める基準に適合したものとする。 

イ 顧問の複数配置や部活動指導員等の配置により、土日の両日とも部活動を行

う場合などには、危機管理に関して他の部活動との連携を図った上で、複数の

顧問（部活動指導員等を含む）が交代で行うことにより、土日のどちらかは休

めるようにする。平日の指導についても同様に、複数の顧問が交代することに

より、他の校務に係る時間の確保や業務負担の削減に努める。 

また、大会主催者においては、大会関係者が休日を確保できるよう日程につ

いて配慮をする。 

（例）金土日開催 → 木金土開催など 

ウ 部員数が大会参加人数を下回り、その後も部員数の回復が見込めない場合は、

生徒・保護者・その他関係者の理解を得つつ、部活動の募集停止を検討するなど、

各学校の教育職員数に応じた部活動数の適正化を図る。 

（適正な部活動数の目安）顧問に配置できる教育職員数（管理職・主幹教

諭・養護教諭・事務職員を除く職員）の半分以下 

⑤ 職員朝礼の回数削減、ＳＨＲの時間設定等の工夫 

ア 教職員への事務連絡等は、職員朝礼によらず、できるだけ校務支援システムや

職員ポータルのチャットを使用するなどし、時差出勤制度を利用しやすくする。 

  イ ＳＨＲの設定を１時間目の前に拘らず、２時間目以降の間や、昼食休憩時に設

定するなど、児童生徒・教職員とも朝の時間にゆとりを持てるよう工夫する。 

⑥ 学校行事や各任意団体における研究大会等の見直し 

ア 各学校行事の目的や意義を改めて確認した上で、これまで慣例に基づくもの 

や目的が重なる学校行事については積極的に統合を図るなどスクラップ＆ビルド

を検討する。 

    （例）球技大会と地区高体連、体育祭など 

イ 職種や教科等の各任意団体においては、行事や研究大会等の在り方、運営方法

について、形骸化・儀礼化しないよう教師としての資質向上に真に効果的なもの

となるよう見直す。 

（例）研究大会の内容、日程など、大会の開催回数、規模の縮小など 

⑦ 教材の共有、校務ＤＸ 

ア クラウドや校内ネットワークを活用し、教材や指導案の共有を推進する。 

イ 教育用動画サービスの活用、各種教育コンテンツの活用により教材作成に係る 

負担の軽減を図る。 

ウ 分掌業務の中の一部を、ＤＸにより削減できるものがないか検討する。 

（例）時間割作成・変更ソフト、教育ソフトの導入研究など 

 
27 県教育委員会は、国が策定したガイドライン等を踏まえ平成 31 年２月に「部活動の在り方に関する方

針」を策定。その後、令和４年 12 月に国のガイドラインの改訂を受け、令和６年２月に改訂 
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⑧ ２学期制の導入、定期試験の回数削減、学習の総括的評価（通知表作成）の回数

削減 

  ア ２学期制を導入することにより、学習評価に係る業務の削減と始業式、終業式

等学校行事の回数削減を図る。 

    （例）定期考査実施時期 6、9、11、2月、長期休業期間は現状通り 

  イ ２学期制の導入に当たっては、教育委員会に申請の上、承認を得る。 

【島根県高等学校規程第５条第２項、島根県立特別支援学校規程第４条第３項】 

  ウ 単元テストの導入により、定期試験の回数削減・廃止を検討する。 

⑨ 特別休業日の設定 

ア 各学校の実情に応じて、特別休業日の柔軟な設定を検討する。 

イ ２学期制を導入した場合、前期終了後に特別休業日（秋季休業）を設けること 

により、教員の年休取得の推進や校務処理等の時間を確保する。 

【島根県高等学校規程第６条第２項、島根県立特別支援学校規程第５条第２項】 

校長は、（中略）あらかじめ特別休業日届（様式第１号）により教育委員会に

届け出ることにより、１年間を通じて 10 日以内の休業日を定めることができる。 

⑩ 在宅勤務制度の試行 

ア 令和８年度に対象校を拡大して試行を行う予定 

イ オンライン研修の参加時や、長期休業中などに在宅勤務制度を活用することに 

より、「働きやすさ」と「働きがい」の向上を図る。 

 

４．各学校での取組 

勤務時間管理は法制上、服務監督教育委員会及び管理職に求められている責務28であ

り、服務監督教育委員会は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）その他の関係法令

に則り、各学校における教職員の勤務時間管理及び健康管理、業務分担の見直しや適正

化、必要な環境整備、制度の周知理解等を徹底し、教職員の心身の健康を損なうことがな

いよう注意する安全配慮義務29があります。 

県教育委員会においても、各県立学校の在校等時間等の現状を把握した上で、時間外在

校等時間が、特に長時間となっている教育職員が在籍する学校へヒアリングを実施する等、

個別のアプローチを図っていくこと等を通じて管理職による上記の取組の着実な実施につ

なげていきます。 

 

⑴ 管理職の取組 

① 各学校の基本的な方針及び学校評価 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47条より、学校運営協議会の承認を

得ることになっている学校の基本的な方針として、教育課程の編成、教育委員会規則

で定める事項に加え、服務監督教育委員会が策定した実施計画の内容を含める必要が

あります。 

また、学校教育法第 42条により、各学校は教育活動その他の学校運営の状況につ

いて評価を行い、改善を図るために必要な措置を講じ、教育水準の向上に努めること

とされていますが、当該措置により業務量が増加し、教職員の多忙化に影響すること

のないよう実施計画に適合することが求められます。 

 
28 学校教育法第 37 条第４項に校長の職務を規定 
29 最二小判平成 12年３月 24日民集第 54巻３号 1155 頁、最三小判平成 23年７月 12日集民第 237 号 179 頁 
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② 所属職員の勤務時間・業務管理 

教職員（寄宿舎指導員及び水産練習船に乗り組む教職員を除く。）の勤務時間の割

振りは、４週間ごとの期間について、１週間当たりの勤務時間が 38 時間 45 分になる

ように校長が割り振ることとなっています。また、１日の勤務時間が７時間 45 分の

場合、校長は 45 分以上１時間以内の休憩時間を、勤務時間の中途に置かなければな

らないこととなっています30。さらに、勤務日が引き続き 12 日を超えないようにし、

かつ、１回の勤務に割り振られる勤務時間が 16 時間を超えないようにしなければな

りません。 

ア 勤務時間の適正化 

校長は、服務監督教育委員会とともに、教職員の勤務時間管理を適切に行った上

で、学校における業務の平準化に向けた分担の見直し、必要な体制づくりを行い、

健康管理に取り組む必要があります。特に、時間外在校等時間が長時間となってい

る教職員に対しては、現状を確認した上で、実感できる形で働き方を改善していく

ための具体的な手立てを最優先で講じることが求められます31。 

例えば、部活動や放課後補習授業等で平日の勤務時間外に校務に従事すること

が明らかな場合や、終業から始業までに一定時間（11時間）以上の継続した休息時

間（勤務間インターバル）を確実に確保する場合に、時差出勤勤務制度32 を利用す

るなどして、勤務時間の適正化を図ることが求められます。 

イ 部活動の適切な休養日・活動時間の設定 

部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある子どもたちが学業、

運動、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、部活

動の在り方に関する方針（令和６年２月改訂）において適切な休養日・活動時間を

設定し、中学校、高等学校それぞれの基準33を定めています。 

 
30  職員の勤務時間に関する規程（平成４年７月 17 日教委訓令第５号）、市町村立学校の教職員の給与等に

関する条例（昭和 29 年３月 26 日島根県条例第７号） 
31  「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について

（答申）（令和６年８月中央教育審議会） 
32  職員の勤務時間に関する規程第３条に基づき、校長が勤務時間を割り振ることができる。使用目的は、

授業を行う期間については「子育て又は介護によるもの、管理職が業務上必要と認めるもの」、長期休業期

間については「柔軟な働き方、ワーク・ライフ・バランスの推進」も追加 
33 ＜中学校＞ 

① 学期中の休養日 

週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日に少なくとも１日以上、かつ土曜日及び日曜日に少なくとも

１日以上を休養日とする。） 

② 学期中の活動時間 

 １日の活動時間は、平日では長くとも２時間程度、学校の休業日は長くとも３時間程度とする。 

③ 長期休業中の休養日・活動時間 

休養日の設定は学期中と同じ、活動時間の設定は学期中の週休日と同じ 

＜高等学校＞ 

① 学期中の休養日 

週当たり１日以上の休養日を設ける。 

② 学期中の活動時間 

 １日の活動時間は、平日では長くとも３時間程度、学校の休業日は長くとも４時間程度とする。 

③ 長期休業中の休養日・活動時間 

休養日の設定は学期中と同じ、活動時間の設定は学期中の週休日と同じ 
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中学校、高等学校の教育職員においても部活動指導が長時間勤務の一因となっ

ていることから、単独での指導が可能な部活動指導員や地域連携指導員がいる時間

帯には教育職員は部活動を休む、複数人で指導に当たっている場合には一人で指導

することを基本とするなど、指導体制の抜本的な見直しが求められます。 

ウ 学校閉庁日34、定時退勤日等の設定 

県教育委員会は、夏季休業期間中にまとまった学校閉庁日を設定し、週休日の 

振替等をするほか、教職員に有給休暇の取得を促しています。各学校においては

「定時退勤日」や「最終退勤時刻」を設定し、会議や研修、部活動のない日を各学

校で設けることが考えられます。校内で一斉の実施が難しい場合は、学年部単位や

自己申告制の「定時退勤日」等の設定も可能です。 

  エ ヘルスケア対策 

過重労働による健康障害を防ぐために、特に時間外在校等時間が月あたり 80 時

間を超える長時間勤務を行う等、校長が必要と認めた教職員（管理職を含む）には、

産業医（学校管理医）による面接指導を強く勧奨し35 、脳や心臓及び精神の疾患な

どの発症予防に努める必要があります。 

県教育委員会では、面接指導が受けやすい環境となるよう各種会議や研修、保健

師による学校訪問等で働きかけを行います。学校においても教職員が安心してスト

レスチェックを実施できるよう配慮するとともに、受検後の集団分析結果を参考に、

必要な職場環境改善に取り組む必要があります。 

 

⑵ 校内の取組 

① 働きやすい職場を作るための組織づくり 

業務にあたっては協働の観点を取り入れ、周りの教職員や支援スタッフと積極的

にコミュニケーションを図り、業務を分担36 していくことが大切です。自分と周囲の

状況を共有することで、気軽に声を掛け合える風通しの良い職場になり、チームワー

クの向上とともに学校全体として業務改善が期待できます。 

また、本県ではしまね教育振興ビジョンの中でこども基本法の理念37 を踏まえ、子

どもの人権が尊重される教育を行うことが重要であるとしています。そのためにも子

 
34
連続した年次有給休暇等の取得促進等により学校における教育活動を原則的に行わないこととする日 

35  所属長は教職員が長時間に及ぶ労働を行った場合、当該所属の産業医又は学校管理医による面接指導を

行わなければならない。（島根県教育委員会教職員の過重労働による健康障害防止のための総合対策実施要

綱第５条） 

学校長は時間外労働時間に関わらず学校長が必要と認め、学校管理医も必要と認めた者には、学校管理

医による面接指導を受けさせなければならない。（島根県立学校教育職員の長時間労働者面接指導実施要領

第５条） 
36 「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」中央教育審議会答申（平成 27 年 12 月） 
37 こども基本法（令和四年法律第七十七号）（基本理念） 

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを

受けることがないようにすること。 

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、

その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されると

ともに、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられ

ること。 

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意

見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 
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どもたちのロールモデルとして、まずは教職員間で人権意識が浸透した教育環境づく

りが欠かせません。 

ア 教職員同士のサポート体制の整備 

男性職員の育児休業38 をはじめ、子育てや介護など互いに休暇等が取りやすい雰

囲気、支援体制を構築しておく必要があります。そのためにも、複数担任制の導入

を検討したり、各主任等を中心としたサポート体制を構築しておくこと、個人の業

務を「見える化」して他者とデータの共有化等を図ることが必要です。 

イ 業務の効率化 

業務の効率化については、学校裁量でできることも多くあり、文書等決裁や意思

決定のルートの省力化・効率化や、校内人事の刷新等により各学校における「こう

でなければならない。」という組織風土、固定観念を定期的にほぐしていくことも、

働き方改革を進める上で大切な観点になります。 

また、チャットツールなどを利用して会議の業務効率化を図り、生まれた余白時

間で、教職員同士の対話の時間にするなど、コミュニケーションの充実、同僚性の

向上を図る取組も行われています。 

ウ 職員室の環境 

職員室の机やファイルの保管棚等のレイアウトを改善することにより、学校全体

の業務効率の改善につながります。整理・整頓を行うことで、ものを探す時間が削

減でき、業務の効率が大幅に上がります。これにより、教職員のスキルアップや協

働性と創造性の向上を図ることができます。 

 

② タイムマネジメントに関する意識醸成と業務管理 

教職員一人ひとりの業務が多様化・複雑化しており、効率的に時間を活用するこ

と（タイムマネジメント）の重要性が増しています。タイムマネジメントを進めるた

めには、自分の業務を整理し、分析することが効果的です。 

例えば、子ども間のトラブルなど緊急性も重要性も高い事案は自分自身のコント

ロールができない業務ですが、緊急性は低いものの重要性が高い業務であれば「いつ

までに」「何を」「どこまで」やっておけばよいか、事前に計画して取り組むことで効

率化が期待できます。また、緊急性、重要性ともに低い業務があれば、それを見直す

ことで業務改善が期待できます。 

 

③ 健康管理 

ア 心の健康 

心の健康を維持・管理するためには、定期的なストレスチェック（心の健康支援

システム）39 の実施や、いつもと違うと感じた際には、自主的にストレスチェック

 
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優

先して考慮されること。 

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの

認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこ

どもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成され

るようにすること。 

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 
38 島根県特定事業主行動計画における男性職員の育児休業の取得目標「２週間以上取得した割合 85％」 
39  教職員は精神疾患等の治療中、育児休業中など特別な事情がない限り、ストレスチェックを積極的に受

け、自身の心の健康保持増進に努めること。（島根県教職員衛生管理規程第 43 条） 
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を実施し、自身のストレス状態や心の健康度を把握するよう心がけましょう。業務

上の悩みや不安等が小さいうちに、身近な管理職や教員サポーター、島根県教職員

健康管理センターの保健師、臨床心理士等による巡回相談等、各種相談先に相談し

ましょう。 

なお、県立学校の教職員については、ストレスチェックをいつでも利用すること

ができます。 

イ 身体の健康 

身体の健康を維持するために、定期健康診断（人間ドック）を必ず受診し、自身

の健康状態を確認しましょう。また、身体の不調を感じたときは、かかりつけ医を

受診し、疾病の早期発見を心がけましょう。 

また、健康診断の結果、「要治療」、「要精密検査」と判定された場合は、速やか

に受診しましょう。受診に際しては、職務専念義務の免除が適用されます。 
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Ⅲ 市町村教育委員会への指導、助言その他援助 

県教育委員会は、令和６年度に県と市町村の教育長が共に小中学校を訪問して管理職との

意見交換を行い、各学校で実践されている取組・業務改善の事例を共有しました。また、令

和７年度にも市町村教育委員会を訪問し、各市町村の取組を把握するとともに、小中学校を

訪問し、年間授業時数の見直しや業務削減など管理職への改革意識の醸成を行う取組を行っ

ています。 

国の指針において、県教育委員会は市町村教育委員会に対し、実施計画の策定及びその円

滑かつ確実な実施に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努めることとされていま

す（給特法第８条第５項）。特に、市町村教育委員会が指針に即した実施計画の策定に困難

を抱えている場合や、実施計画の実施状況が著しく不十分な場合など、市町村教育委員会が

実施計画の策定・公表などに関し、法律上の義務を十分に果たしていないおそれが認められ

る場合等には、県教育委員会は、積極的に指導・助言等を行うものとされています。 

１．市町村教育委員会に講ずることが期待される措置 

⑴ 業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等 

市町村立学校における教職員の働き方改革を推進するにあたっては、各市町村教育委

員会において実施計画の策定等、目標達成に向けた独自の取組を着実に進めていくこと

が求められます。 

県教育委員会は、各市町村教育委員会の実施計画の円滑な遂行に向けて、連携、必要

な支援、及び情報提供を行っていきます。 

 

⑵ 教育課程等の見直し 

① 標準授業時数 

（学校教育法施行規則に定める小中学校の標準授業時数） 

※ １単位時間：小学校 45 分、中学校 50 分 

校種 小学校 中学校 

学年 １年 ２年 ３年 ４年以上 １～３年 

年間時数 850 910 980 1,015 1,015 

子どもたちの負担に配慮した上で、標準授業時数を上回った教育課程を編成・実施

することは可能ですが、標準授業時数を大幅に上回る（年間、小学校１年で 956 単位

時間以上、小学校２年で 1,016 単位時間以上、小学校３年で 1,051 単位時間以上、小

学校４年以降 1,086 単位時間以上）教育課程を編成している学校は、見直すことを前

提に点検を行い、教育活動の工夫・改善等により、指導体制に見合った適切な教育課

程となるよう改善を図る必要があります。また、所管する教育委員会は改善が適切に

行われるよう、速やかに指導・助言を行うことが求められます。 

なお、年度当初の計画段階から標準授業時数を下回って教育課程を編成することは

適当ではありませんが、非常変災等の不測の事態により当該授業時数を下回ったこと

のみをもって学校教育法施行規則に反するものではありません。 

 ② 年間最低授業週数や週当たりの授業時数 

国が定める年間の標準授業時数の1,015単位時間を35週にわたって実施することを

前提に、週当たり 29 単位時間の授業を行う必要があるとの認識が学校には根強くみ

られます。 
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しかし、実際には年間の授業日数は 200 日程度（40 週）が一般的であり、年間の

授業週数について、35週以上であれば上限はなく、各学校で 40週等の設定が可能で

す。このため、週当たり 28 単位時間以下に見直す方針の学校もあります。 

また、全国には年間を通じた業務の平準化のため、地域の実情に応じて通学バスや

放課後児童クラブ等の関係機関と連携・協力を図りながら、夏季休業期間の短縮等に

より授業日数を増加させることで週当たりの単位時間数を抑えて、子どもたち、教員

双方の負担軽減に取り組んでいる教育委員会もあります。 

③ 通知表 

２学期制の導入や、３学期制を維持しながら通知表の作成回数を年２回（９月末と

３月末）とする取組を行っている学校が増えています。これにより、成績処理や通知

表作成の負担が軽減し、子どもたちに向き合う時間の確保につながった、また、子ど

もたちの成長を長いスパンで見ることができ、適切な評価につながった、という声が

あります。 

一方で、子どもたちや保護者に評価を伝える機会が減るのではないかとの懸念もあ

りましたが、休業期間前に保護者面談を行い、子どもの学習面や生活面の様子を直接

伝えるなど、各学校で工夫がなされています。 

 

⑶ 時代の変化に応じた勤務制度設計、学校閉庁日の設定 

学校においても多様な働き方に対応した制度の導入が求められています。各市町村

教育委員会においては、育児や介護に係る休暇・勤務制度、時差出勤勤務等を積極的

に導入するなど、子育てや介護世代の教職員にとっても働きやすい環境を整えていく

必要があります。また、多くの市町村教育委員会で、夏季休業期間中に学校閉庁日が

導入されています。引き続き、柔軟な働き方を推進するための環境を整えていくこと

が求められます。 

 

 

２．「学校と教師の業務の３分類」の推進に向けた取組 

国の指針において、実施計画に定める業務量管理・健康確保措置の具体的な内容及び

実施方法は、各教育委員会が地域の実情に応じて決めるものであり、３分類の全てについ

て規定することは要しないものとされています。服務監督教育委員会は、それぞれの地域

において、優先的に対応するものから実施計画に反映すること、学校においては学校運営

協議会等での議論を経て、優先順位を定めながら、各校の実情に応じた運用を行うことと

されています。 

なお、給特法の対象となっていない学校栄養職員、市町村立学校事務職員等について

は、法定労働時間を超えて勤務させる場合には、いわゆる「36 協定40」を締結した上で、

労働基準法に定める時間外労働の規制が適用されることに充分留意の上、多くが 1 人配置

校であることを踏まえ、過重負担にならないよう配慮が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 
40「時間外・休日労働に関する協定」労働基準法第 36 条に基づき、法定労働時間を超える残業や休日労働

をさせる場合に、労使間で締結し労働基準監督署へ届け出る必要のある書面 
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⑴ 外部サポート人材 
① スクール・サポート・スタッフ（教員業務支援員）等 

県教育委員会では、スクール・サポート・スタッフの単独又は複数校兼務による全

校配置を推奨してきました。前述したように教員業務支援員へ依頼できる業務は、授

業準備や事務、ＨＰへの記事の掲載やＩＣＴ機器の管理に関することから、給食の準

備・片付け支援、学校行事の準備、休憩時間の見守り、健康観察の取りまとめ等多岐

にわたります。 

市町村教育委員会においては、副校長・教頭マネジメント支援員も含めた効果的な

配置について引き続き検討をお願いします。 

② 部活動指導員等 

子どもたちがスポーツ・文化芸術に継続して親しむことができる機会を確保すると

ともに、公立中学校の部活動における教員の負担を軽減するために、市町村教育委員

会は、専門性や資質を有する部活動指導員等の指導者の確保、配置、育成について引

き続き検討をお願いします。 

③ 地域学校協働活動推進員 

市町村教育委員会が実施する「学校支援」（「学校における働き方改革」を踏まえた

活動）における地域ボランティアとの調整など、地域と学校が連携・協働して行う地

域学校協働活動については、地域学校協働活動推進員が中心となって行うこととして

います。 

④ その他専門人材 

障がいのある子どもや不登校の子ども、日本語指導が必要な子ども、経済的な困窮

等、困難な状況にある子ども・家庭への対応は、学校のみならず関係機関と緊密な連

携を図っていく必要があります。 

学校内の居場所である校内教育支援センターや学校外の居場所である教育支援セン

ターの充実とともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーや医療的

ケア看護職員、特別支援教育支援員、日本語指導に係る支援員等の配置について引き

続き検討をお願いします。 

出典：文部科学省 業務量管理・健康確保措置実施計画（働き方改革に関する計画）「学校と教師の業務の 3分類」について 
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⑵ 外部委託に向けた取組 

日本語を母国語としない保護者宛の文書等の翻訳や、面談時の通訳などを外部委託に

するなどの取組を進めてきました。しかし、多くの市町村立学校では依然として、教職

員が施錠点検や鍵の開錠・施錠を担っている現状があることから、機械警備の導入など、

一層の外部委託について検討をお願いします。 

＜外部に委託したいが教員が担っている業務の一例＞ 

・ 校舎開錠・施錠、プール管理、プール清掃 

・ 校舎・職員室の清掃、ワックス塗布 

・ 花壇・菜園管理、草刈り、剪定、冷暖房設備点検・清掃、除雪作業 

 

⑶ 校務ＤＸの推進 

これまで県及び市町村教育委員会教育長を構成員とする島根県ＧＩＧＡスクール構

想推進協議会を設置し、児童生徒の一人一台端末の共同調達、県域での次世代校務Ｄ

Ｘ環境の整備について検討を行ってきました。県教育委員会では、引き続き県域での

校務支援システムの共同調達や汎用クラウドツールの共同利用による環境統一等につ

いて検討を進め、教職員の異動時の負担軽減やデータ利活用の推進を図ります。 

また、一部市町村教育委員会では、デジタル採点システムを導入し、教員の負担軽

減に大きな効果を上げているところもあることから、他の市町村教育委員会において

も、校務ＤＸにつながるシステム導入について検討をお願いします。 

 

⑷ 事務処理の効率化及び相互支援 

学校給食費、その他学校徴収金が公会計化41 されていない市町村教育委員会において

は、公会計化の検討を行うとともに、その徴収及び管理は学校以外が行うことが求め

られます。また、事務処理の効率化及び質の向上、並びに事務職員間の相互支援のた

め、共同学校事務室の設置に向けた検討をお願いします。 

 

⑸ 部活動の地域展開等の推進 

島根県公立中学校における部活動の地域連携・地域展開に係る方針（令和８年１月

改訂）において、基本的な考え方42 を定めています。各市町村教育委員会においては、

地域の実情を踏まえ、まずは、休日における部活動を地域クラブ活動へ展開すること

について検討が期待されます。 

国は、令和８年度からの「改革実行期間」における部活動の地域展開等の全国的な

実施を推進しており、地域クラブの活動費や推進体制の整備など中学校の部活動の地

域展開・地域クラブ活動の推進に係る経費の補助や、地方公共団体への伴走支援など

を実施する予定です。 

  

 
41 地方公共団体の歳入歳出予算に組み入れること 
42  休日における全ての部活動を対象とし、地域のスポーツ・文化芸術団体等による活動（地域クラブ活動）

への展開（［地域展開型］）を検討する。その上で、活動の受け皿の確保、費用負担、指導者の確保といっ

た諸課題の解決が難しい場合、部活動への地域の指導者の配置、複数校による合同部活動の実施（［地域連

携型］等、地域の実情に応じて様々な形の体制構築、活動機会の確保を検討し、地域における子どもたち

の多様な活動の場として整備を進める。なお、部活動によっては、これまでどおりの活動が当面継続でき

る見通しがある場合、展開や体制変更をしないこともあり得る。 
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参考資料 
 

(1) 教職員の時間外在校等時間に関する調査結果 

（島根県 HP 教育委員会学校企画課） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/kyousyokuin/hatarakikata/

hatarakikata_data/kyousyokuin_hatarakikata_data.html 

 

 

 

 

(2) 教職員の休憩時間及び持ち帰り仕事等の実態調査結果 

（島根県 HP 教育委員会学校企画課） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/kyousyokuin/hatarakikata/

hatarakikata_data/kyousyokuin_hatarakikata_data.html 

 

 

 

 

 

(3) すべての職員がいきいきと働き、能力を発揮できる職場づくり推進計画 

（島根県特定事業主行動計画（第２期））（島根県 HP 総務部人事課） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/kosodate/tokutei_keikaku/ 
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72

mailto:hatarakikata@pref.shimane.lg.jp


議 決 第 51 号 

学 校 企 画 課 

教育連携推進課 

特別支援教育課 

島根県立高等学校規程等の一部改正について 

１ 改正理由 

⑴ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成 22 年法律第 18 号）の一部を

改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行う必要がある。 

⑵ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を

改正する法律（令和７年法律第 68 号）の施行に伴い、所要の改正を行う必要が

ある。 

２ 一部改正する規則 

⑴ 島根県立高等学校規程（昭和 31 年教育委員会規則第 21 号）

⑵ 島根県立高等学校通信教育規程（昭和 32 年教育委員会規則第４号）

⑶ 島根県立高等学校授業料等減免取扱規則（昭和 43 年教育委員会規則第 11 号） 

⑷ 島根県立特別支援学校規程（昭和 46 年教育委員会規則第８号）

３ 改正内容 

⑴ 高等学校等就学支援金制度の所得制限撤廃による見直し

① 高等学校等就学支援金に係る申請及び認定時期の変更に伴い授業料及び受講

料の納付期間の見直し（島根県立高等学校規程第 39 条、島根県立通信教育規程

第 34 条） 

② 高等学校等就学支援金制度の所得要件を超える保護者を対象としていた授業

料減免対象項目の削除（島根県立高等学校授業料等減免取扱規則第２条） 

⑵ 学校運営に関する基本的な方針（島根県立高等学校規程第 21 条、島根県立特

別支援学校規程第 18 条） 

校長が学校運営協議会の承認を得ることとなっている学校運営に関する基本

的な方針について、業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容を含めるもの

とした。 

⑶ その他規定の整理

４ 施行期日 

３⑴⑶ 令和８年４月１日予定（法律改正施行期日による） 

３⑵  令和８年４月１日 
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島根県立高等学校規程の一部を改正する規則（学校企画課・教育連携推進課） 

 

島根県立高等学校規程の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月 日 

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二 

島根県教育委員会規則第 号 

島根県立高等学校規程の一部を改正する規則 

島根県立高等学校規程（昭和31年島根県教育委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。 

第21条の13中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

⑸ 業務量管理・健康管理確保措置の実施に関すること。 

第39条第２項中「次の各号に掲げる」を「高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18号）第４条の

規定による申請（次項において「受給資格申請」という。）を行った日の属する月から当該申請に対する受給資格認定に

係る通知があった日の属する月（以下この項及び次項において「通知月」という。）までに納付すべき額を納付する」

に、「当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間」を「通知月の翌月の１日から26日までの

間」に改め、同項各号を削り、同条第３項中「次の各号に掲げる」を「受給資格申請を行った年度に納付すべき受講料を

納付する」に、「当該場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとき」を「通知月の翌月の１日から26日までの間」

に改め、同項各号を削る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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島根県立高等学校規程新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

島根県立高等学校規程 

昭 和 3 1 年 1 2 月 1 8 日 

島根県教育委員会規則第21号 

 

 

 

 

目次 〔略〕 目次 〔略〕 

 

 

第１条～第21条の12 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第21条の13 〔略〕 

 

 

（目的） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和31年法律第162号）第33条の規定によ

り、島根県立高等学校（以下「県立高等学校」とい

う。）の管理及び運営の基本的事項を定めることを目

的とする。 

 

第１条の２～第４条 〔略〕 

 

（学期） 

第５条 〔略〕 

２ 校長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要があ

ると認めるときは、あらかじめ島根県教育委員会（以

下「教育委員会」という。）の承認を得て、前期及び

後期の２学期とすることができる。 

 

第６条～第21条の６ 〔略〕 

 

（設置等） 

第21条の７ 教育委員会は、所管する学校（分校を含

む。）ごとに地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第47条の５第１項に規定する学校運営協議会（以下

この章において「協議会」という。）を置くものとす

る。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限

りでない。 

２・３ 〔略〕 

 

第21条の８～第21条の12 〔略〕 

 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第21条の13 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項

について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認
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⑴～⑷ 〔略〕 

⑸ 業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。 

⑹ 〔略〕 

 

を得るものとする。 

⑴～⑷ 〔略〕 

〔新設〕 

⑸ 〔略〕 

 

第21条の14～第38条 〔略〕 

 

第21条の14～第38条 〔略〕 

 

（授業料、受講料、入学料、受検料及び聴講料） 

第39条 〔略〕 

 

 

２ 高等学校等条例第４条第１項ただし書及び第５条第

１項の教育委員会規則で定める場合は、高等学校等就

学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18号）

第４条の規定による申請（次項において「受給資格申

請」という。）を行った日の属する月から当該申請に

対する受給資格認定に係る通知があった日の属する月

（以下この項及び次項において「通知月」という。）

までに納付すべき額を納付する場合とし、高等学校等

条例第４条第１項ただし書及び第５条第１項の教育委

員会規則で定める期間は、通知月の翌月の１日から26

日までの間              とする。 

〔削る〕 

 

 

 

〔削る〕 

 

 

 

 

 

 

３ 高等学校等条例第７条第１項ただし書の教育委員会

規則で定める場合は、受給資格申請を行った年度に納

付すべき受講料を納付する場合とし、同項ただし書の

教育委員会規則で定めるときは、通知月の翌月の１日

から26日までの間        とする。 

〔削る〕 

 

〔削る〕 

（授業料、受講料、入学料、受検料及び聴講料） 

第39条 県立高等学校の授業料、受講料、入学料、受検

料及び第36条の３に規定する科目履修生に係る聴講料

については、高等学校等条例の定めるところによる。 

２ 高等学校等条例第４条第１項ただし書及び第５条第

１項の教育委員会規則で定める場合は、次の各号に掲

げる                        

                          

                          

                          

                          

              場合とし、高等学校等

条例第４条第１項ただし書及び第５条第１項の教育委

員会規則で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 

⑴ 入学又は編入学（専攻科への入学又は編入学を除

く。）した年度の４月から７月までに納付すべき額

を納付する場合 当該年度の８月１日から同月26日

まで 

⑵ 各年度の７月からその翌年度の６月までの間に高

等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年

法律第18号）第３条第１項に規定する就学支援金

（次項第２号において「就学支援金」という。）の

支給を受けていた者が、当該年度の７月から10月ま

でに納付すべき額を納付する場合 当該年度の11月

１日から同月26日まで 

３ 高等学校等条例第７条第１項ただし書の教育委員会

規則で定める場合は、次の各号に掲げる        

            場合とし、同項ただし書の

教育委員会規則で定めるときは、当該場合の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定めるときとする。 

⑴ 入学した年度の受講料を納付する場合 当該年度

の８月１日から同月26日までの間 

⑵ 各年度の７月からその翌年度の６月までの間に就
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４～７ 〔略〕 

 

学支援金の支給を受けていた者が、当該年度に納付

すべき受講料を納付する場合 当該年度の11月１日

から同月26日まで 

４～７ 〔略〕 

 

第40条～第48条 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

様式第１号～様式第30号 〔略〕 

第40条～第48条 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

様式第１号～様式第30号 〔略〕 
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島根県立高等学校通信教育規程の一部を改正する規則（学校企画課） 

 

島根県立高等学校通信教育規程の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月 日 

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二 

島根県教育委員会規則第 号 

島根県立高等学校通信教育規程の一部を改正する規則 

島根県立高等学校通信教育規程（昭和32年島根県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

第34条第２項中「次の各号に掲げる」を「高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18号）第４条の

規定による申請を行った年度に納付すべき受講料を納付する」に、「当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定めるとき」を「当該申請に対する受給資格認定に係る通知があった日の属する月の翌月の１日から26日までの

間」に改め、同項各号を削る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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島根県立高等学校通信教育規程新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

島根県立高等学校通信教育規程 

昭 和 3 2 年 ３ 月 2 9 日 

島根県教育委員会規則第４号 

 

 

 

 

目次 〔略〕 目次 〔略〕 

 

第１条～第33条の２ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第22条 〔略〕 

 

（入学志願） 

第23条 高等学校の通信制の課程に入学を志願する者

は、島根県立高等学校等条例（昭和39年島根県条例第

27号。以下「高等学校等条例」という。）別表第２第

４号に定める入学検定料を納付した上で、保護者と連

署又は連記した入学願書を校長に提出しなければなら

ない。 

２ 〔略〕 

 

第24条～第33条の２ 〔略〕 

 

（受講料、入学料、入学検定料及び聴講料） 

第34条 〔略〕 

 

２ 高等学校等条例第７条第１項ただし書の教育委員会

規則で定める場合は、高等学校等就学支援金の支給に

関する法律（平成22年法律第18号）第４条の規定によ

る申請を行った年度に納付すべき受講料を納付する場

合とし、同項ただし書の教育委員会規則で定めるとき

は、当該申請に対する受給資格認定に係る通知があっ

た日の属する月の翌月の１日から26日までの間とす

る。 

〔削る〕 

 

（受講料、入学料、入学検定料及び聴講料） 

第34条 受講料、入学料、入学検定料及び聴講料は、高

等学校等条例の定めるところによる。 

２ 高等学校等条例第７条第１項ただし書の教育委員会

規則で定める場合は、次の各号に掲げる        

                          

                       場

合とし、同項ただし書の教育委員会規則で定めるとき

は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるとき            とす

る。 

⑴ 入学し、編入学し、又は転学した年度の受講料を

納付する場合 次の表の左欄に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとき。 

４月に入学し、編入

学し、又は転学した

場合 

当該年度の８月１日から同

月26日までの間 

その他の場合 入学し、編入学し、又は転

学した日の属する月の翌々
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月の１日から26日までの間 

 

〔削る〕 

 

 

 

 

 

 

第35条～第41条 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

様式第１号～様式第18号 〔略〕 

⑵ 各年度の７月からその翌年度の６月までの間に高

等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年

法律第18号）第３条第１項に規定する就学支援金の

支給を受けていた者が、当該年度に納付すべき受講

料を納付する場合 当該年度の11月１日から同月26

日まで 

 

第35条～第41条 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

様式第１号～様式第18号 〔略〕 
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島根県立高等学校授業料等減免取扱規則の一部を改正する規則（学校企画課） 

 

島根県立高等学校授業料等減免取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月 日 

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二 

島根県教育委員会規則第 号 

島根県立高等学校授業料等減免取扱規則の一部を改正する規則 

島根県立高等学校授業料等減免取扱規則（昭和43年島根県教育委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「。次項第１号において「就学支援金支給法」という。」を削り、同条第３項中「次の各号のいずれか

に該当する」を「前項に規定する者との均衡を考慮し、島根県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が定める」

に改め、同項各号を削る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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島根県立高等学校授業料等減免取扱規則新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

島根県立高等学校授業料等減免取扱規則 

昭 和 4 3 年 ９ 月 ３ 日 

島根県教育委員会規則第11号 

 

 

 

 

 

第１条 〔略〕 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 島根県立高等学校等条例（昭和39年島根県条例

第27号。以下「条例」という。）第６条第１項に規定

する授業料の減免及び条例第７条第２項に規定する受

講料の減免（以下「授業料等の減免」という。）の取

扱いについては、この規則の定めるところによる。 

 

（減免の対象） 

第２条 〔略〕 

 

 

２ 条例第６条第１項第２号（条例第７条第２項におい

て準用する場合を含む。）の授業料を減免する必要が

ある者として教育委員会規則で定めるものは、高等学

校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第

18号                        

  ）第３条第２項第２号に該当することとなったこ

とについて、休学、負傷又は疾病の療養その他のやむ

を得ない理由がある者（高等学校等就学支援金の支給

に関する法律施行令（平成22年政令第112号）第１条第

２項に規定する者に該当するものを除く。）とする。 

３ 条例第６条第１項第３号（条例第７条第２項におい

て準用する場合を含む。）の授業料を減免する必要が

ある者として教育委員会規則で定めるものは、前項に

規定する者との均衡を考慮し、島根県教育委員会教育

長（以下「教育長」という。）が定める者とする。 

〔削る〕 

 

 

 

 

 

〔削る〕 

 

（減免の対象） 

第２条 条例第６条第１項第１号（条例第７条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の教育委員会規則で定

めるものは、学習意欲が旺盛である者とする。 

２ 条例第６条第１項第２号（条例第７条第２項におい

て準用する場合を含む。）の授業料を減免する必要が

ある者として教育委員会規則で定めるものは、高等学

校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第

18号。次項第１号において「就学支援金支給法」とい

う。）第３条第２項第２号に該当することとなったこ

とについて、休学、負傷又は疾病の療養その他のやむ

を得ない理由がある者（高等学校等就学支援金の支給

に関する法律施行令（平成22年政令第112号）第１条第

２項に規定する者に該当するものを除く。）とする。 

３ 条例第６条第１項第３号（条例第７条第２項におい

て準用する場合を含む。）の授業料を減免する必要が

ある者として教育委員会規則で定めるものは、次の各

号のいずれかに該当する               

                  者とする。 

⑴ 就学支援金支給法第３条第２項第３号に該当する

者であって、同号に規定する保護者等（以下「保護

者等」という。）の失職等の家計急変のため、就学

支援金支給法第３条第１項に規定する就学支援金の

支給を受ける者との均衡上授業料を減免する必要が

生じたもの 

⑵ 前号に掲げる者のほか、授業料を減免する必要が

ある者として島根県教育委員会教育長（以下「教育
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長」という。）が定めるもの 

 

第３条～第10条 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

様式第１号～様式第７号 〔略〕 

第３条～第10条 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

様式第１号～様式第７号 〔略〕 

  

 

83



島根県立特別支援学校規程の一部を改正する規則（特別支援教育課） 

 

島根県立特別支援学校規程の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年 月 日 

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二 

島根県教育委員会規則第 号 

島根県立特別支援学校規程の一部を改正する規則 

島根県立特別支援学校規程（昭和46年島根県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第18条の13第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第５号とし、同条第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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島根県立特別支援学校規程新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

 島根県立特別支援学校規程 

昭 和 4 6 年 ４ 月 １ 日  

島根県教育委員会規則第８号  

 

 

 

 

 

目次 〔略〕 

 

第１条～第18条の12 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第18条の13 〔略〕 

 

 

⑴～⑶ 〔略〕 

⑷ 業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、対象学校の校長が必要

と認めること。 

 

第18条の14～第44条 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

様式第１号～様式第19号 〔略〕 

 

目次 〔略〕 

 

第１条～第18条の６ 〔略〕 

 

（設置等） 

第18条の７ 教育委員会は、所管する学校ごとに地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第47条の５第１項に規

定する学校運営協議会（以下この章において「協議会」

という。）を置くものとする。ただし、同項ただし書に

規定する場合は、この限りでない。 

２ 教育委員会は、協議会を置いたときは、対象学校（当

該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関し

て協議する学校をいう。以下この章において同じ。）に

その旨を通知する。 

３ 〔略〕 

 

第18条の８～第18条の12 〔略〕 

 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第18条の13 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項に

ついて毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得

るものとする。 

⑴～⑶ 〔略〕 

〔新設〕 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、対象学校の校長が必要

と認めること。 

 

第18条の14～第44条 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

様式第１号～様式第19号 〔略〕 
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議 決 第 52 号 

特別支援教育課 

 

 

 

 

しまね特別支援教育魅力化ビジョン後期版（案）について 

 

 

１ 策定経過等 

 

令和７年 11 月 20 日 骨子案を教育委員会会議で協議 

 12 月 12 日 骨子案を県議会へ報告 

 12 月 22 日 素案を教育委員会会議で協議 

   令和８年 1 月 16 日 素案を県議会へ報告 

              2 月 5 日 案を教育委員会会議で協議 

       3 月 5 日 案を県議会に報告 

 

２ しまね特別支援教育魅力化ビジョン後期版（案） 

   別紙のとおり 

 

 

３ 今後のスケジュール 

   教育委員会会議で議決後、公表・周知 
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しまね特別支援教育魅力化ビジョン 

［後期版］ 

 

（案） 

 

 

 

 

令和８年３月 

 

島根県教育委員会 

 

 

別紙 
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Ⅰ 後期版策定にあたって 

１ 後期版策定の趣旨 

 島根県では、インクルーシブ教育システム1の構築を目指して、障がいのある子どもと障

がいのない子どもができる限り共に学ぶことを追求しつつ、多様な学びの場を整備し、子ど

も一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導と必要な支援の充実を図るため、令和３年

２月に、基本的な考え方や今後 10 年間の取組の方向性を示した「しまね特別支援教育魅力

化ビジョン」を策定しました。 

  

 このビジョンを基に、前半の期間では、特別支援学校に学校運営協議会を設置し、地域と

連携・協働した教育活動を推進できる体制を整備しました。 

 高等学校においては、通級による指導の拠点校を各圏域に導入し、巡回による指導を実施

することで、全県立高等学校で通級による指導を受けられる体制を構築しました。 

 また、特別支援教育に関する教職員の専門性を向上するため、様々な研修や特別支援教育

支援専任教員2や特別支援学校センター的機能3（以下、「センター的機能」という。）による

巡回相談にも取り組んできました。 

 

 しかし、通常の学級や幼児教育施設で特別な支援を必要とする幼児児童生徒や特別支援学

級、特別支援学校在籍児童生徒は、年々増加傾向にあるとともに、障がいの多様化や不登校、

生徒指導への対応の増加も、大きな課題となっています。 

 

 このような現状や前半の成果と課題を踏まえ、後半の取組の方向性を整理、検討しました。

この検討にあたっては、上位計画である「第２期島根創生計画」や「島根県教育大綱」、「し

まね教育振興ビジョン」との整合性を踏まえるとともに、それらの計画期間と合わせるため、

令和８年度から令和 11 年度までの今後４年間の計画といたしました。 

 なお、基本的な考え方は、「しまね特別支援教育魅力化ビジョン」を継承していくことと

しています。 

  

 

 

 
1 インクルーシブ教育システム ・・・障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みで、個人に必要な「合理的配慮」 

が提供されること等が必要とされている。（出典：文部科学省ＨＰ参考） 

 
2 特別支援教育支援専任教員  ・・・各教育事務所に配置した小学校、中学校を対象とした巡回相談を専任とする指導 

主事 
3 特別支援学校センター的機能 ・・・特別支援学校が教育上の高い専門性を活用し、地域の小中学校等の要請に応じて

幼児児童生徒の教育に関し必要な助言又は援助をする機能（学校教育法第七十四

条に規定） 
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２ 計画の位置づけ 

島根県の教育の基本理念や施策の方向性を示す「しまね教育振興ビジョン」に基づき、長

期的な視野で特別支援教育の教育環境を充実させていくための、基本的な考え方や計画期間

後半４年間の取組の方向性を示すものです。 

 

   

３ 後期版の期間 

令和８年度（2026 年４月）から令和 11 年度（2030 年３月）までの４年間とします。 

 

 

 

４ 「特別支援教育の魅力化」とは 

⑴ 島根県における特別支援教育の魅力化とは 

  島根県における「特別支援教育の魅力化」とは、「地域の中で障がいのある子どもが持

てる力を十分に発揮し、力強く、自分らしく生きる」ことを目指し、特別支援教育をより

よいものに高めていくことです。 

  学校・家庭・地域での双方向の連携・協働により、学校・家庭・地域が一体となった特

色ある取組で、地域の中で、障がいのある子どもの「生きる力」を育んでいきます。 

 

⑵ 誰にとっての魅力なのか 

  なにより、障がいのある子どもにとっての魅力です。障がいのある子どもが達成感や充

実感を感じ、夢や希望をもち、学び続け、自立や社会参加を実現していくことを目指しま

す。また、保護者、教職員、地域の人々にとっての魅力でもあります。 

保護者が子どもの成長を感じ、喜び、もっと学ばせたいと思える教育を目指します。 

  教職員が適切なワークライフバランスの下、やりがいを感じながら子どもの自立と社会

参加を目指して互いに高め合おうとする教育を目指します。 

  そして、地域の障がい及び障がい者理解を促進しながら、地域の一員としての役割を担

う人材を育て、地域と協働して共生社会の形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

91



- 3 - 

⑶ 特別支援教育の魅力化で大切にしたいこと 

 ① 教育目標の明確化 

    学校等が、子どもたちに育成したい力や教育目標を明確にし、家庭・地域（関係

機関も含む）と共有するとともに、子ども一人ひとりの指導目標を、保護者を含め

た関係者で共有することが大切です。 

 ② 自立と社会参加に必要な「生きる力」の育成 

    障がいの状態や特性及び心身の発達の段階に応じた生きる力（確かな学力、豊かな

心、健やかな体）を育むために、「学びの支えを築く（知識・技能）」、「深め広げ豊か

にする（思考力・判断力・表現力等）」、「人生や社会に生かす（学びに向かう力・人

間性等）」という資質・能力を偏りなく育成していくとともに、自立活動の指導によ

る学習上又は生活上の困難さの改善・克服を図っていくことが大切です。また、社会

の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく、という「キャ

リア教育」4の視点をもち、小学校段階から取り組んでいくことも大切です。 

 ③ 学校等と地域の協働 

    地域の中で学び、生きていくために、子どもたちの育ちを校（園・所）内に閉じず、

子どもたちが積極的に地域に貢献したり、意志や願い、思いを発信したりしていくこ

とが大切です。また、今まで以上に、地域の人的・物的資源を活用したり、医療、福

祉、労働等の関係機関と連携したりし、学校等と地域が協働しながら子どもたちを育

てていくことが大切です。 

 ④ 障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学ぶ 

    障がいのある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生

きることができるよう、地域の同世代の子どもや人々との交流等を積極的に行ってい

くことが大切です。 

 

 このような「特別支援教育の魅力化」を学校等で進めていく中で、インクルーシブ教育シ

ステムの構築を目指して、障がいのある子どもと障がいのない子どもができる限り共に学ぶ

ことを追求しつつ、多様な学びの場を整備し、子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた適

切な指導と必要な支援を充実させていきます。そして、地域と共に障がいの有無にかかわら

ず誰もがそれぞれの人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を認め合える共生社

会の形成に向けて取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 
4 キャリア教育    ・・・一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通

して、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過程を促

す教育（出典：文部科学省ＨＰ） 
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５ 育成したい人間像と取組の方向性 

本県の特別支援教育では、次のような人間像の育成を目指します。 

⑴ 「夢や希望をもち、その実現に向けて、学び続けようとする人」 

    子ども一人ひとりの自立と社会参加を目指す上で、子どもが主体的に自らの力を高

めていくためには、「なりたい自分」「夢」をもち、それらに向かって挑戦することが

大切です。また、挑戦をする中で、主体的に課題に向かい、自己選択や自己決定を行

い、粘り強く学び続ける人であってほしいと考えます。 

 

⑵ 「人や社会とのつながりをもち、社会に参加・貢献しようとする人」 

    子ども一人ひとりの自立と社会参加を目指す上で、子どもが周囲の人や社会と関わ

ることは必要不可欠であり、自分らしく他者や社会と関わっていくことが大切です。

また、その関わりを通して自らの役割を見いだし、社会に参加、貢献することができ

る人であってほしいと考えます。 

 

⑶ 「自分の意思をもち、自分を信じ、他者を信頼し、共に生きようとする人」 

    子ども一人ひとりの自立と社会参加を目指す上で、自分の意思をもち、他者に自分

の思いを伝えることが大切です。また、社会で他者と共に生きる中で、自分を理解し、

自信を持って活動し、他者とお互いに助け合って生きていこうとする人であってほし

いと考えます。 

 

本県が目指す特別支援教育を以下の３本の柱で推進していきます。 

 ● 多様な学びの場における教育環境の充実 

    ～一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導と必要な支援～ 

● 就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制の構築 

    ～早期からの一貫した支援と特別支援教育の理解・啓発～ 

● 特別支援教育の充実に向けた教職員の専門性の向上と人材育成・確保 

    ～教職員の専門性の向上と特別支援教育を担う人材の育成と確保～ 
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Ⅱ 多様な学びの場における教育環境の充実 

１ 特別支援学校 

⑴ 現状と課題 

① 特別支援学校の在籍者数は、近年、増加傾向にあり、令和６年度からここ２年過去最

多を更新しています。また、知的障がい特別支援学校を中心に、小学部からの入学が増

加しています。今後も、小学校、中学校の特別支援学級在籍児童生徒数が増加している

ことから、知的障がい特別支援学校在籍者数のさらなる増加が見込まれます。 

② 高等部卒業生の一般就労率は、過去５年間 30％を超え、40％近くになっています。し

かし、生徒数増加や不登校傾向のある生徒、日本語指導の必要な生徒など、生徒の実態

の多様化に対応した就業支援の充実が必要となっています。 

③ 全 12 校に学校運営協議会が設置され、学校と地域との連携・協働した取組が推進さ

れています。しかし、共生社会の形成に向け、持続可能な取組や更なる充実した取組が

必要となっています。 

④ 人工呼吸器などの高度な医療が必要な幼児児童生徒が安全・安心な体制で就学するこ

とができるように、就学に向けた早期からの状況把握や保護者への情報提供、災害時等

非常時の学校の対応を整備する必要があります。 

⑤ インクルーシブ教育システムを構築する上で、交流及び共同学習など、障がいのある

子どもと障がいのない子どもが「共に学ぶ」ことを意図した取組をより一層充実させ、

相互理解を促進する必要があります。 

⑥ 特別支援教育への転換以降における盲・ろう・養護学校の名称の継続使用や増加する

知的障がい特別支援学校の教育環境など、特別支援学校の在り方を検討する必要があり

ます。 

■ 特別支援学校の在籍者数推移（Ｈ28～Ｒ７）   （単位：人） 

  
                     出典：島根県教育委員会 

94



- 6 - 

■特別支援学校高等部卒業生の一般就労率 

 
※調査対象：全障がい種                   出典：島根県教育委員会 

 

■医療的ケア対象児童生徒数推移       （単位：人） 

 

※対象：全特別支援学校                   出典：島根県教育委員会 

 

⑵ 今後の取組 

① 職業教育と就業支援の充実   

   生徒一人ひとりの自立と社会参加を目指し、障がいの状態や特性に応じた職業教育の

充実や、進路希望に応じた就業支援に取り組んでいます。 

   県教育委員会に配置した職業能力開発員5が学校と連携し、新たな分野や学校では開

拓が難しい職場を、関係機関とも連携して開拓します。 

   職業教育や就業支援に協力いただいている企業・団体を、特別支援学校応援・協力企

業として登録したり、顕著な協力・貢献していただいている企業を県知事表彰したりし

て、企業の障がいに対する理解を深めていきます。 

また、高等部生徒の就労意欲の向上と特別支援学校や在籍生徒に対する理解促進を目

指し、職業教育フェスティバルを開催します。 

このような取組を通して、生徒一人ひとりの将来の選択肢を拡げ、進路実現につなげ

ていきます。 

    

② 地域と連携・協働した教育の推進 

   「社会に開かれた教育課程6」の実現や共生社会の形成が求められている中、特別支援

学校では、全校に学校運営協議会を設置し、地域と連携・協働した教育活動を展開して

 
5 職業能力開発員    ・・・島根創生計画に基づく障がい者の雇用の促進、障がい者雇用未経験の職場訪問、未開拓な

職種における職業能力の開発の研究を行うために、県教育委員会に１名配置 

6 社会に開かれた教育課程・・・よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会が共有し、それぞ

れの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付け

られるようにするのか教育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によりそ

の実現を図っていくということ。（出典：文部科学省ＨＰ） 

卒業年月 R3.3 R4.3 R5.3 R6.3 R7.3

一般就労率 35.9% 33.0% 37.0% 35.6% 39.5%

年度 R3 R4 R5 R6 R7

児童生徒数 57 57 55 56 58
人工呼吸器使用
児童生徒数 2 2 6 6 6
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います。 

   今後は、学校運営協議会を単なる会議体としてではなく、学校運営への積極的な参画

を促し、地域との取組をさらに効果的に充実・発展させていきます。また、地域の資源

と学校や地域のニーズを把握し、お互いにメリットのある持続可能な活動を推進します。 

   そのためにも、各校のグランドデザイン7のＰＤＣＡサイクルを確立させるために、

管理職への研修を実施します。 

 

③ 探究的な学びの推進 

   特別支援学校では、地域との連携・協働した教育活動の中で、探究的な学びを各発達

の段階に応じて、取り組んでいます。さらに、探究の過程において、子どもたちの主体

的・対話的で深い学びを通して、資質・能力を育成できるよう、各校での探究的な学び

への支援を継続します。また、各校での学びをより深めるために、探究的な学びの成果

を発表する場を設定します。 

 

④ 医療的ケアが必要な幼児児童生徒の教育環境の整備 

   近年、人工呼吸器使用や自力で動ける医療的ケア児など、医療的ケア児の状態が多様

化しており、学校ではより安全で安心な教育環境が求められています。 

ア 就学前の早期の情報共有 

    医療的ケアが必要な子どもが就学する際には、就学先の安全・安心な教育環境を整

備しておく必要があります。就学に至るまでのロードマップの周知や県医療的ケア児

支援センターや保健師との連携を継続し、医療的ケア児の早期からの情報共有を図っ

ていきます。 

イ 教員と学校看護師による協働 

    本県では、学校看護師も教育者としての役割を担っています。教員との協働のもと、

積極的・成長支援的看護を行っていきます。その際に、教員と学校看護師が個別の教

育支援計画の作成やそれに基づく教育活動において、教育的観点と医学的観点を共有

しながら協働します。 

  ウ 学校在校時における発災への備え 

    医療的ケア児が在校時に発災した場合を想定し、医療器具等の準備や薬の管理、非   

常用電源の確保など、幼児児童生徒一人ひとりに応じた対応を検討します。 

また、関係機関との連携についても確認をし、発災後、学校での待機が長期化した        

   場合などの対応に備えます。 

 

⑤ 交流及び共同学習の推進 

   インクルーシブ教育システムの構築において、障がいのある子どもと障がいのない子

どもが「共に学ぶ」機会を増やすことが、重要です。今までも、特別支援学校において、

 
7 グランドデザイン    ・・・校長が作成する学校運営の基本方針 
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学校設置地域の学校との交流（学校間交流）や特別支援学校在籍幼児児童生徒の出身地

域の学校との交流（居住地校交流）を実施してきましたが、各学校、市町村教育委員会

とも連携して、さらに充実させていきます。その中での好事例を広く周知します。 

 

⑥ 通学支援の充実 

   スクールバスを活用した通学支援を実施していますが、毎年、利用者が変わることや

自立と社会参加を目指すという教育的観点を考慮し、より効率的な路線や乗降場所など

の検討による利便性の向上を図るとともに、障がいサービス利用も含めた通学支援の充

実を検討します。 

 また、登校時刻より前に子どもを預けることができる「朝の預かり事業」についても

継続します。 

 

⑦ ＩＣＴ活用の推進 

   児童生徒が学びの主体者として、一人一台端末を授業で活用し、一人ひとりの特性や

理解度にあわせた学びの推進や主体的に学ぶ力を育成するため、各校のニーズに応じた

ＩＣＴ活用に関する巡回型研修の実施や好事例の収集、共有に努めていきます。また、

家庭や校外学習など地域での活用が充実するよう、環境を整えていきます。不登校や病

気療養中の児童生徒に対する遠隔教育についても、制度の周知や好事例の発信などを通

して、充実させていきます。 

 

⑧ 将来を見通した教育環境の整備 

ア 県立特別支援学校の在り方 

県教育委員会では、令和４年度から５年度に開催した「今後の島根県立特別支援学

校の在り方検討会」において、施設整備の方向性を検討する中で、各校の状況を調査

し、教室等が不足する場合は、校舎内の部分的な改修により対応してきました。また、

県内で唯一、特別支援学校設置基準8を満たしていない浜田養護学校では、現在、高等

部棟の施設整備を進めています。 

幼児児童生徒数が減少傾向にある学校もありますが、それぞれの障がい種の専門性

を活かし、センター的機能や地域と連携した取組を継続します。 

平成 19 年に特殊教育から特別支援教育への転換が行われて以降も、「養護学校」と

いう校名を使用しています。それは、島根県では児童生徒、保護者、教職員、地域の

方々に、例えば「まつよう」という愛称が定着しており、愛着を持って使用されてい

るためです。しかし、「養護学校」の名称を継続して使用している都道府県は少数とな

っており、共生社会の形成や特別支援教育の理解啓発の観点も鑑み、特別支援学校の

校名について検討することとします。 

 

 
8 特別支援学校設置基準    ・・・学校教育法に基づき、学校を設置する場合の最低限の基準（令和３年公布） 
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  イ 知的障がい特別支援学校における対応 

    知的障がい特別支援学校では、高等部在籍者数が継続して増加傾向にある上に、小

学部段階からの入学者数も増加しています。また、小学校、中学校の特別支援学級在

籍児童生徒数も増加しており、今後も知的障がい特別支援学校在籍児童生徒数が増加

することが見込まれます。引き続き、各校の教育環境の状況を把握しながら、教室不

足が生じる場合には、必要な改修や施設整備を検討します。 

 

 

２ 就学前 

⑴ 現状と課題 

① 幼児教育施設において、特別な支援を必要とする幼児が増加傾向にあります。園（所）

内で支援を必要とする幼児への指導・支援を相談する体制づくりや教員や保育者の特別

支援教育の専門性を高めるための研修機会の不足等の課題があります。 

 ② 特別な支援を必要とする幼児が、小学校に入学する際の引継ぎの充実が求められてい

ます。幼児の実態や支援を引き継ぐことだけでなく、幼小連携・接続の視点から、架け

橋期のカリキュラム開発や保育内容の工夫が必要です。 

 

■幼児教育施設における特別な支援を必要とする幼児 

 
※教員等の主観により、「特別な支援の必要な幼児数」を調査。全在籍幼児数に占める割合。 

※調査対象：国公私立幼稚園、公私立認定こども園、公私立保育所の３～５歳児 

                     出典：島根県教育委員会 

 

⑵ 今後の取組 

① 市町村における相談支援体制の整備 

就学前の早期の相談体制構築は、とても重要です。市町村教育委員会と連携し、各市

町村における相談窓口を可視化するとともに、健康診査等での保護者への周知を図って

いきます。また、県幼児教育センター9とも連携し、市町村の保健・福祉部局と教育委員

会との連携の推進も図っていきます。 

 

 

 

 
9 県幼児教育センター    ・・・正式名称は「島根県幼児教育センター」という。指導主事や幼児教育アドバイザー 

等を配置し、幼児教育施設を訪問し、実態に応じた支援をするなどの活動をしてい 

る。 

年　度 R2 R3 R4 R5 R6

割　合 7.3% 7.4% 7.7% 8.6% 8.4%
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② 園（所）内体制の充実 

園（所）長のリーダーシップのもと、特別支援教育コーディネーター10を中心とした

園（所）内体制を充実させ、特別な支援を必要とする幼児への指導支援を組織的、計画

的 に実施する必要があります。県幼児教育センターと連携し、園（所）内体制の充実

支援やオンデマンドを活用した研修の充実を図っていきます。 

また、相談体制として、センター的機能のさらなる周知を図ります。 

 

③ 福祉施設（児童発達支援施設等）との連携 

児童発達支援センターや児童発達支援事業所などの福祉施設を利用している幼児の

保護者や職員に対し、リーフレットを活用し、就学に関する情報について提供します。 

また、福祉施設を利用する障がいのある幼児について、市町村の保健福祉部局や市町

村教育委員会と連携し、早期からの情報共有に努めていきます。 

 

④ 幼小連携・接続の推進 

令和７年３月に策定した「しまねの架け橋期の教育ガイド」を普及する中で、特別支

援教育の視点を取り入れた保育や個別の教育支援計画の作成、活用を促します。 

  

３ 小学校、中学校 

⑴ 現状と課題 

 ① 通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒数（教員の主観による）が増

加、高止まりの傾向にあり、また特別支援学級在籍児童生徒数も増加し、過去最多とな

っています。 

 ② 通常の学級や多人数の特別支援学級に対する非常勤講師配置や市町村教育委員会に

よる支援員配置を行っていますが、関係者が連携した組織的な指導体制の整備には、な

お課題があります。 

 ③ ＬＤ（学習障がい）などの発達障がいのある児童生徒や自分の特性などに合った学び

方で学ぶ必要のある児童生徒が通常の学級に在籍しており、通常の学級でのより効果的

な指導・支援の充実が必要となっています。 

 ④ 通級による指導を実施し、その指導内容を通常の学級における各教科等の学びに活か

せる自立活動の工夫が必要となっています。 

 ⑤ 教育事務所の特別支援教育支援専任教員やセンター的機能への相談件数が増加して

おり、相談体制の充実が必要となっています。 

 ⑥ 校内体制は概ね整備されているが、校内委員会や特別支援教育コーディネーターなど

の機能強化に対する支援が必要となっています。 

 
10 特別支援教育コーディネーター ・・・各学校における特別支援教育の推進のため、校内委員会や特別支援教育に関 

する校内研修の企画・運営、関係機関や学校との連絡・調整、担任への支援、 

保護者からの相談窓口の役割を担う教員（出典：文部科学省ＨＰ参考） 
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■小学校、中学校の通常の学級における特別な支援の必要な児童生徒 

 
※教員の主観により、「特別な支援の必要な児童生徒数」を調査。全在籍児童生徒数に占める割合。 

※調査対象：国公立小学校、国公私立中学校 

              出典：島根県教育委員会 

 

■特別支援学級在籍児童生徒数 

（小学校）                             （単位：人） 

※毎年５月１日現在                       出典：島根県教育委員会 

 

（中学校）                             （単位：人） 

※毎年５月１日現在                     出典：島根県教育委員会 

 

⑵ 今後の取組 

①  ＬＤのある児童生徒の学びの充実 

   通常の学級においても、特別な支援を必要とする児童生徒が増加しています。その中

でＬＤ（学習障がい）のある児童生徒への支援の充実を図るため、「ＬＤのある子ども

の多様な学び推進事業」を令和９年度まで継続します。指定した市町村教育委員会が実

年　度 R2 R3 R4 R5 R6

割　合 11.8% 12.6% 13.0% 13.7% 13.7%

33,806 33,573 33,140 32,493 31,568

1,180 1,232 1,270 1,357 1,412

451 461 458 489 509

638 688 720 785 814

3.5% 3.7% 3.8% 4.2% 4.5%(b)/(a)

　　　　　　　　　　　　　　年　度

　在籍者数区分
R3 R5 R6R4

小学校在席者数(a)

特別支援学級在籍者数(b)

うち知的障がい学級

うち自閉症・情緒障がい学級

R7

17,104 16,886 16,640 16,603 16,444

603 667 741 739 766

222 269 300 295 292

339 361 399 399 427

3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 4.7%

　　　　　　　　　　　　　　年　度

　在籍者数区分
R3

うち自閉症・情緒障がい学級

(b)/(a)

うち知的障がい学級

R5 R6 R7

中学校在席者数(a)

特別支援学級在籍者数(b)

R4
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施するＬＤのある子どもへの支援について、県教育委員会指導主事と大学教授等のアド

バイザーが指導助言を行います。 

全ての児童生徒にとって学びやすい学習者主体の授業づくり、学級・集団づくりを土

台として、一人ひとりの児童生徒に応じた多様な学び方を用意し、学習者である児童生

徒が選択しながら主体的に学ぶことができる環境の整備を行います。このことはＬＤの

ある児童生徒だけではなく、全ての児童生徒にとって、重要です。 

また、指定市町村で得られた成果は、全県へ情報共有し、ＬＤのある児童生徒への支

援の充実につなげます。 

  

② 通級による指導の充実 

   通級による指導を実施する際に重要となるのが、個別の教育支援計画と個別の指導計

画です。多面的・長期的な視点を持った個別の教育支援計画と、児童生徒の実態に応じ

た指導目標、指導内容・方法を示した個別の指導計画を作成、活用することで、指導の

ねらいや児童生徒の得意、学習上又は生活上の困難、指導の達成状況が明確になり、適

切な指導につながります。研修等を通じて、作成、活用を促進します。 

   また、通級による指導で得られた指導・支援の成果を通常の学級（学級担任、教科担

当）の学びに活かしていくことが重要です。このため通級による指導担当者が担任や特

別支援教育コーディネーターと情報共有できるよう、校内体制の充実を促すために好事

例を共有します。 

 

③ 特別支援学級に対する支援の充実 

   特別支援学級の在籍児童生徒数及び学級数は年々増加しており、初めて特別支援学級

を担当する教員も多い状況にあります。 

   多人数の児童生徒が在籍する学級には、継続して非常勤講師を配置します。また、特

別支援学級担任に対し、指導や授業づくりに活用できるオンデマンド研修や資料を積極

的に提供します。 

   また、障がい種ごとに特別支援学校との連携を図り、教材の紹介や学校体験等の実施

により、児童生徒の将来を見据えたキャリア教育の充実を推進します。 

 

④ 相談支援体制の継続 

   各教育事務所に配置した特別支援教育支援専任教員による小学校、中学校の特別支援

教育に関する相談業務は継続して実施します。また、センター的機能について、周知を

さらに進め、活用を促します。特に特別支援学校への就学や転学に関する相談を早期か

ら実施できるよう、市町村教育委員会と連携して取り組みます。 
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４ 高等学校 

⑴ 現状と課題 

① 高等学校でも、特別な支援を必要とする生徒が一定数の割合で在籍しています。中学

校の特別支援学級卒業生が高等学校に進学するケースも増加しています。 

② 各校において、合理的配慮の提供は充実しつつありますが、合理的配慮の提供に関す

る判断や方法の決定までのプロセスに苦慮するなどの課題があります。 

③ 通級による指導は、自校通級、拠点校からの巡回通級、ろう学校による難聴通級が実

施されており、県内全ての県立高等学校で通級による指導を受ける体制が整っています。

毎年、巡回通級を中心に履修生徒が増加しており、希望する生徒のさらなる増加への対

応が課題となっています 

 

■高等学校における特別な支援を必要とする生徒 

 
※教員の主観により、「特別な支援の必要な生徒数」を調査。全在籍生徒数に占める割合。 

※調査対象：公私立高等学校              出典：島根県教育委員会 

 

⑵ 今後の取組   

① 合理的配慮の提供の推進 

   各校での合理的配慮の提供は拡がりつつありますが、管理職研修や職務研修において

も、合理的配慮についての周知を図っていきます。その際には、各校からの提供事例を

掲載した「高等学校における合理的配慮事例集」を活用するとともに、新たな事例の収

集、周知をします。 

   また、合理的配慮アドバイザー11の県立高等学校への学校訪問を継続することで、高

等学校における合理的配慮の提供に関する相談がしやすい環境を整えていきます。 

   インクルーシブ教育システム推進センター校12（以下、「センター校」という。）と連

携し、中学校からの切れ目ない支援の充実を図っていきます。 

 

② 通級による指導のさらなる充実 

   通級による指導の拠点校方式導入から５年経ち、通級による指導の周知が拡がってき

ていますが、まだ指導内容やその効果などについて、教員の理解が十分ではないため、

 
11 合理的配慮アドバイザー   ・・・県教育委員会に配置した高等学校の合理的配慮の提供に関する指導助言を担う

指導主事 

12 インクルーシブ教育システム推進センター校 ・・・通級による指導拠点校に、圏域の高等学校におけるネットワー

クを構築し、高等学校の特別支援教育を推進する中心的な役割

を担う。 

年　度 R2 R3 R4 R5 R6

割　合 4.2% 5.1% 4.2% 4.5% 4.1%
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研修会や説明会等の場を通じて、指導の意義や内容、成果について、さらに周知を図っ

ていきます。 

   履修生徒や希望する生徒が増加しても対応できるよう、全県における通級による指導

のより効果的な指導体制を研究します。また、担当者の専門性向上や人材育成のため、

オンライン・オンデマンドでの研修を実施します。 

   履修生徒の自立と社会参加のため、関係機関と連携した進路指導の取組などの好事例

を特別支援教育コーディネーターへ紹介するなどして、進路指導の充実を図っていきま

す。 

   通級による指導の目標や指導内容が学級担任や教科担当とも共有できる仕組みづく

りや通級による指導担当者が当該生徒の通級による指導以外の授業に授業担当者以外

として参画するなど、通級による指導での学びや指導方法、配慮事項等が他授業にも波

及するような取組を推進します。 

 

③ 圏域のネットワークの充実と特別支援教育の推進 

   センター校を中心に、圏域の高等学校の特別支援教育コーディネーター会を開催し、

各校での特別支援教育の情報や支援方法などの情報共有や学校間での連携を継続しま

す。 

   中学校の特別支援教育コーディネーターとの連携を図り、個別の教育支援計画や個別

の指導計画を活用した引継ぎの充実を図ります。 

 

５ 小学校、中学校、高等学校共通 

⑴ 今後の取組 

① 通常の学級における特別支援教育の充実 

ア ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業改善の推進 

    通常の学級において、誰もがわかりやすく、学びやすい授業づくりは重要です。そ

の際に、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりが有効ですが、その意

義の理解が十分ではなく、形式的な取組にとどまっている事例も見られます。学習集

団の特性や必要な支援を把握した上でその実態に応じた授業デザインを考えること

が有効です。また、児童生徒一人ひとりに応じた学習の方法を提供することで、学習

内容の理解の深化や主体的な学習を促す授業改善が図れます。多様な個性が尊重され、

安全・安心に学ぶことができる集団づくりと基礎的環境整備13の充実が重要です。 

イ 個別最適な学びと協働的な学びの推進による特別支援教育の充実 

    令和の日本型学校教育の中で言われている「個別最適な学び」と「協働的な学び」

は多様な児童生徒を誰一人取り残さない授業づくりを進める上で重要な視点です。 

    「個別最適な学び」は、個に応じた指導を重視し、ＩＣＴ環境の活用や少人数での

 
13 基礎的環境整備    ・・・・障がいのある子どもが他の子どもと平等に教育を受けるため、「合理的配慮」の土台

となる、学校や教育現場全体の教育環境を整備すること 
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指導体制の整備など、指導の個別化、学習の個性化が求められています。一人ひとり

のつまずきが生じる要因もしっかりと把握することが必要です。 

    「協働的な学び」は、集団の中で個が埋没することがないよう、主体的・対話的で

深い学びの実現に向けた授業改善につなげ、児童生徒一人ひとりのよい点や可能性を

生かすことで、異なる考え方が組み合わさり、よりよい学びを生み出していくように

することが必要です。 

    これらの学びを一体的に充実させ、主体的・対話的で深い学びの実現に資する授業

改善につなげることが必要です。 

    障がいのある児童生徒については、これらのことを踏まえつつ、個々の児童生徒の

実態に応じた教育環境の変更・調整、いわゆる合理的配慮の提供も考慮し、自立と社

会参加に必要な「生きる力」を育むことも重要です。 

 

② 校内体制の機能強化 

   校内体制を機能強化していくためには、管理職のリーダーシップと特別支援教育コー

ディネーターの実践力が重要です。 

   特別支援教育の経験のない管理職も少なくないため、管理職向けの研修や情報発信を

充実させます。また、特別支援教育コーディネーターに、「特別支援教育コーディネー

ターハンドブック」（以下、「ハンドブック」という。）を周知するとともに、地域で中

核的な人材となる教員育成や市町村教育委員会主催の研修実施など、研修の充実を図り

ます。 

 

  

104



- 16 - 

Ⅲ 就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制の構築 

１ 切れ目ない支援 

⑴ 現状と課題 

① 市町村において相談窓口が整備されつつありますが、就学、福祉サービスに関する情

報など、保護者が求める情報が行き届いていない場合があります。 

② 小学校、中学校の校内で学びの場を検討するに当たって、特別支援教育に関する専門

性の担保が必要です。また、児童生徒の教育的ニーズや支援の内容を検討・確認し、学

びの場の柔軟な見直しを行う必要があります。 

③ 個別の教育支援計画を活用した学校間での引継ぎが十分ではなく、作成時の教員の負

担も課題です。 

④ 学校、幼児教育施設と福祉の連携が必要ですが、まだ不十分な状況があります。 

 ⑤ 障がいのある子どもがスポーツや文化活動に触れる機会を増やし、生涯にわたってス

ポーツや文化活動に親しむ基礎を教育活動の中で培うことが必要です。 

 

⑵ 今後の取組 

① 就学先決定に向けた体制の充実と柔軟な学びの場の見直し 

市町村教育委員会と連携し、就学に関する情報や仕組みについて、本人、保護者、教

員、保育者に対して、リーフレット等で周知します。 

また、就学時に決定した学びの場は固定したものではないため、小学校、中学校にお

いて、障がいの状態や適応状況などにより、柔軟に学びの場の見直しが検討されるよう

に、校内委員会の役割や見直しの手続きについて、ハンドブックを通して、周知します。

必要に応じて、特別支援教育支援専任教員やセンター的機能担当者が校内委員会に参加

するなどの支援を充実させます。特別支援学校においても、一人ひとりの幼児児童生徒

にとって、その時点でどのような指導、支援が必要であるかに加えて、どの学びの場が

適切かについても、定期的に校内で検討するよう促していきます。 

 

② 学校間等での引継ぎの充実 

保護者や教員に対して個別の教育支援計画の作成時に、その活用方法や活用による利

点についてリーフレット等を通して周知を図るとともに、就学から社会参加まで円滑な

引継ぎが行われるよう、市町村教育委員会と連携し、個別の教育支援計画の作成と活用

を推進します。そのために引継ぎでの活用の好事例を周知したり、作成や活用の相談が

できるよう相談支援体制を強化したりします。 

また、誰もが作成、活用しやすい個別の教育支援計画の様式の検討を大学教授等と連

携し、進めていきます。 
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③ 関係機関との連携の促進 

特別な支援を必要とする子どもの保護者の困りや悩みを踏まえ、早期から必要な支援

を行う取組を進めます。 

子どもの発達や子育てに関して、教育、医療、保健、福祉、労働など関係機関が連携

し、保護者からの相談を受けたり、保護者への情報提供を行ったりするなど、地域の実

情に応じたネットワークの充実や、保健・教育部門の連携による発達相談窓口の設置・

周知を市町村に働きかけます。 

また、学校、幼児教育施設に対して、必要に応じて、特別支援教育支援専任教員やセ

ンター的機能からの助言などを通して校内委員会の機能強化を図るとともに、それぞれ

での指導・支援をより充実させるため、活用できる関係機関の情報を提供し、関係機関

との連携を促進します。特に、障がいのある児童生徒の放課後の居場所である放課後等

デイサービスと学校、保護者との連携強化が求められています。放課後等デイサービス

事業所や放課後児童クラブ等と学校、保護者との情報共有や関係者が連携した一貫した

支援が行われるよう、市町村等と連携して取り組みます。 

 

④ 生涯にわたるスポーツ・芸術活動の推進 

   障がいのある生徒が学校卒業後においても、身近にスポーツ活動や芸術活動に親しめ

るよう、学校生活の中でこれらに触れる機会を増やし、興味関心や意欲を高めます。 

   島根かみあり全国障害者スポーツ大会 2030 が開催されることを契機に、よりスポー

ツに触れる機会を拡充するために整備した、特別支援学校のスポーツ用品の活用を促し

ます。 

また、スポーツや芸術活動に関する地域資源の情報提供を行い、関係機関と連携し、

生徒が卒業後もスポーツや芸術活動に触れる機会を増やします。 

 

２ 特別支援教育の理解・啓発 

⑴ 現状と課題 

① 特別支援教育への理解は進み、特別支援教育対象者は増加しています。障がいのある

子どもと障がいのない子どもが共に学ぶ機会をさらに拡充し、相互理解を深める必要が

あります。 

② 共生社会の形成に向け、障がいについて正しく理解し、お互いを認め合う必要があり、

障がいのある者と障がいのない者が、自然な形で共に活動する機会を創出する必要があ

ります。 

 

⑵ 今後の取組 

① 多様性を尊重する環境づくり 

   学校や幼児教育施設において、誰もが安心して過ごせる環境を作っていくことが必要

です。そのためには、子ども一人ひとりの長所や強みを活かし、可能性を発揮できるよ
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うな教育環境や、みんなが活躍できる機会や出番のある授業づくり、何でも相談できる

教職員への安心感などを醸成していく必要があります。 

 このような環境づくりに向けて、学力向上や生徒指導などと関連させながら推進して

いきます。 

 

② 交流及び共同学習の充実 

共生社会の形成に向け、その担い手となる子どもたちが、就学前や学齢期から多様な

人々の中で、お互いを認め合い、自然な形で関わり合う経験はとても重要と考えます。

現在、特別支援学校や小学校、中学校において、障がいのある子どもと障がいのない子

どもが共に学ぶ、交流及び共同学習に取り組んでいます。幼児教育施設では、障がいの

あるなしに関わらず、共に活動をしています。 

また、特別支援学校の分教室を設置した中学校、高等学校や特別支援学級が設置され

た小学校、中学校では、日常的に同年代の子どもたちが関わり合って学習をしています。 

こうした障がいのある子どもと障がいのない子どもが触れ合う活動を通して、相互理

解を図り、豊かな人間性を育んでいます。 

しかし、学校によっては特別支援学級が設置されていないなど学習環境には違いがあ

り、日常的に触れ合う機会の確保が難しい場合や交流及び共同学習が実施されていても、

その意義やねらいが明確でない場合などがあります。 

今後は、交流及び共同学習実施の実態を把握するとともに、好事例の周知などを通し

て、交流及び共同学習の意義やねらいを明確にした取組を推進していきます。その際に

は、ただ単に学習の場を共にするということではなく、一人ひとりの子どものねらいが

達成できる活動になるよう、市町村教育委員会とも連携して促していきます。 

 

③ 障がいの理解教育の推進 

   共生社会の形成に向け、学校教育において、障がいや障がい児・者に関する理解を深

めることが重要です。特に、障がいのない子どもに障がいの正しい理解を促すことは、

共に学ぶことを推進していく上でも必要であり、そのための理解教育を計画的に実施し

ていくことが求められます。 

   また、障がいのある本人にとっても、自分の障がいや特性について理解し、その対応

を学んでいくことが必要です。 

   特別支援学校では、地域との連携・協働した取組を充実させることで、障がいや特別

支援教育に対する地域の理解を深めていきます。 

   令和７年度に教育事務所に整備した障がい者スポーツ用品を、小学校、中学校や公民

館などへ貸し出すことを実施しています。そのことで障がいのない人が障がい者スポー

ツを体験するとともに、その輪の中に自然に障がいのある人が参加する機会を通して、

障がいに対する理解を推進させていきます。 

   ハンドブックに、理解教育の必要性や指導内容の事例を示し、市町村教育委員会と連

携して、各学校での取組を推進します。  
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交流及び共同学習や理解教育の好事例を広く周知し、実施を促していきます。 

 

④ 障がいのある子どもの保護者との連携の促進 

保護者が子育てや就学、進路などで困った時に、必要とする情報を必要とするタイミ

ングで提供できることが必要です。市町村ごとの相談窓口の周知や、担任が情報提供で

きるようにセンター的機能の活用を促進します。また、保護者が必要とする情報や時期

の把握を行い、より効果的で適時な情報提供に努めていきます。 
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Ⅳ 特別支援教育の充実に向けた教職員の専門性の向上と人材育成・確保 

１ 特別支援教育に関する教職員の専門性の向上 

⑴ 現状と課題 

① 通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする子どもや特別支援学級在籍児童生徒

数が増加しているため、全ての教員が特別支援教育に関する理解をさらに深める必要が

あります。 

② 初めて特別支援学級担任や通級による指導担当になる教員が毎年 150 名程度いるた

め、知識や経験の幅も大きく、それぞれの知見に応じた専門性を担保する必要がありま

す。 

 

⑵ 今後の取組 

① 全ての教職員の特別支援教育の知見や経験の蓄積 

幼児教育施設や通常の学級において、障がい特性も含め、多様な個性や特性を有する

子どもが在籍しており、支援を必要とする子どもが増加しています。そのような中で、

まずは誰もが安心して過ごせる集団におけるわかりやすく学びやすい授業・活動づくり

が求められます。 

また、保育や教育の中で誰もが活躍できる機会や出番がある授業、活動づくりや相談

しやすい雰囲気の醸成など、安全・安心に学ぶことができる多様性を尊重した学級経営

が求められています。 

特別な支援を必要とする子どもには、一人ひとりの実態を的確に把握し、個別の教育

支援計画で集団の中における支援や合理的配慮の提供などを明確にし、組織的に対応し

ていく必要があります。 

そのためにも、全ての教員や保育者が、学校や幼児教育施設の様々な機会や場面で、

日常的に障がいのある子どもと関わる機会を積極的にもち、知見を深めていくことも必

要です。 

また、知識を学ぶために、誰もがいつでも学ぶことができるオンデマンドでの研修を

充実させていきます。 

授業づくりにおいては、「第２期しまねの学力育成推進プラン」で示した学力向上の

取組とも連携して推進します。 

 

② 特別支援教育の専門性の向上 

   特別支援教育に関する個々の教員、保育者の知識や経験は様々であり、自分の状況に 

合わせて自ら選択できる計画的・体系的な研修の構築に努めていきます。その一環とし 

てオンラインやオンデマンドでの研修も効果的に活用します。 

また、各学校、幼児教育施設で特別支援教育を推進するためには、管理職のリーダー

シップが重要です。しかし、特別支援教育を経験したことがない管理職も少なくなく、
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校内支援体制づくりのための組織マネジメントなど、管理職に向けた特別支援教育の研

修や情報提供を充実させていきます。 

特別支援学校においては、ＰＴ（理学療法士）14・ＯＴ（作業療法士）15・ＳＴ（言語

聴覚士）16などの外部専門家や他校の専門性の高い教員を活用し、より専門的な知識や

技能の向上も図っていきます。 

 

２ 人材育成と人材確保 

⑴ 現状と課題 

 ① 特別支援教育の中核的な人材を育成するための研修や派遣研修、特別支援教育担当教

員採用を行っていますが、それらの人材を中核的な人材として効果的に活用することに

課題があります。 

② 教員を目指す人材が減少しており、特別支援学校教諭採用試験の倍率も低下してきて

います。 

 

⑵ 今後の取組 

① 特別支援教育の中核的・指導的役割を果たす教員の育成  

県全体の特別支援教育を推進していくために、中心的な役割を担う人材の計画的な育

成が必要です。そのため、市町村教育委員会から推薦された教員に対する研修を継続し

ます。また、その受講者や小学校、中学校の特別支援教育担当採用者などの人材を積極

的に研修講師等で活用し、地域で中核的な役割を担うことができるよう育成します。 

特別支援学校でセンター的機能を担当する教員の育成や専門性向上のため、オンライ

ンでの研修を実施します。 

 

② 特別支援教育を目指す人材の確保 

県内大学１，２年生を対象とした「しまねの教員魅力☆５ｄａｙｓ体験プラン」を特

別支援学校でも実施するなど、高校生や大学生に対して、教育実習や体験、見学、ボラ

ンティアなどを積極的に受け入れていきます。 

 
14 ＰＴ（理学療法士）  ・・・医師の指示の下に、身体に障害のある者に対し、主としてその基本動作能力の回復を

図るため、運動を行わせ、及び物理的手段を加えることを業とする者（出典：理学療

法士及び作業療法士法参考） 

15 ＯＴ（作業療法士）  ・・・医師の指示の下に、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力

又は社会的適応能力の回復を図るため、作業を行わせることを業とする者（出典：理学

療法士及び作業療法士法参考） 

16 ＳＴ（言語聴覚士）  ・・・音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、 

言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業

とする者（出典：言語聴覚士法） 
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様々な機会を捉えて、特別支援教育の情報発信や体験する機会を増やし、特別支援教

育に関する理解啓発、魅力発信をしていきます。 

 

③ 特別支援学校における教職員の働き方改革 

   教職員が、自らも学ぶ時間を確保しながら健康で生き生きと子どもたちの教育に邁進

できる環境を確保するため、「働きやすさ」と「働きがい」の両立を目指した学校にお

ける働き方改革が急務となっています。県教育委員会では、島根県教職員働き方改革プ

ラン（県立学校の働き方改革と市町村教育委員会への取組）を策定し、教職員の働く環

境を整え、学校教育の質の向上を通した、「全ての子どもたちへのより良い教育の実現」

に向けた取組を進めます。 

各学校において全職員の意識改革や勤務時間の適正化、不断の業務改善を行うととも

に、県教育委員会においても環境整備や外部サポート人材の拡充、ＤＸの推進などに取

り組んでいきます。 
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１　検討経過

平成３１年４月に外部有識者１７名による特別支援教育在り方検討委員会を設置。

令和元年５月～令和２年３月までの間に検討委員会を７回開催し、下記項目について検討。

令和２年３月２６日に県教育委員会あて提言書提出。

２　検討項目と主な提言内容（今後の方向性）

主　な　提　言　内　容　（　今　後　の　方　向　性　）検討項目

就学前

小・中学校

・地域の方の障がいに対する理解が深まり、地域の中で子どもたちが育ち、地域に貢献
していけるように、特別支援学校と地域が連携していくための仕組みを検討。

・子どもの自立と社会参加や通学に関わる保護者の送迎の負担軽減を考慮して、様々な
観点から通学支援を検討。

・関係機関と連携し、保護者、保育士、教員をサポートする体制整備を充実。
・視覚障がいのある子どもへの支援を早期から適切に行うため幼稚部設置の検討。

・発達障がいの可能性があり集団に入りにくい子ども等の学習の場、生活の場の検討。
・校内委員会の活性化や特別支援教育コーディネーターの役割の明確等、校内支援体
制の機能強化と関係機関との連携を推進する仕組みの検討。

切れ目ない支援体制

・特別支援教育の魅力を発信し、特別支援教育を担う人材を確保。
・特別支援教育を担う人材や、より専門性が高く、特別支援教育の中核を担う人材を計
画的に育成する仕組みの検討。

関係機関との連携

高等学校

理解・啓発

職業教育・就業支援

・個別の教育支援計画の作成と活用を促進。
・市町村教育委員会と連携し、定期的に校内委員会等で適性な学びの場を検討する仕
組みを構築。

特
別
支
援
学
校

「特別支援教育在り方検討委員会」の提言概要について

地域との連携

医療依存度の高い児童
生徒の安全安心な教育
環境

通学支援

・生徒の障がいや適性に応じた職業教育の充実、実習先や就職先の確保についての対
応。
・障がいに応じた職業教育の推進に向け、教育内容の見直しを検討。

・関係機関が情報を共有し連携していくための仕組みの検討。
・個別の教育支援計画を活用し、連携の明確化。

・医療的ケアが必要な児童生徒の情報を学校と関係機関が共有し早期からの支援につ
ながる仕組みの検討。
・学校看護師の確保や専門医からの助言等が受けられるシステムの検討。

・合理的配慮の提供が推進されるよう、教職員が判断に迷ったときに相談できる体制の
検討。
・通級による指導の拡充に向け、設置のあり方等について検討と担当者が協議、研修で
きる仕組みづくり。

・障がいのある子どもと障がいのない子どもが相互に理解を深めていくために、人権教育
の理念をふまえた交流及び共同学習や理解教育の促進を意図的・計画的に推進する
仕組みを検討。

教職員の専門性の向上・
人材育成
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- 26 - 

前期（令和３年度～令和７年度）の主な取組 

 

Ⅱ 多様な学びの場における教育環境の充実 

・ 特別支援学校全 12校に学校運営協議会を設置 

・ 特別支援学校と地域との連携強化事業の開始 

・ 特別支援学校応援・協力企業知事表彰の実施 

・ 通学支援のためのスクールバス路線増便（６便） 

・ 学校の登校時刻より早い時刻から子どもを預かる朝の預かり事業の開始（４校） 

・ 特別支援学校高等部一人一台端末の整備 

・ 松江清心養護学校グラウンド整備（生馬小学校との共用グラウンド） 

・ 出雲養護学校雲南分教室グラウンド整備 

・ 浜田養護学校高等部棟の整備に着手 

・ 盲学校幼稚部の設置 

・ ＬＤのある子どもの多様な学び推進事業の開始 

・ 高等学校に通級による指導拠点校を設置（全県立学校で通級による指導が受けられる体制整備） 

・ 県教育委員会に合理的配慮アドバイザーの配置 

Ⅲ 就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制の構築 

・ 特別支援学校スポーツ大会の共催、県職員のボランティア参加 

・ e ボッチャ機器の導入 

・ 特別支援学校のスポーツ用品の整備 

・ 教育事務所に障がい者スポーツ用品を配備（学校、公民館などへの貸出） 

・ 青少年の家、少年自然の家に障がい者スポーツ用品を配備 

Ⅳ 特別支援教育の充実に向けた教職員の専門性の向上と人材育成・確保 

・ 特別支援教育コーディネーターハンドブックの作成 

・ 視覚障がい、聴覚障がい教育の専任教員の配置 

・ 市町村教育委員会から推薦を受けた教員に対する専門性向上のための研修開始 

・ 小学校特別支援教育担当の採用開始 

コロナ対策 

  ・ 校外学習用スクールバスの購入（10 台） 

  ・ 全特別支援学校体育館に空調設備の整備 

  ・ 作業学習充実のための備品等整備 

  ・ 特別支援学校寄宿舎の居室等改修 

  ・ 松江清心養護学校、松江緑が丘養護学校における教室パーテーション、クールダウン室の整備 
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議決第 53 号 

       文 化 財 課 

 

使用料及び手数料の額の改定等に係る規則の一部改正について 

 

１  改定の趣旨 

 第２期中期財政運営方針に基づき受益者負担の適正化を図るため、労務費や物価

の上昇を踏まえた使用料及び手数料（以下「使用料等」という。）の見直しについて、

令和７年９月４日の教育委員会会議で総務課から報告を行い、９月定例県議会にお

いて、「島根県立八雲立つ風土記の丘条例」及び「島根県立古代出雲歴史博物館条例」

の一部改正に係る議案が議決された。 

この条例改正に伴い、「島根県立八雲立つ風土記の丘条例施行規則」及び「島根県

立古代出雲歴史博物館条例施行規則」（以下「規則」という。）について、所要の改

正を行う必要がある。 

 

２  改正の内容 

⑴ 使用料等の単価改定率 

指定管理施設の使用料（観覧料等）については、近隣の類似施設を参考に単価 

設定していることなどから、人件費、物件費、光熱水費等の上昇率を踏まえて算 

定した共通の改定率（＋10％）を設定  （上記教育委員会会議で了承済） 

 

⑵ 改正する規則 

次に掲げる規則に使用料等の額を定め、その他条項の整理等を行う。 

改正する規則 改正項目 

島根県立八雲立つ風土記の丘条例施行規則 入館料 

島根県立古代出雲歴史博物館条例施行規則 観覧料、年間観覧料 

  

３ 施行期日  

 令和８年４月１日  
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島根県立八雲立つ風土記の丘条例施行規則新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

 島根県立八雲立つ風土記の丘条例施行規則  

平 成 1 6 年 1 1 月 1 6 日  

島根県教育委員会規則第33号  

  

 

第１条～第３条 〔略〕  

 

 

 

 

 

（特別展の入館料） 

第４条 条例別表備考１の委員会が定める額は、別表の

とおりとする。 

 

第５条～第７条 〔略〕  

 

附 則 〔略〕  

（趣旨） 

第１条 この規則は、島根県立八雲立つ風土記の丘条例

（昭和47年島根県条例第16号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条・第３条 〔略〕  

 

 

〔新設〕 

 

 

第４条～第６条 〔略〕  

 

附 則 〔略〕  

 

別表（第４条関係） 

特別展 
 

区分 個人 団体（20人以上の場合を

いう。） 

小学生、中学

生及び高校生 

無料 無料 

大学生 220円 １人につき 170円 

その他の者 330円 １人につき 260円 

〔新設〕 

 

 

様式第１号 〔略〕 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

 

様式第１号 〔略〕 

 

様式第２号（第４条関係） 
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島根県立古代出雲歴史博物館条例施行規則新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

 島根県立古代出雲歴史博物館条例施行規則 

平 成 1 7 年 ８ 月 ２ 日 

島根県教育委員会規則第22号 

 

 

 

 

 

第１条・第２条 〔略〕 

 

 

 

 

 

（事業報告書の内容等） 

第３条 条例第８条の教育委員会規則で定める日は、毎

会計年度終了後60日とする。ただし、条例第10条第１

項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき

は、その取消しの日から60日とし、その報告の対象と

なる期間は当該取消しの前日までとする。 

２ 条例第８条の教育委員会規則で定める内容は、次の

とおりとする。 

⑴～⑸ 〔略〕 

 

 （企画展の観覧料） 

第４条 条例別表第１の委員会が定める額は、別表第１

のとおりとする。 

 

（企画展の前売観覧料） 

第５条 前条の規定にかかわらず、前売観覧券を発行す

る場合の観覧料の額は、別表第２のとおりとする。 

２ 前項の前売観覧券を一括して購入したときは、次の

各号に掲げる区分に応じ、前売観覧券の合計額から当

該前売観覧券の合計額に当該各号に定める割合を乗じ

て得た額を差し引くものとする。 

⑴ 当該前売観覧券の枚数が100枚以上499枚以下の場

合 １割 

⑵ 当該前売観覧券の枚数が500枚以上の場合 ２割 

 

（年間観覧料） 

第６条 条例別表第２の委員会が定める額は、別表第３

（趣旨） 

第１条 この規則は、島根県立古代出雲歴史博物館条例

（平成17年島根県条例第59号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条 〔略〕 

 

（事業報告書の内容等） 

第３条 条例第８条の     規則で定める日は、毎

会計年度終了後60日とする。ただし、条例第10条第１

項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき

は、その取消しの日から60日とし、その報告の対象と

なる期間は当該取消しの前日までとする。 

２ 条例第８条の     規則で定める内容は、次の

とおりとする。 

⑴～⑸ 〔略〕 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 
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のとおりとする。 

 

 （観覧料の減免） 

第７条 〔略〕 

⑴ 小学校の児童、中学校若しくは高等学校の生徒又

はこれらに準ずる者（以下「児童等」という。）

で、学校が編成した教育課程に基づく活動により教

職員に引率されて観覧する者 観覧料の額の全額 

⑵～⑸ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 

第８条 〔略〕 

 

 

 （観覧料の減免） 

第４条 〔略〕 

⑴ 小学校の児童、中学校若しくは高等学校の生徒又

はこれらに準ずる者             

で、学校が編成した教育課程に基づく活動により教

職員に引率されて観覧する者 観覧料の額の全額 

⑵～⑸ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 

第５条 〔略〕 

 

（観覧料の還付） 

第９条 条例第15条ただし書の委員会が特に必要がある

と認めるときは、次の各号に掲げるときとする。 

⑴ 天災により観覧できなくなったとき。 

⑵ 不慮の事故等により観覧できなくなったとき。 

 

第10条・第11条 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

別表第１（第４条関係） 

区分 

観覧料の額（１人１回につき） 

個人の場

合 

団体（20

人以上の

場合をい

う。）の

場合 

割引制度

に該当す

る場合 

企 画 展

（ テ ー

マ 研 究

展 示 を

除

く。） 

児童等 330円 260円 290円 

大学の学生又

はこれに準ず

る 者 （ 以 下

「大学生」と

いう。） 

550円 440円 490円 

そ の 他 の 者

（ 以 下 「 一

般 」 と い

う。） 

1,100円 880円 990円 

テ ー マ 児童等 220円 170円 190円 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

第６条・第７条 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

〔新設〕 
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研 究 展

示 

大学生 440円 350円 390円 

一般 770円 610円 690円 

備考 「テーマ研究展示」とは、教育庁職員の研究成

果を中心に構成する企画展をいう（次表において同

じ。）。 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第５条関係） 

区分 
前売観覧料の額（１人１回につき） 

企画展のみ 常設展共通 

企 画 展

（テーマ

研究展示

を 除

く。） 

児 童

等 

260円 350円 

大 学

生 

440円 620円 

一般 880円 1,150円 

テーマ研

究展示 

児 童

等 

170円 260円 

大 学

生 

350円 530円 

一般 610円 880円 

 

別表第３（第６条関係） 

 区分 年間観覧料の額 

児童等 550円 

大学生 1,100円 

一般 1,650円 
 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

様式第１号 〔略〕 

 

様式第２号（第７条関係） 〔略〕 

 

様式第１号 〔略〕 

 

様式第２号（第４条関係） 〔略〕 
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報告第84号 

総 務 課 
 

島根県教育委員会教育長の任命同意について 

 島根県教育委員会教育長の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和31年法律第162号）第４条第１項に基づき、知事から県議会へ提案され、県

議会の同意が得られた。 

１ 任命の同意を得た教育長の任期 

令和８年４月１日から令和９年７月10日まで 

２ 教育長の氏名 

井手 久武 

３ 教育長の略歴 

別紙のとおり 

 

 
【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第４条第１項  

教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に

関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 
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令和８年２月県議会提出人事案件（令和８年３月１２日提出分） 

 
新任 旧任 

交替理由 
氏名 任期 備考 氏名 任期 職 

 

教育長 

 
井手
い で

 久
ひさ

武
たけ

 

 

R8.4.1 

～ 

R9.7.10 

 

政策企画局長 野津
の つ

 建二
けんじ

 

R6.7.11 

～ 

R9.7.10 

教育長 
令和８年３月３１日をもって辞職することに

伴う、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第１項の規定による任命 
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略 
 
 

歴 
 

 

書 

氏 
 

名 
 
 

井
手

い

で 

久 ひ
さ

武 た
け 

 

学 

歴 

昭
和
六
三
年 

三
月 

 
 

岡
山
大
学
法
学
部
卒
業 

 

職
歴
等 

平
成 

四
年 

一
月 

 
 

島
根
県
採
用 

平
成
二
八
年 

四
月 

 
 

教
育
施
設
課
長 

平
成
三
○
年 

四
月 

 
 

政
策
企
画
監
室
政
策
企
画
監 

平
成
三
一
年 

四
月 

 
 

財
政
課
長 

令
和 

三
年 

四
月 

 
 

地
域
振
興
部
次
長 

令
和 

四
年 

四
月 

 
 

病
院
局
長 

令
和 

六
年 

四
月 

 
 

政
策
企
画
局
長 
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報 告 第 85 号
総 務 課

　１　管理職人事異動について

⑴　次長級　　 　１名

⑵　課長級　　 　28名

⑶　退職 　９名（勧奨１名、普通８名）

　２　一般職人事異動について

⑴　課長補佐級　　   ９名

⑵　困難係長級　　　 　16名

⑶　係長級　　　　 　21名

⑷　その他一般職　　　　29名

⑸　退職　　

⑹　新規採用職員

　・　人数 　17名

　・　平均年齢　

　・　職種

　事務　 　16名

　埋蔵文化財保護 　１名

　・　配属先　配属先

　本庁 　 　２名

　教育機関等 　４名

　県立学校 　11名

令和８年度教育委員会事務局等職員定期人事異動

（事務職員等関連分）について

35.2歳（20代８名、30代１名、40代６名、50代２名）

　14名（勧奨３名、普通６名、暫定再任用等任期満了５名）
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令和８年４月１日　

氏 名 転　　　出　　　先 氏 名 現　　　　　　職 

【 部 長 級 】

古代出雲歴史博物館 館長 錦 織 秀 普通退職 岡 本 成 生 健康福祉部　次長

【 次 長 級 】

教 育 庁
教育次長

（学校体育）
渡 部 浩 二 島根かみあり国スポ・全スポ局　局長 幸 村 仁 健康福祉部　参事

教 育 庁 参事
（教育政策・文化財）

（ 新 設 職 ） 村上 かおる 労働委員会事務局審査調整課　課長

図 書 館 館長 廣 安 圭 子 普通退職 小 山 美 保 地域政策課　課長

青 少 年 の 家 所長 村 松 敦 子 普通退職 内 部 宏 健康福祉総務課　課長

【 課 長 級 】

教 育 庁 管理監 中 村 和 磨 企業局総務課　課長 （ 不 補 充 ）

総 務 課
(総務管理スタッフ）

調整監 清 水 慎 一 地域政策課デジタル戦略室　室長 （ 不 補 充 ）

総 務 課
(総務管理スタッフ）

上席調整監 （ 新 設 職 ） 井 上 祐 子 学校企画課　調整監

教 育 施 設 課
（財産管理・指導スタッフ）

調整監 石 倉 政 夫 建築住宅課建築物安全推進室　室長 松 田 啓 建築住宅課　課長補佐

学 校 企 画 課
（人材育成スタッフ）

調整監 井 上 祐 子 教育庁総務課　上席調整監 （ 不 補 充 ）

学 校 教 育 課
（子ども安全支援室）

調整監 畑 田 友 理 人事課福利厚生室　室長 富 田 美 紀 女性活躍推進課　課長補佐

教 育 連 携 推 進 課 課長 土 江 素 子 環境生活総務課　課長 石 井 寛 子 政策企画監室　政策調整監

令和８年度教育委員会事務局等職員（管理職）定期人事異動案（事務職員等関連分）

所　　属　　名 職　　名
現　　　任　　　者 後　　　任　　　者
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氏 名 転　　　出　　　先 氏 名 現　　　　　　職 
所　　属　　名 職　　名

現　　　任　　　者 後　　　任　　　者

保 健 体 育 課 課長 太 田 俊 介 競技運営課　課長 米 原 陽 介 産業振興課産業デジタル推進室　室長

保 健 体 育 課
（健康づくり推進室）

室長
(事務取扱）

（ 太 田 俊 介 ） （ 米 原 陽 介 ）

文 化 財 課
（ 世 界 遺 産 室 ）

室長 藤 原 秀 樹 防災危機管理課　課長 山 本 美 香 観光振興課　調整監

古代出雲歴史博物館
（ 総 務 部 ）

総務部長 高 橋 直 之
（役職定年)
青少年の家　総務課　課長

青 木 志 保 心と体の相談センター　副所長

古代出雲歴史博物館
（ 総 務 部 ）

調整監 三 成 陽 子 普通退職 （ 不 補 充 ）

情 報 科 学 高 等 学 校 事務長 内 田 順 子
（役職定年）
青少年家庭課　課長補佐

高 塚 隆 宏 社会教育課　課長補佐

松 江 東 高 等 学 校 事務長 舟 津 佳 子 普通退職 田 中 明 子 人権同和対策課　調整監

松 江 商 業 高 等 学 校 事務長 岸 野 篤 史 出雲高等学校　事務長 今 岡 純 子 東部県民センター　総務課長

横 田 高 等 学 校 事務長 伊 藤 保 彦 用地対策課　調整監 矢 野 雅 文 雲南県土整備事務所　総務課長

三 刀 屋 高 等 学 校 事務長 石 倉 智 之 勧奨退職 荒 木 公 子
東部県民センター雲南事務所総務課
　課長

平 田 高 等 学 校 事務長 永 瀬 勝
（役職定年）
用地対策課　課長補佐

福 間 信 子 出雲農林高等学校　事務長

出 雲 高 等 学 校 事務長 田 坂 裕 嗣 普通退職 岸 野 篤 史 松江商業高等学校　事務長

出 雲 工 業 高 等 学 校 事務長 石 原 誠 也
（役職定年）
こころの医療センター総務企画課　課長
　　　　　 　(総務第一係長　事務取扱)

藤 原 裕 二 農林水産総務課　団体検査監

出 雲 農 林 高 等 学 校 事務長 福 間 信 子 平田高等学校　事務長 角 俊 秀 土木総務課　調整監

邇 摩 高 等 学 校 事務長 渡 邊 光 春 島根中央高等学校　事務長 小 田 保 東部県民センター　特別調査監

島 根 中 央 高 等 学 校 事務長 森 脇 勲 西部県民センター税務部　部長 渡 邊 光 春 邇摩高等学校　事務長
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氏 名 転　　　出　　　先 氏 名 現　　　　　　職 
所　　属　　名 職　　名

現　　　任　　　者 後　　　任　　　者

江 津 高 等 学 校 事務長 石 川 邦 浩 出雲養護学校　事務長 武 田 淳 江津工業高等学校　事務長

江 津 工 業 高 等 学 校 事務長 武 田 淳 江津高等学校　事務長 吉 木 寛 雇用政策課　課長補佐

浜 田 高 等 学 校 事務長 岩 本 哲 益田県土整備事務所業務部　部長 松 井 健 しまねブランド推進室　調整監

浜 田 商 業 高 等 学 校 事務長 岡 田 祐 子 浜田養護学校　事務長 上 野 秀 一 西部県民センター総務課　課長

浜 田 水 産 高 等 学 校 事務長 香 川 譲 普通退職 奥 村 俊 一 水産課　課長補佐

益 田 翔 陽 高 等 学 校 事務長 藤 原 健 司 益田養護学校　事務長 山 本 清 孝 益田保健所　企画幹

吉 賀 高 等 学 校 事務長 猪 俣 ゆ き 子 浜田保健所総務保健部　調整監 近 藤 政 克 浜田教育事務所総務課　課長

隠 岐 高 等 学 校 事務長 藤 田 和 子 普通退職 池 田 秀 子 隠岐養護学校　事務長

隠 岐 水 産 高 等 学 校 事務長 武 智 昭 仁
（役職定年）
隠岐支庁県土整備局用地課　課長

黒 崎 隆 幸 用地対策課　課長補佐

出 雲 養 護 学 校 事務長 内 田 浩 之
（役職定年）
教育施設課　課長補佐

石 川 邦 浩 江津高等学校　事務長

浜 田 養 護 学 校 事務長 後 藤 祐 二
（役職定年）
三刀屋高等学校　企画幹

岡 田 祐 子 浜田商業高等学校　事務長

益 田 養 護 学 校 事務長 斉 藤 洋 史 西部県民センター益田事務所　所長 藤 原 健 司 益田翔陽高等学校　事務長

隠 岐 養 護 学 校 事務長 池 田 秀 子 隠岐高等学校　事務長 土 江 徹
島根かみあり国スポ・全スポ準備室
　課長補佐
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氏 名 転　　　出　　　先 氏 名 現　　　　　　職 
所　　属　　名 職　　名

現　　　任　　　者 後　　　任　　　者

総 務 課 課長代理 山 本 圭 子
西部県民センター石見地域振興部
　部長

樋 口 政 弘 女性活躍推進課　課長補佐

教 育 施 設 課
課長補佐

（企画助成）
須田 真理子 勧奨退職 長 廻 裕 司 保健体育課　課長補佐

学 校 教 育 課 課長代理 奥 野 輝 子ども子育て支援課　調整監 小松原 茂雄 高齢者福祉課　課長補佐

保 健 体 育 課
課長補佐
（管理）

長 廻 裕 司 教育施設課　課長補佐 土 江 一 志
西部県民センター県央事務所
　県央・石東地域振興課　課長

社 会 教 育 課
課長補佐

(生涯学習振興)
高 塚 隆 宏 情報科学高校　事務長 小 村 宗 裕 総務課　課長補佐

【教育委員会書記】

（ 総 務 課 ） (課長代理) (山本 圭子) (樋口 政弘)

総 務 課
課長補佐
(人事法令)

山 﨑 明 総務課　課長補佐 奥 村 和 正 教育庁総務課　主幹

総 務 課 主任 瀧川 友里子 昌 子 葉 広聴広報課　主任主事

【課長代理・課長補佐(総括)】
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報告第86号
総　務　課

１　表彰の目的

　教育・スポーツ・文化活動で顕著な業績をあげた公立学校の教職員を表彰することで、

教職員の意欲の高揚に資する目的である。（令和４年４月施行）

２　表彰対象者

　全国規模の大会において３位以上の成績を収めた、公立学校に在籍する児童生徒を

指導する教職員。※全国規模に準ずる大会と教育長が認める場合も含む

３　受賞者について

　３月26日時点で、計11名を表彰。

11月20日以降の受賞者

氏　名 所属・職名 大会等の名称 成績

石川
いしかわ

　圭史
け い し 島根県立石見養護学校

教諭
第24回全国障害者スポーツ大会
陸上競技　区分27　少年　100ｍ

１位

岸
きし

　達也
た つ や 出雲市立河南中学校

教諭
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第56回Ｕ16陸上競技大会　Ｕ16男子150ｍ

１位

仁宮
に み や

　康介
こうすけ 島根県立出雲農林高等学校

教諭
第76回日本学校農業クラブ全国大会　令和７年度西関東大会
農業鑑定競技会分野　作物

最優秀賞

（参考）11月20日の教育委員会会議で報告した受賞者

氏　名 所属・職名 大会等の名称 成績

石原
いしはら

　起
おき

人
と 島根県立出雲農林高等学校

実習助手
令和７年度全国高等学校総合体育大会　カヌー競技大会
カヌースプリント　男子カナディアンフォア200ｍ

１位

伊藤
いとう

　直登
なおと 島根県立横田高等学校

教諭
令和７年度全国高等学校総合体育大会　ホッケー競技大会
ホッケー競技男子

１位

今林
いまばやし

　亜美
あみ 島根県立浜田高等学校

講師
第72回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト
創作テレビドラマ部門

準優勝

岡田
おかだ

　真
まこと 島根県立出雲工業高等学校

教諭
令和７年度全国高等学校総合体育大会　自転車競技大会
スクラッチ・レース

３位

恩田
おんだ

　賢二
けんじ 島根県立横田高等学校

教諭
令和７年度全国高等学校総合体育大会　ホッケー競技大会
ホッケー競技女子

３位

膳棚
ぜんだな

　大
ひろ

剛
たか 奥出雲町立横田中学校

部活動指導員
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第55回全日本中学生ホッケー選手権大会　男子

３位

多久和
たくわ

　政徳
まさのり 島根県立平田高等学校

部活動指導員
令和７年度全国高等学校総合体育大会　陸上競技大会
女子800ｍ

２位

堀田
ほった

　育子
いくこ 島根県立島根中央高等学校

教諭
令和７年度全国高等学校総合体育大会　カヌー競技大会
カヌースプリント　女子カナディアンシングル500ｍ

１位

（注）上記の掲載順は、五十音順による。

令和７年度優秀指導者表彰の受賞者について
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島根県教育委員会障がい者活躍推進計画の改訂について 

 

 

１ 計画の概要 

⑴ 計画の名称 島根県教育委員会障がい者活躍推進計画 

⑵ 計画期間  第１期 令和２年度～４年度 

第２期 令和５年度～７年度 

第３期 令和８年度～12年度 

⑶ 計画の目的 

障がいのある職員を含めた、職員一人ひとりにとって働きやすい職場づくり、障が 

い特性や個性に応じて能力を十分に発揮できる職場を目指すもの 

⑷ 関係法令 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」第７条の３第１項の規定により、国及び地 

方公共団体の任命権者に計画の作成を義務付け 

 

２ 改訂作業の経過 

令和７年８月29日 島根県障がい者活躍推進関係機関協議会※（第１回）において、 

知事部局等と改訂の方向性を共有 

※島根県障がい者活躍推進関係機関協議会 

設置目的：全庁的な障がい者雇用の推進、計画の実施状況の点検・見直し 

構成所属：総務部人事課（事務局）、教育庁総務課、病院局県立病院課、警察本部警務部、 

健康福祉部障がい福祉課、商工労働部雇用政策課、企業局総務課 

令和８年２月17日 教育委員会会議で改訂計画素案を報告 

２月19日 県教育委員会の各所属に対し、改訂計画素案について意見照会 

２月20日 市町村教育委員会に対し、改訂計画素案について意見照会 

２月27日 島根県障がい者活躍推進関係機関協議会（第２回）において、 

     知事部局等と改訂計画素案の内容を共有 

３月５日以降 意見等の計画への反映作業、知事部局等との最終調整 

 

３ 改訂の概要 

別紙のとおり 

※  計画素案からの変更点 

教育委員会会議（2/17）での意見を踏まえた文言修正（朱書き部分） 

報告第87号 
総 務 課 
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計画改訂の概要 

 

１ 改訂の背景 

・ 令和元年６月の「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、地方公共団 

体に対し「障害者活躍推進計画」の作成が義務付けられたことにより、本県教育委員 

会においても令和２年３月に策定、令和５年４月に改訂した。 

・ 令和７年度末で計画期間が満了することから、法定雇用率の早期達成に向けて障が 

い者の採用により積極的に取り組むとともに、障がいのある職員を含めた、職員一人 

ひとりにとって働きやすい職場づくり、そして障がい特性や個性に応じて能力を十分 

に発揮できる職場を目指すため第３期の計画を策定する。 

 

２ 計画期間 

  令和８年度から令和12年度までの５年間（知事部局の計画期間に合わせる） 

   

３ 改訂のポイント 

 ・ 令和２年度から令和４年度までを第１期、令和５年度から令和７年度までを第２期

とし、今回改定する計画を第３期計画とする。 

 ・ 国による令和５年度の「障害者活躍推進計画作成指針」及び「障害者活躍推進計画

の作成の手引き」の改正を踏まえ、現行計画をベースに、知事部局の計画の改訂内容

とも擦り合わせをしながら、障がいのある職員の意見（アンケート結果）や障がい者

活躍推進員の意見等を反映させる。 

 

４ 主な改訂内容 【（★）は教委独自の内容】 

⑴ 定着に関する目標 

 ・ 障がいのある職員の定着率について、常勤・非常勤別にデータ収集や整理・分析 

を行い、その結果等を踏まえ、定着に関する目標（定着率等）を設定することが必 

要である旨、指針が改正された。 

・ 目標値はこれまでの「３年以内の離職者ゼロ」で変更なしとし、データ収集方法 

については、年度ごとに正規・会計年度を区別し、過去３年間に入庁した職員の離 

職者及び離職理由を集計することとする。 

・ また、「職場環境等を理由とする不本意な離職を生じさせない」ことを明記し、 

離職理由の分析を徹底していく。 

 

⑵ 満足度、ワーク・エンゲージメントに関する目標 

  ・ やりがい指数について、アンケート結果の「強く感じる」「かなり感じる」の

２項目のみを集計していたが、「概ね感じる」もやりがいを感じていることに変

わりないことから、「概ね感じる」を含めて目標値を設定 

   ※ 令和７年度実施のアンケートより、回答の選択肢を５項目から４項目に変更 

（強く感じる、かなり感じる、概ね感じる、感じないときが多い、感じない） 

別紙 
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⑶ 体制整備 

・ 「相談窓口がわからない」という意見が多い（アンケート：53.5%）ことから、 

相談体制を表形式で追加掲載（相談先の役割分担を明記） 

・ 障がいのある職員や所属からの具体的な相談先として、教育庁総務課に配置する 

障がい者活躍推進員を追記（★） 

・ 各所属のワークセンター運営に対する教育庁総務課の実務的な支援として、ワー 

クセンター運営支援員の役割を追記（★） 

 

 ⑷ 募集・採用 

・ ワークセンターについて、執務スペースの確保や支援体制の充実など職場環境の 

整備と規模拡大を図り、障がい者である会計年度任用職員の更なる増員に向け、よ 

り積極的な採用に努める旨を追記（★） 

 

 ⑸ 多様な働き方 

  ・ 柔軟で多様な働き方を推進するため、「時差出勤勤務制度」や「在宅勤務制度」 

の利用促進について記載 

 

⑹ その他の人事管理 

・ 障がいの特性や必要な配慮、適切な支援のポイント等を記載したマニュアルを 

作成し、所属長や上司等に対する支援の強化について追記 

・ 障がいのある職員の定着に向けた支援については、必要に応じて公共職業安定 

所等と連携するとともに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のノウ 

ハウを活用することが重要であるほか、特に、定着に関する課題解決に向けた取 

組を進めるに当たっては就労支援機関等を活用することも必要である旨、指針が 

改正された。 

 このため、定着に向けた支援について新たに「必要に応じて就労支援機関等と 

連携し、定着に関する課題解決に向けた取組を進めていく」旨を追記 

  ・ 人事異動に際しては、障がいの特性や現在の業務内容、業務量等について所属 

長や上司等に配置前または異動後速やかに情報提供を行うなど、フォロー体制の 

強化について追記 
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（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根県教育委員会障がい者活躍推進計画 

〈第３期〉 
 

～ 障がいのある職員が、障がい特性や個性に応じて能力を十分に発揮し、 

働きやすく、やりがいを感じることができる職場を目指して ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

島根県教育委員会 
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  (4) キャリア形成 

  (5) その他の人事管理 

 

４． その他   
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Ⅰ 基本的な事項 

 １．計画策定の趣旨 

障がい者雇用について、島根県では、昭和63年に第１回目の身体障がい者を対象と

した採用試験を実施し、以降継続して採用試験を実施してきました。また、平成30年

には「知的障がい者」、「精神障がい者」を新たに対象に加えた採用試験を実施するな

ど、障がい者の雇用拡大に努めているところです。 

一方で、平成30年に、国の機関及び地方公共団体の機関（以下「公務部門」とい

う。）の多くの機関において、障害者雇用率制度の対象障がい者の不適切な計上があ

り、法定雇用率を達成していない状況であったことが明らかとなりました。島根県教

育委員会においても雇用率の算定誤りがありました。 

これらを受け、公務部門においては、法定雇用率の速やかな達成に向けた取組を進

めることが求められる一方で、障がい者が活躍しやすい職場づくりや人事管理を進め

る等、雇用の質を確保するための取組を確実に推進するため、令和元年の「障害者の

雇用の促進等に関する法律」（昭和35年法律第123号。以下「法」という。）の改正に

より「障害者活躍推進計画」の作成が義務付けられたことに伴い、本県教育委員会に

おいても、令和２年３月に「島根県教育委員会障がい者活躍推進計画（以下「計画」

という。）」を策定、令和５年４月に改訂しました。 

障がい者雇用を推進するに当たっては、障がいのある職員が、自身の持つ能力を十

分に発揮し、成長できるよう障がいの特性に応じた合理的配慮などのサポートを行う

とともに、働きやすい職場づくりに取り組むことが必要です。 

本県教育委員会では、法定雇用率の達成に向けて引き続き障がい者雇用を推進・拡

大していくため、令和８年度からの５年間を計画期間とする「第３期島根県教育委員

会障がい者活躍推進計画」を策定し、これまで以上に障がいのある職員が活躍できる

職場づくりを目指して取り組んでまいります。 

 ２．計画の期間 

  令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間 
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Ⅱ 目指す姿と目標 

１．目指す姿 

  障がいのある職員が、障がい特性や個性に応じて能力を十分に発揮し、働きやすく、

やりがいを感じることができる職場。 

さらに、こうした職場は、同じ職場で働く、障がいのない職員にとっても働きやすい

職場であることを職員全員が認識し、お互いに理解・協力することができる職場。 

２．目標 

   職員向けアンケートの実施等により、現状を把握し、課題分析を行いました。その

結果として、働きやすく、やりがいを感じることができる職場を実現するため、次の

とおり目標を設定します。 

項  目 目  標 現状及び評価方法等 

１ 採用に関する目標 実雇用率が当該年６月１日時点の

法定雇用率（※１）以上 

現状（令和７年６月１日時点）： 

実雇用率2.48％（法定雇用率

2.70%） 

評価方法：毎年の任免状況通報によ

り把握・進捗管理 

２ 定着に関する目標 ３年以内の離職者ゼロ（※２） 

職場環境等を理由とする不本意な

離職を生じさせない（※３） 

評価方法：毎年の任免状況通報の時

期に定着状況を把握・進捗管理 

３ 満足度、ワーク・エ

ンゲージメント（※

４）に関する目標 

働きやすさ指数（※５）：90％以上 

やりがい指数（※５）：90%以上 

 

現状（令和７年３月時点）： 

働きやすさ（満足、やや満足） 

92.4％ 

やりがい（強く感じる、かなり感

じる、概ね感じる） 95.6％ 

評価方法：毎年、対象者に対してアン

ケート調査を実施し、把握・進捗管

理 

※１ 法定雇用率：令和８年６月30日までは2.7％。令和８年７月１日より2.9％に引上げ。 

※２ ３年以内の離職者ゼロ：ワークセンター（＊）に勤務している職員が一般就労を理由として離職し

た場合や、本人の個人的な都合又は家庭の事情による場合など、障がいに起因した不本意な離職でな

い場合は離職者に含めない。 

＊ ワークセンター：障がいのある者を会計年度任用職員として任用し、事務補助や環境整備等の軽

作業に従事しながら職業能力、職業意識、対人技能等の向上を目指す場。 

※３ 定着率に加え、離職者が生じた場合には、離職理由についても原則把握することとし、「職場環境等
による不本意な離職」を生じさせないことを目標とする 

 （参考）職場環境等による離職：就労環境関係、労働条件関係、人間関係、職務内容関係、通勤関係等 
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※４ ワーク・エンゲージメント：仕事への積極的関与の状態で、「仕事に誇りや、やりがいを感じている」、

「仕事に熱心に取り組んでいる」、「仕事から活力を得ていきいきとしている」の３つが揃った状態 

※５ 計画開始年度（令和２年度）以降の実績における最も高い指数（90％を上回る場合は90％）を基準

とする 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 具体的な取組 

１． 障がい者の活躍を推進する体制整備 

(1) 組織面 

① 障害者雇用推進者として教育庁総務課長を選任します。 

② 障がい者雇用の推進及び計画の実施状況の点検・見直しを行うため、教育庁各

課で協議・検討を行います。また、島根県障がい者活躍推進関係機関協議会（事

務局：総務部人事課）を通じて知事部局等とも協議を行うほか、必要に応じて、

外部関係機関（島根労働局、障がい者支援機関等）とも協議を行います。  

③ 組織内の人的サポート体制（障がいのある職員や所属からの相談先）につい 

て、次のとおり整備します。 

相談先 

【職名等】 
役割分担 

障がい者が属する所属長及び所属長が

指名する者 

【支援担当者】 

・障がいのある職員からの相談対応 

教育庁総務課・学校企画課課長代理 

【支援担当者（県教委全体）】 

・所属（長）からの相談対応 

・障がいのある職員からの相談対応 

教育庁総務課（総務管理 S） 

【障がい者活躍推進員】 

・障がいのある職員からの相談対応 

・所属（長・上司・支援担当者）から 

の相談対応 

・必要に応じて労働局等の外部機関に 

相談・協議を実施 

◆（参考）満足度、ワーク・エンゲージメント

R2 R3 R4 R5 R6

働きやすさ（満足、やや満足） 89.6% 95.7% 88.0% 86.4% 92.4% 

やりがい（強く感じる、かなり感じる、概
ね感じる）

97.4% 95.7% 94.7% 91.4% 95.6% 
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教育庁総務課（総務管理 S）、 

学校企画課（企画人事 S(県立担当)） 

【障害者職業生活相談員】 

・障がいのある職員の職業生活に関す 

る相談、指導 

教育庁総務課（総務管理 S）、 

学校企画課（企画人事 S(県立担当)） 

【合理的配慮に関する相談窓口】 

・合理的配慮に関する相談対応 

・就労支援機器の購入・貸出 

福利課（健康指導 S） 

【職員相談窓口】 

・障がいのある職員からの身体的・精 

神的健康に関する相談 

学校企画課（企画人事 S(市町村立担当)） 

【相談窓口担当者】 

・市町村教育委員会（支援担当者）か

らの相談対応 

 

④ 所属での支援担当者による相談のほか、必要に応じて各種相談先（障がい者活

躍推進員、障害者職業生活相談員、合理的配慮に関する相談窓口、教育庁福利課

における職員相談窓口等）と情報共有します。 

⑤ 教育庁内・所属内の相談窓口や教育庁外の相談窓口について、職員に周知する

とともに、計画の趣旨・内容についても併せて周知します。 

⑥ ワークセンターについては、各設置所属において適切な運営がなされるよう、

教育庁総務課において相談対応や設置所属間の連携確保のための支援を行うほ

か、同課にワークセンター運営支援員を配置し、支援員が短期的に不在となった

際のサポートなど、各ワークセンターの実務的な支援を併せて行います。 

⑦ 市町村立学校については、市町村教育委員会を中心にそれぞれの実情に応じた

支援体制が整備されるよう働きかけを行うほか、教育庁学校企画課に市町村教育

委員会の相談窓口となる担当者を選任します。 

(2) 人材面  

① 障害者職業生活相談員に選任された者及び当該相談員が所属する係又はスタッ

フの職員に、島根労働局が開催する障害者職業生活相談員資格認定講習の受講を

促します。 

② 障がいのある職員が配属されている所属を中心に、島根労働局が開催する「精

神・発達障害者しごとサポーター養成講座」の受講案内を行い、参加を募りま

す。  
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③ 障がいのある職員が安定して働き続けるためには、職場において上司・同僚が

その人の障がい特性などについて理解し、共に働く上で必要な配慮を行うことが

重要であることから、障がいに対する理解を促進するための研修会を実施し、併

せて計画の趣旨・内容についての周知を行います。また、新規採用職員研修や管

理職向け研修などの階層別研修については、教育センターが実施する研修メニュ

ーの検討や知事部局等との連携により、障がい理解に関する内容の充実を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

(1) 現に勤務する障がいのある職員や今後採用する障がい者の能力や希望等を踏ま

え、職務の選定（既存業務の切り出し等）及び創出（定型的業務の集中化等）につ

いて検討を行います。 

(2) 所属の支援担当者から障がいのある職員への定期的な面談を通じて、障がい者

と業務の適切なマッチングができているかの点検を行い、必要に応じて職務の選

定、業務内容の見直しを行います。 

(3) ワークセンターについては、県立高校等を含め各所属に対して業務の選定（既

存業務の切り出し等）及び創出（定型的業務の集中化等）について積極的に働き

【参考】 相 談 体 制 図

　障がいのある職員の相談先

　所属の支援担当者の相談先

支援担当者（課長代理）
障がい者活躍推進員（総務管理S）
職業生活相談員（総務管理Ｓ）
合理的配慮相談窓口（総務管理Ｓ）

教育庁総務課

障害者雇用推進者

支援担当者（課長代理）
職業生活相談員
（企画人事Ｓ[県立担当]）
合理的配慮相談窓口

学校企画課

相談窓口担当者
（企画人事Ｓ[市町村立担当]）

支援担当者（所属長等）

本庁各課・教育機関等

県立学校

支援担当者（校長等）

支援担当者

教育委員会事務局

市町村立学校

支援担当者

障がいのある職員

市町村教育委員会県教育委員会

※市町村教育委員会の相談体制は、県教育委

員会に準じた標準例として示しているもので

あり、実際には市町村教育委員会が実情に応

じて構築する

県
人
事
委
員
会

苦
情
相
談
制
度

福
利
課

相
談
窓
口

障がいのある職員

障がいのある職員
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かけを行い、障がいのある職員の能力や希望等に応じた多様な職務の掘り起こし

を行います。 

 

３． 障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

  (1) 職務環境 

① 障がいのある職員からの要望等を踏まえ、休憩スペースの整備などにより、働

きやすい環境づくりを検討します。  

② 障がいのある職員からの要望等を踏まえ、視覚、聴覚等の機能を補助する機

器・ソフトの整備を検討します。 

③ 障がいのある職員からの要望等を踏まえ、資料の文字の拡大やルビ振り、作業

マニュアルのカスタマイズ化、チェックリストの作成、作業手順の簡素化や見直

し等を検討します。  

④ 新規に採用した障がいのある職員については、面談により必要な配慮等を把握

し、その後も障がいのある職員からの要望に応じて、定期的な面談など継続的に

必要な措置を講じます。 

⑤ 市町村立学校については、上記に準じた取組が進められるよう、市町村教育委

員会との連携を密にし、実態把握や県教育委員会の取組状況の紹介などを行いま

す。 

(2) 募集・採用 

① 一般職員の募集のほか、事務補助を行う職員や軽易な業務に従事する職員の募

集を行うなど、障がい特性に配慮した職務の選定や選考方法の工夫を行い、知的

障がい者、精神障がい者及び重度障がい者の積極的な採用に努めます。 

  ワークセンターについては、執務スペースの確保や支援体制の充実など職場環 

境の整備と規模拡大を図り、障がい者である会計年度任用職員の更なる増員に向 

け、より積極的な採用に努めます。 

② 採用選考に当たり、障がい者からの要望を踏まえ、次のような障がい特性への

配慮を行います。  

【筆記試験】 

（視覚障がい） 

 点字受験、文字・用紙の拡大、拡大鏡の使用許可、試験時間の延長、別室受験 

（聴覚障がい） 
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 手話通訳者の配置、補聴器の使用許可、書面・筆談による指示、希望する席への

配置、別室受験 

（肢体不自由） 

 用紙拡大、試験時間の延長、別室受験、試験会場・机等の配慮 

【実技試験・面接試験】 

 試験内容の軽減や受験方法の変更等 

③ 募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行いません。 

・ 特定の障がいを排除し、又は特定の障がいに限定する。 

・ 自力で通勤できることといった条件を設定する。 

・ 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 

・ 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」

といった条件を設定する。 

・ 特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

(3) 多様な働き方 

① 柔軟で多様な働き方を推進するため、「時差出勤勤務制度」や「在宅勤務制

度」の利用を促進します。 

② 時間単位の年次有給休暇や私傷病休暇などの各種休暇の利用を促進します。 

③ 市町村立学校については、上記に準じた取組が進められるよう、市町村教育委

員会との連携を密にし、実態把握や県教育委員会の取組状況の紹介などを行いま

す。 

(4) キャリア形成 

① 所属の支援担当者が障がいのある職員と面談を行い、本人の将来的なキャリア

形成のイメージについて話し合い、教育庁総務課又は学校企画課とも情報共有し

ます。 

② 本人の意向や業務目標等を踏まえつつ、他の職員と同様の研修に参加できるよ

うにしてキャリア形成を支援するとともに、研修受講に必要な合理的配慮につい

ては、教育センターが実施する研修において提供するほか、知事部局等の関係機

関とも連携しながら、本人の希望等を踏まえて適切に対応します。 

また、人事評価や昇任・昇格をはじめとした処遇・任用制度についても、必要

に応じて検討します。 
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(5) その他の人事管理 

① 障がいの特性や必要な配慮、適切な支援のポイント等を記載したマニュアルを

作成し、所属長や上司等に対する支援の強化を図ります。 

② 障がいの有無に関わらず、全ての職員を対象にアンケートを実施し、仕事の状

況や職場環境等について確認を行うとともに、アンケートで得られた意見や要望

を踏まえ、対応について検討を行います。 

③ 定期的な面談のほか、必要に応じて随時面談を実施し、状況把握・体調配慮を

行います。  

④ 障がいのある職員からの要望等を踏まえ、通勤への配慮（勤務地域、駐車場の

確保等）を行います。  

⑤ 在職中に疾病・事故等により障がい者となった者について、円滑な職場復帰の

ために必要な職務選定、職場環境の整備等や通院への配慮等の取組を行います。  

⑥ 本人が希望する場合には、「精神障がい者等の就労パスポート（※１）」や「ナビ

ゲーションブック（※２）」などを活用し、職場定着に努めます。 

※１ 障がい者が働く上での自身の特徴やアピールポイント、希望する配慮などを就労支援機関とともに整理し、就職や

職場定着に向け、職場や支援機関と必要な支援について話し合う際に活用できる情報共有ツール 

※２ 発達障がい者が、自らの特徴やセールスポイント、障がい特性、職業上の課題、事業所に配慮を依頼すること等を

取りまとめて、自らの特徴等を事業主や支援機関に説明する際に活用するツール 

⑦ 本人の希望を踏まえつつ、必要に応じて就労支援機関等外部の専門機関や関係

機関との連携を図り、障がい特性等について情報共有や支援会議等を行うなど、

職場定着に関する課題解決に向け適切な支援や配慮を講じます。 

⑧ 障がいのある職員が異動する際には、本人の意向に配慮した上で障がい特性や

業務内容、業務量等について、所属長や上司等に配置前または異動後速やかに情

報提供を行うなど、フォロー体制を強化します。 

⑨ 市町村立学校については、上記に準じた取組が進められるよう、市町村教育委

員会との連携を密にし、実態把握や県教育委員会の取組状況の紹介などを行いま

す。 

 

４． その他 

(1) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者

優先調達推進法）に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障がい者の活躍の

場の拡大を推進します。  
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(2) 法律が施行された平成25年度から障害者就労施設等を対象とした調達を実施し、

毎年度当初に調達目標額を設定しています。引き続き、知事部局等と調達先、物品内

容等の情報を共有すること等により、調達目標額を達成することを目指します。 
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島根県教育情報セキュリティポリシーの策定について 

１ 策定の経緯・目的 

地方自治法の改正に伴い、議会、各行政委員会等の執行機関は、令和８年４月１日

までにサイバーセキュリティを確保するための方針を策定及び公表しなければな

らないこととされている。 

このため、島根県教育委員会が管理する情報資産を適切に保護するため、島根県

教育委員会が行う情報セキュリティ対策について、総合的、体系的に取りまとめた

「島根県教育情報セキュリティポリシー」を策定するものである。 

 

２ 島根県教育情報セキュリティポリシーの構成 

⑴ 教育情報セキュリティ基本方針 

情報セキュリティ対策の基本的な方針 

⑵ 教育情報セキュリティ対策基準 

基本方針を実行に移すための全ての情報資産に共通の情報セキュリティ対策の基準  

＜主な内容＞ 

・ 「最高教育情報セキュリティ責任者（副教育長）」及び「統括教育情報セキュ

リティ責任者（教育監、教育次長）」を置くとともに、情報セキュリティ対策の

適正な運用・管理を審議する「教育情報セキュリティ委員会」、セキュリティイ

ンシデントが発生した際の対応にあたる「ＣＳＩＲＴ」などの管理体制を定める。 

・ 情報資産を影響度に応じて４段階に分類するとともに、利用・保管等の取扱

いを定める。 

 

３ 島根県教育情報セキュリティポリシーの対象 

⑴ 対象機関 

  島根県教育委員会 

⑵ 対象者 

①  教育委員会教育長 

②  教育委員会委員 

③  対象機関における業務に携わる教職員等（臨時的任用職員、非常勤職員等を含む） 

⑶ 対象資産 

島根県教育委員会が保有する情報資産 

※ ただし、知事所管情報資産（標準パソコンで取り扱う情報等）は、島根県情

報セキュリティポリシーが適用されるため、本対象資産には含まれない。 

 

４ 施行日 

  令和８年４月１日 

報 告 第 88 号 

総 務 課 

教育連携推進課 
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島根県教育委員会 
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教育情報セキュリティポリシーの構成 

 島根県教育情報セキュリティポリシーは、島根県教育委員会（以下「県教委」という）

が管理する情報資産を適切に保護するため、県教委が行う情報セキュリティ対策につい

て、総合的、体系的に取りまとめたものである。 

 情報セキュリティポリシーは、全ての県教委職員（常勤職員、会計年度任用職員、非

常勤職員及び臨時的任用職員）（以下、「教職員等」という）並びに業務委託事業者に浸

透、定着させるものであり、安定的な規範であることが要請される。 

 しかしながら一方では、技術の進歩等に伴う情報セキュリティを取り巻く急速な状況

の変化へ柔軟に対応することも必要である。 

 このようなことから、情報セキュリティポリシーを一定の普遍性を備えた部分（基本

方針）と情報資産を取り巻く状況の変化に依存する部分（セキュリティ基準）で構成す

る。 

 

 【情報セキュリティ基本方針】・・・情報セキュリティ対策の基本的な方針 

 【情報セキュリティ対策基準】・・・基本方針を実行に移すための全ての情報資産に 

共通の情報セキュリティ対策の基準 

 

 また、情報セキュリティポリシーに基づき、具体的な情報セキュリティ対策を実施す

るため【情報セキュリティ実施手順】を策定することとする。 

 なお、島根県教育情報セキュリティポリシーは、既に島根県において策定されている

島根県情報セキュリティポリシーと共通する部分が多いため、以下の図に示すとおり、

島根県情報セキュリティポリシーを準用する。 

 

島根県情報セキュリティポリシー   島根県教育情報セキュリティポリシー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）【情報セキュリティ対策基準】及び【情報セキュリティ実施手順】については、対

象資産の一部（県立学校以外において教職員用端末以外で取り扱う対象資産）は、

島根県の【対策基準】及び【実施手順】を準用する。 

 

 

  【基本方針】 【基本方針】  

【対策基準】 【対策基準】 

【実施手順】 【実施手順】 

準用 

一部準用（※） 

一部準用（※） 
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第１章 教育情報セキュリティ基本方針 

 

 島根県の情報セキュリティ基本方針を準用する。 
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第２章 教育情報セキュリティ対策基準 

１ 対象機関等  

 

 ⑴ 対象機関 

島根県教育委員会 

 

⑵ 対象者 

① 島根県教育委員会教育長 

② 島根県教育委員会委員 

③ 対象機関における業務に携わる教職員等（臨時的任用職員、非常勤職員等を含む） 

 

 ⑶ 対象資産 

島根県教育委員会が保有する情報資産 

ただし、知事所管情報資産（標準パソコンで取り扱う情報等）は、島根県情報セキ

ュリティポリシーが適用されるため、本対象資産には含まれない。 

 

 ⑷ 留意事項 

「県立学校以外において教職員用端末以外で取り扱う対象資産」は教育庁総務課

が総括し、「県立学校以外において教職員用端末で取り扱う対象資産」及び「県立学

校において取り扱うすべての対象資産」については、教育連携推進課教育ＤＸ推進

室（以下、教育ＤＸ推進室という）が総括するものとする。 

 

２ 教育情報セキュリティの管理体制 

 

２．１．管理体制 

教育情報セキュリティポリシーに定める情報セキュリティ対策は、以下の管理体制

により、体系的に実施する。 

 

⑴ 最高教育情報セキュリティ責任者（CISO:Chief Information Security Officer、

以下「ＣＩＳＯ」という。） 

① 県教委の情報セキュリティを統括する最高責任者として、ＣＩＳＯを置く。 

② ＣＩＳＯは、副教育長をもって充てる。 

③ ＣＩＳＯは、教育情報セキュリティ委員会を招集し、主宰する。 

④ ＣＩＳＯは、情報セキュリティの実施状況及び教育情報セキュリティ委員会の

活動状況等について、必要に応じて教育長に報告する。 

⑤ ＣＩＳＯは、情報セキュリティに係るリスク管理上の初動対応を迅速かつ機動

的に進める場合など必要と認める時は、統括教育情報セキュリティ責任者にその

任を代行させることができる。 
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⑵ 統括教育情報セキュリティ責任者 

① ＣＩＳＯを補佐する者として、統括教育情報セキュリティ責任者を置く。 

② 統括教育情報セキュリティ責任者は、教育監及び教育次長をもって充てる。 

③ 統括教育情報セキュリティ責任者は、ＣＩＳＯが不在の場合及び前項⑤に基づ

きＣＩＳＯの代行を命じられた場合に、その任にあたる。 

④ 統括教育情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ関係規程に係る課題及

び問題点を含む運用状況を適時に把握し、必要に応じてＣＩＳＯにその内容を報

告しなければならない。 

 

⑶ 教育情報セキュリティ責任者 

① 統括教育情報セキュリティ責任者を補佐する者として、教育情報セキュリティ

責任者を置く。 

② 教育情報セキュリティ責任者は、教育庁総務課長及び教育ＤＸ推進室長をもっ

て充てる。 

③ 教育情報セキュリティ責任者は、教育情報システムの開発、設定の変更、運用、

見直し等を行う際の情報セキュリティに関する統括的な権限及び責任を有する。 

④ 教育情報セキュリティ責任者は、緊急時等における連絡体制の整備、教育情報

セキュリティポリシーに関する意見の集約及び教職員等に対する研修等を行う。 

 

⑷ 教育情報セキュリティ委員会 

① 情報セキュリティ対策を推進し、適正な運用及び管理を総合的に審議するため、

教育情報セキュリティ委員会を置く。 

② 教育情報セキュリティ委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

③ 教育情報セキュリティ委員会は、教育情報セキュリティポリシーについて必要

に応じて検討・見直しを行う。 

④ 教育情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティに関する統一的な窓口の機

能を有し、情報の安全性を侵害する重大な事故が発生した場合は、その対応策を

検討する。 

 

⑸ 島根県教育委員会ＣＳＩＲＴ（シーサート） 

① 情報セキュリティに係るリスク管理上の初動対応を迅速かつ機動的に進めるた

め、ＣＩＳＯ及び統括教育情報セキュリティ責任者の指揮のもと、島根県教育委

員会ＣＳＩＲＴを置く。島根県教育委員会ＣＳＩＲＴは、必要に応じて、島根県

ＣＳＩＲＴと協議しながら対応するものとする。 

② 島根県教育委員会ＣＳＩＲＴの構成員は、統括教育情報セキュリティ責任者が

教育情報セキュリティ委員、教育庁総務課職員、教育ＤＸ推進室職員及び委託事

業者等の中から指名する。 

なお、ＣＳＩＲＴの責任者を置き、ＣＳＩＲＴ内の業務統括、外部との連携等
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を行う職員などを定めることとし、体制図のとおりとする。 

③ 島根県教育委員会ＣＳＩＲＴは、初動対応を迅速かつ機動的に遂行するために

必要となる権限をＣＩＳＯ及び統括教育情報セキュリティ責任者から付与される

ものとし、情報セキュリティインシデントが発生した場合は、事故対応の状況を

確認し、必要に応じてシステム管理者及び関係する所属を始め全ての実施機関に

対し、指示・指導・助言を行うことができる。 

④ 島根県教育委員会ＣＳＩＲＴは、ＣＩＳＯによる情報セキュリティ戦略の意思

決定が行われた際には、その内容を対象機関へ提供する。 

⑤ 島根県教育委員会ＣＳＩＲＴは、情報セキュリティインシデントを認知した場

合には、ＣＩＳＯ、島根県ＣＳＩＲＴへ報告するとともに、その重要度や影響範

囲等を勘案し、報道機関への通知・公表対応を行う。 

⑥ 全ての対象機関は、島根県教育委員会ＣＳＩＲＴの指示・指導・助言を受けた

時は、速やかに対処しなければならない。 

⑦ 島根県教育委員会ＣＳＩＲＴは、情報セキュリティに関して、関係機関や他の

地方公共団体等の情報セキュリティに関する統一的な窓口の機能を有する部署、

委託事業者等との情報共有を行う。 

 

⑹ 教育情報セキュリティ委員会事務局 

教育情報セキュリティ委員会の運営に関する事務は、教育庁総務課が所掌する。 

 

⑺ システム管理者 

① 各情報システムにおいて、この基準に基づき情報セキュリティ対策を実施し、

安定的な運用を図るため、システム管理者を置く。 

② システム管理者は、各情報システムの運用管理を行う所属の長をもって充てる。 

③ システム管理者は、所管する情報システムにおける開発、設定の変更、運用、

更新等を行う権限及び責任を有する。 

④ システム管理者は、所管する情報システムにおける情報セキュリティに関する

権限及び責任を有する。 

⑤ 新たな情報システムを開発する場合は、開発を担当する所属の長をシステム管

理者とする。 

⑥ システム管理者は、情報セキュリティ対策を実施し、安定的な運用を図るため

必要と認める時は、その任を代行させる者を指定することができる。 

 

⑻ ネットワーク管理者 

システム管理者のうち、もっぱらネットワークの適正な運用管理を行うため、ネ

ットワーク管理者を置く。 

 

⑼ 運用（開発）担当者 

① システム管理者を補助し、情報システムの適切な利用を推進するため、各情報
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システムに運用（開発）担当者を置く。 

② 運用（開発）担当者は、システム管理者が指定する者をもって充てる。 

③ システム管理者は、毎年度、運用（開発）担当者の職指名を教育庁総務課長ま

たは教育ＤＸ推進室長に報告するものとする。年度途中において運用（開発）担

当者を変更した場合も同様とする。 

 

⑽ 所属長（県立学校は、２．２⑴教育情報セキュリティ管理者とする） 

① 所属で保有する情報資産（システム管理者が管理するものを除く）を管理し、

教育情報セキュリティ委員会及びシステム管理者が定める実施手順書に基づき、

情報セキュリティ対策の適切な運用を図る。 

② 所属内で情報セキュリティに関する研修及び啓発を定期的に行う。 

 

⑾ セキュリティ担当者（県立学校は、２．２⑵教育情報セキュリティ担当者とする） 

① 所属長を補助し、情報資産の適切な利用を推進するため、所属にセキュリティ

担当者を置く。 

② セキュリティ担当者は、総括担当の課長補佐又は所属長が指定する者（地方機

関にあっては、所属長が適当と認める課長等）をもって充てる。 

③ 所属長は、毎年度、セキュリティ担当者の職氏名を教育庁総務課長または教育

ＤＸ推進室長に報告するものとする。年度途中においてセキュリティ担当者を変

更した場合も同様とする。 

④ セキュリティ担当者は、情報セキュリティ対策に関する次の各号に掲げる業務

を行う。 

(ｱ) コンピュータウイルス対策の徹底 

(ｲ) ＩＤ、パスワード及び情報システムの設定情報の適切な運用の徹底 

⑤ セキュリティ担当者は、必要に応じて所属の職員に前項に掲げる業務の遂行を

補助させることができる。 

 

⑿ 教職員等（県立学校は、２．２⑶ 教職員等とする） 

所属長及びシステム管理者の指示に従い、情報資産を適切に取り扱う。 
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２．２．管理体制（県立学校のみ関係するもの） 

 

 ⑴ 教育情報セキュリティ管理者 

① 校長を、教育情報セキュリティ管理者とする。 

② 教育情報セキュリティ管理者は、当該学校の情報セキュリティ対策に関する権

限及び責任を有する。 

③ 教育情報セキュリティ管理者は、当該学校において、情報資産に対するセキュ

リティ侵害が発生した場合又はセキュリティ侵害のおそれがある場合には、教育

情報セキュリティ責任者、統括教育情報セキュリティ責任者及びＣＩＳＯへ速や

かに報告を行い、指示を仰がなければならない。 

④ 教育情報セキュリティ管理者は、２．１．⑽所属長の各項に掲げる業務を行う。 

 

 ⑵ 教育情報セキュリティ担当者 

① 教頭及び事務長を、教育情報セキュリティ担当者とする。 

② 教育情報セキュリティ担当者は、教育情報セキュリティ管理者を補佐する。 

③ 教育情報セキュリティ担当者は、教育情報セキュリティ管理者が不在の場合は、

その任に当たる。 

④ 教育情報セキュリティ担当者は、２．１．⑾セキュリティ担当者の④及び⑤に

掲げる業務を行う。 

 

⑶ 教職員等 

  教育情報セキュリティ管理者の指示に従い、情報資産を適切に取り扱う。 

 

２．３．兼務の禁止 

⑴ 情報セキュリティ対策の実施において、止むを得ない場合を除き、承認又は許可

の申請を行う者とその承認者又は許可者は、同じ者が兼務してはならない。 

⑵ 情報セキュリティ監査の実施において、止むを得ない場合を除き、監査を受ける

者とその監査を実施する者は、同じ者が兼務してはならない。 
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※ 「３ 情報資産の分類と管理方法」以下については、「県立学校以外において教職員

用端末以外で取り扱う対象資産」は、島根県情報セキュリティ対策基準を準用する。 

 

 

３ 情報資産の分類と管理方法 

 

３.１．情報資産の分類 

 

⑴ 情報資産の分類 

  情報資産は、機密性、完全性及び可用性の３つの観点から影響度を評価し、次の

とおり４段階の重要性分類を行い、必要に応じて取扱制限を行うものとする。 

重要性分類 

Ⅰ セキュリティ侵害が教職員又は児童生徒の生命、財産、プライバシー等へ重大な影響を及ぼす。 

Ⅱ セキュリティ侵害が学校事務及び教育活動の実施に重大な影響を及ぼす。（Ⅰを除く） 

Ⅲ セキュリティ侵害が学校事務及び教育活動の実施に影響を及ぼす。（Ⅱ以上を除く） 

Ⅳ セキュリティ侵害が学校事務及び教育活動の実施に影響をほとんど及ぼさない。（Ⅲ以上を除く） 
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情報資産の分類 
情報資産の例示 

各情報資産にアクセスする主体 
重要

性分

類 
定義 教職員等・教育委員会 

教職員等・教育委員

会・児童生徒・保護者 
不特定多数 

Ⅰ セキュリティ侵害

が教職員又は児童

生徒の生命、財産、

プライバシー等へ

重大な影響を及ぼ

す。 

業務に係る特定の教職員

等・教育委員会のみがアク

セスすることが想定される

情報 

〇情報システムの設計に関

する情報・教育情報システ

ム設計書・設定書 

〇学校運営に関する情報・

入学者選抜問題・指導要録

原本・教職員の人事記録 

〇健康に関する情報（医師

等による指導・診療・調剤

の事実等要配慮個人情報を

含むもの） 

〇指導に関する情報（犯罪

の経歴、犯罪により害を被

った事実、少年法に関する

事項等要配慮個人情報を含

むもの） 

〇その他要配慮個人情報を

含む情報等 

業務に係る特定の教職

員等・教育委員会に加

えて、児童生徒または

その保護者がアクセス

する場合、児童生徒本

人の情報のみにアクセ

スすることが想定され

る、要配慮個人情報等

を含む情報 

〇健康に関する情報

（医師等による指導・

診療・調剤の事実等要

配慮個人情報を含むも

の）・健康診断票 

〇その他要配慮個人情

報を含む情報等 

 

Ⅱ セキュリティ侵害

が学校事務及び教

育活動の実施に重

大な影響を及ぼす。

(Ⅰを除く） 

業務に係る教職員等・教育

委員会のみがアクセスする

ことが想定される情報 

〇情報システムの運用に関

する情報・システムログイ

ン ID 管理台帳・端末ログ

イン ID 管理台帳 

〇学校運営に関する情報

（Ⅰを除くもの）・教職員

および児童生徒の、生活

歴、電話番号、メールアド

レス、住所、生年月日、性

別等の基本情報を含むもの 

〇健康に関する情報（医師

等による指導・診療・調剤

の事実等要配慮個人情報を

含まないもの）・養護教

諭・スクールカウンセラー

等による記録 

〇指導に関する情報（Ⅰを

除くもの）・個別指導計

画・生徒指導に関する記

録・家庭訪問や個別面談に

関する記録 

〇成績に関する情報・進

級・卒業認定資料 

〇進路に関する情報・進路

希望調査・入学者選抜に関

業務に係る教職員等・

教育委員会に加えて、

児童生徒またはその保

護者がアクセスする場

合、児童生徒本人の情

報のみにアクセスする

ことが想定される、要

配慮個人情報等を含ま

ない情報 

〇成績に関する情報・

通知表・定期考査・テ

スト等の採点結果 

〇健康に関する情報

（医師等による指導・

診療・調剤の事実等要

配慮個人情報を含まな

いもの）等 
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する表簿（願書等）・調査

書・推薦書・卒業生進路先

情報 

〇学籍に関する情報・転退

学・転入学・就学・休学等

に関する情報・教科用図書

の給付に関する情報 

〇児童生徒の氏名・所属等

に関する情報・児童生徒名

簿、児童生徒住所録・保護

者緊急連絡網・職員緊急連

絡網、職員住所録等 

Ⅲ セキュリティ侵害

が学校事務及び教

育活動の実施に影

響を及ぼす。(Ⅱ以

上を除く） 

教職員等全員・教育委員会

がアクセスすることが想定

される情報 

〇学校運営に関する情報

（職員室等で日常的に運用

するもので、Ⅱ以上を除く

もの）・職員会議資料 

〇児童生徒の氏名・所属等

に関する情報（教室等で日

常的に運用するもので、Ⅱ

以上を除くもの）・出席簿

等 

教職員等全員・教育委

員会に加えて、児童生

徒及び保護者がアクセ

スすることが想定され

る情報 

〇児童生徒の氏名・所

属等に関する情報・座

席表・児童生徒委員会

名簿 

〇学校運営に関する情

報・卒業アルバム・児

童生徒の個人写真・集

合写真、学校行事等の

児童生徒の写真 

〇学習活動の中で生成

される情報・児童生徒

の学習記録（確認テス

ト、ワークシート、レ

ポート、作品、日常的

な簡易な健康観察

等)・学習活動の記録

（動画・写真等） 

〇学習指導に関する情

報・授業用教材、児童生

徒用配布プリント等 

 

Ⅳ セキュリティ侵害

が学校事務及び教

育活動の実施に影

響をほとんど及ぼ

さない。(Ⅲ以上を

除く） 

教職員等全員・教育委員会

がアクセスすることが想定

される、Ⅲ以上を除く情報 

教職員等全員・教育委

員会に加えて、児童生

徒及び保護者がアクセ

スすることが想定され

る、Ⅲ以上を除く情報 

不特定多数に公開

することが想定さ

れる情報 

〇学校運営に関す

る情報（広報等の

ため活用するも

の）・学校要覧・

学校紹介パンフレ

ット・学校ホーム

ページ掲載情報 

〇学習活動で生成

される情報（保護

者の同意等を得て

広報等のため活用

するもの） 

等 
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３.２．情報資産の管理 

 

⑴ 管理責任 

① ＣＩＳＯまたは統括教育情報セキュリティ責任者は、教育情報システムとその

運用管理を定めた教育情報セキュリティ対策基準を策定する。 

② 教育情報セキュリティ責任者は、教育情報セキュリティ対策基準に基づき、学

校での情報セキュリティ運用管理に関する実施手順を作成する。 

③ 教育情報セキュリティ管理者は、自校の情報資産について管理責任を有する。 

④ 教育情報セキュリティ管理者は、教職員等の情報資産の取扱いに際し、実施手

順に基づいた運用管理を指導する。 

⑤ 教職員等は、実施手順に基づき、適切に情報資産を取り扱う。 

 

⑵ 情報資産の分類の表示 

   教職員等は、情報資産について、その分類を表示し、必要に応じて取扱制限につ

いても明示する等適切な管理を行わなければならない。 

 

⑶ 情報の作成 

① 教職員等は、業務上必要のない情報を作成してはならない。 

② 情報を作成する教職員等は、情報の作成時に３．１の分類に基づき、当該情報

の分類を定め、分類に準拠した取扱いを行わなければならない。 

③ 情報を作成する教職員等は、作成途上の情報についても、取扱いを許可されて

いない者の閲覧や紛失・流出等を防止しなければならない。また、情報の作成途

上で不要になった場合は、当該情報を消去しなければならない。 

 

⑷ 情報資産の入手 

① 本県教職員等が作成した情報資産を入手した教職員等は、入手元の情報資産の

分類に基づいた取扱いをしなければならない。 

② 本県教職員等以外の者が作成した情報資産を入手した教職員等は、３．１の分

類に基づき、当該情報の分類を定め、分類に準拠した取扱いを行わなければなら

ない。 

③ 情報資産を入手した教職員等は、その情報資産の分類が不明な場合、教育情報

セキュリティ管理者に判断を仰がなければならない。 

 

⑸ 情報資産の利用 

① 情報資産を利用する教職員等は、業務以外の目的に情報資産を利用してはなら

ない。 

② 情報資産を利用する教職員等は、情報資産の分類に応じ、適切な取扱いをしな

ければならない。 
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③ 情報資産を利用する教職員等は、電磁的記録媒体または保存されている領域（フ

ォルダやサーバ）に情報資産の分類が異なる情報が複数記録されている場合、最

高度の分類に従って、当該電磁的記録媒体または保存されている領域を取り扱わ

なければならない。 

④ 情報資産を利用する教職員等は、必要以上の複製及び配布をしてはならない。 

 

⑹ 情報資産の保管 

① 教育情報セキュリティ管理者又はシステム管理者の措置事項 

ア 教育情報セキュリティ管理者は、情報資産の保管先を定め、教職員等に周知

しなければならない。 

イ 教育情報セキュリティ管理者又はシステム管理者は、情報資産を記録した外

部電磁的記録媒体を保管する場合は、外部電磁的記録媒体への書込禁止の措置

を講じなければならない。 

ウ 教育情報セキュリティ管理者又はシステム管理者は、教育情報システムのバ

ックアップで取得したデータを記録する電磁的記録媒体を保管する場合は、自

然災害を被る可能性が低い地域に保管しなければならない。なお、クラウドサ

ービスを利用する場合はサービスの機能として自然災害対策がなされているこ

とを確認すること。 

エ 教育情報セキュリティ管理者又はシステム管理者は、重要性分類Ⅲ以上の情

報を記録した電磁的記録媒体を保管する場合、耐火、耐震、耐熱、耐水及び耐湿

を講じた施錠可能な場所に保管しなければならない。 

② 教職員等の遵守事項 

ア 教職員等は、教育情報セキュリティ管理者が指定した保管先にのみ情報資産

を保管しなければならない。 

イ 教職員等は、児童生徒が生成する学習系情報の保管先について児童生徒に指

示し、それ以外の場所に保管しないよう指導しなければならない。 

 

⑺ 情報資産の外部持ち出し 

① 分類に応じた情報資産の外部持ち出し制限 

ア 教職員等は、重要性分類Ⅱ以上の情報資産を外部持ち出しする場合は、限定

されたアクセスの措置設定（アクセス制限や暗号化）を行い、教育情報セキュ

リティ管理者の個別許可を得なければならない。また、持ち出し持ち帰りの記

録をつけなければならない。 

イ 重要性分類Ⅲの情報資産については、教職員等の外部持ち出しについて、教

育情報セキュリティ管理者の判断で包括的許可を可とする。 

② 電子メール、外部ストレージサービスによる情報の送信 

情報資産が組織内部（組織が利用するサーバやクラウドサービス等）から組織

外部（家庭や地域、事業者等）に電子メール等により外部送信される場合は、情報

資産分類に応じ以下を実施しなければならない。 
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ア 電子メール、外部ストレージサービスにより重要性分類Ⅲ以上の情報を外部

送信する者は、限定されたアクセスの措置設定（アクセス制限や暗号化）を行

わなければならない。 

イ 利用する電子メール、外部ストレージサービスは教育委員会から提供される

公式サービスのみを利用し、私的に契約したサービスを利用してはならない。 

③ 外部電磁的記録媒体を用いた情報の外部持ち出し 

ＵＳＢメモリ等の物理的な媒体による情報の外部持ち出しでは、紛失・盗難リ

スクを伴うことから以下を遵守しなければならない。 

ア 管理された外部電磁的記録媒体以外の使用禁止 

県及び教育委員会から支給された公的な媒体のみを利用すること。 

イ 外部電磁的記録媒体の暗号化の徹底 

暗号化機能つきの媒体を利用し、暗号化機能を活かすこと。 

④ ＦＡＸによる情報の送信 

ＦＡＸによる情報の送信は、限定されたアクセスの措置（アクセス制限や暗号

化）が不可能であること、誤送信のリスクがあることに鑑み、送信相手がＦＡＸ

受信を指定してきた場合にのみ利用することが望ましい。 

⑤ 情報資産の運搬 

ア 車両等により重要性分類Ⅲ以上の情報資産を運搬する場合は、必要に応じ暗

号化又はパスワードの設定を行う等の安全管理措置を講じ、宛名・差出名を明

記して、厳重に封印しなければならない。 

イ 重要性分類Ⅲ以上の情報資産を運搬する教職員等は、教育情報セキュリティ

管理者に許可を得なければならない。 

⑥ 情報資産の公表 

ア 教育情報セキュリティ管理者は、公開する情報が正しい内容であることを事

前に確認し、誤公開を防がなければならない。 

イ 教育情報セキュリティ管理者は、住民に公開する情報資産について、改ざん

や消去されないように定期的に確認しなければならない。 

 

⑻ 情報資産の廃棄 

① 情報資産を廃棄する教育委員会事務局職員又は教職員等は、重要性分類Ⅲ以上

の情報が記載された紙媒体の書類を廃棄する場合には、内容が復元できないよう

に細断、熔解またはこれに準ずる方法にて廃棄しなければならない。 

② 情報を記録している電磁的記録媒体を利用しなくなった場合、情報を復元でき

ないように処置した上で廃棄しなければならない。 

③ 情報資産の廃棄・リース返却を行う教職員等は、教育情報セキュリティ管理者

の許可を得て、行った処理について、日時、担当者及び処理内容を記録しなけれ

ばならない。 

④ 業者に廃棄委託する場合、廃棄する情報資産を業者が引き取る際、教職員等が

立ち会わなければならない。 
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４．物理的セキュリティ 

 

４.１．サーバ等の管理 

 

⑴ 機器の取付け 

   システム管理者は、サーバ等の機器の取付けを行う場合、地震、火災、水害、埃、

振動、温度、湿度等の影響を可能な限り排除した場所に設置し、容易に取り外せな

いよう適切に固定する等、必要な措置を講じなければならない。 

 

⑵ サーバの冗長化 

① システム管理者は、重要性分類Ⅱ以上の情報資産を格納しているサーバを冗長

化し、同一データを保持しなければならない。また、メインサーバに障害が発生

した場合に、速やかにセカンダリサーバを起動し、システムの運用停止時間を最

小限にしなければならない。 

② システム管理者は、重要性分類Ⅲの情報資産を格納しているサーバのハードデ

ィスクを冗長化しなければならない。 

 

⑶ 機器の電源 

① システム管理者は、教育情報セキュリティ責任者及び施設管理部門と連携し、

重要性分類Ⅱ以上の情報資産を格納しているサーバ等の機器の電源について、停

電等による電源供給の停止に備え、当該機器が適切に停止するまでの間に十分な

電力を供給する容量の予備電源を備え付けなければならない。 

② システム管理者は、教育情報セキュリティ責任者及び施設管理部門と連携し、

落雷等による過電流に対して、サーバ等の機器を保護するための措置を講じなけ

ればならない。 

 

⑷ 通信ケーブル等の配線 

① 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、施設管理部門と連携し、

通信ケーブル及び電源ケーブルの損傷等を防止するために、配線収納管を使用す

る等必要な措置を講じなければならない。 

② 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、主要な箇所の通信ケーブ

ル及び電源ケーブルについて、施設管理部門から損傷等の報告があった場合、連

携して対応しなければならない。 

③ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、ネットワーク接続口（ハ

ブのポート等）を他者が容易に接続できない場所に設置する等適切に管理しなけ

ればならない。 
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④ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、自ら又はネットワークを

管理する担当者及び契約により操作を認められた外部委託事業者以外の者が配線

を変更又は追加できないように必要な措置を施さなければならない。 

 

⑸ 機器の定期保守及び修理 

① システム管理者は、重要性分類Ⅲ以上のサーバ等の機器の定期保守を実施しな

ければならない。 

② システム管理者は、電磁的記録媒体を内蔵する機器を外部の事業者に修理させ

る場合、内容を消去した状態で行わせなければならない。内容を消去できない場

合、システム管理者は、外部の事業者に故障を修理させるに当たり、修理を委託

する事業者との間で、守秘義務契約を締結するとともに秘密保持体制の確認等を

行わなければならない。 

 

⑹ 施設外又は学校外への機器の設置 

   教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、施設外又は学校外にサーバ

等の機器を設置する場合、ＣＩＳＯの承認を得なければならない。また、定期的に

当該機器への情報セキュリティ対策状況について確認しなければならない。 

 

⑺ 機器の廃棄等 

   システム管理者は、機器を廃棄又はリース返却等をする場合、機器内部の記憶装

置から、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にする措置を講じなければなら

ない。 

 

４.２．通信回線及び通信回線装置の管理 

 

⑴ 教育情報セキュリティ責任者は、施設内の通信回線及び通信回線装置を、施設管

理部門と連携し、適切に管理しなければならない。また、通信回線及び通信回線装

置に関連する文書を適切に保管しなければならない。 

 

⑵ 教育情報セキュリティ責任者は、外部へのネットワーク接続ポイント及び該当ポ

イントに接続される端末を正確に把握し、適切な管理を行わなければならない。 

 

⑶ 教育情報セキュリティ責任者は、重要性分類Ⅲ以上の情報資産を取り扱う教育情

報システムに通信回線を接続する場合、必要なセキュリティ水準を検討の上、適切

な回線を選択しなければならない。また、インターネットを通信経路とする回線の

場合、通信の暗号化を行わなければならない。 
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⑷ 教育情報セキュリティ責任者は、ネットワークに使用する回線について、伝送途

上に情報が破壊、盗聴、改ざん、消去等が生じないように十分なセキュリティ対策

を実施しなければならない。 

 

⑸ 教育情報セキュリティ責任者は、重要性分類Ⅱ以上の情報資産を取り扱う教育情

報システムが接続される通信回線について、継続的な運用を可能とする回線を選択

しなければならない。 

 

⑹ 教育情報セキュリティ責任者は、学校運営上必要なネットワーク帯域を確保する

とともに、遅延等に対する適切な対策を講じなければならない。クラウドサービス

提供事業者側のサービス要件基準を満たす配慮を含めてネットワーク構成を設計す

る。また、運用開始前には十分検証し、利用状況に応じて定期的に改修計画を行う

こと。 

 

４.３．教職員等の利用する端末や電磁的記録媒体等の管理 

 

⑴ システム管理者は、不正アクセス防止のため、ログイン時のＩＤ及びパスワード

による認証、加えて多要素認証の実施等、使用する目的に応じた適切な物理的措置

を講じなければならない。電磁的記録媒体については、情報が保存される必要がな

くなった時点で速やかに記録した情報を消去しなければならない。 

 

⑵ システム管理者は、校務系システム、教育情報システムへアクセスする端末への

ログインパスワードの入力を必要とするように設定しなければならない。 

 

⑶ システム管理者は、取り扱う情報の重要度に応じてパスワード以外に生体認証や

物理認証等の多要素認証を設定しなければならない。 

特に、パブリッククラウド上で重要な情報（重要性分類Ⅱ以上）を取り扱う際に

は、多要素認証を含む強固なアクセス制御による対策を講じなければならない。た

だし、児童生徒またはその保護者が重要性分類Ⅱ以上の情報資産にアクセスする場

合は、児童生徒本人またはその保護者が、当該児童生徒に関するもののみにアクセ

スすることを想定していることから、多要素認証を設定することが望ましいものの、

パスワードの秘匿管理の徹底、複数回誤ったパスワードを入力した際のロック機能

の有効化、パスワードの複雑性の確保等により本人確認を厳格に行う前提で、ＩＤ

及びパスワードでの認証を許容する。 

 

⑷ システム管理者は、特に強固なアクセス制御による対策を講じたシステム構成の

場合、重要性分類Ⅲ以上の情報資産を取り扱う端末に対し、当該データ暗号化等の

措置により、不正アクセスや教職員等の不注意等による情報流出への対策を講じな

ければならない。 
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⑸ 教育情報セキュリティ責任者は、パソコンやモバイル端末におけるマルウェア感

染の脅威に対し、ウイルス対策ソフトの導入等の対策を講じなければならない。な

お、ＯＳによっては標準的にウイルス対策ソフトを備えている製品、ＯＳとしてウ

イルス感染のリスクが低い仕組みとなっている製品などもあるため、実際に運用す

る端末において適切な対策を講じること。強固なアクセス制御による対策を講じた

システム構成の場合、重要性分類Ⅱ以上の情報資産を取り扱う端末に対し、当該端

末の状況および通信内容を監視し、異常、あるいは不審な挙動を検知する仕組み（ふ

るまい検知）等の活用を検討し、適切な対策を講じること。 

 

⑹ 教育情報セキュリティ責任者は、インターネットへ接続をする場合、教職員等の

パソコン、モバイル端末に対して不適切なウェブページの閲覧を防止するＷｅｂフ

ィルタリング等の対策を講じなければならない。 

 

４.４．学習者用端末のセキュリティ対策 

 

⑴ 不適切なウェブページの閲覧防止 

  教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、児童生徒が端末を利用する

際に不適切なウェブページの閲覧を防止する対策を講じなければならない。 

 

⑵ マルウェア感染対策 

  教育情報セキュリティ管理者は、学校内外での端末の利用におけるマルウェア感

染対策を講じなければならない。 

 

⑶ 端末を不正利用させないための防止策 

  教育情報セキュリティ管理者は、端末のセキュリティ状態の監視に加えて、不適

切なアプリケーションやコンテンツの利用を制限し、常に安全で児童生徒が安心し

て利用できる状態を維持しなければならない。 

 

⑷ セキュリティ設定の一元管理 

  児童生徒への端末配布後においても、端末のセキュリティ設定やＯＳアップデー

ト、ウェブブラウザのアップデート、学習用ツールのインストール、端末の利用履

歴も含めた状態確認などの作業を、離れた場所からでも一元管理できることが望ま

しい。 

 

⑸ 端末の盗難・紛失時の情報漏洩対策 

  教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、児童生徒が端末を紛失して

も、遠隔操作でロックをかける、あるいはワイプ（データ消去）することで第三者

による不正操作や情報漏洩を防ぐ等の安全管理措置を講じなければならない。 
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４.５．パソコン教室等における学習者用端末や電磁的記録媒体の管理 

 

⑴ 教育情報セキュリティ管理者は、盗難防止のため、教室等で利用するパソコンの

保管庫による管理等の物理的措置を講じなければならない。 

 

⑵ 教育情報セキュリティ管理者は、パソコン及び電磁的記録媒体について、情報が

保存される必要がなくなった時点で速やかに記録した情報を消去しなければならな

い。 

 

⑶ 教育情報セキュリティ管理者は、教育情報システムへのアクセスにおけるログイ

ンパスワードの入力等による認証を設定しなければならない。 
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５．人的セキュリティ 

 

５.１．教育情報セキュリティ管理者の措置事項 

 

⑴ 情報資産の管理 

① 情報資産の持ち出しの記録管理 

教育情報セキュリティ管理者は、教職員等による情報資産の外部持ち出しについ

て、記録管理しなければならない。 

② 情報資産の廃棄管理 

ア 教育情報セキュリティ管理者は、廃棄処理を外部に委託する場合は、学校の

外に委託業者が持ち出す行為に教職員等が立ち合うように指示し、誤廃棄を予

防しなければならない。 

イ 教育情報セキュリティ管理者は、廃棄した情報資産を記録管理しなければな

らない。 

 

⑵ 教職員等の情報セキュリティ意識醸成 

① 教育情報セキュリティ管理者は、教職員等に対して、日頃から情報セキュリテ

ィに関する話題を積極的に提供し、情報セキュリティ研修を受講させるなど、積

極的にセキュリティ認識の向上を図らなければならない。 

② 教育情報セキュリティ管理者は、校内でセキュリティ事故につながりかねない

ヒヤリ・ハット事案を抑止するために、教職員等が事案を発見した際に、ただち

に対処し、すみやかに報告が上がるよう、教職員等に対する情報セキュリティ意

識の醸成と風通しのよい関係性維持に努めなければならない。 

③ 教育情報セキュリティポリシー等の閲覧容易性確保 

教育情報セキュリティ管理者は、教職員等が常に教育情報セキュリティポリシ

ー及び実施手順を閲覧・確認できるように配慮しなければならない。 

 

⑶ 端末等の持ち出しの記録 

  教育情報セキュリティ管理者は、端末等の持ち出しについて、記録を作成し、保

管しなければならない。 

 

⑷ 教職員等への教育情報セキュリティポリシー等の遵守指導 

① 教育情報セキュリティ管理者は、新規採用教職員等及び他自治体から本県に新

規赴任した教職員等、及び非常勤及び臨時の教職員に対し、教育情報セキュリテ

ィポリシー等遵守すべき内容を理解・浸透するように指導を行わなければならな

い。 

② 教育情報セキュリティ管理者は、教職員等に対して、必要に応じて教育情報セ

キュリティポリシーの遵守の同意書への署名を求める。 
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⑸ 新規ソフトウェア及びコンテンツの導入・利用判断 

  教育情報セキュリティ管理者は、教職員等から、導入したソフトウェア・コンテ

ンツの制限解除や、業務上新たなソフトウェア・コンテンツの導入について、事前

に相談があった場合は、教育情報セキュリティ責任者に上申して、判断を仰がなけ

ればならない。 

 

⑹ インターネット接続及び電子メール利用の制限 

① 教育情報セキュリティ管理者は、教職員等に業務端末による作業を行わせる場

合において、業務以外でのインターネット接続及び電子メールの利用をしないよ

う教職員等に指導しなければならない。 

なおＷｅｂフィルタリングの設定について、教職員等から相談があった場合は、

教育情報セキュリティ責任者に上申して、判断を仰がなければならない。 

② 教育情報セキュリティ管理者は、パソコンやモバイル端末の機能は、教職員等

の業務内容に応じて、不必要な機能については制限することが適切である。 

 

⑺ 校内及び執務室での管理 

  教育情報セキュリティ管理者は、教職員等と協力して下記を管理しなければなら

ない。 

① 来校者の氏名及び入退時刻を記録しなければならない。 

② 来校者には名札などを着用させ、第三者であることが識別できるようにしなけ

ればならない。 

③ 地域住民、保護者などに校内施設を開放する場合、執務室等開放していない施

設へは入場できないよう制限を設けなければならない。 

 

⑻ 自己点検の実施 

① 教育情報セキュリティ管理者は、年１回、学校の自己点検を行わなければなら

ない。 

② 教育情報セキュリティ管理者は、自己点検の結果を教育情報セキュリティ委員

会に報告しなければならない。 

 

５.２．教職員等の遵守事項 

 教職員等は、教育情報セキュリティ管理者の指導の下、以下の規定を遵守しなけれ

ばならない。 

 

⑴ 教育情報セキュリティポリシー等の遵守 

  教職員等は、教育情報セキュリティポリシー及び実施手順を遵守しなければなら

ない。また、情報セキュリティ対策について不明な点、遵守することが困難な点等

がある場合は、速やかに教育情報セキュリティ管理者に相談し、指示を仰がなけれ

ばならない。 

169



- 21 - 

 

 

⑵ 執務上での管理 

① 執務室の施錠管理 

執務室にて教職員等が不在となる場合には、執務室を施錠しなければならない。 

② 来校者等への対応 

来校者等を執務室に入れる場合には、教育情報セキュリティ管理者または教育

情報セキュリティ担当者の許可を求めなければならない。 

③ 机上の書類・端末等の管理 

教職員等は、パソコン、モバイル端末、電磁的記録媒体及び情報が印刷された

文書等について、第三者に使用されること又は教育情報セキュリティ管理者の許

可なく情報を閲覧されることがないように、離席時のパソコン、モバイル端末の

ロックや電磁的記録媒体、文書等の容易に閲覧されない場所への保管等、適切な

措置を講じなければならない。 

 

⑶ 支給端末の取扱い 

① 教職員等は、業務目的以外で支給端末を利用してはならない。 

② 教職員等は、外部のソフトウェアを無断で支給端末にインストールしてはなら

ない。業務上必要な場合には、事前に教育情報セキュリティ管理者の許可を得る

こと。 

③ 教職員等は、支給端末の利用において、下記のカスタマイズを無断でしてはな

らない。 

ア セキュリティ機能に関する設定変更 

イ メモリ増設等の改造 

④ 教職員等は、モバイル端末を利用する場合は、盗難・紛失リスクに備えての安

全管理をすること。 

⑤ 業務端末から離れる時は、端末をロックするなど、他者が閲覧できないように

しなければならない。 

⑥ 業務終了後と外出時には、電源を落とさなければならない。 

 

⑷ 支給以外のパソコン、モバイル端末及び電磁的記録媒体等の業務利用 

① 教職員等は、休暇連絡等別に定める軽易な事務を除いて、支給以外のパソコン、

モバイル端末及び電磁的記録媒体等を原則業務に利用してはならない。ただし、

業務上必要な場合は、教育情報セキュリティ責任者の定める手順に従い、教育情

報セキュリティ管理者の許可を得て利用することができる。 

② 教職員等は、①に従って支給以外のパソコン、モバイル端末及び電磁的記録媒

体等を用いる場合には、必要な安全管理措置を講じなければならない。 
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⑸ 支給端末や電磁的記録媒体等の持ち出し及び教育委員会・学校が構築・管理して

いる環境（本対策基準が適用されているクラウドサービスや学校外での利用が認め

られている情報端末等を含む環境）の外部における情報処理作業の制限 

① 教職員等は、支給端末、電磁的記録媒体、情報資産及びソフトウェアを外部に

持ち出す場合には、教育情報セキュリティ管理者の許可を得なければならない。 

② 教職員等は、外部で情報処理業務を行う場合には、教育情報セキュリティ管理

者の許可を得なければならない。 

 

⑹ ＩＤの取扱い 

   教職員等は、自己の管理するＩＤに関し、次の事項を遵守しなければならない。 

① 自己が利用しているＩＤは、他人に利用させてはならない。 

② 共用ＩＤを利用する場合は、共用ＩＤの利用者以外に利用させてはならない。 

③ 教職員等は、業務上必要がなくなった場合は、利用者登録を抹消するよう、教

育情報セキュリティ責任者又はシステム管理者に通知しなければならない。 

 

⑺ パスワードの取扱い 

   教職員等は、自己の管理するパスワードに関し、次の事項を遵守しなければなら

ない。 

① パスワードは、他者に知られないように管理しなければならない。 

② パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じてはならない。 

③ パスワードは十分な長さとし、文字列は想像しにくいものにしなければならな

い。 

④ パスワードが流出したおそれがある場合には、教育情報セキュリティ管理者に

速やかに報告し、パスワードを速やかに変更しなければならない。 

⑤ 複数の教育情報システムを扱う教職員等は、同一のパスワードを複数のシステ

ム間で用いてはならない。（シングルサインオンを除く） 

⑥ 仮のパスワード（初期パスワードを含む）は、最初のログイン時点で変更しな

ければならない。 

⑦ サーバ、ネットワーク機器及びパソコン等の端末にパスワードを記憶させては

ならない。 

⑧ 教職員等間でパスワードを共有してはならない。（ただし、共有ＩＤに対するパ

スワードは除く） 

⑨ 共有ＩＤに対するパスワードは定期的に又はアクセス回数に基づいて変更しな

ければならない。 

 

⑻ 外部電磁的記録媒体の取扱い 

① 利用する外部電磁的記録媒体は県、教育委員会又は学校から支給された媒体を

使用しなければならない。その他の媒体の使用は禁止する。 
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② 外部電磁的記録媒体は、職員室の書庫等の鍵のかかる場所に施錠保管しなけれ

ばならない。 

 

⑼ 電子メールの利用制限 

① 教職員等は、自動転送機能を用いて、電子メールを転送してはならない。 

② 教職員等は、業務上必要のない送信先に電子メールを送信してはならない。 

③ 教職員等は、複数人に電子メールを送信する場合、必要がある場合を除き、他

の送信先の電子メールアドレスが分からないようにしなければならない。 

④ 教職員等は、重要な電子メールを誤送信した場合、教育情報セキュリティ管理

者に報告しなければならない。 

⑤ 教職員等は、ウェブで利用できるフリーメールサービス等を使用してはならな

い。 

⑥ 情報ファイルを添付する場合には、パスワード設定等の対策を講じなければな

らない。その際、パスワードを同一メールに記載しないこと。 

⑦ 送信時には誤送信を予防するため、送信先のメールアドレス、添付ファイルの

内容を確認しなければならない。 

⑧ 差出人、添付ファイル又は本文中のリンク先等が不審なメールを受信した場合

には、添付ファイルの閲覧やリンク先（ＵＲＬ）にアクセスせずに、教育情報セキ

ュリティ管理者に指示を仰がなければならない。 

 

⑽ クラウドサービス、ソーシャルメディアサービス利用制限 

① 強固なアクセス制御による対策を講じたシステム構成でない場合、重要性分類

Ⅱ以上の情報資産を、インターネットを通信経路としたパブリッククラウドサー

ビスで取り扱ってはならない。 

② 私的に契約したクラウドサービスや個人アカウントを業務利用してはならない。 

③ ソーシャルメディアサービスを利用して、業務上知り得た情報を公開してはな

らない。 

 

⑾ 不正プログラム対策 

   教職員等は、不正プログラム対策に関し、次の事項を遵守しなければならない。 

① パソコンやモバイル端末において、不正プログラム対策ソフトウェアが導入さ

れている場合は、当該ソフトウェアの設定を変更してはならない。ＯＳ及びコン

ピュータウイルス対策ソフトウェアが常に最新の状態に保てるようにしなければ

ならない。自動更新される設定の場合は、自動更新設定を変えてはならない。 

② 外部からデータ又はソフトウェアを取り入れる場合には、必ず不正プログラム

対策ソフトウェアによるチェックを行わなければならない。 

③ 差出人が不明又は不自然に添付されたファイルを受信した場合は、速やかに削

除しなければならない。 
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④ 端末に対して、不正プログラム対策ソフトウェアによるフルチェックを定期的

に実施しなければならない。 

⑤ 添付ファイルが付いた電子メールを送受信する場合は、不正プログラム対策ソ

フトウェアでチェックを行わなければならない。 

⑥ 教育情報セキュリティ責任者が提供するウイルス情報を、常に確認しなければ

ならない。 

⑦ コンピュータウイルス等の不正プログラムに感染した場合又は感染が疑われる

場合は、すみやかに教育情報セキュリティ管理者に報告し、指示を仰がなければ

ならない。また、以下の対応を行わなければならない。 

ア パソコン等の端末の場合 有線ＬＡＮにつながる業務端末（教職員用端末等）

の場合は、ＬＡＮケーブルの即時取り外しを行わなければならない。 

イ モバイル端末の場合 無線ＬＡＮにつながる業務端末（教職員用端末及び学

習者用端末）の場合は、直ちに利用を中止し、通信を行わない設定への変更を

行わなければならない。 

ウ 指示があるまでは、端末の電源は切らずに保持しなければならない。 

 

⑿ 電子署名・暗号化 

① 教職員等は、情報資産の分類により定めた取扱制限に従い、外部に送るデータ

の機密性又は完全性を確保することが必要な場合には、ＣＩＳＯが定めた電子署

名、暗号化又はパスワード設定等、セキュリティを考慮して、送信しなければな

らない。 

② 教職員等は、暗号化を行う場合にＣＩＳＯが定める以外の方法を用いてはなら

ない。また、ＣＩＳＯが定めた方法で暗号のための鍵を管理しなければならない。 

③ ＣＩＳＯは、電子署名の正当性を検証するための情報又は手段を、署名検証者

へ安全に提供しなければならない。 

 

⒀ 無許可ソフトウェアの導入等の禁止 

① 教職員等は、パソコンやモバイル端末に無断でソフトウェアを導入してはなら

ない。 

② 教職員等は、業務上の必要がある場合は、教育情報セキュリティ責任者及びシ

ステム管理者の許可を得て、ソフトウェアを導入することができる。なお、導入

する際は、教育情報セキュリティ管理者又はシステム管理者は、ソフトウェアの

ライセンスを管理しなければならない。 

③ 教職員等は、不正にコピーしたソフトウェアを利用してはならない。 

 

⒁ 機器構成の変更の制限 

① 教職員等は、パソコンやモバイル端末に対し機器の改造及び増設・交換を行っ

てはならない。 

173



- 25 - 

 

② 教職員等は、業務上、パソコンやモバイル端末に対し機器の改造及び増設・交

換を行う必要がある場合には、教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者

の許可を得なければならない。 

 

⒂ 無許可での教育情報ネットワーク接続の禁止 

   教職員等は、教育情報セキュリティ責任者の許可なくパソコンやモバイル端末を

教育情報ネットワークに接続してはならない。 

 

⒃ 業務以外の目的でのウェブ閲覧の禁止 

   教職員等は、業務以外の目的でウェブを閲覧してはならない。 

 

⒄ 児童生徒への指導事項 

   教職員等は、児童生徒に学習者用端末等を利用させるに当たり、以下の事項につ

いて指導を行わなければならない。 

① 学習用途の利用限定 

学習者用端末及び学習系クラウドサービスは学習目的で利用すること。 

② 利用者認証情報の秘匿管理 

ＩＤ及びパスワードは他の人に知られないようにすること。 

③ ウイルス対策ソフトウェアの管理 

ウイルス対策ソフトウェアは常に最新の状態に保つこと。 

④ 端末のソフトウェアに関するセキュリティ機能の設定変更禁止 

利用する端末のセキュリティ機能の設定を、許可なく変更してはならないこと。 

⑤ 学習系情報は学習系クラウドに保管 

端末で生成した情報の保存先を学習系クラウドに指定できる機能がある場合に

は、この機能を利用して原則学習系クラウドに保管し、学習者用端末にローカル

保存は必要最小限とすること。 

⑥ 無断で外部ソフトウェアをインストール禁止 

無断で外部ソフトウェアをインストールしないようにすること。 

⑦ コミュニケーションツールの利用制限 

学校から許可されたコミュニケーションツールのみを利用すること。 

⑧ ウイルス感染が疑われる場合の報告 

学習用端末が動かない、勝手に操作されている、いつもと異なる画面や警告が

表示されるなどの症状がでた場合、すぐに担任教員に報告すること。 

⑨ 端末の安全な取扱い 

学習用端末は大事に取り扱い、盗難・紛失・破損等に注意すること。 

⑩ 私物端末など許可されていない端末の利用禁止 

私物端末など許可されていない端末を学校に持ち込んで、学校のネットワーク

につながないこと。 
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⑪ 重要性分類Ⅱ以上の情報資産（児童生徒本人の情報に限る）の管理該当資産を

端末にダウンロードした場合には、目的を達成し次第すみやかに消去を行う等の

対策を講じること。また、該当資産を閲覧する際には、離席時に端末ロックし、周

囲に他の児童生徒がいる状態では閲覧しない等の対策を講じること。 

 

⒅ 異動・退職時等の遵守事項 

   教職員等は、異動、退職等により業務を離れる場合には、利用していた情報資産

（紙情報、データの格納された端末、外部記録媒体等）を、返却しなければならな

い。また、その後も業務上知り得た情報を漏らしてはならない。 

 

５.３．教育委員会事務局職員の遵守事項 

教育委員会事務局職員は、教育情報セキュリティ責任者の指導の下、以下の規定を

遵守しなければならない。 

 ⑴ 教育情報セキュリティポリシー等の遵守 

⑵ 業務以外の目的での使用の禁止 

⑶ 教職員用端末による外部における情報処理作業の禁止 

⑷ 重要性分類Ⅱ以上の情報資産について教職員用端末以外のパソコン、モバイル端

末及び電磁的記録媒体等によるアクセスの禁止 

⑸ 知り得た情報の秘匿 

⑹ 業務を離れる場合の遵守事項 

異動、退職等により業務を離れる場合には、利用していた情報資産をすべて返却

する。また、その後も業務上知り得た情報を漏らさない。 

 

５.４．研修 

 

⑴ 情報セキュリティに関する研修 

ＣＩＳＯは、定期的に情報セキュリティに関する研修を実施しなければならない。 

 

⑵ 研修計画の策定及び実施 

① ＣＩＳＯは、教職員等に対する情報セキュリティに関する研修計画の策定とそ

の実施体制の構築を定期的に行い、教育情報セキュリティ委員会の承認を得なけ

ればならない。 

  ② 研修計画において、教職員等は、毎年度最低１回は情報セキュリティ研修を受

講できるようにしなければならない。 

  ③ 新規採用の教職員等を対象とする情報セキュリティに関する研修を実施しなけ

ればならない。 

  ④ 研修は、統括教育情報セキュリティ責任者、教育情報セキュリティ責任者、シ

ステム管理者、セキュリティ担当者、教育情報セキュリティ管理者、教育情報セ
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キュリティ担当者及びその他教職員等に対して、それぞれの役割、情報セキュリ

ティに関する理解度等に応じたものにしなければならない。 

⑤ ＣＩＳＯは、毎年度１回、教育情報セキュリティ委員会に対して、教職員等の

情報セキュリティ研修の実施状況について報告しなければならない。 

 

⑶ 研修への参加 

全ての教職員等は、定められた研修に参加しなければならない。 

 

５.５．情報セキュリティインシデントの連絡体制の整備 

 

⑴ 学校内からの情報セキュリティインシデントの報告 

  ① 教職員等は、情報セキュリティインシデントを認知した場合、速やかに教育情

報セキュリティ管理者に報告しなければならない。 

  ② 報告を受けた教育情報セキュリティ管理者は、速やかに教育情報セキュリティ

責任者、システム管理者及び情報セキュリティに関する統一的な窓口に報告しな

ければならない。 

  ③ 教育情報セキュリティ管理者は、報告のあった情報セキュリティインシデント

について、必要に応じてＣＩＳＯ及び総括教育情報セキュリティ責任者に報告し

なければならない。 

 

⑵ 学校内からの情報セキュリティ違反行為の報告 

  ① 教職員等は、教育情報セキュリティポリシーに対する違反行為を発見した場合、

直ちに教育情報セキュリティ責任者及び教育情報セキュリティ管理者に報告を行

わなければならない。 

  ② 違反行為が直ちに情報セキュリティ上重大な影響を及ぼす可能性があると教育

情報セキュリティ責任者が判断した場合は、緊急時対応計画に従って適切に対処

しなければならない。 

 

⑶ 住民等外部からの情報セキュリティインシデントの報告 

  ① 教職員等は、管理対象のネットワーク及び教育情報システム等の情報資産に関

する情報セキュリティインシデントについて、住民等外部から報告を受けた場合、

教育情報セキュリティ管理者に報告しなければならない。 

  ② 報告を受けた教育情報セキュリティ管理者は、速やかに教育情報セキュリティ

責任者及びシステム管理者に報告しなければならない。 

  ③ 教育情報セキュリティ管理者は、当該情報セキュリティインシデントについて、

必要に応じてＣＩＳＯ及び総括教育情報セキュリティ責任者に報告しなければな

らない。 

 

⑷ 情報セキュリティインシデント原因の究明・記録、再発防止等 
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  ① 統括教育情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティインシデントについて、

教育情報セキュリティ責任者、教育情報セキュリティ管理者、システム管理者及

び情報セキュリティに関する統一的な窓口と連携し、これらの情報セキュリティ

インシデント原因を究明し、記録を保存しなければならない。また、情報セキュ

リティインシデントの原因究明の結果から、再発防止策を検討し、ＣＩＳＯに報

告しなければならない。 

② ＣＩＳＯは、統括教育情報セキュリティ責任者から、情報セキュリティインシ

デントについて報告を受けた場合は、その内容を確認し、再発防止策を実施する

ために必要な措置を指示しなければならない。 

 

⑸ 支給端末の運用・連絡体制の整備 

学校内外での支給端末の運用ルールを制定し、インシデント時の連絡先対応方法

を各学校にて整理し、実施手順に反映しなければならない。  
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６．技術的セキュリティ 

 

６．１．コンピュータ及びネットワークの設定管理 

 

⑴ 文書サーバ及び端末の設定等 

① システム管理者は、教職員等が使用できる文書サーバの容量を設定し、教職員

等に周知しなければならない。 

② システム管理者は、文書サーバを学校等の単位で構成し、教職員等が他の学校

等のフォルダ及びファイルを閲覧及び使用できないように、設定しなければなら

ない。 

③ システム管理者は、住民の個人情報、人事記録等、特定の教職員等しか取扱え

ないデータについて、別途ディレクトリを作成する等の措置を講じ、同一学校等

であっても、担当職員以外の教職員等が閲覧及び使用できないようにしなければ

ならない。 

④ システム管理者は、インターネット接続を前提とする校務外部接続系サーバ及

び学習系サーバに保管する情報（学習系サーバにおいては、個人情報などを含む

重要性が高い情報を保管する場合に限る）については、標的型攻撃等によるデー

タの外部流出の可能性を考慮し、データ暗号化等による安全管理措置を講じなけ

ればならない。 

 

⑵ ログの取得等 

  ① 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、各種ログ及び情報セキュ

リティの確保に必要な記録を取得し、一定の期間保存しなければならない。 

  ② 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、ログとして取得する項目、

保存期間、取扱方法及びログが取得できなくなった場合の対処等について定め、

適切にログを管理しなければならない。 

  ③ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、取得したログを定期的に

点検又は分析する機能を設け、必要に応じて悪意ある第三者等からの不正侵入、

不正操作等の有無について点検又は分析を実施しなければならない。 

 

⑶ ネットワークの接続制御、経路制御等 

  ① 教育情報セキュリティ責任者は、フィルタリング及びルーティングについて、

設定の不整合が発生しないように、所管するネットワークの内部におけるファイ

アウォール、ルータ等の通信ソフトウェア等を設定しなければならない。 

  ② 教育情報セキュリティ責任者は、不正アクセスを防止するため、所管するネッ

トワークに適切なアクセス制御を施さなければならない。 

 

⑷ 外部の者が利用できるシステムの分離等 
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システム管理者は、保護者等の外部の者が利用できるシステム等がある場合、重

要性が高い情報、特に情報資産重要性分類Ⅱ（セキュリティ侵害が学校事務及び教

育活動の実施に重大な影響を及ぼす情報資産）以上を扱うシステムとの論理的又は

物理的な分離、もしくは各システムにおけるアクセス権管理の徹底を行うこと。 

 

⑸ 外部ネットワークとの接続制限等 

  ① システム管理者は、所管するネットワークを外部ネットワークと接続しようと

する場合には、ＣＩＳＯ及び統括教育情報セキュリティ責任者の許可を得なけれ

ばならない。 

  ② システム管理者は、接続しようとする外部ネットワークに係るネットワーク構

成、機器構成、セキュリティ技術等を詳細に調査し、庁内及び学校の全てのネッ

トワーク、情報システム等の情報資産に影響が生じないことを確認しなければな

らない。 

  ③ システム管理者は、接続した外部ネットワークの瑕疵によりデータの漏えい、

破壊、改ざん又はシステムダウン等による業務への影響が生じた場合に対処する

ため、当該外部ネットワークの管理責任者による損害賠償責任を契約上担保しな

ければならない。 

  ④ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、ウェブサーバ等をインタ

ーネットに公開する場合、教育情報ネットワークへの侵入を防御するために、フ

ァイアウォール等を外部ネットワークとの境界に設置した上で接続しなければな

らない。 

  ⑤ システム管理者は、接続した外部ネットワークのセキュリティに問題が認めら

れ、情報資産に脅威が生じることが想定される場合には、教育情報セキュリティ

責任者の判断に従い、速やかに当該外部ネットワークを物理的に遮断しなければ

ならない。 

 

⑹ 重要性が高い情報に対するインターネットを介した外部からのリスク、児童生徒

による重要性が高い情報へのアクセスリスクへの対応 

  ① システム管理者は、強固なアクセス制御による対策を講じたシステム構成の場

合は、各システムにおけるアクセス権管理の徹底をしなければならない。 ネット

ワーク分離による対策を講じたシステム構成の場合は、校務系システム及び学習

系システム間の通信経路の論理的又は物理的な分離をするとともに、ウェブ閲覧

やインターネットメールなどのインターネットを介した外部からのリスクの高い

システムと重要性が高い情報（特に校務系）を論理的又は物理的に分離をしなけ

ればならない。 

  ② システム管理者は、校務系システムとその他のシステム（校務外部接続系シス

テム、学習系システム）との間で通信する場合には、各システムにおけるアクセ

ス権管理の徹底を行う等の適切な措置を図らなければならない。また、ネットワ
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ーク分離による対策を講じたシステム構成ではウイルス感染のない無害化通信な

ど、適切な措置を図らなければならない。 

 

⑺ 複合機のセキュリティ管理 

  ① 教育情報セキュリティ責任者は、複合機を調達する場合、当該複合機が備える

機能、設置環境並びに取り扱う情報資産の分類及び管理方法に応じ、適切なセキ

ュリティ要件を策定しなければならない。 

  ② 教育情報セキュリティ責任者は、複合機が備える機能について適切な設定等を

行うことにより運用中の複合機に対する情報セキュリティインシデントへの対策

を講じなければならない。 

  ③ 教育情報セキュリティ責任者は、複合機の運用を終了する場合、複合機の持つ

電磁的記録媒体の全ての情報を抹消又は再利用できないようにする対策を講じな

ければならない。 

 

⑻ 特定用途機器のセキュリティ管理 

教育情報セキュリティ責任者は、特定用途機器について、取り扱う情報、利用方

法、通信回線への接続形態等により、何らかの脅威が想定される場合は、当該機器

の特性に応じた対策を実施しなければならない。 

 

⑼ 無線 LAN 及びネットワークの盗聴対策 

  ① 教育情報セキュリティ責任者は、無線 LAN の利用を認める場合、解読が困難な

通信の暗号化及び認証技術の使用を義務付けなければならない。 

  ② 教育情報セキュリティ責任者は、機密性の高い情報を取り扱うネットワークに

ついて、情報の盗聴等を防ぐため、通信の暗号化等の措置を講じなければならな

い。 

 

６.２．アクセス制御 

 

⑴ アクセス制御等 

教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、所管するネットワーク又は

情報システムごとにアクセスする権限のない教職員等がアクセスできないように、

システム上制限しなければならない。特に強固なアクセス制御による対策を講じた

システム構成の場合、重要性分類Ⅱ以上の情報資産へのアクセスについては、多要

素認証等のアクセスの真正性に関する要素技術を取り入れることで、当該システム

への認証強度の向上とアクセス権管理を徹底すること。 

 

⑵ 外部からのアクセス等の制限 
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① 教育情報セキュリティ責任者は、内部のネットワーク又は情報システムに対す

る外部からのアクセスを、アクセスが必要な合理的理由を有する必要最小限の者

に限定しなければならない。 

② 教育情報セキュリティ責任者は、民間事業者等の外部組織からのシステムアク

セスを認める場合、アクセスする利用者の本人確認、システムアクセスの対象と

なる児童生徒の本人（保護者）同意を得る等の措置を講じなければならない。 

③ 教育情報セキュリティ責任者は、外部からのアクセスを認める場合、通信途上

の盗聴を防御するために通信の暗号化等の措置を講じなければならない。 

④ 教育情報セキュリティ責任者は、外部から教育ネットワークに接続することを

許可する場合は、利用者のＩＤ及びパスワード、生体認証に係る情報等の認証情

報及びこれを記録した媒体（ＩＣカード等）による認証に加えて通信内容の暗号

化等、情報セキュリティ確保のために必要な措置を講じなければならない。 

 

⑶ 端末とネットワークの接続可否の自動識別（端末認証）の設定 

教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、ネットワークで使用される

機器について、機器固有情報によって端末とネットワークとの接続の可否が自動的

に識別されるようシステムを設定しなければならない。 

 

⑷ ログイン時の表示等 

システム管理者は、ログイン時におけるメッセージ、ログイン試行回数の制限、

アクセスタイムアウトの設定及びログイン・ログアウト時刻の表示等により、正当

なアクセス権を持つ教職員等がログインしたことを確認することができるようシス

テムを設定しなければならない。 

 

⑸ 特権による接続時間の制限 

システム管理者は、特権によるネットワーク及び情報システムへの接続時間を必

要最小限に制限しなければならない。 

 

６.３．システム開発、導入、保守等 

 

⑴ 情報システムの調達 

  ① 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、情報システム開発、導入、

保守等の調達に当たっては、調達仕様書に必要とする技術的なセキュリティ機能

を明記しなければならない。 

  ② 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、機器及びソフトウェアの

調達に当たっては、当該製品のセキュリティ機能を調査し、情報セキュリティ上

問題のないことを確認しなければならない。 

 

⑵ 情報システムの開発 

181



- 33 - 

 

  ① システム開発における責任者及び作業者の特定 

システム管理者は、システム開発の責任者及び作業者を特定しなければならな

い。また、システム開発のための規則を確立しなければならない。 

  ② システム開発における責任者、作業者のＩＤの管理 

ア システム管理者は、システム開発の責任者及び作業者が使用するＩＤを管理

し、開発完了後、開発用ＩＤを削除しなければならない。 

   イ システム管理者は、システム開発の責任者及び作業者のアクセス権限を設定

しなければならならない。 

  ③ システム開発に用いるハードウェア及びソフトウェアの管理 

   ア システム管理者は、システム開発の責任者及び作業者が使用するハードウェ

ア及びソフトウェアを特定しなければならない。 

   イ システム管理者は、利用を認めたソフトウェア以外のソフトウェアが導入さ

れている場合、当該ソフトウェアをシステムから削除しなければならない。 

 

⑶ 情報システムの導入 

  ① 開発環境と運用環境の分離及び移行手順の明確化 

   ア システム管理者は、システム開発、保守及びテスト環境とシステム運用環境

を分離しなければならない。 

   イ システム管理者は、システム開発・保守及びテスト環境からシステム運用環

境への移行について、システム開発・保守計画の策定時に手順を明確にしなけ

ればならない。 

   ウ システム管理者は、移行の際、情報システムに記録されている情報資産の保

存を確実に行い、移行に伴う情報システムの停止等の影響が最小限になるよう

配慮しなければならない。 

   エ システム管理者は、導入するシステムやサービスの可用性が確保されている

ことを確認した上で導入しなければならない。 

  ② テスト 

   ア システム管理者は、新たに情報システムを導入する場合、既に稼働している

情報システムに接続する前に十分な試験を行わなければならない。 

   イ システム管理者は、運用テストを行う場合、あらかじめ擬似環境による操作

確認を行わなければならない。 

   ウ システム管理者は、個人情報及び機密性の高い生データを、テストデータに

使用してはならない。 

   エ システム管理者は、開発したシステムについて受け入れテストを行う場合、

開発した組織と導入する組織が、それぞれ独立したテストを行わなければなら

ない。 

   オ システム管理者は、運用環境への移行に先立ち、システムの脆弱性テストを

行い、その結果を確認しなければならない。 
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⑷ システム開発・保守に関連する資料等の整備・保管 

  ① システム管理者は、システム開発・保守に関連する資料及びシステム関連文書

を適切に整備・保管しなければならない。 

  ② システム管理者は、テスト結果を一定期間保管しなければならない。 

  ③ システム管理者は、情報システムに係るソースコードならびに使用したオープ

ンソースのバージョン（リポジトリ）を適切な方法で保管しなければならない。 

 

⑸ 情報システムにおける入出力データの正確性の確保 

① システム管理者は、情報システムに入力されるデータについて、範囲、妥当性

のチェック機能及び不正な文字列等の入力を除去する機能を組み込むように情報

システムを設計しなければならない。 

② システム管理者は、故意又は過失により情報が改ざんされる又は漏えいするお

それがある場合に、これを検出するチェック機能を組み込むように情報システム

を設計しなければならない。 

③ システム管理者は、情報システムから出力されるデータについて、情報の処理

が正しく反映され、出力されるように情報システムを設計しなければならない。 

 

⑹ 情報システムの変更管理 

システム管理者は、情報システムを変更した場合、プログラム仕様書等の変更履

歴を作成しなければならない。 

 

⑺ 開発・保守用のソフトウェアの更新等 

システム管理者は、開発・保守用のソフトウェア等を更新又はパッチの適用をす

る場合、他の情報システムとの整合性を確認しなければならない。 

 

⑻ システム更新又は統合時の検証等 

システム管理者は、システム更新・統合時に伴うリスク管理体制の構築、移行基

準の明確化及び更新・統合後の業務運営体制の検証を行わなければならない。 

 

６.４．不正プログラム対策 

 

⑴ 教育情報セキュリティ責任者の措置事項 

教育情報セキュリティ責任者は、不正プログラム対策として、次の事項を措置し

なければならない。 

  ① 外部ネットワークから受信したファイルは、インターネットのゲートウェイな

どにおいてコンピュータウイルス等の不正プログラムのチェックを行い、不正プ

ログラムのシステムへの侵入を防止しなければならない。 
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  ② 外部ネットワークに送信するファイルは、インターネットのゲートウェイなど

においてコンピュータウイルス等不正プログラムのチェックを行い、不正プログ

ラムの外部への拡散を防止しなければならない。 

  ③ コンピュータウイルス等の不正プログラム情報を収集し、必要に応じ教職員等

に対して注意喚起しなければならない。 

  ④ 所掌するサーバ及びパソコン等の端末に、コンピュータウイルス等の不正プロ

グラム対策ソフトウェアを常駐させなければならない。 

  ⑤ 不正プログラム対策ソフトウェアのパターンファイルは、常に最新の状態に保

たなければならない。 

  ⑥ 不正プログラム対策のソフトウェアは、常に最新の状態に保たなければならな

い。 

  ⑦ 業務で利用するソフトウェアは、パッチやバージョンアップなどの開発元のサ

ポートが終了したソフトウェアを利用してはならない。 

 

⑵ システム管理者の措置事項 

システム管理者は、不正プログラム対策に関し、次の事項を措置しなければなら

ない。 

  ① システム管理者は、その所掌するサーバ及びパソコン等の端末を守るため、コ

ンピュータウイルス等の不正プログラムへの対策を講じなければならない。 

  ② 不正プログラム対策は、常に最新の状態に保たなければならない。 

  ③ インターネットに接続していないシステムにおいて、電磁的記録媒体を使う場

合、コンピュータウイルス等の感染を防止するために、県及び県教育委員会が管

理している電磁的記録媒体以外を教職員等に利用させてはならない。また、不正

プログラムの感染、侵入が生じる可能性が著しく低い場合を除き、不正プログラ

ム対策ソフトウェアを導入し、定期的に当該ソフトウェア及びパターンファイル

の更新を実施しなければならない。 

 

６.５．不正アクセス対策 

 

⑴ 教育情報セキュリティ責任者の措置事項 

教育情報セキュリティ責任者は、不正アクセス対策として、以下の事項を措置し

なければならない。 

  ① 使用されていないポート及びＳＳＩＤ（無線ＬＡＮネットワーク名）を閉鎖し

なければならない。 

  ② 不要なサービスについて、機能を削除又は停止しなければならない。 

  ③ 不正アクセスによるウェブページの改ざんを防止するために、データの書換え

を検出し、教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者へ通報するよう、設

定しなければならない。 
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  ④ 教育情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティに関する統一的な窓口と連

携し、監視、通知、外部連絡窓口及び適切な対応などを実施できる体制並びに連

絡網を構築しなければならない。 

 

⑵ 攻撃の予告 

ＣＩＳＯ及び統括教育情報セキュリティ責任者は、サーバ等に攻撃を受けること

が明確になった場合、システムの停止を含む必要な措置を講じなければならない。

また、関係機関と連絡を密にして情報の収集に努めなければならない。 

 

⑶ サービス不能攻撃 

教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、外部からアクセスできる教

育情報システムに対して、第三者からサービス不能攻撃を受け、利用者がサービス

を利用できなくなることを防止するため、教育情報システムの可用性を確保する対

策を講じなければならない。 

 

⑷ 標的型攻撃 

教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、教育情報システムにおいて、

標的型攻撃による内部への侵入を防止するために、教育や自動再生無効化等の人的

対策や入口対策を講じなければならない。また、内部に侵入した攻撃を早期検知し

て対処するために、通信をチェックする等の内部対策を講じなければならない。 

 

６.６．セキュリティ情報の収集 

 

⑴ セキュリティホールに関する情報の収集及び共有並びにソフトウェアの更新等 

教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、セキュリティホールに関す

る情報を収集し、必要に応じ、関係者間で共有しなければならない。また、当該セ

キュリティホールの緊急度に応じて、ソフトウェア更新等の対策を実施しなければ

ならない。 

 

⑵ 不正プログラム等のセキュリティ情報の収集及び周知 

教育情報セキュリティ責任者は、不正プログラム等のセキュリティ情報を収集し、

必要に応じ対応方法について、教職員等に周知しなければならない。 

 

⑶ 情報セキュリティに関する情報の収集及び共有 

教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、情報セキュリティに関する

情報を収集し、必要に応じ、関係者間で共有しなければならない。また、情報セキ

ュリティに関する社会環境や技術環境等の変化によって新たな脅威を認識した場合

は、セキュリティ侵害を未然に防止するための対策を速やかに講じなければならな

い。 
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７．運用 

 

７.１．情報システムの監視 

 

⑴ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、セキュリティに関する事案

を検知するため、情報システムを常時監視しなければならない。特に強固なアクセ

ス制御による対策を講じたシステム構成の場合、重要性分類Ⅱ以上の情報資産への

アクセスについては、侵入検知システム（ＩＤＳ）や侵入防御システム（ＩＰＳ）な

どの端末・サーバ・通信の監視・制御等によるセキュリティ対策を講じなければな

らない。 

 

⑵ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、重要なログ等を取得するサ

ーバの正確な時刻設定及びサーバ間の時刻同期ができる措置を講じなければならな

い。 

 

⑶ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、重要性分類Ⅱ以上の情報資

産を格納するシステムを常時監視しなければならない。 

 

⑷ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、重要性分類Ⅲの情報資産を

格納するシステムを常時監視しなければならない。 

 

⑸ 内部からの攻撃監視 

教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、教職員等及び外部委託事業

者が使用しているパソコン等の端末からの所管するネットワークのサーバ等に対す

る攻撃や外部のサイトに対する攻撃を監視しなければならない。 

 

７.２．ドキュメントの管理 

 

⑴ システム管理記録及び作業の確認 

① システム管理者は、所管する教育情報システムの運用において実施した作業に

ついて、作業記録を作成しなければならない。 

② 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、所管するシステムにおい

て、システム変更等の作業を行った場合は、作業内容について記録を作成し、詐

取、改ざん等をされないように適切に管理しなければならない。 

③ 教育情報セキュリティ責任者、システム管理者又は教育情報システム担当者及

び契約により操作を認められた外部委託事業者がシステム変更等の作業を行う場

合は、２名以上で作業し、互いにその作業を確認しなければならない。 
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⑵ 情報システム仕様書等の管理 

教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、ネットワーク構成図、情報

システム仕様書等について、記録媒体に関わらず、業務上必要とする者以外の者が

閲覧したり、紛失したりすることがないよう、適切に管理しなければならない。 

 

⑶ 障害記録の管理 

教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、教職員等からのシステム障

害の報告、システム障害に対する処理結果又は問題等を、障害記録として記録し、

適切に保存しなければならない。 

 

⑷ 記録の保存 

ＣＩＳＯ及び統括教育情報セキュリティ責任者は、サーバ等に攻撃を受け、当該

攻撃が不正アクセス禁止法違反等の犯罪の可能性がある場合には、攻撃の記録を保

存するとともに、警察及び関係機関との緊密な連携に努めなければならない。 

 

７.３．教職員等のＩＤ及びパスワードの管理 

 

⑴ 利用者ＩＤの取扱い 

① 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、利用者の登録、変更、抹

消等の情報管理、教職員等の異動、出向、退職者に伴う利用者ＩＤの取扱い等の

方法を定めなければならない。 

② 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、利用されていないＩＤが

放置されないよう、人事管理部門と連携し、点検しなければならない。 

 

⑵ パスワードに関する情報の管理 

① 教育情報セキュリティ責任者又はシステム管理者は、教職員等のパスワードに

関する情報を厳重に管理しなければならない。パスワードファイルを不正利用か

ら保護するため、オペレーティングシステム等でパスワード設定のセキュリティ

強化機能がある場合は、これを有効に活用しなければならない。 

② 教育情報セキュリティ責任者又はシステム管理者は、教職員等に対してパスワ

ードを発行する場合は、仮のパスワードを発行し、ログイン後直ちに仮のパスワ

ードを変更させなければならない。 

 

７.４．児童生徒におけるＩＤ及びパスワード等の管理 

 

⑴ ＩＤ登録・変更・削除 

  ① 入学/転入時のＩＤ登録処理 

ＩＤについてはシンプル・ユニーク（唯一無二）・パーマネント/パーシスタン

ト（永続的な識別）な構成要素になっていることや、児童生徒の発達段階に応じ
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た複雑性を上げたパスワードポリシーによりセキュリティ強度を上げていくなど

適切な措置を講じなければならない。 

  ② 進級/進学時のＩＤ関連情報の更新 

ＩＤについては原則として進級/進学にも変更不要とすることが望ましい。ＩＤ

を変えることなくＩＤの属性情報（進級時の組・出席番号、進学先学校名など）の

更新を行っておくことで、ＭＤＭによる各種ポリシーや使用アプリケーションの

変更を効率的に行うことが可能となる。 さらに統合型校務支援システム等におけ

る児童生徒の氏名と連動したＩＤ管理を行うことで、校務側で管理している属性

情報と一体となったＩＤを含んだマスター管理の一元化が望ましい。 

  ③ 転出/卒業/退学時のＩＤ削除処理 

ユニークなＩＤは個人を識別できる可能性があるため、個人情報保護の観点か

ら、サービス提供期間を超えて個人を特定する情報を保持しないようにする必要

がある。 転出や卒業/退学時に学習用ツールのサービス利用期間が終了する場合

は、あらかじめ児童生徒本人によるデータ移行をサービス利用期間内に実施し、

ＩＤの利用停止後、最終的にはＩＤ及び関連するデータの完全削除を行うこと。 

 

⑵ 多要素認証等によるなりすまし対策 

本人確認を厳格に行う必要がある場合においては児童生徒のＩＤ及びパスワード

に加えて多要素認証を設定することが望ましい。 

パブリッククラウド上で重要な情報（重要性分類Ⅱ以上）を取り扱う際には、多

要素認証を含む強固なアクセス制御による対策を講じなければならない。ただし、

児童生徒またはその保護者が重要性分類Ⅱ以上の情報資産にアクセスする場合は、

児童生徒本人またはその保護者が、当該児童生徒に関するもののみにアクセスする

ことを想定していることから、多要素認証を設定することが望ましいものの、パス

ワードの秘匿管理の徹底、複数回誤ったパスワードを入力した際のロック機能の有

効化、パスワードの複雑性の確保等により本人確認を厳格に行う前提で、ＩＤ及び

パスワードでの認証を許容する。 

 

⑶ 学習用ツールへのシングルサインオン 

学習履歴を活用したり、個人の成果物を保存するアプリケーションが増えてくる

と、サービス利用時に都度ＩＤ及びパスワード等の認証情報を入力したり、サービ

ス毎のアカウント情報管理が非常に煩雑になるため、一度の認証により一定時間は

各種サービスにアクセスが行えるシングルサインオンの導入を行うことが望ましい。 

 

７.５．特権を付与されたＩＤの管理等 

 

⑴ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、管理者権限等の特権を付与

されたＩＤを利用する者を必要最小限にし、当該ＩＤのパスワードの漏えい等が発

生しないよう、当該ＩＤ及びパスワードを厳重に管理しなければならない。 
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⑵ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者の特権を代行する者は、教育情

報セキュリティ責任者及びシステム管理者が指名し、ＣＩＳＯが認めた者でなけれ

ばならない。 

 

⑶ ＣＩＳＯは、代行者を認めた場合、速やかに統括教育情報セキュリティ責任者、

教育情報セキュリティ責任者、教育情報セキュリティ管理者及びシステム管理者に

通知しなければならない。 

 

⑷ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、特権を付与されたＩＤ及び

パスワードの変更について、外部委託事業者に行わせてはならない。 

 

⑸ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、特権を付与されたＩＤ及び

パスワードについて、その利用期間に合わせて特権ＩＤを作成・削除する、もしく

は、入力回数制限を設ける等のセキュリティ機能を強化しなければならない。 

 

⑹ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、特権を付与されたＩＤを初

期設定以外のものに変更しなければならない。 

 

７.６．教育情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認・管理 

 

⑴ 遵守状況の確認及び対処 

  ① 教育情報セキュリティ責任者及び教育情報セキュリティ管理者は、教育情報セ

キュリティポリシーの遵守状況について確認を行い、問題を認めた場合には、速

やかにＣＩＳＯ及び統括教育情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。 

② ＣＩＳＯは、発生した問題について、適切かつ速やかに対処しなければならな

い。 

  ③ 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、ネットワーク及びサーバ

等のシステム設定等における教育情報セキュリティポリシーの遵守状況について、

定期的に確認を行い、問題が発生していた場合には適切かつ速やかに対処しなけ

ればならない。 

 

⑵ パソコン、モバイル端末及び電磁的記録媒体等の利用状況調査 

ＣＩＳＯ及びＣＩＳＯが指名した者は、不正アクセス、不正プログラム等の調査

のために、教職員等が使用しているパソコン、モバイル端末及び電磁的記録媒体等

のログ、電子メールの送受信記録等の利用状況を調査することができる。 

 

⑶ 業務以外の目的でのウェブ閲覧の禁止 
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教育情報セキュリティ責任者は、教職員等のウェブ利用について、明らかに業務

に関係のないサイトを閲覧していることを発見した場合は、教育情報セキュリティ

管理者に通知し適切な措置を求めなければならない。 

 

⑷ 教職員等による不正アクセスの管理 

教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、教職員等による不正アクセ

スを発見した場合は、当該教職員等が所属する学校等の教育情報セキュリティ管理

者に通知し、適切な処置を求めなければならない。 

 

７.７．侵害時の対応等 

 

⑴ 緊急時対応計画の策定 

ＣＩＳＯ又は教育情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティインシデント、

教育情報セキュリティポリシーの違反等により情報資産に対するセキュリティ侵害

が発生した場合又は発生するおそれがある場合において連絡、証拠保全、被害拡大

の防止、復旧、再発防止等の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計

画を定めておき、セキュリティ侵害時には当該計画に従って適切に対処しなければ

ならない。 

 

⑵ 緊急時対応計画に盛り込むべき内容 

緊急時対応計画には、以下の内容を定めなければならない。 

① 関係者の連絡先 

② 発生した事案に係る報告すべき事項 

  ③ 発生した事案への対応措置 

  ④ 再発防止措置の策定 

 

⑶ 業務継続計画との整合性確保 

自然災害、大規模又は広範囲に及ぶ疾病等に備えて別途業務継続計画を策定し、

教育情報セキュリティ委員会は当該計画と教育情報セキュリティポリシーの整合性

を確保しなければならない。 

 

⑷ 緊急時対応計画の見直し 

ＣＩＳＯ又は教育情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティを取り巻く状況

の変化や組織体制の変動等に応じ、必要に応じて緊急時対応計画の規定を見直さな

ければならない。 

 

７.８．例外措置 

 

⑴ 例外措置の許可 
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教育情報セキュリティ管理者及びシステム管理者は、情報セキュリティ関係規定

を遵守することが困難な状況で、学校事務及び教育活動の適正な遂行を継続するた

め、遵守事項とは異なる方法を採用し又は遵守事項を実施しないことについて合理

的な理由がある場合には、ＣＩＳＯの許可を得て、例外措置を取ることができる。 

 

⑵ 緊急時の例外措置 

教育情報セキュリティ管理者及びシステム管理者は、学校事務及び教育活動の遂

行に緊急を要する等の場合であって、例外措置を実施することが不可避のときは、

事後速やかにＣＩＳＯに報告しなければならない。 

 

⑶ 例外措置の申請書の管理 

ＣＩＳＯは、例外措置の申請書及び審査結果を適切に保管し、定期的に申請状況

を確認しなければならない。 

 

７.９．法令等遵守 

 

⑴ 教職員等は、職務の遂行において使用する情報資産を保護するために、次の法令

のほか関係法令等を遵守し、これに従わなければならない。 

① 地方公務員法（昭和 25 年 12 月 13 日法律第 261 号） 

② 教育公務員特例法（昭和 24 年１月 12 日法律第１号） 

③ 著作権法（昭和 45 年法律第 48 号） 

④ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11 年法律第 128 号） 

⑤ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 57 号） 

⑥ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成 25 年法律第 27 号） 

  ⑦ サイバーセキュリティ基本法（平成 26 年法律第 104 号） 

 

７.10．懲戒処分等 

 

⑴ 懲戒処分 

教育情報セキュリティポリシーに違反した教職員等及びその監督責任者は、その

重大性、発生した事案の状況等に応じて、地方公務員法をはじめとするによる懲戒

処分の対象とする。 

 

⑵ 違反時の対応 

教職員等の教育情報セキュリティポリシーに違反する行動を確認した場合には、

速やかに次の措置を講じなければならない。 
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  ① 教育情報セキュリティ責任者が違反を確認した場合は、教育情報セキュリティ

責任者は当該教職員等が所属する学校の教育情報セキュリティ管理者に通知し、

適切な措置を求めなければならない。 

  ② システム管理者等が違反を確認した場合は、違反を確認した者は速やかに教育

情報セキュリティ責任者及び当該教職員等が所属する学校の教育情報セキュリテ

ィ管理者に通知し、適切な措置を求めなければならない。 

  ③ 教育情報セキュリティ管理者の指導によっても改善されない場合、教育情報セ

キュリティ責任者は、当該教職員等の教育ネットワーク又は教育情報システムを

使用する権利を停止あるいは剥奪することができる。その後速やかに、教育情報

セキュリティ責任者は、教職員等の権利を停止あるいは剥奪した旨をＣＩＳＯ及

び当該教職員等が所属する学校の教育情報セキュリティ管理者に通知しなければ

ならない。 
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８．外部委託 

 

⑴ 外部委託事業者の選定基準 

  ① システム管理者は、外部委託事業者の選定に当たり、委託内容に応じた情報セ

キュリティ対策が確保されることを確認しなければならない。 

  ② システム管理者は、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格の認証

取得状況、情報セキュリティ監査の実施状況等を参考にして、事業者を選定しな

ければならない。 

 

⑵ 契約項目 

情報システムの運用、保守等を外部委託する場合には、外部委託事業者との間で

必要に応じて次の情報セキュリティ要件を明記した契約を締結しなければならない。 

   ・ 教育情報セキュリティポリシー及び教育情報セキュリティ実施手順の遵守 

   ・ 外部委託事業者の責任者、委託内容、作業者、作業場所の特定 

   ・ 提供されるサービスレベルの保証 

   ・ 外部委託事業者にアクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法 

   ・ 外部委託事業者の従業員に対する教育の実施 

   ・ 提供された情報の目的外利用及び受託者以外の者への提供の禁止 

   ・ 業務上知り得た情報の守秘義務 

   ・ 再委託に関する制限事項の遵守 

   ・ 委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄等 

   ・ 委託業務の定期報告及び緊急時報告義務 

   ・ 県による監査、検査 

   ・ 教育委員会による情報セキュリティインシデント発生時の公表 

   ・ 教育情報セキュリティポリシーが遵守されなかった場合の規定（損害賠償等） 

 

⑶ 確認・措置等 

システム管理者は、外部委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保され

ていることを定期的に確認し、必要に応じ、⑵の契約に基づき措置しなければなら

ない。また、その内容を統括教育情報セキュリティ責任者に報告するとともに、そ

の重要度に応じてＣＩＳＯに報告しなければならない。 

 

⑷ 外部委託事業者に対する説明 

システム管理者は、ネットワーク及び情報システムの開発・保守等を外部委託事

業者に発注する場合、外部委託事業者から再委託を受ける事業者も含めて、教育情

報セキュリティポリシー等のうち外部委託事業者が守るべき内容の遵守及びその機

密事項を説明しなければならない。 
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９．SaaS 型パブリッククラウドサービスの利用 

 

９.１．SaaS 型パブリッククラウドサービスの利用における情報セキュリティ対策 

 

⑴ 利用者認証 

① クラウド利用者は、クラウド事業者における当該クラウドサービスを提供する

情報システムの運用もしくは開発に従事する者又は管理者権限を有する者につい

て、適切な利用者確認がなされていることをクラウド事業者に求め、サービス提

供定款や契約書面上で確認または合意しなければならない。 

② クラウド利用者は、当該クラウドサービスのログインに関わる認証機能の提供

をクラウド事業者に求め、サービス提供定款や契約書面上で確認または合意しな

ければならない。 

③ クラウド利用者側管理者権限を有する者のＩＤの管理について、「７．５特権を

付与されたＩＤの管理等」を遵守しなければならない。 

 

⑵ アクセス制御 

① クラウド利用者は、当該クラウドサービスに対して、アクセスする権限のない

者がアクセスできないように、システム上制限する機能の提供をクラウド事業者

に求め、サービス提供定款や契約書面上で確認または合意しなければならない。 

② クラウド利用者は、クラウド事業者の提供するアクセス制御機能を用いて、情

報資産毎に、許可されたクラウドを利用する教職員等及び児童生徒のみがアクセ

スできる環境を設定しなければならない。 

 

⑶ クラウドに保管するデータの暗号化 

  ① クラウド利用者は、当該クラウドサービスへのデータの保管に際し、情報漏え

い等に備えて、暗号化等の保護措置を講じられていることを、クラウド事業者に

サービス提供定款や契約書面上で確認または合意しなければならない。 

 

⑷ マルチテナント環境におけるテナント間の安全な管理 

① クラウド利用者は、複数のクラウド利用者がクラウドリソースを共用する環境

において、特定のクラウド利用者に対して発生したセキュリティ侵害が、他のク

ラウド利用者に影響を与えないように対策が講じられていることを、クラウド事

業者に求め、サービス提供定款や契約書面上で確認または合意しなければならな

い。 

 

⑸ クラウドサービスを提供する情報システムに対する外部からの悪意のある脅威の

侵入を想定した技術的セキュリティ対策 
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① クラウド利用者は、当該クラウドサービスを提供する情報システムを監視し、

セキュリティ侵害を検知することを、クラウド事業者に求め、サービス提供定款

や契約書面上で確認または合意しなければならない。 

② クラウド利用者は、当該クラウドサービスを提供する情報システムのインター

ネット接続境界において、クラウド利用者以外による不正な通信・侵入を防ぐ措

置を講じるとともに、外部脅威の侵入を検知し、防御する対策を講ずることを、

クラウド事業者に求め、サービス提供定款や契約書面上で確認または合意しなけ

ればならない。 

 

⑹ 情報の通信経路のセキュリティ確保 

① クラウド利用者は、教育情報システムのインターネット境界から当該クラウド

サービスを提供する情報システムまでの情報の通信経路において、情報の盗聴、

改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するために必要な措置（情報交換

の実施基準･手順等の整備、通信の暗号化等）をクラウド事業者に求め、合意のう

え、利用しなければならない。 

  ② クラウド利用者は、クラウド事業者が保守運用等を遠隔で行う場合の、保守運

用拠点と管理区域間での通信回線及び通信回線装置の管理について、情報の盗聴、

改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するために必要な措置（情報交換

の実施基準･手順等の整備、通信の暗号化等）をクラウド事業者に求め、サービス

提供定款や契約書面上で確認または合意しなければならない。 

 

⑺ クラウドサービスを提供する情報システムの物理的セキュリティ対策 

① クラウド利用者は、当該クラウドサービスのサーバ等の管理条件をクラウド事

業者に求め、サービス提供定款や契約書面上で確認または合意しなければならな

い。 

② クラウド利用者は、クラウド事業者側の管理区域（サーバ等を設置）及び保守

運用拠点の管理対策をクラウド事業者に求め、サービス提供定款や契約書面上で

確認または合意しなければならない。 

③ クラウド利用者は、クラウドサービス事業者が利用する資源（装置等）の処分

（廃棄）に当たり、セキュリティを確保した対応となっているかをクラウド事業

者に求め、サービス提供定款や契約書面上で確認または合意しなければならない。 

なお、当該確認に当たっては、クラウドサービス事業者が利用者に提供可能な第

三者による監査報告書や認証等を取得している場合には、その監査報告書や認証

等を利用できる。 

 

⑻ クラウドサービスを提供する情報システムの運用管理 

① クラウド利用者は、クラウド事業者に対して、サービスの一時停止等クラウド

利用者に影響があり得る運用手順の有無、有る場合にはクラウド利用者への影響

範囲（時間、サービス内容）、連絡方法等について情報提供を求め、クラウド利用
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者が業務運営に支障がないことを確認し、合意しなければならない。また、クラ

ウド事業者の設定不備等によるインシデント発生時にも同様の確認をしなければ

ならい。 

② クラウド利用者は、当該クラウドサービスにおけるサーバの冗長化対策をクラ

ウド事業者に求め、サービス提供定款や契約書面上で確認または合意しなければ

ならない。 

③ クラウド利用者は、当該クラウドサービスにおけるデータバックアップ及び復

旧手順についての対策をクラウド事業者に求め、サービス提供定款や契約書面上

で確認または合意しなければならない。 

④ クラウド利用者は、当該クラウドサービスにおける情報セキュリティの確保や

監査に必要なログの取得についての対策をクラウド事業者に求め、サービス提供

定款や契約書面上で確認または合意しなければならない。 

 

⑼ クラウドサービスを提供する情報システムのマルウェア感染対策 

① クラウド利用者は、クラウドサービスを提供する情報システムを構成するサー

バ及び運用管理端末等について、マルウェア感染対策を講じることをクラウド事

業者に求め、サービス提供定款や契約書面上で確認または合意しなければならな

い。 

② クラウド利用者は、内部システムに侵入した攻撃を検知して対処するために、

通信をチェックする等の対策を講じることをクラウド事業者に求め、サービス提

供定款や契約書面上で確認または合意しなければならない。 

 

⑽ クラウド利用者側のセキュリティ確保 

① クラウド利用者は、クラウドサービスにアクセスするクラウドを利用する教職

員等及び児童生徒側端末について、保管するデータの外部流出、改ざん等から保

護するために必要な措置を講じなければならない。 

② クラウド利用者は、標的型攻撃による外部からの脅威の侵入を防止するために、

クラウドを利用する教職員等及び児童生徒への教育や入口対策を講じなければな

らない。 

 

⑾ クラウド事業者従業員の人的セキュリティ対策 

① クラウド利用者は、クラウドサービスに関わるクラウド事業者従業員に対して、

クラウド事業者の情報セキュリティポリシー及び保守運用管理規程等を遵守する

ことをクラウド事業者に求め、サービス提供定款や契約書面上で確認または合意

しなければならない。 

② クラウド利用者は、クラウドサービスに関わるクラウド事業者従業員に対して、

業務に用いるＩＤ及びパスワードその他の個人認証に必要な情報及び媒体につい

て、部外者及び業務に関わらない従業員に漏えいすることがないように、適切に
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管理することをクラウド事業者に求め、サービス提供定款や契約書面上で確認ま

たは合意しなければならない。 

③ クラウド利用者は、クラウドサービスに関わらない従業員等がクラウド利用者

のデータを知り得る状態にならないよう、業務に関わるクラウド事業者従業員に

対して秘匿を義務づけることをクラウド事業者に求め、サービス提供定款や契約

書面上で確認または合意しなければならない。 

④ クラウド利用者は、クラウド利用者のデータ及びデータを格納した端末機器又

は電磁的記録媒体の外部持ち出しについて、クラウド利用者の許可なく外部持ち

出しできないこと及び外部持ち出しにおける安全管理手順をクラウド事業者に求

め、サービス提供定款や契約書面上で確認または合意しなければならない。 

⑤ クラウド利用者は、クラウドサービスを提供する情報システムを構成するサー

バ及び運用管理端末等に、マルウェアを侵入させないよう、クラウド事業者に求

め、サービス提供定款や契約書面上で確認または合意しなければならない。 

 

⑿ サービス終了時等のデータの廃棄及び利用者アカウント抹消 

① クラウド利用者は、サービス利用終了時等において、クラウド利用者のデータ

及び利用者アカウント情報が不用意に残置されないよう、適切に破棄するための

流れについてサービス提供定款や契約書面上で確認または合意しておかなければ

ならない。 

② クラウド利用者は、サービス利用終了時等におけるデータの扱いについて、ス

ムーズに回収、次期システムへの移行等を行えるよう、その措置の流れについて

サービス提供定款や契約書面上で確認または合意しておかなければならない。 

③ クラウド利用者は、クラウドサービスで利用する全ての情報資産について、ク

ラウドサービスの利用終了時期を確認し、クラウドサービスで扱う情報資産が適

切に移行及び削除されるよう管理しなければならない。 

 

⒀ クラウドサービス要件基準を満たす配慮を含めたネットワーク設計 

① クラウド利用者は、利用するクラウドサービスの要件基準を確認し、要件基準

を満たすネットワークを設計しなければならない。 

 

９.２．SaaS 型パブリッククラウド事業者のサービス提供に係るポリシー等に関する事項 

 

⑴ 守秘義務、目的外利用及び第三者への提供の禁止 

① クラウド利用者は、クラウド事業者と契約時に守秘義務、目的外利用及び第三

者への提供の禁止条項を締結しなければならない。クラウドサービス事業者がコ

ンテンツにアクセスできるかどうかを確認し、サービスに係る情報及び受託した

情報に関する守秘義務、目的外利用及び第三者への提供の禁止条項について、サ

ービス提供に係る契約に含めなければならない。契約には、当該条項に違反した

クラウドサービス事業者に対する損害賠償規定を含める。 
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⑵ 準拠する法令、情報セキュリティポリシー等の確認 

① クラウド利用者は、クラウド事業者がどのような規範に基づいてサービス提供

するか開示を求め、クラウド利用者の準拠する法令、情報セキュリティポリシー

を確認し、それらとの整合を確認しなければならない。 （クラウド事業者の準拠

する認証制度、個人情報保護指針、プライバシーポリシー、情報セキュリティに

関する基本方針及び対策基準、保守運用管理規程等） 

 

⑶ クラウド事業者の管理体制 

① クラウド利用者は、クラウド事業者に対して、情報セキュリティポリシー等の

遵守を担保する管理体制が整備されているか、クラウド事業者の組織体制を確認

し、合意しなければならない。 確認すべき項目例を下記に示す。 

ア サービスの提供についての管理責任を有する責任者の設置 

イ 情報システムについての管理責任を負い、これについて十分な技術的能力

及び経験を有する責任者（システム管理者）の設置 

ウ サービスの提供に係る情報システムの運用に関する事務を統括する責任者

の設置 

 

⑷ クラウド事業者従業員への教育 

① クラウド利用者は、クラウド事業者に、従業員に対して個人情報保護等の関係

法令、守秘義務等、業務遂行に必要な知識、意識向上のための適切な教育及び訓

練を実施し、充分な知識とセキュリティ意識を醸成することを求めなければなら

ない。 

② クラウド利用者は、クラウド事業者に、従業員への上記育成計画、教育実績等

の情報を提示させ、自らデータを管理する場合と同様の教育・訓練を実施してい

るかを確認しなければならない。 

 

⑸ 情報セキュリティに関する役割の範囲、責任分界点 

① クラウド利用者は、クラウド事業者の情報セキュリティに関する役割の範囲と

責任分界点について開示するよう求めなければならない。 

② クラウド利用者は、クラウド事業者の情報セキュリティに関する役割の範囲と

責任分界点がクラウド利用者側で講ずる情報セキュリティ対策の役割の範囲と整

合することを確認し、合意しなければならない。 

 

⑹ 監査 

① クラウド利用者は、クラウドサービスの監査状況、範囲・条件、内容等につい

てクラウド事業者に開示するよう求めなければならない。 
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② クラウド利用者は、クラウド事業者によるクラウドサービスに関する監査レポ

ート等を根拠にして、自らの関係法令、情報セキュリティポリシーと照らし合わ

せ、安全性が確保されているかについて確認しなければならない。 

 

⑺ 情報インシデント管理及び対応フローの合意 

① クラウド利用者は、情報セキュリティインシデント管理に関する責任範囲と及

びインシデント対応フローを、サービス仕様の一部として定めることについて、

クラウド事業者に対して求めなければならない。 

② クラウド利用者は情報セキュリティインシデント管理に関する責任範囲と及び

インシデント対応フローを検証し、インシデントに備えた組織体制を整備しなけ

ればならない。 

 

⑻ クラウドサービスの提供水準及び品質保証 

① クラウド利用者は、クラウドサービスの提供水準（サービス内容、提供範囲等）

と品質保証（サービス稼働率、故障等の復旧時間等）を確認するとともに、それら

の水準・品質が、業務遂行に求められる要求水準を満たすことを確認し、合意し

なければならない。 

 

⑼ クラウド事業者の再委託先等との合意事項 

① クラウド利用者は、クラウド事業者と合意したサービス履行内容及び情報セキ

ュリティ対策について、クラウド事業者自らが実施する内容と、再委託先等に委

託する内容も含めて提示することをクラウド事業者に求めなければならない。ま

た、サプライチェーンリスク対策が適切に講じられていることをクラウド事業者

に求めなければならない。 

② クラウド利用者は、①の提示内容が、クラウド事業者と合意したサービス履行

内容及び情報セキュリティ対策と整合していることを確認しなければならない。 

 

⑽ その他留意事項 

① クラウド利用者は、クラウド事業者がサービスを安定して提供可能な企業・団

体であるかについて考慮しなければならない。 

② クラウド利用者は、クラウド事業者間でのデータ形成の互換性が必ずしも保証

されている訳ではないことから、事業者を変更する際のデータ移行の方法などに

ついて、クラウド事業者にサービス提供定款や契約書面上で確認または合意しな

ければならない。 

③ クラウド利用者は、クラウド事業者に対して、クラウドサービスにおいて扱う

情報資産や情報システム等について、日本の法令が適用されること及び係争等に

おける管轄裁判所が日本国内であることを確認すること。また、国内法以外の法

令及び規制が適用される場合にはそのリスクを評価した上でクラウド事業者を選

定しなければならない。 
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④ クラウド利用者は、クラウド事業者において個人情報の適切な管理が行われて

いるか確認するとともに、確認した項目については、調達時においてサービスの

過剰な排除にならないよう留意した上で、契約要件等として定めなければならな

い。 

 

９.３．SaaS 型パブリッククラウドサービス利用における教職員等の留意点 

 

⑴ ＩＤ及びパスワード等の秘匿 

① 教職員等は、ＩＤ及びパスワードについて秘匿管理を行わなければならない。 

② 教職員等は、多要素認証に必要な要素（知識、生体、物理）についても適切に管

理を行わなければならない。もし該当要素が流出等したと考えられる場合には、

速やかに教育情報セキュリティ管理者に報告しなければならない。 

 

⑵ モバイル端末持ち歩きリスク 

教職員等は、クラウドサービスにアクセスする際に活用するモバイル端末につい

て、紛失・盗難を避けるよう、適切に管理しなければならない。 

 

⑶ 重要性分類に基づく情報管理 

パブリッククラウド上で重要な情報（重要性分類Ⅱ以上）を取り扱う際には、多

要素認証を含む強固なアクセス制御による対策を講じなければならない。ただし、

児童生徒またはその保護者が重要性分類Ⅱ以上の情報資産にアクセスする場合は、

児童生徒本人またはその保護者が、当該児童生徒に関するもののみにアクセスする

ことを想定していることから、多要素認証を設定することが望ましいものの、パス

ワードの秘匿管理の徹底、複数回誤ったパスワードを入力した際のロック機能の有

効化、パスワードの複雑性の確保等により本人確認を厳格に行う前提で、ＩＤ及び

パスワードでの認証を許容する。 

 

⑷ 学校外からのパブリッククラウド利用 

① 教職員等は、学校外からクラウドサービスを利用する際、情報資産の取扱いを

クラウドサービス上のみで行うことを原則とする。 

② クラウドサービスから端末にファイルをダウンロードする際は、情報資産の外

部持ち出しに基づく安全管理措置として、端末の安全性を事前に確認するととも

に、作業が終わり次第当該端末から情報資産をすみやかに消去しなければならな

い。 

 

⑸ SaaS 型パブリッククラウドサービスの学習用途、校務用途混在リスクへの対応 

① 教職員等は、強固なアクセス制御による対策を講じたシステム構成にてクラウ

ドサービスを利用している場合には、クラウドサービスを学習用途と校務用途で
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適切に使い分けるよう、共有先やダウンロード方法等の運用ルールについてあら

かじめ確認し、適切に運用しなければならない。 

② 教職員等は、ネットワーク分離による対策を講じたシステム構成の場合にてク

ラウドサービスを利用している場合には、クラウドサービスを学習用途と校務用

途で使い分けるよう、適切に運用しなければならない。 

 

９.４．約款による外部サービスの利用 

 

⑴ 約款による外部サービスの利用に係る規定の整備 

① システム管理者は、以下を含む約款による外部サービスの利用に関する規定を

整備しなければならない。また、当該サービスの利用において、機密性の高い情

報の取扱いには十分に留意するように規定しなければならない。 

    ア 約款によるサービスを利用してよい範囲 

    イ 業務により利用する約款による外部サービス 

    ウ 利用手続及び運用手順 

② システム管理者は、約款による外部サービスの利用に当たっては、約款におい

て以下の点が規定されていることを確認しなければならない。 

   ア 利用者が登録した情報が、利用者の同意なく無断使用（目的外利用、第三者

への提供等）されないこと 

   イ サービス事業者が業務上知り得た情報の守秘義務が守られること 

 

⑵ 約款による外部サービスの利用における対策の実施 

教職員等は、利用するサービスの約款、その他提供条件から、利用に当たっての

リスクが許容できることを確認した上で約款による外部サービスの利用を申請し、

適切な措置を講じた上で利用しなければならない。 

 

９.５．ソーシャルメディアサービスの利用 

 

⑴ システム管理者は、教育委員会又は学校が管理するアカウントでソーシャルメデ

ィアサービスを利用する場合、情報セキュリティ対策に関する次の事項を含めたソ

ーシャルメディアサービス運用手順を定めなければならない。 

① 教育委員会又は学校のアカウントによる情報発信が、実際の教育委員会又は学

校からのものであることを明らかにするために、教育委員会又は学校の自己管理

ウェブサイトに当該情報を掲載して参照可能とするとともに、当該アカウントの

自由記述欄等にアカウントの運用組織を明示する等の方法でなりすまし対策を行

うこと。 

② パスワードや認証のためのコード等の認証情報及びこれを記録した媒体（ＩＣ

カード等）等を適切に管理するなどの方法で、不正アクセス対策を行うこと 
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⑵ 重要性分類Ⅲ以上の情報はソーシャルメディアサービスで発信してはならない。 

 

⑶ 利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定めなければならない。 
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10．評価・見直し 

 

10.１．監査 

 

⑴ 実施方法 

ＣＩＳＯは、情報セキュリティ監査統括責任者を指名し、教育ネットワーク及び

教育情報システム等の情報資産における情報セキュリティ対策状況について、毎年

度及び必要に応じて監査を行わせなければならない。 

 

⑵ 監査を行う者の要件 

  ① 情報セキュリティ監査統括責任者は、監査を実施する場合には、被監査部門か

ら独立した者に対して、監査の実施を依頼しなければならない。 

② 監査を行う者は、監査及び情報セキュリティに関する専門知識を有する者でな

ければならない。 

 

⑶ 監査実施計画の立案及び実施への協力 

  ① 情報セキュリティ監査統括責任者は、監査を行うに当たって、監査実施計画を

立案し、教育情報セキュリティ委員会の承認を得なければならない。 

② 被監査部門は、監査の実施に協力しなければならない。 

 

⑷ 外部委託事業者に対する監査 

外部委託事業者に委託している場合、情報セキュリティ監査統括責任者は外部委

託事業者から下請けとして受託している事業者も含めて、教育情報セキュリティポ

リシーの遵守について監査を定期的に又は必要に応じて行わなければならない。 

 

⑸ 報告 

情報セキュリティ監査統括責任者は、監査結果を取りまとめ、教育情報セキュリ

ティ委員会に報告する。 

 

⑹ 保管 

情報セキュリティ監査統括責任者は、監査の実施を通して収集した監査証拠、監

査報告書の作成のための監査調書を、紛失等が発生しないように適切に保管しなけ

ればならない。 

 

⑺ 監査結果への対応 

ＣＩＳＯは、監査結果を踏まえ、指摘事項を所管する教育情報セキュリティ管理

者に対し、当該事項への対処を指示しなければならない。また、指摘事項を所管し

ていない教育情報セキュリティ管理者に対しても、同種の課題及び問題点がある可

能性が高い場合には、当該課題及び問題点の有無を確認させなければならない。 

203



- 55 - 

 

 

⑻ 情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直し等への活用 

教育情報セキュリティ委員会は、監査結果を情報セキュリティポリシー及び関係

規定等の見直し、その他情報セキュリティ対策の見直し時に活用しなければならな

い。 

 

10.２．自己点検 

 

⑴ 実施方法 

  ① 教育情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、所管するネットワーク及

び情報システムについて、毎年度及び必要に応じて自己点検を実施しなければな

らない。 

② 教育情報セキュリティ責任者は、教育情報セキュリティ管理者と連携して、所

管する部局における教育情報セキュリティポリシーに沿った情報セキュリティ対

策状況について、毎年度及び必要に応じて自己点検を行わなければならない。 

 

⑵ 報告 

統括教育情報セキュリティ責任者、教育情報セキュリティ責任者及びシステム管

理者は、自己点検結果と自己点検結果に基づく改善策を取りまとめ、教育情報セキ

ュリティ委員会に報告しなければならない。 

 

⑶ 自己点検結果の活用 

  ① 教職員等は、自己点検の結果に基づき、自己の権限の範囲内で改善を図らなけ

ればならない。 

  ② 教育情報セキュリティ委員会は、この点検結果を教育情報セキュリティポリシ

ー及び関係規程等の見直し、その他情報セキュリティ対策の見直し時に活用しな

ければならない。 

 

10.３．教育情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直し 

 

⑴ 教育情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並び

に情報セキュリティに関する状況の変化等をふまえ、教育情報セキュリティポリシ

ー及び関係規程等について毎年度及び重大な変化が発生した場合に評価を行い、必

要があると認めた場合、改善を行うものとする。 

 

 

附則 

１ この教育情報セキュリティポリシーは、令和８年４月１日から施行する。 
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【別表】教育情報セキュリティ委員名簿 

委員長 最高教育情報セキュリティ責任者（ＣＩＳＯ） 

副委員長 統括教育情報セキュリティ責任者 

委員 

教育庁総務課長 

教育施設課長 

学校企画課長 

学校教育課長 

教育連携推進課長 

教育ＤＸ推進室長 

特別支援教育課長 

保健体育課長 

社会教育課長 

人権同和教育課長 

文化財課長 

福利課長 

教育センター所長 

事務局 教育庁総務課 
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【参考】島根県教育委員会ＣＳＩＲＴ体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育情報セキュリティ委員会 

最高教育情報セキュリティ責任者（CISO） 

副教育長 

島根県教育委員会ＣＳＩＲＴ 

島根県教育委員会ＣＳＩＲＴ責任者 

統括教育情報セキュリティ責任者 

教育監、教育次長 

ＣＳＩＲＴ管理者 

教育庁総務課長 

ＣＳＩＲＴ管理者 

教育ＤＸ推進室長 

インシデントハンドラー インシデントハンドラー 

係員 係員 

ＣＩＯ補佐官 

外部委託事業者 

島根県 

ＣＳＩＲＴ 

協議 

助言 
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【参考】情報インシデント発生時の通報先 

発生機関 発生源 通報先 

本庁 

教育事務所 

埋蔵文化財調査センター 

教育機関 

標準ＰＣ、公用ＵＳＢ（※） 情報システム推進課 

教職員用端末 教育ＤＸ推進室 

標準ＰＣ、教職員用端末以外の端末 
教育庁総務課 

その他（ＵＳＢ、ＦＡＸ、紙等） 

県立学校 

標準ＰＣ、公用ＵＳＢ（※） 情報システム推進課 

教職員用端末 

教育ＤＸ推進室 標準ＰＣ、教職員用端末以外の端末 

その他（ＵＳＢ、ＦＡＸ、紙等） 

（※）公用ＵＳＢとは、情報システム推進課から貸し出されたものをいう。 

 

 

【参考】セキュリティ担当者等の報告先 

報告元 報告先 

本庁 

教育事務所 

埋蔵文化財調査センター 

教育機関 

教育庁総務課 

県立学校 教育ＤＸ推進室 
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【参考】島根県情報セキュリティポリシー（第１章 情報セキュリティ基本方針） 

 

１ 目 的 

この基本方針は、県が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するた

め、県が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的と

する。 

 

２ 定 義 

⑴ 情報資産 

情報及び情報システムをいう。 

⑵ 情報 

職務の遂行に伴って取り扱う全ての情報（紙及び電磁的記録媒体に記録されたもの、

会話等を含む）をいう。 

⑶ ネットワーク 

コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器（ハードウェア及び

ソフトウェア）をいう。 

⑷ 情報システム 

コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組

みをいう。 

⑸ 情報セキュリティ 

情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。 

⑹ 情報セキュリティポリシー 

情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。 

⑺ 機密性 

情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保

することをいう。 

⑻ 完全性 

情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。 

⑼ 可用性 

情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情

報にアクセスできる状態を確保することをいう。 

⑽ マイナンバー利用事務系 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に規

定された個人番号利用事務に関わる情報システムをいう。 

⑾ 行政系 

職員等が一般行政事務に使用することを目的とし、総合行政ネットワーク（以下、

「ＬＧＷＡＮ」という。）に接続された情報システムをいう（マイナンバー利用事務

系を除く。）。 

⑿ インターネット接続系 
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インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接

続された情報システムをいう。 

⒀ 通信経路の分割 

行政系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保

された通信だけを許可できるようにすることをいう。 

⒁ 無害化通信 

インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュー

タウイルス等の不正プログラムの付着がない等、安全が確保された通信をいう。 

⒂ 情報セキュリティインシデント 

単独もしくは一連の望まないあるいは予期しない情報セキュリティに関する事象

であって、業務の遂行を危うくする確率及び情報セキュリティを脅かす確率が高いも

のをいう。具体的にはサイバー攻撃、意図的な要因による情報漏えい、破壊、改ざん、

機器故障等の非意図的な要因による情報漏えい、破壊、改ざん等をいう。 

 

３ 対象とする脅威 

情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施

する。 

⑴ 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵

入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐

取、内部不正等 

⑵ 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発

の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査

機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因に

よる情報資産の漏えい・破壊・消去等 

⑶ 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等 

⑷ 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等 

⑸ 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等 

 

４ 対象機関 

情報セキュリティポリシーの対象となる機関（以下「実施機関」という。）は、知事

部局、企業局、病院局、議会事務局、各行政委員会及び警察本部（警察署を含む。）と

する。なお、知事部局及び企業局以外の機関については、知事が管理運用する情報資

産を利用する場合に限る。ただし、知事部局及び企業局以外の機関が知事が管理運用

する以外の情報資産を利用する場合に、この情報セキュリティポリシーを準用するこ

とは妨げない。 

 

５ 職員等の義務 

職員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当

たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければな
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らない。 

 

６ 情報セキュリティ対策 

上記３の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じ

る。 

⑴ 組織体制 

県の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立

する。 

⑵ 情報資産の分類と管理 

県の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基

づき情報セキュリティ対策を実施する。 

⑶ 情報システム全体の強靭性の向上 

情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、情報

システム全体に対し、次の三段階の対策を講じる。 

① マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできない

ようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等

により、重要情報の流出を防ぐ。 

② 行政系においては、行政系の情報システムと、インターネット接続系の情報シス

テムとの通信経路を分割する。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通

信を実施する。 

③ インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セ

キュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、県及び市町村の

インターネットとの通信を集約した上で、しまねセキュリティクラウドの導入等を

実施する。 

⑷ 物理的セキュリティ 

サーバ、情報システム室、通信回線及び職員等のパソコンやモバイル端末の管理に

ついて、物理的な対策を講じる。 

⑸ 人的セキュリティ 

情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育

及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。 

⑹ 技術的セキュリティ 

コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等

の技術的対策を講じる。 

⑺ 運用 

情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行

う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるもの

とする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正

に対応するため、緊急時対応計画を策定する。 

⑻ 業務委託と外部サービス（クラウドサービス）の利用 
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業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した

契約を締結し、委託事業者（再委託事業者等も含む）において必要なセキュリティ対

策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。 

外部サービス（クラウドサービス）を利用する場合には、利用にかかる規程を整備

し対策を講じる。 

ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの

運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用する

ソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。 

 

７ 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施 

情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情

報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。 

 

８ 情報セキュリティポリシーの見直し 

情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが

必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対

策が必要になった場合には、保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発

生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討したうえで、情報セキュリテ

ィポリシーを見直す。 

 

９ 情報セキュリティ対策基準の策定 

上記６、７及び８に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断

基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。 

 

10 情報セキュリティ実施手順の策定 

情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体

的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。 

なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより県の行政運営に重大な支

障を及ぼすおそれがあることから非公開とする 
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情報セキュリティポリシーの構成 

島根県情報セキュリティポリシーは、島根県（以下「県」という）が管理する情報資

産を適切に保護するため、県が行う情報セキュリティ対策について、総合的、体系的に

取りまとめたものである。 

情報セキュリティポリシーは、全ての県職員（常勤職員、会計年度任用職員、非常勤

職員及び臨時的任用職員)(以下、「職員等」という。）並びに業務委託事業者に浸透、

定着させるものであり、安定的な規範であることが要請される。 

しかしながら一方では、技術の進歩等に伴う情報セキュリティを取り巻く急速な状

況の変化へ柔軟に対応することも必要である。 

このようなことから、情報セキュリティポリシーを一定の普遍性を備えた部分（基本

方針）と情報資産を取り巻く状況の変化に依存する部分（セキュリティ基準）で構成す

る。 

「情報セキュリティ基本方針」・・・情報セキュリティ対策の基本的な方針 

「情報セキュリティ対策基準」・・・基本方針を実行に移すための全ての情報資産に

共通の情報セキュリティ対策の基準 

また、情報セキュリティポリシーに基づき、具体的な情報セキュリティ対策を実施す

るため情報セキュリティ実施手順を策定することとする。 

 

島根県の情報セキュリティ対策文書の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

【対策基準】 

島根県情報セキュリティポリシー 
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律 
個人情報の適切な

取扱い 

実 施 手 順 書 

情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティ対策を実施す

るための手法、手順を具体的に明記したマニュアル 

・情報システム運用管理要綱 

・情報システム利用規程   等 

情報セキュリティ 

対策の基本的な方針 

基本方針を実行に移すための全ての情報 

資産に共通の情報セキュリティ対策の基準 
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第１章 情報セキュリティ基本方針 
 

１ 目 的 

この基本方針は、県が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するた

め、県が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的と

する。 

 

２ 定 義 

⑴ 情報資産 

情報及び情報システムをいう。 

⑵ 情報 

職務の遂行に伴って取り扱う全ての情報（紙及び電磁的記録媒体に記録されたも

の、会話等を含む）をいう。 

⑶ ネットワーク 

コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器（ハードウェア及

びソフトウェア）をいう。 

⑷ 情報システム 

コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕

組みをいう。 

⑸ 情報セキュリティ 

情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。 

⑹ 情報セキュリティポリシー 

情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。 

⑺ 機密性 

情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確

保することをいう。 

⑻ 完全性 

情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。 

⑼ 可用性 

情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、

情報にアクセスできる状態を確保することをいう。 

⑽ マイナンバー利用事務系 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に

規定された個人番号利用事務に関わる情報システムをいう。 

⑾ 行政系 

職員等が一般行政事務に使用することを目的とし、総合行政ネットワーク（以下、

「ＬＧＷＡＮ」という。）に接続された情報システムをいう（マイナンバー利用事

務系を除く。）。 

⑿ インターネット接続系 

インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに
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接続された情報システムをいう。 

⒀ 通信経路の分割 

行政系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確

保された通信だけを許可できるようにすることをいう。 

⒁ 無害化通信 

インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュ

ータウイルス等の不正プログラムの付着がない等、安全が確保された通信をいう。 

⒂ 情報セキュリティインシデント 

単独もしくは一連の望まないあるいは予期しない情報セキュリティに関する事

象であって、業務の遂行を危うくする確率及び情報セキュリティを脅かす確率が高

いものをいう。具体的にはサイバー攻撃、意図的な要因による情報漏えい、破壊、

改ざん、機器故障等の非意図的な要因による情報漏えい、破壊、改ざん等をいう。 

 

３ 対象とする脅威 

情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施

する。 

⑴ 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の

侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報

の詐取、内部不正等 

⑵ 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開

発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外

部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図

的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等 

⑶ 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等 

⑷ 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等 

⑸ 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及

等 

 

４ 対象機関 

情報セキュリティポリシーの対象となる機関（以下「実施機関」という。）は、知

事部局、企業局、病院局、議会事務局、各行政委員会及び警察本部（警察署を含む。）

とする。なお、知事部局及び企業局以外の機関については、知事が管理運用する情報

資産を利用する場合に限る。ただし、知事部局及び企業局以外の機関が知事が管理運

用する以外の情報資産を利用する場合に、この情報セキュリティポリシーを準用する

ことは妨げない。 

 

５ 職員等の義務 

職員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当

たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければ

ならない。 
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６ 情報セキュリティ対策 

上記３の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じ

る。 

⑴ 組織体制 

県の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確

立する。 

 

⑵ 情報資産の分類と管理 

県の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に

基づき情報セキュリティ対策を実施する。 

 

⑶ 情報システム全体の強靭性の向上 

情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、情

報システム全体に対し、次の三段階の対策を講じる。 

① マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできな

いようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導

入等により、重要情報の流出を防ぐ。 

② 行政系においては、行政系の情報システムと、インターネット接続系の情報シ

ステムとの通信経路を分割する。なお、両システム間で通信する場合には、無害

化通信を実施する。 

③ インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報

セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、県及び市町

村のインターネットとの通信を集約した上で、しまねセキュリティクラウドの導

入等を実施する。 

 

⑷ 物理的セキュリティ 

サーバ、情報システム室、通信回線及び職員等のパソコンやモバイル端末の管理

について、物理的な対策を講じる。 

 

⑸ 人的セキュリティ 

情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教

育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。 

 

⑹ 技術的セキュリティ 

コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策

等の技術的対策を講じる。 

 

⑺ 運用 

情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を
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行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じる

ものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速か

つ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定する。 

 

⑻ 業務委託と外部サービス（クラウドサービス）の利用 

業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記し

た契約を締結し、委託事業者（再委託事業者等も含む）において必要なセキュリテ

ィ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。 

外部サービス（クラウドサービス）を利用する場合には、利用にかかる規程を整

備し対策を講じる。 

ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービス

の運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用

するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。 

 

７ 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施 

情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情

報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。 

 

８ 情報セキュリティポリシーの見直し 

情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが

必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに

対策が必要になった場合には、保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の

発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討したうえで、情報セキュリ

ティポリシーを見直す。 

 

９ 情報セキュリティ対策基準の策定 

上記６、７及び８に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断

基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。 

 

10 情報セキュリティ実施手順の策定 

情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体

的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。 

なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより県の行政運営に重大な支

障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。 
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第２章 情報セキュリティ対策基準 
 

１ 情報セキュリティの管理体制 

 

１．１．管理体制 

情報セキュリティポリシーに定める情報セキュリティ対策は、以下の管理体制によ

り、体系的に実施する。 

 

⑴ 最高情報セキュリティ責任者（CISO:Chief Information Security Officer、以

下「ＣＩＳＯ」という。） 

① 県の情報セキュリティを統括する最高責任者として、ＣＩＳＯを置く。 

② ＣＩＳＯは、副知事をもって充てる。 

③ ＣＩＳＯは、情報セキュリティ委員会を招集し、主宰する。 

④ ＣＩＳＯは、情報セキュリティの実施状況及び情報セキュリティ委員会の活動

状況等について、必要に応じて知事に報告する。 

⑤ ＣＩＳＯは、情報セキュリティに係るリスク管理上の初動対応を迅速かつ機動

的に進める場合など必要と認める時は、統括情報セキュリティ責任者にその任を

代行させることができる。 

 

⑵ 統括情報セキュリティ責任者 

① ＣＩＳＯを補佐する者として、統括情報セキュリティ責任者を置く。 

② 統括情報セキュリティ責任者は、総務部長をもって充てる。 

③ 統括情報セキュリティ責任者は、ＣＩＳＯが不在の場合及び前項⑤に基づきＣ

ＩＳＯの代行を命じられた場合に、その任にあたる。 

④ 統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ関係規程に係る課題及び問

題点を含む運用状況を適時に把握し、必要に応じてＣＩＳＯにその内容を報告し

なければならない。 

 

⑶ 情報セキュリティ委員会 

① 情報セキュリティ対策を推進し、適正な運用及び管理を総合的に審議するた

め、情報セキュリティ委員会を置く。 

② 情報セキュリティ委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

③ 情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティポリシーについて必要に応じて

検討・見直しを行う。 

④ 情報セキュリティ委員会は、全庁共通の情報セキュリティ実施手順書を作成す

る。 

⑤ 情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティに関する統一的な窓口の機能を

有し、情報の安全性を侵害する重大な事故が発生した場合は、その対応策を検討

する。 
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⑷ 島根県ＣＳＩＲＴ（シーサート） 

① 情報セキュリティに係るリスク管理上の初動対応を迅速かつ機動的に進める

ため、ＣＩＳＯ及び統括情報セキュリティ責任者の指揮のもと、島根県ＣＳＩＲ

Ｔを置く。 

② 島根県ＣＳＩＲＴの構成員は、統括情報セキュリティ責任者が情報セキュリテ

ィ委員、総務部情報システム推進課職員及び委託事業者等の中から指名する。 

  なお、ＣＳＩＲＴの責任者を置き、ＣＳＩＲＴ内の業務統括、外部との連携等

を行う職員などを定めることとし、体制図のとおりとする。 

③ 島根県ＣＳＩＲＴは、初動対応を迅速かつ機動的に遂行するために必要となる

権限をＣＩＳＯ及び統括情報セキュリティ責任者から付与されるものとし、情報

セキュリティインシデントが発生した場合は、事故対応の状況を確認し、必要に

応じてシステム管理者及び関係する所属を始め全ての実施機関に対し、指示・指

導・助言を行うことができる。 

④ 島根県ＣＳＩＲＴは、ＣＩＳＯによる情報セキュリティ戦略の意思決定が行わ

れた際には、その内容を関係部局等へ提供する。 

⑤ 島根県ＣＳＩＲＴは、情報セキュリティインシデントを認知した場合には、Ｃ

ＩＳＯ、総務省等へ報告するとともに、その重要度や影響範囲等を勘案し、報道

機関への通知・公表対応を行う。 

⑥ 全ての実施機関は、島根県ＣＳＩＲＴの指示・指導・助言を受けた時は、速や

かに対処しなければならない。 

⑦ 島根県ＣＳＩＲＴは、情報セキュリティに関して、関係機関や他の地方公共団

体の情報セキュリティに関する統一的な窓口の機能を有する部署、委託事業者等

との情報共有を行う。 

 

⑸ 情報セキュリティ推進班 

① 情報セキュリティ委員会を補佐し、情報セキュリティ対策を効果的に進めるた

め、情報セキュリティ推進班を置くことができる。 

② 情報セキュリティ推進班の構成員は、情報セキュリティ委員が所属の課長補佐

級以上の職員を指名する。 

③ 情報セキュリティに関する情報収集及び関係する所属への情報の周知を行う。 

④ 情報セキュリティ推進班に、必要に応じて特定のテーマごとに専門部会を置く

ことができる。 

⑤ 専門部会の構成及び運営に関し必要な事項は、情報セキュリティ推進班で定め

る。 

 

⑹ 情報セキュリティ委員会事務局 

① 情報セキュリティ委員会及び情報セキュリティ推進班の運営に関する事務は、

総務部情報システム推進課が所掌する。 

② 情報システム推進課長は、情報セキュリティ推進班を招集し、主宰する。 

 

 

221



- 8 - 

 

⑺ システム管理者 

① 各情報システムにおいて、この基準に基づき情報セキュリティ対策を実施し、

安定的な運用を図るため、システム管理者を置く。 

② システム管理者は、各情報システムの運用管理を行う所属の長をもって充て

る。 

③ システム管理者は、所管する情報システムにおける開発、設定の変更、運用、

更新等を行う権限及び責任を有する。 

④ システム管理者は、所管する情報システムにおける情報セキュリティに関する

権限及び責任を有する。 

⑤ 新たな情報システムを開発する場合は、開発を担当する所属の長をシステム 

管理者とする。 

⑥ システム管理者は、情報セキュリティ対策を実施し、安定的な運用を図るため 

必要と認める時は、その任を代行させる者を指定することができる。 

 

⑻ ネットワーク管理者 

システム管理者のうち、もっぱらネットワークの適正な運用管理を行うため、ネッ

トワーク管理者を置く。 

 

⑼ 運用（開発）担当者 

① システム管理者を補助し、情報システムの適切な利用を推進するため、各情報

システムに運用（開発）担当者を置く。 

② 運用（開発）担当者は、システム管理者が指定する者をもって充てる。 

③ システム管理者は、毎年度、運用（開発）担当者の職指名を情報システム推進

課長に報告するものとする。年度途中において運用（開発）担当者を変更した場

合も同様とする。 

 

⑽ 所属長 

① 所属で保有する情報資産（システム管理者が管理するものを除く）を管理し、

情報セキュリティ委員会及びシステム管理者が定める実施手順書に基づき、情報

セキュリティ対策の適切な運用を図る。 

② 所属内で情報セキュリティに関する研修及び啓発を定期的に行う。 

 

⑾ セキュリティ担当者 

① 所属長を補助し、情報資産の適切な利用を推進するため、所属にセキュリティ

担当者を置く。 

② セキュリティ担当者は、総括担当の課長補佐又は所属長が指定する者（地方機

関にあっては、所属長が適当と認める課長等）をもって充てる。 

③ 所属長は、毎年度、セキュリティ担当者の職指名を情報システム推進課長に報

告するものとする。年度途中においてセキュリティ担当者を変更した場合も同様

とする。 
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④ セキュリティ担当者は、情報セキュリティ対策に関する次の各号に掲げる業務

を行う。 

(ｱ) コンピュータウイルス対策の徹底 

(ｲ) ＩＤ、パスワード及び情報システムの設定情報の適切な運用の徹底 

⑤ セキュリティ担当者は、必要に応じて所属の職員に前項に掲げる業務の遂行を

補助させることができる。 

 

⑿ 職員等 

所属長及びシステム管理者の指示に従い、情報資産を適切に取り扱う。 

 

１．２．兼務の禁止 

⑴ 情報セキュリティ対策の実施において、止むを得ない場合を除き、承認又は許可

の申請を行う者とその承認者又は許可者は、同じ者が兼務してはならない。 

⑵ 情報セキュリティ監査の実施において、止むを得ない場合を除き、監査を受ける

者とその監査を実施する者は、同じ者が兼務してはならない。 

 

 

別表 情報セキュリティ委員名簿 

委員長  最高情報セキュリティ責任者（ＣＩＳＯ） 

委員長代理  統括情報セキュリティ責任者 

委員 政策企画局 政策企画監、広聴広報課長 

総務部 

 

総務課長、人事課長、税務課長、管財課長、総務事務

センター長、情報システム推進課長 

防災部 消防総務課長 

地域振興部 地域政策課長、デジタル戦略室長、市町村課長 

環境生活部 環境生活総務課長 

健康福祉部 健康福祉総務課長 

農林水産部 農林水産総務課長 

商工労働部 商工政策課長 

土木部 土木総務課長 

出納局 会計課長 

企業局 総務課長 

病院局 県立病院課長 

県議会事務局 総務課長 

教育委員会事務局 総務課長、教育連携推進課長 

人事委員会事務局 企画課長 

監査委員事務局 監査第一課長 

労働委員会事務局 審査調整課長 

警察本部 情報管理課長 
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参考 島根県 CSIRT 体制図 
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２ 情報の分類と管理 

 

２．１．情報の分類 

本県における情報は重要性に基づき次のとおり分類する。 

⑴ 重要情報 

① 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）に規定する個人情報及

び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成 25 年法律第 27 号）に規定する特定個人情報 

② 島根県情報公開条例（平成 12 年島根県条例第 52 号）に規定する非公開情報 

③ 所属長、システム管理者及びネットワーク管理者が①又は②と同等の取扱いが

必要と認めた情報 

なお、重要情報を必要に応じて次のとおり区分する。 

〇自治体機密性３Ａ 

「行政文書の管理に関するガイドライン」（平成２３年４月１日内閣総理大

臣決定）に定める秘密文書に相当する情報 

〇自治体機密性３Ｂ 

漏えい等が生じた際に、個人の権利利益の侵害の度合いが大きく、事務又は

業務の規模や性質上、取扱いに非常に留意すべき情報 

〇自治体機密性３Ｃ 

自治体機密性３Ｂ以上に相当する機密性は要しないが、基本的に公表するこ

とを前提としていないもので、業務の規模や性質上、取扱いに留意すべき情

報 

〇自治体機密性２ 

自治体機密性３Ｃ以上に相当する機密性は要しないが、直ちに一般に公表す

ることを前提としていない情報 

⑵ 一般情報 

重要情報以外の全ての情報 

なお、必要に応じて自治体機密性１と区分する。 

 

２．２．情報の管理基準 

所属長及びシステム管理者は、アクセス制御等により情報を管理・保護する対策を

講じるとともに、職員等、運用（開発）担当者及び業務委託事業者等に適切に取り扱

うよう指示する。 

 

２．３．情報の分類の表示 

 

職員等は、重要情報について、ファイル（ファイル名等）、格納する電磁的記録媒

体のラベル、文書の隅等に、分類を表示し、必要に応じて取扱制限について明示する。 

 

２．４．情報の作成 
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⑴ 職員等は、業務上必要のない情報を作成してはならない。 

⑵ 情報を作成する者は、情報の作成時に情報の分類に応じ当該情報を区分し、適切

に管理する。 

⑶ 情報が複製または伝送された場合には、複製等された情報を情報の分類に応じ当

該情報を区分し、適切に管理する。 

⑷ 情報を作成する者は、作成途上の情報についても、紛失や流出等を防止する。ま

た、情報の作成途上で不要になった場合は、当該情報を消去する。 

 

２．５．情報の入手 

⑴ 職員等は、他の職員が作成した情報を入手したときは、作成者が定めた情報の分

類により当該情報を取り扱う。 

⑵ 職員等は、県機関以外の者が作成した情報を入手したときは、情報の分類に応じ

当該情報を区分し、適切に管理する。 

⑶ 情報を入手した職員等は、入手した情報の分類が不明な場合又は区分することが

困難な場合は、所属長又はシステム管理者に報告し、指示に従う。 

 

２．６．情報の利用 

⑴ 職員等は、業務以外の目的に情報資産を利用してはならない。 

⑵ 情報を利用する職員等は、情報の分類に応じ、適切に取り扱う。 

 

２．７．情報の保管 

所属長及びシステム管理者は、情報資産の分類及び保存期間に応じ、当該情報資産

を適切に保管する。 

 

２．８．情報の伝送・送付 

⑴ 職員等は、重要情報を電子メール及びＦＡＸ等の通信手段を利用して送信しては

ならない。やむを得ず送信する必要がある場合は、所属長の許可を得た上でパスワ

ード等による暗号化などの適切な措置を講ずる。 

⑵ 職員等は、重要情報が記録又は記載された記録媒体及び文書を郵送等の手段によ

り送付する場合は、所属長の許可を得た上で適切な措置を講ずる。 

 

２．９．情報の搬送 

職員等は、車両等の手段を利用して情報を搬送する場合は、情報の分類に応じ、情

報の不正利用を防止するためのパスワード等による暗号化などの措置を講ずる。 

 

２．10．情報の提供・公開 

⑴ 職員等は、県機関以外の者に重要情報を提供する場合は、契約書等により提供先

に適切な管理を保証させる。 

⑵ 職員等は、県機関以外の者に重要情報を提供する場合は、所属長の許可を得る。 

⑶ 所属長及びシステム管理者は、住民に公開する情報については完全性を確保す
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る。 

 

２．11．情報の消去・廃棄 

⑴ 職員等は、不要となった情報は確実に消去する。 

⑵ 職員等は、情報が記録された電磁的記録媒体を廃棄やリース返却等する場合は、

所属長の許可を得た上で、記録されている情報の重要性に応じ、記録された情報が

復元されないよう適切な措置を講ずる。その際に、行った処理について、日時、担

当者及び処理内容を記録する。 

なお、重要情報のうち、特定個人情報を含むものは、情報を復元できないように

措置を講じた上で廃棄する。 

⑶ 職員等は、重要情報が記載された書類を廃棄するときは、シュレッダー等により

裁断する。 
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３ 情報システム全体の強靭性の向上 

 

⑴ マイナンバー利用事務系 

① マイナンバー利用事務系と他のネットワークとの分離 

マイナンバー利用事務系と他のネットワークを通信できないようにしなけれ

ばならない。マイナンバー利用事務ネットワークと外部との通信をする必要があ

る場合は、通信経路等を限定しなければならない。また、その外部接続先につい

てもインターネット等と接続してはならない。ただし、国等の公的機関が構築し

たシステム等、十分に安全性が確保された外部接続先については、この限りでは

なく、ＬＧＷＡＮを経由して、インターネット等とマイナンバー利用事務系との

双方向通信でのデータの移送は可能とする。 

② 情報のアクセス及び持ち出しにおける対策 

(ｱ) 情報のアクセス対策 

情報システムが正規の利用者かどうかを判断する認証手段のうち、二つ以上

を併用する多要素認証を利用しなければならない。また、原則、業務毎に専用

端末を設置する。 

(ｲ) 情報の持ち出し不可設定 

原則として、ＵＳＢメモリ等の電磁的記録媒体による端末からの情報持ち出

しができないように設定しなければならない。 

 

⑵ 行政系 

① 行政系とインターネット接続系の分割 

行政系とインターネット接続系は両環境間の通信環境を分離した上で、必要な

通信だけを許可できるようにしなければならない。なお、メールやデータを行政

系ネットワークに取り込む場合は、次の方法等により、無害化通信を図らなけれ

ばならない。 

(ｱ) インターネット環境で受信したインターネットメールの本文のみを行政系

に転送するメールテキスト化方式 

(ｲ) インターネット接続系の端末から、行政ネットワークの端末へ画面を転送

する方式 

(ｳ) 危険因子をファイルから除去し、又は危険因子がファイルに含まれていな

いことを確認し、インターネット接続系から取り込む方式 

 

⑶ インターネット接続系 

① インターネット接続系においては、通信パケットの監視、ふるまい検知等の不

正通信の監視機能の強化により、情報セキュリティインシデントの早期発見と対

処及びＬＧＷＡＮへの不適切なアクセス等の監視等の情報セキュリティ対策を

講じなければならない。 

② 県及び市町村のインターネットとの通信を集約するしまねセキュリティクラ

ウドに参加するとともに、総務省等と連携しながら、情報セキュリティ対策を推
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進しなければならない。 

 

４ 物理的セキュリティ 

 

所属長及びシステム管理者は、所管する情報システム機器等について以下の管理策

を実施しなければならない。 

 

４．１．サーバ等の管理 

⑴ 機器等の管理 

所属長及びシステム管理者は、所属又はそれぞれのシステムで管理する機器及び

ソフトウェアの台帳等を作成し、作動要件、使用許諾契約内容、ライセンス証書等

を適切に管理する。 

 

⑵ 機器の取付け 

システム管理者は、サーバ等の機器の取付けを行う場合、火災、水害、埃、振動、

温度、湿度等の影響を可能な限り排除した場所に設置し、容易に取り外せないよう

適正に固定する等、必要な措置を講じ、定期的に当該機器の設置状況を確認する。 

 

⑶ サーバの冗長化 

① システム管理者は、重要情報を格納しているサーバ等を冗長化し、同一データ

を保持するよう努める。 

② システム管理者は、サーバに障害が発生した場合には、情報システムの運用停

止時間を最小限にするよう努める。 

 

⑷ 機器の電源 

① システム管理者は、サーバ等の機器の電源について、停電等による電源供給の

停止に備え、当該機器が適正に停止するまでの間に十分な電力を供給する容量の

予備電源等を備え付ける。 

② システム管理者は、落雷等による過電流に対して、サーバ等の機器を保護する

ための措置を講じる。 

 

⑸ 通信ケーブル等の配線 

① システム管理者は、施設管理部門と連携し、通信ケーブル及び電源ケーブルの

損傷等を防止するために、配線収納管を使用する等必要な措置を講じる。 

② システム管理者は、主要な箇所の通信ケーブル及び電源ケーブルについて、施

設管理部門から損傷等の報告があった場合、連携して対応する。 

③ システム管理者は、ネットワークの接続口を関係者以外が容易に接続できない

場所に設置する等適正に管理する。 

④ システム管理者は、自ら又は運用（開発）担当者及び契約により操作を認めら

れた委託事業者以外の者が配線を変更、追加できないように必要な措置を講じ
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る。 

 

⑹ 機器の保守及び修理 

① システム管理者は、サーバ等の機器に対し必要に応じて保守を実施する。 

② システム管理者は、電磁的記録媒体を内蔵する機器を委託事業者に修理させる

場合、内容を消去した状態で行わせる。内容を消去できない場合、システム管理

者は、修理を委託する事業者と守秘義務契約を締結するほか、秘密保持体制の確

認等を行う。 

 

⑺ 庁外への機器の設置 

システム管理者は、庁外にサーバ等の機器を設置する場合、定期的に当該機器へ

の情報セキュリティ対策状況について確認する。 

 

⑻ 機器の廃棄等 

システム管理者は、機器を廃棄、リース返却等をする場合、機器内部の記憶装置

から、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にする措置を講じる。 

 

４．２．施設の管理 

⑴ 各事務室の管理 

所属長は、事務室においては島根県庁舎等管理規則（昭和 52 年島根県規則第 20

号）及び関係規定による定めのほか、以下の管理策を実施する。 

① 事務室において所属の職員等以外の者が立ち入ることのできる範囲を明確に

する。 

② セキュリティの重要度により事務室内を区分する必要がある場合は、それぞれ

の区分の範囲及び立ち入ることができる職員等を明確にする。 

③ 職員等が不在となる場合は、事務室を施錠する。 

 

⑵ 管理区域の構造等 

① 管理区域とは、ネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当

該機器等の管理及び運用を行うための部屋（以下「情報システム室」という。）

や電磁的記録媒体の保管庫をいい、場所は庁舎内外を問わない。 

② システム管理者は、管理区域の担当者を決め、実施体制と管理責任を明確化す

る。 

③ システム管理者は、管理区域の存在を示す案内板や標識等は設置しない。 

④ システム管理者は、管理区域に鍵、監視機能又は警報装置等を設置して、外部 

から容易に侵入できないようにする。また、管理区域を囲む外壁等の床下開口部 

を塞ぐように努める。 

⑤ システム管理者は、情報システムの安定稼働のために空調設備を導入する。 

⑥ システム管理者は、管理区域内の情報システムに停電、火災及び自然災害等に

よる被害発生を防止するための措置を講じる 
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⑦ システム管理者は、管理区域に配置する消火薬剤や消防用設備等が、機器及び

電磁的記録媒体等に影響を与えないようにする。 

 

 

⑶ 管理区域の入退室管理等 

① システム管理者は、管理区域への入退室は許可された者のみに制限し、生体認

証や入退室管理簿、ＩＣカードの記載による入退室管理を行い、定期的に認証内

容を確認する。 

② 職員等及び委託事業者は、管理区域に入室する場合、身分証明書等を携帯し、

求めにより提示する。 

③ システム管理者は、外部からの訪問者が管理区域に入る場合には、必要に応じ

て立ち入り区域を制限した上で、管理区域への入退室を許可された職員等が付き

添うものとし、外見上職員等と区別できる措置を講じる。 

④ システム管理者は、管理区域に入室する者について、当該情報システムに関連

しない、または個人所有であるコンピュータ、モバイル端末、通信回線装置、電

磁的記録媒体及び一般通念上危険物と認められる物を持ち込ませないようにす

る。 

⑤ 職員等は、管理区域内で撮影、録音、喫煙、飲食を行ってはならない。 

 

⑷ 機器等の搬入出 

① システム管理者は、搬入する機器等が、既存の情報システムに与える影響につ

いて、あらかじめ確認する。  

② システム管理者は、情報システム室の機器等の搬入出について、職員あるいは

委託事業者を立ち会わせる。 

 

４．３．通信回線及び通信回線装置の管理 

⑴ システム管理者は、庁内の通信回線及び通信回線装置を、適正に管理する。また、

通信回線及び通信回線装置に関連する文書を適正に保管する。 

⑵ システム管理者は、情報システムのセキュリティ要件として策定した情報システ

ムのネットワーク構成に関する要件内容に従い、通信回線装置に対して適切なセキ

ュリティ対策を実施する。 

⑶ システム管理者は、外部へのネットワーク接続を必要最低限に限定する。 

⑷ システム管理者は、情報システムに通信回線を接続する場合、必要なセキュリテ

ィ水準を検討の上、適正な回線を選択する。また、必要に応じ、送受信される情報

の暗号化を行う。 

⑸ システム管理者は、ネットワークに使用する回線について、伝送途上に情報が破

壊、盗聴、改ざん、消去等が生じないように、不正な通信の有無を監視する等の十

分なセキュリティ対策を実施する。 

⑹ システム管理者は、通信回線装置が動作するために必要なソフトウェアに関する

事項を含む実施手順を定める。また、必要なソフトウェアの状態等を調査し、認識
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した脆弱性等について対策を講じる。 

⑺ システム管理者は、情報システムが接続される通信回線について、継続的な運用

を可能とする回線を選択し、必要に応じて回線を冗長構成にする等の措置を講じ

る。 

４．４．職員等の利用する端末や電磁的記録媒体等の管理 

⑴ 所属長は、各端末等の管理規程により適切に管理する。執務室内では、盗難防止

のため、執務室の施錠、ワイヤーによる固定、使用時以外の施錠管理等の物理的措

置を講じる。電磁的記録媒体については、情報が保存される必要がなくなった時点

で速やかに記録した情報を消去する。 

⑵ システム管理者は、情報システムへのログインに際し、パスワード、スマートカ

ード、あるいは生体認証等の認証情報の入力を必要とするように設定する。 

⑶ システム管理者は、端末の電源起動時のパスワード等の併用を検討する。 

⑷ システム管理者は、マイナンバー利用事務系では「知識」、「所持」、「存在」

を利用する認証手段のうち二つ以上を併用する多要素認証を行うよう設定する。 

⑸ システム管理者は、パソコンやモバイル端末等にセキュリティチップが搭載され

ている場合、その機能を有効に活用する。同様に、電磁的記録媒体についてもデー

タ暗号化機能を備える場合には有効に使用する。 

⑹ システム管理者は、モバイル端末の庁外での業務利用の際は、上記対策に加え、

必要に応じて遠隔消去機能等の措置を講じる。 

 ⑺ システム管理者は、端末に搭載された OS のポリシー設定等により、端末を 

異なるネットワークに接続できないよう技術的に制限する。 
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５ 人的セキュリティ 

 

職員等は、情報セキュリティに関する適正な行動がとれるよう、以下のとおり対応

しなければならない。 

 

５．１．職員等の遵守事項 

⑴ 職員等の遵守事項 

① 情報セキュリティポリシー等の遵守 

職員等は、情報セキュリティポリシー及び実施手順を遵守する。また、情報セ

キュリティ対策について不明な点、遵守することが困難な点等がある場合は、速

やかに所属長又はセキュリティ担当者に相談し、指示を仰がなければならない。 

② 業務以外の目的での使用等の禁止 

職員等は、業務以外の目的で情報資産の外部への持ち出し、情報システムへの

アクセス、電子メールアドレスの使用及びインターネットへのアクセスを行って

はならない。 

③ モバイル端末や電磁的記録媒体等の持ち出し及び外部における情報処理作業

の制限 

(ｱ) 所属長は、重要情報を外部で処理する場合における安全管理措置を定める。 

(ｲ) 職員等は、モバイル端末、電磁的記録媒体、情報資産及びソフトウェアを

外部に持ち出してはならない。ただし、所属長の許可を得た場合を除く。 

(ｳ) 職員等は、外部で情報処理業務を行う場合には、所属長の許可を得る。所

属長は、端末等の持ち出し及び持ち込みについて、記録を作成する。なお、外

部における情報処理業務は、情報セキュリティへの脅威が増すので、業務遂行に

あたり、本ポリシーや実施手順書、実施要領等の規定を遵守し、関係機関の示す

ガイドラインを参考に、細心の注意を払って行わなければならない。 

④ 支給以外のパソコン、モバイル端末及び電磁的記録媒体等の使用禁止 

(ｱ) 職員等は、休暇連絡等別に定める軽易な事務を除き、支給以外のパソコン、

モバイル端末及び電磁的記録媒体等を原則業務に利用してはならない。ただ

し、支給以外の端末の業務利用の可否判断をＣＩＳＯが行った後に、業務上必

要な場合は、統括情報セキュリティ責任者の定める手順に従い、所属長の許可

を得て利用することができる。 

(ｲ) 職員等は、(ｱ)に従って支給以外のパソコン、モバイル端末及び電磁的記録

媒体等を用いる場合には、外部で情報処理作業を行う場合にも安全管理措置に

関する規定を遵守する。 

⑤ セキュリティ設定変更及び機器構成の変更の禁止 

(ｱ) 職員等は、セキュリティ機能の設定をシステム管理者の許可なく変更して

はならない。 

(ｲ) パソコンやモバイル端末において、不正プログラム対策ソフトウェアが導

入されている場合は、当該ソフトウェアの設定を変更してはならない。 

(ｳ) 職員等は、パソコンやモバイル端末に対し機器の改造及び増設・交換を行
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ってはならない。ただし、業務上必要がある場合には、システム管理者の許可

を得る。 

⑥ 業務外ネットワークへの接続の禁止 

職員等は、パソコンやモバイル端末を、有線・無線を問わず、その端末を接続

して利用するようシステム管理者によって定められたネットワークと異なるネ

ットワークに接続してはならない。 

⑦ 机上の端末等の管理 

職員等は、パソコン、モバイル端末、電磁的記録媒体及び情報が印刷された文

書等について、第三者に使用されること又は情報セキュリティ管理者の許可なく

情報を閲覧されることがないように、離席時のパソコン、モバイル端末のロック

や電磁的記録媒体、文書等の容易に閲覧されない場所への保管等、適正な措置を

講じる。 

⑧ 無許可ソフトウェアの導入等の禁止 

(ｱ) 職員等は、パソコンやモバイル端末に無断でソフトウェアを導入してはな

らない。 

(ｲ) 職員等は、業務上の必要がある場合は、システム管理者の許可を得て、ソ

フトウェアを導入することができる。なお、導入する際は、ソフトウェアのラ

イセンスを適切に管理する。 

(ｳ) 職員等は、不正にコピーしたソフトウェアを利用してはならない。 

⑨ 電子メール及びＦＡＸの利用 

(ｱ) 職員等は、電子メール又はＦＡＸにより情報を送信する前に、宛先設定及

び内容が適正かどうかを再確認する。 

(ｲ) 職員等は、不審なメールを受信したときは、開かずに直ちに削除する。 

⑩ 電子メールの利用制限 

(ｱ) 職員等は、自動転送機能を用いて、電子メールを転送してはならない。 

(ｲ) 職員等は、業務上必要のない送信先に電子メールを送信してはならない。 

(ｳ) 職員等は、複数人に電子メールを送信する場合、必要がある場合を除き、

他の送信先の電子メールアドレスが分からないようにする。 

(ｴ) 職員等は、重要情報を送信する場合等必要に応じて、パスワード等による

添付ファイルの暗号化等、セキュリティを考慮する。 

(ｵ) 職員等は、電子メールを誤送信した場合、所属長に報告しなければならな

い。 

(ｶ) 職員等は、プロバイダーが提供するサービスである電子メールやオンライ

ンストレージサービス等をネットワーク管理者の許可なく使用してはならな

い。 

⑪ 不正プログラム対策 

(ｱ) 行政系に外部からデータを取り入れる場合には、原則として無害化処理を

行う。 

(ｲ) 差出人が不明又は不自然に添付されたファイルを受信した場合は、速やか

に削除する。 
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(ｳ) システム管理者が提供するウイルス情報を、常に確認しなければならない。 

(ｴ) インターネットに接続していないシステムにおいて、電磁的記録媒体を使

う場合、コンピュータウイルス等の感染を防止するために、県が管理している

媒体以外を利用してはならない。 

(ｵ) コンピュータウイルス等の不正プログラムに感染した場合又は感染が疑わ

れる場合は、システム管理者が定める手順により適切に対応する。 

(ｶ) 外部からデータ又はソフトウェアを取り入れる場合には、必ず不正プログ

ラム対策ソフトウェアによるチェックを行わなければならない。 

(ｷ) パソコンやモバイル端末に対して、不正プログラム対策ソフトウェアによ

るフルチェックを定期的に実施しなければならない。 

(ｸ) 添付ファイルが付いた電子メールを送受信する場合は、不正プログラム対

策ソフトウェアでチェックを行わなければならない。 

⑫ 文書の管理 

職員等は、文書の管理について島根県公文書等の管理に関する条例（平成 23

年島根県条例第３号）及び関係規定による定めのほか、以下の事項を実施する。 

(ｱ) 重要情報が記載された文書の取扱いについては、所属長の指示により適切

に管理する。 

(ｲ) 実施手順書等の情報セキュリティに関する文書は、公開する範囲を明確に

する。 

(ｳ) 複合機、コピー機、ＦＡＸ、プリンタ等には、入出力した文書を放置して

はならない。 

⑬ 名札等 

(ｱ) 職員等は、名札を着用し、所属を明らかにする。 

(ｲ) 職員等は、電話や立ち話及び会議の発言について、盗み聞きを防止するよ

う配慮する。 

⑭ 退職時等の遵守事項 

職員等は、異動、退職等により業務を離れる場合には、利用していた情報資産

を、返却しなければならない。また、その後も業務上知り得た情報を漏らしては

ならない。 

 

⑵ 情報セキュリティポリシー等の掲示 

統括情報セキュリティ責任者は、職員等が常に情報セキュリティポリシー及び実

施手順を閲覧できるようにする。 

 

⑶ 委託事業者に対する説明 

① 所属長及びシステム管理者は、情報システムの開発・保守等を事業者に発注す

る場合、委託事業者から再委託を受ける事業者も含めて、情報セキュリティポリ

シー等のうち委託事業者が守るべき内容の遵守及びその機密事項を契約により

明確化する。 

② 所属長及びシステム管理者は、契約により委託事業者（再委託事業者を含む）
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が行う情報セキュリティ対策の実施状況を管理する。 

 

５．２．研修・訓練 

⑴ 情報セキュリティに関する研修・訓練 

情報セキュリティ委員会は、定期的に情報セキュリティに関する研修・訓練を実

施しなければならない。 

 

⑵ 研修計画の策定及び実施 

① 情報セキュリティ委員会は、全ての職員等に対する情報セキュリティに関する

研修計画の策定とその実施体制の構築を定期的に行う。 

② 研修計画において、職員等は定期的に情報セキュリティ研修を受講できるよう

にする。 

③ 所属長は、所属の職員等に対して、情報セキュリティに関する研修を毎年度実

施する。 

④ システム管理者は、所管する情報システムの運用（開発）担当者、一般利用者

及び委託事業者に対して、情報セキュリティに関する研修を実施する。 

⑤ 所属長は、会計年度任用職員等に対し、採用時に情報セキュリティポリシー及

び実施手順書に定めている事項を理解させる。また、必要に応じて情報セキュリ

ティポリシー及び実施手順書に定めている事項を遵守する旨の同意書を提出さ

せる。 

⑥ 所属長は、研修の実施状況を記録し、統括情報セキュリティ責任者に報告しな

ければならない。 

⑦ 統括情報セキュリティ責任者は、研修の実施状況を分析、評価し、ＣＩＳＯに

情報セキュリティ対策に関する教育の実施状況について報告しなければならな

い。 

 

⑶ 緊急時対応計画の策定及び訓練 

システム管理者は、緊急時対応計画を策定し、緊急時を想定した対応訓練を定期

的に実施する。緊急時対応計画は必要に応じて見直す。 

 

⑷ 研修・訓練への参加 

全ての職員等は、定められた研修・訓練に参加する。 
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５．３．情報セキュリティインシデントの報告 

⑴ 情報セキュリティインシデントの報告 

① 職員等は、情報セキュリティインシデントに関して認知あるいは通報を受けた

場合、速やかに所属長、セキュリティ担当者及びシステム管理者に報告する。 

② 前号により報告を受けた所属長及びシステム管理者は、島根県ＣＳＩＲＴに概

要を報告する。 

③ 情報セキュリティインシデントにより、個人情報・特定個人情報の漏えい等が

発生した場合、必要に応じて個人情報保護委員会へ報告する。 

 

⑵ 窓口の設置等 

住民等の外部の者が利用する情報システムのシステム管理者は、情報セキュリテ

ィに関する事故及び情報システムの欠陥について外部から報告を受けるための窓

口を設置し、当該窓口への通信手段を公表する。 

 

⑶ 情報セキュリティインシデント原因の究明・記録、再発防止等 

① 島根県ＣＳＩＲＴは、報告された情報セキュリティインシデントの可能性につ

いて状況を確認し、情報セキュリティインシデントであるかの評価を行う。 

② 島根県ＣＳＩＲＴは、情報セキュリティインシデントであると評価した場合、

ＣＩＳＯに速やかに報告する。 

③ 島根県ＣＳＩＲＴは、情報セキュリティインシデントに関係するシステム管理

者等に対し、被害の拡大防止等を図るための応急措置の実施及び復旧に係る指示

を行う。また、島根県ＣＳＩＲＴは、同様の情報セキュリティインシデントが別

の情報システムにおいても発生している可能性を検討し、必要に応じて当該情報

システムを所管するシステム管理者へ確認を指示する。 

④ 島根県ＣＳＩＲＴは、情報セキュリティインシデント原因を究明し、記録する。

また、情報セキュリティインシデントの原因究明の結果から、再発防止策を検討

し、ＣＩＳＯ に報告する。 

⑤ ＣＩＳＯは、島根県ＣＳＩＲＴから、情報セキュリティインシデントについて

報告を受けた場合は、その内容を確認し、再発防止策を実施するために必要な措

置を指示する。 

 

５．４．ＩＤ及びパスワード等の管理 

⑴ ＩＤの取扱い 

職員等は、自己の管理するＩＤに関し、次の事項を遵守する。 

① 自己が利用しているＩＤは、他人に利用させてはならない。 

② 共用ＩＤを利用する場合は、共用ＩＤ の利用者以外に利用させてはならない。 

 

⑵ パスワードの取扱い 

職員等は、自己の管理するパスワードに関し、次の事項を遵守する。 

① パスワードは、他者に知られないように管理する。 
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② パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じてはならない。 

③ パスワードは十分な長さとし、文字列は想像しにくいもの（英大文字、英小文

字、数字及び記号を織り交ぜる等）にする。 

④ パスワードが流出したおそれがある場合には、システム管理者に速やかに報告

し、パスワードを速やかに変更する。 

⑤ 複数の情報システムを扱う職員等は、同一のパスワードをシステム間で用いて

はならない。 

⑥ 仮のパスワード（初期パスワード含む）は、最初のログイン時に変更する。 

⑦ サーバ、ネットワーク機器及びパソコンやモバイル端末に、パスワードを記憶

させることで、パスワードの入力なしに認証を可能とする設定は行ってはならな

い。 

⑧ 職員等間でパスワードを共有してはならない。ただし、共用ＩＤに対するパス

ワードは除く。 

 

⑶ ＩＣカード等の取扱い 

① 職員等は、自己の管理するＩＣカード等に関し、次の事項を遵守する。 

(ｱ) 認証に用いるＩＣカード等を、職員等間で共有してはならない。 

(ｲ) 業務上必要のないときは、ＩＣカード等をカードリーダ又はパソコンやモ

バイル端末のスロット等から抜いておく。 

(ｳ) ＩＣカード等を紛失した場合には、速やかに所属長及びシステム管理者に

通報し、指示に従う。 

② システム管理者は、ＩＣカード等の紛失等の通報があり次第、当該ＩＣカード

等を使用したアクセス等を速やかに停止する。 

③ システム管理者は、ＩＣカード等を切り替える場合、切替え前のカードを回収

し、破砕するなど復元不可能な処理を行った上で廃棄する。 
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６ 技術的セキュリティ 

 

６．１．コンピュータ及びネットワークの管理 

システム管理者は、情報セキュリティインシデントの発生防止ができるように、以下

のとおり対応しなければならない。 

 

⑴ ファイルサーバの設定等 

① システム管理者は、職員等が使用できるファイルサーバの容量を設定し、職員

等に周知する。 

② システム管理者は、ファイルサーバを所属単位で構成し、職員等が他所属のフ

ォルダ及びファイルを閲覧及び使用できないように、設定する。 

③ システム管理者は、重要情報等、特定の職員等しか取り扱えないデータについ

て、別途ディレクトリを作成する等の措置を講じ、同一所属であっても、担当職

員以外の職員等が閲覧及び使用できないようする。 

 

⑵ バックアップの実施 

① システム管理者は、周期を明確に定めて、業務システムデータベースやファイ

ルサーバ等のデータをバックアップする。 

② システム管理者は、重要情報を取り扱うサーバ装置については、適切な方法で

サーバ装置のバックアップを取得しなければならない。 

③ システム管理者は、重要情報を取り扱う情報システムを構成する通信回線装置

については、運用状態を復元するために必要な設定情報等のバックアップを取得

し保管しなければならない。 

④  システム管理者は、バックアップデータの完全性を確保するため、定期的にバ

ックアップデータ及びその復元方法について確認する。 

⑤ システム管理者は、重要情報をバックアップした記録媒体を、施錠されたキャ

ビネット等で保管する。 

⑥ システム管理者は、バックアップデータの世代管理を行い、データを一定期間

保管する。 

 

⑶ 他団体との情報システムに関する情報等の交換 

システム管理者は、他の団体と情報システムに関する情報及びソフトウェアを交

換する場合、その取扱いに関する事項をあらかじめ定める。 

 

⑷ システム管理記録及び作業の確認 

① システム管理者は、所管する情報システムの運用において実施した作業につい

て、作業記録を作成する。 

② システム管理者は、所管する情報システムにおいて、システム変更等の作業を

行った場合は、作業内容について記録を作成し、詐取、改ざん等をされないよう

に適正に管理し、運用・保守によって機器の構成や設定情報等に変更があった場
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合は、情報セキュリティ対策が適切であるか確認し、必要に応じて見直しする。 

③ システム管理者又は運用（開発）担当者及び契約により操作を認められた委託

事業者がシステム変更等の作業を行う場合は、２名以上で作業し、互いにその作

業を確認する。 

 

⑸ 情報システム仕様書等の管理 

システム管理者は、ネットワーク構成図、情報システム仕様書、設計書及びマニ

ュアル等について、記録媒体にかかわらず、業務上必要とする者以外の者が閲覧し

たり、紛失等がないよう、適正に管理する。 

 

⑹ ログの取得等 

① システム管理者は、各種ログ及び情報セキュリティの確保に必要な記録を取得

し、一定の期間保存する。 

② システム管理者は、ログとして取得する項目、保存期間、取扱方法及びログが

取得できなくなった場合の対処等について定め、適正にログを管理する。 

③ システム管理者は、取得したログを定期的に点検又は分析する機能を設け、必

要に応じて悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無について点検又

は分析を実施する。 

 

⑺ 障害記録 

システム管理者は、職員等からのシステム障害の報告、システム障害に対する処

理結果又は問題等を、障害記録として記録する。 

 

⑻ ネットワークの接続制御、経路制御等 

① ネットワーク管理者は、経路制御等について、不整合が発生しないように、フ

ァイアウォール、ルータ等を設定する。 

② ネットワーク管理者は、不正アクセスを防止するため、ネットワークに適正な

アクセス制御を施す。 

③ ネットワーク管理者は、保守または診断のために、外部の通信回線から内部の

通信回線に接続された機器等に対して行われるリモートメンテナンスに係る情

報セキュリティを確保する。また、情報セキュリティ対策について、定期的な確

認により見直しを行う。 

⑼ ファイアウォール 

① インターネットに接続するネットワークのネットワーク管理者は、インターネ

ットへの接続箇所にファイアウォールを設置し、通過させるサービスは、必要最

小限とする。 

② 重要情報を取り扱う情報システムのシステム管理者は、当該情報システムが利

用するネットワークを他のネットワークとは独立したネットワーク、又はそれに

準ずる構成とする。また、他のネットワークと接続する場合には、厳密なアクセ

ス制御を行う。 

③ インターネットに接続するネットワークのネットワーク管理者は、職員等によ
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るインターネット上の有害サイトへのアクセスを制限する。 

 

⑽ 外部の者が利用できるシステムの分離等 

システム管理者は、電子申請受付システム等、外部の者が利用できる情報システ

ムについて、必要に応じて他のネットワーク及び情報システムと物理的、あるいは

論理的に分離する等の措置を講じる。 

 

⑾ 外部ネットワークとの接続制限等 

① ネットワーク管理者は、所管するネットワークを外部ネットワークと接続しよ

うとする場合には、ＣＩＳＯ及び統括情報セキュリティ責任者の許可を得なけれ

ばならない。 

② ネットワーク管理者は、接続しようとする外部ネットワークに係るネットワー

ク構成等を詳細に調査し、庁内の全てのネットワーク、情報システム等の情報資

産に影響が生じないことを確認する。 

③ システム管理者は、接続した外部ネットワークの瑕疵によりデータの漏えい、

破壊、改ざん又はシステムダウン等による業務への影響が生じた場合に対処する

ため、当該外部ネットワークの管理責任者による損害賠償責任を契約上担保す

る。 

④ 統括情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、ウェブサーバ等をインタ

ーネットに公開する場合、次のセキュリティ対策を実施する。 

(ｱ) 庁内ネットワークへの侵入を防御するために、ファイアウォール等を外部ネ

ットワークとの境界に設置した上で接続する。 

(ｲ) 脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、ウェブサーバが備え

る機能のうち、必要な機能のみを利用する。 

(ｳ) ウェブサーバからの不用意な情報漏えいを防止するための措置を講じる。 

(ｴ) システム管理者は、ウェブコンテンツの編集作業を行う主体を限定する。 

(ｵ) インターネットを介して転送される情報の盗聴及び改ざんの防止のため、全て

の情報に対する暗号化及び電子証明書による認証の対策を講じる。 

⑤ ネットワーク管理者は、接続した外部ネットワークのセキュリティに問題が認

められ、情報資産に脅威が生じることが想定される場合には、統括情報セキュリ

ティ責任者の判断に従い、速やかに当該外部ネットワークを物理的に遮断する。 

 

⑿ 複合機のセキュリティ管理 

① 所属長は、複合機を調達する場合、当該複合機が備える機能及び設置環境並び

に取り扱う情報資産の分類及び管理方法に応じ、適正なセキュリティ要件を策定

する。 

② 所属長は、複合機が備える機能について適正な設定等を行うことにより運用中

の複合機に対する情報セキュリティインシデントへの対策を講じる。 

③ 所属長は、複合機の運用を終了する場合、複合機の持つ電磁的記録媒体の全て

の情報を抹消する又は再利用できないようにする対策を講じる。 
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⒀ ＩｏＴ機器を含む特定用途機器のセキュリティ管理 

システム管理者は、特定用途機器について、取り扱う情報、利用方法、通信回線

への接続形態等により、何らかの脅威が想定される場合は、当該機器の特性に応じ

た対策を講じる。 

 

⒁ 無線ＬＡＮ及びネットワークの盗聴対策 

① ネットワーク管理者は、無線ＬＡＮの利用を認める場合、解読が困難な暗号化

及び認証技術の使用を義務付ける。 

② ネットワーク管理者は、重要情報を取り扱うネットワークについて、情報の盗

聴等を防ぐため、必要に応じて暗号化等の措置を講じる。 

 

⒂ 電子メールのセキュリティ管理 

① システム管理者は、権限のない利用者により、外部から外部への電子メール転

送（電子メールの中継処理）が行われることを不可能とするよう、電子メールサ

ーバを設定する。 

② システム管理者は、大量のスパムメール等の受信又は送信を検知した場合は、

メールサーバの運用を停止する。 

③ システム管理者は、電子メールの送受信容量の上限を設定し、上限を超える電

子メールの送受信を不可能にする。 

④ システム管理者は、職員等が使用できる電子メールボックスの容量の上限を設

定し、上限を超えた場合の対応を職員等に周知する。 

⑤ システム管理者は、システム開発や運用、保守等のため庁舎内に常駐している

委託事業者による電子メールアドレス利用について、委託事業者との間で利用方

法を取り決める。 

 

⒃ Ｗｅｂ会議サービスの利用時の対策 

① 統括情報セキュリティ責任者は、Ｗｅｂ会議を適切に利用するための利用手順

を定めなければならない。 

② 職員等は、利用手順に従い、Ｗｅｂ会議の参加者や取り扱う状況に応じた情報

セキュリティ対策を実施する。 

③ 職員等は、Ｗｅｂ会議を主催する場合、会議に無関係の者が参加できないよう

対策を講ずる。 

④ 職員等は、外部からＷｅｂ会議に招待される場合は、利用手順に従い、必要に

応じた対応をしなければならない。 

 

⒄ ソーシャルメディアサービスの利用 

① 所属長は、県が管理するアカウントでソーシャルメディアサービスを利用する

場合、情報セキュリティ対策に関する次の事項を含めたソーシャルメディアサー

ビス運用手順を定めなければならない。 

(ｱ) 県のアカウントによる情報発信が、実際の所属のものであることを明らか
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にするために、県管理ウェブサイトに当該情報を掲載して参照可能とするとと

もに、当該アカウントの自由記述欄等にアカウントの運用組織を明示する等の

方法でなりすまし対策を実施すること。 

(ｲ) パスワードや認証のためのコード等の認証情報及びこれを記録した媒体

（ハードディスク、ＵＳＢ、メモリ、紙等）等を適正に管理するなどの方法で、

不正アクセス対策を実施すること。 

(ｳ) 「島根県ソーシャルメディア利用指針」記載の必要事項。 

② 重要情報は、ソーシャルメディアサービスで発信してはならない。 

③ 利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定めなければならない。 

④ アカウント乗っ取りを確認した場合には、被害を最小限にするための措置を講

じなければならない。 

⑤ 住民の権利が侵害される又は行政事務の安定的な遂行に支障を及ぼすおそれ

のある情報の提供にソーシャルメディアサービスを用いる場合は県管理Ｗｅｂ

サイトに当該情報を掲載して参照可能とする。 
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６．２．アクセス制御 

⑴ アクセス制御等 

① アクセス制御 

システム管理者は、所管するネットワーク又は情報システムごとにアクセスす

る権限のない職員等がアクセスできないように必要最小限の範囲で適切に設定

する等、システム上制限する。 

② 利用者ＩＤの取扱い 

(ｱ) システム管理者は、利用者の登録、変更、抹消等の情報管理、職員等の異

動、出向、退職者に伴う利用者ＩＤの取扱い等の方法を定める。 

(ｲ) 職員等は、業務上必要がなくなった場合は、利用者登録を抹消するよう、

システム管理者に報告する。 

(ｳ) システム管理者は、利用されていないＩＤが放置されないよう点検する。 

(ｴ) システム管理者は、主体から対象に対する不要なアクセス権限が付与され

ていないか定期的に確認する。 

③ 特権を付与された利用者ＩＤの取扱い 

(ｱ) システム管理者は、管理者権限等の特権を付与されたＩＤを利用する者を

必要最小限にし、当該ＩＤのパスワードの漏えい等が発生しないよう、当該

ＩＤ及びパスワードを厳重に管理する。 

(ｲ) システム管理者は、管理者権限の特権を持つ主体の識別コード及び主体認

証情報が、悪意ある第三者等によって窃取された際の被害を最小化するため

の措置及び、内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講じる。 

(ｳ)  システム管理者は、特権を付与されたＩＤ及びパスワードについて、人事

異動の際のパスワードの変更等、セキュリティ機能を強化する。 

(ｴ)  システム管理者は、特権を付与されたＩＤを初期設定以外のものに変更す

る。 

 

⑵ 職員等による外部からのアクセス等の制限 

① 職員等が外部から内部のネットワーク又は情報システムにアクセスする場合

は、ネットワーク管理者及び当該情報システムを管理するシステム管理者の許可

を得る。 

② 内部のネットワーク又は情報システムに対するインターネットを介した外部

からのアクセスを原則として禁止する。やむを得ず、内部のネットワーク又は情

報システムに外部からアクセスする場合は、ネットワーク管理者及び当該情報シ

ステムを管理するシステム管理者は、アクセスが必要な合理的理由を有する必要

最小限の者に限定する。 

③ ネットワーク管理者及びシステム管理者は、外部からのアクセスを認める場

合、外部環境での使用時における危険性を排除するための職員等及び端末の認証

手段の強化等の対策を施すと共に、通信途上の盗聴を防御するために暗号化等の

措置を講じる。 

④ ネットワーク管理者及び当該情報システムを管理するシステム管理者は、外部
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からのアクセスに利用するモバイル端末を職員等に貸与する場合、セキュリティ

確保のために必要な措置を講ずる。 

⑤ 職員等は、持ち込んだ又は外部から持ち帰ったモバイル端末等を庁内のネット

ワークに接続する前に、コンピュータウイルスに感染していないこと、修正プロ

グラムの適用状況等を確認し、所属長の許可を得るか、もしくは事前に定義され

たポリシーに従って接続しなければならない。 

 

６．３．システム開発、導入、運用、保守等 

⑴ 機器等の調達に係る運用規程の整備 

① 統括情報セキュリティ責任者は、機器等の選定基準を運用規程として整備す

る。必要に応じて、選定基準の一つとして、機器等の開発等のライフサイクルで

不正な変更が加えられないような対策を講じる。 

② 統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ対策の視点を加味して、機

器等の納入時の確認・検査手続を整備する。 

 

⑵ 機器等及び情報システムの調達 

① システム管理者は、情報システム開発、導入、運用、保守等の調達に当たって

は、調達仕様書に必要とする技術的なセキュリティ機能を明記する。また、業務

システムに誤ったプログラム処理が組み込まれないよう、不具合を考慮した技術

的なセキュリティ機能を調達仕様書に記載する。 

② システム管理者は、機器及びソフトウェアの調達に当たっては、当該製品のセ

キュリティ機能を調査し、情報セキュリティ上問題のないことを確認する。 

 

⑶ 情報システムの開発 

① システム開発における責任者及び作業者の特定 

システム管理者は、システム開発の責任者及び作業者を特定する。また、シス

テム開発のための規定を定める。 

② システム開発における責任者、作業者のＩＤの管理 

(ｱ) システム管理者は、システム開発の責任者及び作業者が使用する開発用Ｉ

Ｄを管理し、開発完了後、開発用ＩＤ を削除する。  

(ｲ) システム管理者は、システム開発の責任者及び作業者のアクセス権限を設

定する。 

③ システム開発に用いるハードウェア及びソフトウェアの管理 

(ｱ) システム管理者は、システム開発の責任者及び作業者が使用するハードウ

ェア及びソフトウェアを特定し、それ以外のものを利用させてはならない。 

(ｲ) システム管理者は、利用を認めたソフトウェア以外のソフトウェアが導入

されている場合、当該ソフトウェアをシステムから削除する。 

④ アプリケーション・コンテンツの開発時の対策 

システム管理者は、ウェブアプリケーションの開発において、セキュリティ要    

件として定めた仕様に加えて、既知の種類のウェブアプリケーションの脆弱性を
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排除するための対策を講じる。 

 

⑷ 情報システムの導入 

① 開発環境と運用環境の分離及び移行手順の明確化 

(ｱ) システム管理者は、システム開発、保守及びテスト環境とシステム運用環

境を分離する。 

(ｲ) システム管理者は、システム開発・保守及びテスト環境からシステム運用

環境への移行について、システム開発・保守計画の策定時に手順を明確にす

る。 

(ｳ) システム管理者は、移行の際、情報システムに記録されている情報資産の

保存を確実に行い、移行に伴う情報システムの停止等の影響が最小限になる

よう配慮する。 

② テスト 

(ｱ) システム管理者は、新たに情報システムを導入する場合、既に稼働してい

る情報システムに接続する前に十分な試験を行う。 

(ｲ) システム管理者は、原則として重要情報をテストデータに使用してはなら

ない。やむを得ず重要情報を含むデータをテストに利用する場合には、シス

テム運用環境と同様の機密性が保たれるよう対策を講じた上で、所属長の承

認を得る。 

(ｳ) システム管理者は、テスト時において運用環境の情報を誤って書き換えて

しまうことがないよう対策を行う。 

(ｴ) システム管理者は、開発したシステムについて受け入れテストを行う場合、

開発した組織と導入する組織が、それぞれ独立したテストを行う。 

(ｵ) システム管理者は、業務システムに誤ったプログラム処理が組み込まれな

いよう、不具合を考慮したテスト計画を策定し、確実に検証が実施されるよ

う、必要かつ適切に委託事業者の監督を行う。 

③ 機器等の納入時又は情報システムの受入れ時 

(ｱ) システム管理者は、機器等の納入時又は情報システムの受け入れ時の確認・

検査において、調達仕様書等定められた検査手続に従い、情報セキュリティ

対策に係る要件が満たされていることを確認する。 

(ｲ) システム管理者は、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する

際に、当該情報システムの開発事業者から運用保守事業者へ引継がれる項目

に、情報セキュリティ対策に必要な内容が含まれていることを確認する。 

 

⑸ 情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェア導入時の対策 

① システム管理者は、情報セキュリティの観点から情報システムの基盤を管理又

は制御するソフトウェアを導入する端末、サーバ装置、通信回線装置等及びソ

フトウェア自体を保護するための措置を講じる。 

② 利用するソフトウェアの特性を踏まえ、以下の全ての実施手順を整備する。 

(ｱ) 情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアの情報セキュリティ

水準の維持に関する手順 
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(ｲ) 情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアで発生した情報セキ

ュリティインシデントを認知した際の対処手順 

 

⑹ 情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェア運用時の対策 

① システム管理者は、情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアを運

用・保守する場合は、以下の全てのセキュリティ対策を実施する。 

(ｱ) 情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアのセキュリティを維

持するための対策 

(ｲ) 脅威や情報セキュリティインシデントを迅速に検知し、対応するための対

策 

② システム管理者は、利用を認めるソフトウェアについて、定期的な確認による

見直しを行う。 

 

⑺ システム開発、運用、保守に関連する資料等の整備・保管 

① システム管理者は、システム開発、運用、保守に関連する資料及びシステム関

連文書を適正に整備保管する。 

(ｱ) システム管理者は、情報システムを新規に構築し、又は更改する際には、

情報システムのセキュリティ要件に係る事項について、情報システム台帳を

整備する。また、当該内容について統括情報セキュリティ責任者に報告する。 

(ｲ) システム管理者は、所管する情報システムの情報セキュリティ対策を実施

するために必要となる文書として、以下を全て含む情報システム関連文書を

整備する。 

・情報システムを構成するサーバ装置及び端末関連情報 

・情報システムを構成する通信回線及び通信回線装置関連情報 

(ｳ) システム管理者は、所管する情報システムの情報セキュリティ対策を実施

するために必要となる文書として、以下を全て含む実施手順を整備する。 

・情報システム構成要素ごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手順 

・情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順 

・情報システムが停止した際の復旧手順 

 

② システム管理者は、テスト結果及びテストデータを一定期間保管する。 

③ システム管理者は、情報システムに係るソースコードを適正な方法で保管す

る。 

 

⑻ 情報システムにおける入出力データの正確性の確保 

① システム管理者は、情報システムに入力されるデータについて、範囲、妥当性

のチェック機能及び不正な文字列等の入力を除去する機能を組み込むように情

報システムを設計する。 

② システム管理者は、ウェブアプリケーションやウェブコンテンツにおいて、次

のセキュリティ対策を実施する。 

(ｱ) 利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、アプリケーション及
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びウェブコンテンツの提供方式等を見直しする。 

(ｲ) 運用中のアプリケーション・コンテンツにおいて、定期的に脆弱性対策の

状況を確認し、脆弱性が発覚した際は必要な措置を講じる。 

(ｳ) ウェブアプリケーションやウェブコンテンツにおいて、故意又は過失によ

り情報が改ざんされる又は漏えいするおそれがある場合に、これを検出するチ

ェック機能を組み込むように情報システムを設計する。 

③ システム管理者は、情報システムから出力されるデータについて、情報の処理

が正しく反映され、出力されるように情報システムを設計する。 

 

⑼ 情報システムの変更管理 

システム管理者は、情報システムを変更した場合、プログラム仕様書等の変更履

歴を作成する。 

 

⑽ 開発、運用、保守用のソフトウェアの更新等 

システム管理者は、開発、運用、保守用のソフトウェア等を更新又は修正プログ

ラムを適用する場合、他の情報システムとの整合性を確認する。 

 

⑾ システム更新又は統合時の検証等 

システム管理者は、システム更新・統合時に伴うリスク管理体制の構築、移行基

準の明確化及び更新・統合後の業務運営体制の検証を行う。 

 

⑿  情報システムについての対策の見直し 

システム管理者は、対策の推進計画等に基づき、情報システムの情報セキュリテ

ィ対策を適切に見直す。また、庁内で横断的に改善が必要となる情報セキュリティ

対策の見直しによる改善指示に基づき、情報セキュリティ対策を適切に見直す。な

お、措置の結果については、統括情報セキュリティ責任者へ報告する。 
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６．４．不正プログラム対策 

⑴ システム管理者の措置事項 

システム管理者は、不正プログラム対策として、次の事項を措置しなければなら

ない。 

① 外部ネットワークから受信したファイルは、インターネットのゲートウェイに

おいてコンピュータウイルス等の不正プログラムのチェックを行い、不正プログ

ラムのシステムへの侵入を防止する。 

② 外部ネットワークに送信するファイルは、インターネットのゲートウェイにお

いてコンピュータウイルス等不正プログラムのチェックを行い、不正プログラム

の外部への拡散を防止する。 

③ 添付ファイルが付いた電子メールを送受信する場合は、不正プログラム対策ソ

フトウェアでチェックを行う。インターネット接続系で受信したインターネット

メール又はインターネット経由で入手したファイルを行政系に取込む場合は無

害化する。 

④ コンピュータウイルス等の不正プログラム情報を収集し、必要に応じ職員等に

対して注意喚起する。 

⑤ 所掌するサーバ及びパソコンやモバイル端末に、コンピュータウイルス等の不

正プログラムの感染、侵入が生じる可能性が著しく低い場合を除き、不正プログ

ラム対策ソフトウェアを導入して常駐させ、定期的に当該ソフトウェア及びパタ

ーンファイルの更新を実施する。 

⑥ 不正プログラム対策ソフトウェア及びパターンファイルは、常に最新の状態に

保つ。 

⑦ 不正プログラム対策ソフトウェアによるフルチェックを定期的に実施する。 

⑧ 業務で利用するソフトウェアは、修正ファイルやバージョンアップなどの開発

元のサポートが終了したソフトウェアを利用してはならない。また、当該製品の

利用を予定している期間中にパッチやバージョンアップなどの開発元のサポー

トが終了する予定がないことを確認しなければならない。 

⑨ 不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、一括管理し、

システム管理者が許可した職員を除く職員等に当該権限を付与してならない。 

 

⑵ 専門家の支援体制 

ＣＩＳＯは、実施している不正プログラム対策では不十分な事態が発生した場 

合に備え、外部の専門家の支援を受けられるようにしておく。 

  

６．５．不正アクセス対策 

⑴ システム管理者の措置事項 

システム管理者は、不正アクセス対策として、以下の事項を措置する。 

① 使用されていないポートを閉鎖する。 

② 不要なサービスについて、機能を削除又は停止する。 
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⑵ 攻撃への対処 

ＣＩＳＯ及びシステム管理者は、サーバ等に攻撃を受けた場合又は攻撃を受ける

リスクがある場合は、システムの停止を含む必要な措置を講じる。また、総務省等

と連絡を密にして情報の収集に努める。 

 

⑶ 記録の保存 

ＣＩＳＯ及びシステム管理者は、サーバ等に攻撃を受け、当該攻撃が不正アクセ

ス禁止法違反等の犯罪の可能性がある場合には、攻撃の記録を保存するとともに、

警察及び関係機関との緊密な連携に努める。 

 

⑷ サービス不能攻撃 

統括情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、外部からアクセスできる情

報システムに対して、第三者からサービス不能攻撃を受け、利用者がサービスを利

用できなくなることを防止するため、情報システムの可用性を確保する対策を講じ

る。 

 

⑸ 内部からの攻撃 

統括情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、職員等及び委託事業  

者が使用しているパソコンやモバイル端末からの庁内のサーバ等に対する攻撃や

外部のサイトに対する攻撃を監視する。 

 

⑹ 職員等による不正アクセス 

統括情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、職員等による不正アクセ

スを発見した場合は、当該職員等が所属する所属長に通知し、適正な処置を求める。 

 

⑺ 標的型攻撃 

統括情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、標的型攻撃による内部への

侵入を防止するために、教育等の人的対策を講じなければならない。また、標的型

攻撃による組織内部への侵入を低減する対策（入口対策）や内部に侵入した攻撃を

早期検知して対処する、侵入範囲の拡大の困難度を上げる、外部との不正通信を検

知して対処する対策（内部対策及び出口対策）を講じなければならない。 
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６．６．セキュリティ情報の収集 

⑴ セキュリティホールに関する情報の収集・共有及びソフトウェアの更新等 

システム管理者は、サーバ装置、端末及び通信回線装置等におけるセキュリティ

ホールに関する情報を収集し、必要に応じ、関係者間で共有する。また、当該セキ

ュリティホールの緊急度に応じて、ソフトウェア更新等の対策を実施する。 

 

⑵ 不正プログラム等のセキュリティ情報の収集・周知 

システム管理者は、不正プログラム等のセキュリティ情報を収集し、必要に応じ

対応方法について、職員等に周知する。 

 

⑶ 情報セキュリティに関する情報の収集及び共有 

システム管理者は、情報セキュリティに関する情報を収集し、必要に応じ、関係

者間で共有する。また、情報セキュリティに関する社会環境や技術環境等の変化に

よって新たな脅威を認識した場合は、セキュリティ侵害を未然に防止するための対

策を速やかに講じる。 
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７ 運用 

 

７．１．情報システムの監視 

⑴ 情報システムの運用・保守時の対策 

① システム管理者は、情報システムの運用・保守において、情報システムに実装

された監視を含むセキュリティ機能を適切に運用する。 

② システム管理者は、情報システムの情報セキュリティ対策について新たな脅威

の出現、運用、監視等の状況により見直しを適時検討し、必要な措置を講じる。 

③ システム管理者は、重要情報を取り扱う情報システムについて、危機的事象発

生時に適切な対処が行えるよう運用する。 

 

⑵ 情報システムの監視機能 

① システム管理者は、情報システム運用時の監視に係る運用管理機能要件を策定

し、監視機能を実装する。 

② システム管理者は、情報システムの運用において、情報システムに実装された

監視機能を適切に運用する。 

③ システム管理者は、新たな脅威の出現、運用の状況等を踏まえ、情報システム

における監視の対象や手法を定期的に見直す。 

④ システム管理者は、サーバ装置上での情報セキュリティインシデントの発生を

監視するため、当該サーバ装置を監視するための措置を講じる。 

 

⑶ 情報システムの監視 

① システム管理者は、セキュリティに関する事案を検知するため、情報システム

を常時監視する。 

② システム管理者は、重要なログ等を取得するサーバの正確な時刻設定及びサー

バ間の時刻同期ができる措置を講じる。 

③ システム管理者は、外部と常時接続するシステムを常時監視する。 

④ 暗号化された通信データを監視のために復号することの要否を判断し、要する

と判断した場合は、当該通信データを復号する機能及び必要な場合はこれを再暗

号化する機能を導入しなければならない。 

 

７．２．情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認 

⑴ 遵守状況の確認及び対処 

① 所属長又はセキュリティ担当者は、情報セキュリティポリシー及び共通の実施

手順書の職員等の遵守事項について必要に応じて確認を行い、違反があったとき

は、速やかに違反行為に対する改善を指導する。 

② 所属長は、所属で利用している情報システムの実施手順書の職員等の遵守状況

について必要に応じて確認を行い、違反があったときは、速やかに違反行為に対

する改善を指導する。 

③ 所属長又はシステム管理者は、違反行為がセキュリティ上重大な影響を及ぼす
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可能性があると判断した場合は、情報セキュリティ委員会に報告する。 

 

⑵ 情報システム機器等の利用状況調査 

所属長又はシステム管理者は、不正アクセス、不正プログラム等の調査のために、

職員等が使用している情報システム機器、記録媒体のアクセス記録、電子メールの

送受信記録及びインターネットのアクセス記録等の利用状況を調査することがで

きる。 

 

⑶ 職員等の報告義務 

① 職員等は、情報セキュリティポリシー及び実施手順書に対する違反行為を発見

した場合、直ちに所属長又はシステム管理者に報告する。 

② 所属長又はシステム管理者は、職員等から違反行為の報告があったときは、速

やかに違反行為に対する改善を指導する。 

③ 所属長又はシステム管理者は、報告を受けた違反行為がセキュリティ上重大な

影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、情報セキュリティ委員会に報告す

る。 
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７．３．緊急時の対応等 

⑴ 緊急時対応計画の策定 

ＣＩＳＯ又は情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティインシデント、情報

セキュリティポリシーの違反等により情報資産に対するセキュリティ侵害が発生

した場合又は発生するおそれがある場合において連絡、証拠保全、被害拡大の防止、

復旧、再発防止等の措置を迅速かつ適正に実施するために、緊急時対応計画を定め、

セキュリティ侵害時には当該計画に従って適正に対処する。 

 

⑵ 緊急時対応計画に盛り込む内容 

緊急時対応計画には、以下の内容を定める。 

① 関係者の連絡先 

② 発生した事案に係る報告すべき事項 

③ 発生した事案への対応措置 

④ 再発防止措置の策定 

 

⑶ 業務継続計画との整合性確保 

大規模災害、津波災害、原子力災害及び大規模・広範囲にわたる疾病等に備えて

策定された島根県の各業務継続計画と情報セキュリティポリシーの整合性を確保

する。 

 

⑷ 緊急時対応計画の見直し 

ＣＩＳＯ及び情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティを取り巻く状況の変

化や組織体制の変動等に応じ、必要に応じて緊急時対応計画の規定を見直す。 

 

７．４．例外措置 

⑴ 例外措置の許可 

システム管理者は、情報セキュリティ関係規定を遵守することが困難な状況で、

行政事務の適正な遂行を継続するため、遵守事項とは異なる方法を採用する又は遵

守事項を実施しないことについて合理的な理由がある場合には、ＣＩＳＯの許可を

得て、例外措置を講じることができる。 

 

⑵ 緊急時の例外措置 

システム管理者は、行政事務の遂行に緊急を要する等の場合であって、例外措置

を実施することが不可避のときは、事後速やかにＣＩＳＯに報告する。 
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７．５．法令遵守 

職員等は、職務の遂行において使用する情報資産を保護するために、次の法令のほ

か関係法令を遵守し、これに従わなければならない。 

⑴ 地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号） 

⑵ 著作権法（昭和 45 年法律第 48 号） 

⑶ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11 年法律第 128 号） 

⑷ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

⑸ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

（平成 25 年法律第 27 号） 

⑹ サイバーセキュリティ基本法（平成 28 年法律第 31 号） 

⑺ 島根県情報公開条例（平成 12 年島根県条例第 52 号） 

 

 

７．６．義務違反者に対する措置 

⑴ 情報セキュリティ委員会及びシステム管理者は、情報セキュリティポリシー及び

実施手順書に違反した職員に対しその所属長を通じて改善を求める。 

⑵ システム管理者は、所属長の指導による改善が認められない場合には、当該職員

による情報システムの利用を停止する。 

⑶ 違反した職員は、違反行為により発生した事案の状況及び重大性により、地方公

務員法等による懲戒処分を含め処罰の対象となる。 
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８ 業務委託と外部サービス（クラウドサービス）の利用 

 

８．１．業務委託 

重要情報を取り扱う業務委託を行う際は、委託事業者からの情報漏洩等の事故を防

止するために、以下のとおり適切に対応しなければならない。 

⑴ 委託事業者の選定基準 

① 所属長及びシステム管理者は、委託事業者の選定にあたり、委託内容に応じた

情報セキュリティ対策が確保されることを確認する。 

② 所属長及びシステム管理者は、情報セキュリティマネジメントシステムの国際

規格の認証取得状況、情報セキュリティ監査の実施状況等を参考にして、委託事

業者を選定する。 

 

⑵ 契約項目 

情報システムの運用、保守等を業務委託する場合には、委託事業者との間で必要

に応じて次の情報セキュリティ要件を明記した契約を締結する。 

① 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順の遵守 

② 委託事業者の責任者、委託内容、作業者の所属、作業場所の特定（再委託事業

者も含む） 

③ 提供されるサービスレベルの保証 

④ 委託事業者にアクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法（再委託事

業者も含む）の明確化など、情報のライフサイクル全般での管理方法 

⑤ 委託事業者の従業員に対する教育の実施（再委託事業者も含む） 

⑥ 提供された情報の目的外利用及び委託事業者以外の者への提供の禁止 

⑦ 業務上知り得た情報の守秘義務 

⑧ 再委託に関する制限事項の遵守 

⑨ 委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄等 

⑩ 委託業務の定期報告及び緊急時報告義務 

⑪ 県による監査、検査 

⑫ 県による情報セキュリティインシデント発生時の公表 

⑬ 情報セキュリティポリシーが遵守されなかった場合の規定(損害賠償等) 

 

⑶ 確認・措置等 

① システム管理者は、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保さ 

 れていることを定期的に確認し、必要に応じ、⑵の契約に基づき措置を実施する。 

② 管理区域の管理を外部事業者に委託する場合には、システム管理者は、定期的 

に、情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度やプラ 

イバシーマーク制度の認証状況、あるはこれらと同等の情報セキュリティシステ 

ムの確立状況を確認する。 

256



- 43 - 

 

８．２．外部サービス（クラウドサービス）の利用（重要情報を取り扱う場合） 

⑴ クラウドサービスの選定に係る運用規程の整備 

統括情報セキュリティ責任者は、重要情報を取り扱う場合、以下を含む外部サー

ビス（クラウドサービス、以下「クラウドサービス」という）の選定に関する規程

を整備する。また、当該サービスの利用において、情報資産の内容により適切な措

置を講じるように規定する。 

① クラウドサービスを利用可能な業務及び情報システムの範囲並びに情報の取

扱いを許可する場所を判断する基準（以下８．２節において「クラウドサービス

利用判断基準」という。） 

② クラウドサービス提供者の選定基準 

③ クラウドサービスの利用申請の許可権限者と利用手続 

④ クラウドサービス管理者の指名とクラウドサービスの利用状況の管理 

 

⑵ クラウドサービスの利用に係る運用規程の整備 

統括情報セキュリティ責任者は、重要情報を取り扱う場合、以下を含むクラウド

サービス（重要情報を取り扱う場合）の利用に関する規定を整備する。 

① 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る

考え方等を踏まえ、クラウドサービスを利用して情報システムを導入・構築する

際のセキュリティ対策の基本方針を運用規程として整備する。 

② 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る

考え方を踏まえ、クラウドサービスを利用して情報システムを運用・保守する際

のセキュリティ対策の基本方針を運用規程として整備する。 

③ 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る

考え方を踏まえ、以下を全て含むクラウドサービスの利用を終了する際のセキュ

リティ対策の基本方針を運用規程として整備する。 

(ｱ) クラウドサービスの利用終了時における対策 

(ｲ) クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄 

(ｳ) クラウドサービスの利用のために作成したアカウントの廃棄 

 

⑶ クラウドサービスの選定 

① 所属長及びシステム管理者は、取り扱う情報の格付及び取扱制限を踏まえ、ク

ラウドサービス利用判断基準に従って、業務に係る影響度等を検討した上でクラ

ウドサービスの利用を検討する。 

② 所属長及びシステム管理者は、クラウドサービスで取り扱う情報の格付及び取

扱制限を踏まえ、クラウドサービス提供者の選定基準に従ってクラウドサービス

提供者を選定する。 

また、以下の内容を含む情報セキュリティ対策をクラウドサービス提供者の選

定条件に含める。 

(ｱ) クラウドサービスの利用を通じて県が取り扱う情報のクラウドサービス提

供者における目的外利用の禁止 
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(ｲ) クラウドサービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管

理体制 

(ｳ) クラウドサービスの提供に当たり、クラウドサービス提供者若しくはその

従業員、再委託先又はその他の者によって、県の意図しない変更が加えられな

いための管理体制 

(ｴ) クラウドサービス提供者の資本関係・役員等の情報、クラウドサービス提供

に従事する者の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・

実績及び国籍に関する情報提供並びに調達仕様書による施設の場所やリージ

ョンの指定 

(ｵ) 情報セキュリティインシデントへの対処方法 

(ｶ) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法 

(ｷ) 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法 

③ 所属長及びシステム管理者は、クラウドサービスの中断や終了時に円滑に業務

を移行するための対策を検討し、クラウドサービス提供者の選定条件に含める。 

④ 所属長及びシステム管理者は、クラウドサービスの利用を通じて県が取り扱う

情報の格付等を勘案し、必要に応じて以下の内容をクラウドサービス提供者の選

定条件に含める。 

（注）クラウドサービスを利用する場合、クラウドサービスの利用前に合意し

た事項があれば、その内容についてサービス合意書（SLA）に定める。 

(ｱ) 情報セキュリティ監査の受入れ 

(ｲ) サービスレベルの保証 

  ⑤ クラウドサービス事業者のサービス利用規約等が変更できない場合は、機密

性・完全性・可用性・安全性・個人情報等の扱いに関するクラウドサービス事業

者の定める条件を鑑み、その規約内容が県によって受容可能か判断する。 

⑥ 所属長及びシステム管理者は、クラウドサービスの利用を通じて県が取り扱う

情報に対して国内法以外の法令及び規制が適用されるリスクを評価してクラウ

ドサービス提供者を選定し、必要に応じて県の情報が取り扱われる場所及び契約

に定める準拠法・裁判管轄を選定条件に含める。 

⑦ 所属長及びシステム管理者は、クラウドサービス提供者がその役務内容を一部

再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリテ

ィが十分に確保されるよう、クラウドサービス提供者の選定条件で求める内容を

クラウドサービス提供者に担保させるとともに、再委託先の情報セキュリティ対

策の実施状況を確認するために必要な情報を県に提供し、県の承認を受けるよ

う、クラウドサービス提供者の選定条件に含める。また、クラウドサービス利用

判断基準及びクラウドサービス提供者の選定基準に従って再委託の承認の可否

を判断する。 

⑧ 所属長及びシステム管理者は、取り扱う情報の格付及び取扱制限に応じてセキ

ュリティ要件を定め、クラウドサービスを選定する。また、クラウドサービスの

セキュリティ要件としてセキュリティに係る国際規格等と同等以上の水準を求

める。 
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⑨ 所属長及びシステム管理者は、クラウドサービスの特性を考慮した上で、クラ

ウドサービスが提供する部分を含む情報の流通経路全般にわたるセキュリティ

が適切に確保されるよう、情報の流通経路全般を見渡した形でセキュリティ設計

を行った上で、情報セキュリティに関する役割及び責任の範囲を踏まえて、以下

をすべて含むセキュリティ要件を定める。 

(ｱ) クラウドサービスに求める情報セキュリティ対策 

(ｲ) クラウドサービスで取り扱う情報が保存される国・地域及び廃棄の方法 

(ｳ) クラウドサービスに求めるサービスレベル 

⑩ 統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ監査による報告書の内容、

各種の認定・認証制度の適用状況等から、クラウドサービス提供者の信頼性が十

分であることを総合的・客観的に評価し判断する。 

 

⑷ クラウドサービスの利用に係る調達・契約 

① 所属長及びシステム管理者は、クラウドサービスを調達する場合は、クラウド

サービス提供者の選定基準及び選定条件並びにクラウドサービスの選定時に定

めたセキュリティ要件を調達仕様に含める。 

② 所属長及びシステム管理者は、クラウドサービスを調達する場合は、クラウド

サービス提供者及びクラウドサービスが調達仕様を満たすことを契約までに確

認し、調達仕様の内容を契約に含める。 

 

⑸ クラウドサービスの利用承認 

① 所属長及びシステム管理者は、クラウドサービスを利用する場合には、統括情

報セキュリティ責任者へクラウドサービスの利用申請を行う。 

② 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの利用申請を審査し、利用

の可否を決定する。 

③ 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの利用申請を承認した場合

は、承認済みクラウドサービスとして記録し、所属長及びシステム管理者をクラ

ウドサービス管理者に指名する。 

 

⑹ クラウドサービスを利用した情報システムの導入・構築時の対策 

① 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る

考え方等を踏まえ、以下を含むクラウドサービスを利用して情報システムを構築

する際のセキュリティ対策の原則を規定する。 

(ｱ) 不正なアクセスを防止するためのアクセス制御 

(ｲ) 取り扱う情報の機密性保護のための暗号化 

(ｳ) 開発時におけるセキュリティ対策 

(ｴ) 設計・設定時の誤りの防止 

② クラウドサービス管理者は、情報システムにおいてクラウドサービスを利用す

る際には、情報システム台帳及び関連文書に記録又は記載する。なお、情報シス

テム台帳に記録又は記載した場合は、統括情報セキュリティ責任者へ報告する。 
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③ クラウドサービス管理者は、クラウドサービスの情報セキュリティ対策を実施

するために必要となる文書として、クラウドサービスの運用開始前までに以下の

全ての実施手順を整備する。 

(ｱ) クラウドサービスで利用するサービスごとの情報セキュリティ水準の維持

に関する手順 

(ｲ) クラウドサービスを利用した情報システムの運用・監視中における情報セ

キュリティインシデントを認知した際の対処手順 

(ｳ) 利用するクラウドサービスが停止又は利用できなくなった際の復旧手順 

④ クラウドサービス管理者は、前号において定める規定に対し、構築時に実施状

況を確認・記録する。 

 

⑺ クラウドサービスを利用した情報システムの運用・保守時の対策 

① 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る

考え方を踏まえ、以下を含むクラウドサービスを利用して情報システムを運用す

る際のセキュリティ対策の原則を規定する。 

(ｱ) クラウドサービス利用方針の規定 

(ｲ) クラウドサービス利用に必要な教育 

(ｳ) 取り扱う資産の管理 

(ｴ) 不正アクセスを防止するためのアクセス制御 

(ｵ) 取り扱う情報の機密性保護のための暗号化 

(ｶ) クラウドサービス内の通信の制御 

(ｷ) 設計・設定時の誤りの防止 

(ｸ) 外部サービスを利用した情報システムの事業継続 

② クラウドサービス管理者は、クラウドサービスの運用・保守時に情報セキュリ    

ティ対策を実施するために必要となる項目等で修正又は変更等が発生した場合、

情報 システム台帳及び関連文書を更新又は修正する。なお、情報システム台帳

を更新又は修正した場合は、統括情報セキュリティ責任者へ報告する。 

③ クラウドサービス管理者は、クラウドサービスの情報セキュリティ対策につ 

いて新たな脅威の出現、運用、監視等の状況により見直しを適時検討し、必要な

措置を講じる。 

④ 所属長及びシステム管理者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考

え方を踏まえ、クラウドサービスで発生したインシデントを認知した際の対処手

順を整備する。 

⑤ クラウドサービス管理者は、前２号において定める規定に対し、運用・保守時

に実施状況を定期的に確認・記録する。 

 

⑻ クラウドサービスを利用した情報システムの更改・廃棄時の対策 

① 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る

考え方を踏まえ、以下を含むクラウドサービスの利用を終了する際のセキュリテ

ィ対策の原則を規定する。 
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(ｱ) クラウドサービスの利用終了時における対策 

(ｲ) クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄 

(ｳ) クラウドサービスの利用のために作成したアカウントの廃棄 

② クラウドサービス管理者は、前号において定める規定に対し、クラウドサービ

スの利用終了時に実施状況を確認・記録する。 

 

８．３．クラウドサービスの利用（重要情報を取り扱わない場合） 

⑴ クラウドサービスの利用に係る規程の整備 

統括情報セキュリティ責任者は、重要情報を取り扱わない場合、以下を含むクラ

ウドサービスの利用に関する規程を整備する。 

(ｱ) クラウドサービスを利用可能な業務の範囲 

(ｲ) クラウドサービスの利用申請の許可権限者と利用手続 

(ｳ) クラウドサービス管理者の指名とクラウドサービスの利用状況の管理 

(ｴ) クラウドサービスの利用の運用手順 

 

⑵ クラウドサービスの利用における対策の実施 

① 職員等は、利用するサービスの約款、その他の提供条件等から、利用に当たっ

てのリスクが許容できることを確認した上で重要情報を取り扱わない場合のク

ラウドサービスの利用を所属長等へ申請する。また、承認時に指名されたクラウ

ドサービス管理者は、当該クラウドサービスの利用において適切な措置を講ず

る。 

② 所属長及びシステム管理者は、職員等によるクラウドサービスの利用申請を審

査し、利用の可否を決定する。また、承認したクラウドサービスを記録する。 
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９ 評価・見直し 

 

９．１．情報セキュリティ監査 

⑴ 実施方法 

① 情報セキュリティ委員会は、内部監査を定期的又は必要に応じて実施する。 

② 情報セキュリティ委員会は、外部監査組織による監査を必要に応じて実施す

る。 

③ 情報セキュリティ委員会は、監査の実施に関する責任者（以下「監査責任者」

という。）を指名し、実施体制及び管理責任を明確にする。 

 

⑵ 監査人の要件 

① 監査責任者は、被監査部門から独立した者を監査を行う者（以下「監査人」と

いう。）に指名する。 

② 監査人は、情報セキュリティ及び監査に関する専門知識を有する者とする。 

 

⑶ 監査実施計画の立案及び実施への協力 

① 監査責任者は、監査計画を作成し、情報セキュリティ委員会の承認を得る。 

② 監査責任者及び監査人は、監査計画に従い、適正に監査を実施する。 

③ 監査責任者及び監査人は、監査の過程で知り得た情報を監査以外の目的で利用

しない。 

④ 被監査部門は、監査の実施に協力する。 

 

⑷ 委託事業者に対する監査 

事業者に委託している場合、委託事業者から再委託を受託している事業者も含め

て、情報セキュリティポリシーの遵守について監査を必要に応じて実施する。 

 

⑸ 報告 

監査責任者は、監査結果を取りまとめた監査実施報告書を作成し、情報セキュリテ

ィ委員会に報告する。 

 

⑹ 保管 

監査責任者は、情報セキュリティ監査の実施を通じて収集した監査証拠、監査報告

書の作成のための監査調書を、適切に保管する。 

 

⑺ 監査結果への対応 

① 情報セキュリティ委員会は、監査結果を踏まえ、改善事項があった情報システ

ムのシステム管理者に対し、当該事項への対処（改善計画の策定等）を指示する。

また、措置が完了していない改善計画は、定期的に進捗状況の報告を指示する。 

② 改善の指示を受けたシステム管理者は、改善事項に対する改善計画書を作成

し、情報セキュリティ委員会に提出する。なお、庁内で横断的に改善が必要な事
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項については、統括情報セキュリティ責任者が、当該事項の対処（改善計画の策

定等）を指示する。なお、措置が完了していない改善計画は、定期的に進捗状況

の報告を指示する。 

 

⑻ 改善の実施及び監査結果の活用 

① システム管理者は、改善計画書に基づき、速やかに改善を行う。 

② 情報セキュリティ委員会は、監査結果を情報セキュリティ対策の充実や情報セ

キュリティポリシー及び実施手順書の見直し、その他情報セキュリティ対策の見

直し等に活用する。 

 

９．２．自己点検 

⑴ 実施方法 

① 所属長は、情報セキュリティポリシー及び実施手順書に基づき、情報セキュリ

ティ対策の実施状況を毎年度自己点検する。 

② システム管理者は、所管する情報システムの情報セキュリティ対策の実施状況

について、毎年度自己点検を実施する。 

③ 所属長及びシステム管理者は、点検結果と改善策を取りまとめ、情報セキュリ

ティ委員会に報告する。 

 

⑵ 改善の実施及び点検結果の活用 

① 所属長及びシステム管理者は、改善策に基づき、速やかに改善を行う。 

② 情報セキュリティ委員会は、この点検結果を情報セキュリティ対策の充実や、

情報セキュリティポリシー及び実施手順書の見直し、その他情報セキュリティ対

策の見直し時に活用する。 

 

９．３．情報セキュリティポリシーの見直し 

情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報

セキュリティに関する状況の変化等をふまえ、情報セキュリティポリシーの見直し

が必要になった場合は、情報セキュリティポリシーを見直す。なお、横断的に改善が

必要となる情報セキュリティ対策の運用見直しについて、内部の職制及び職務に応

じた措置の実施又は指示し、措置の結果について情報セキュリティ委員会に報告す

る。 
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10 用語の定義 

 

ポリシーにおいて次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 

【あ】 

●「遠隔消去機能」 

「遠隔消去機能」とは、携帯電話などに記録してあるデータを、当該端末から操作

するのではなく離れた場所から、遠隔操作（リモート）で、消去、無効化する機能を

いう。携帯電話を紛失したり盗難にあった場合の、情報漏えいを防ぐ目的で利用され

る。 

 

●「Ｗｅｂ（ウエブ）会議サービス」 

「Ｗｅｂ（ウエブ）会議サービス」とは、専用のアプリケーションやＷｅｂブラウ 

ザを利用し、映像又は音声を用いて会議参加者が対面せずに会議を行える外部サー 

ビスをいう。 

 

【か】 

●業務継続計画（ＢＣＰ：Busisness Continuity Plan）」 

「業務継続計画（ＢＣＰ）」とは、組織において特定する業務の継続に支障をきた

すと想定される自然災害、人的災害・事故、機器の障害等の事態に組織が適正に対応

し目標とする業務継続性の確保を図るために当該組織において策定する、事態の予防

及び事態発生後の業務の維持並びに復旧に係る計画をいう。 

 

●「クラウドサービス」 

「クラウドサービス」とは、事業者等の庁外の組織が情報システムの一部又は全部

の機能を提供するものをいう。ただし、当該機能において自組織の情報が取り扱われ

る場合に限る。 

 

●「クラウドサービス管理者」 

「クラウドサービス管理者」とは、クラウドサービスの利用における利用申請の許

可権者から利用承認時に指名された当該クラウドサービスに係る管理者をいう。 

 

● 「クラウドサービス提供者」 

「クラウドサービス提供者」とは、クラウドサービスを提供する事業者をいう。ク

ラウドサービスを利用して自組織に向けて独自のサービスを提供する事業者は含ま

れない。 

 

【さ】 

●「サイバー攻撃」 

「サイバー攻撃」とは、コンピュータシステムやインターネットなどを利用して、
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標的のコンピュータやネットワークに不正に侵入してデータの詐取や破壊、改ざんな

どを行なったり、標的のシステムを機能不全に陥らせることをいう。 

 

●「サービス不能攻撃」 

「サービス不能攻撃」とは、通信ネットワークを通じてコンピュータや通信機器な

どに行われる攻撃手法の一つで、大量のデータや不正なデータを送りつけて相手方の

システムを正常に稼働できない状態に追い込むことをいう。 

 

●「情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）」 

「情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）」とは、個別の問題毎の技

術対策の他に、組織のマネジメントとして、自らのリスクアセスメントにより必要な

セキュリティレベルを決め、プランを持ち、資源を配分して、システムを運用するこ

とをいう。 

 

●「スパムメール」 

「スパムメール」とは、不特定多数に対して多量に送られてきた広告メールなどの迷

惑メールのことをいう。攻撃者がこの方法を用いてマルウェア感染などを狙う攻撃をし

たり、詐欺サイトに誘導するメールなどに利用することもある。 

 

●「セキュリティホール」 

「セキュリティホール」とは、システム上、攻撃者が不正な侵入などを行える状態にな

っている「穴」のことをいう。 

 

●「ソーシャルメディアサービス」 

「ソーシャルメディアサービス」とは、インターネット上で展開される情報メディ

アのあり方で、組織や個人による情報発信や個人間のコミュニケーション、人の結び

つきを利用した情報流通などといった社会的な要素を含んだメディアのことをいう。

利用者の発信した情報や利用者間のつながりによってコンテンツを作り出す要素を

持ったＷｅｂサイトやネットサービスなどを総称する用語で、電子掲示板(ＢＢＳ)

やブログ、動画共有サイト、動画配信サービス、ショッピングサイトの購入者評価欄

などを含む。 

 

●「情報の格付」 

情報の重要性に基づき「重要情報」又は「一般情報」と区分すること(情報の分類)

をいう。 

 

【た】 

●「多要素認証」 

「多要素認証」とは、システムが正規の利用者かどうかを判断する際の信頼性を高

めるために、複数の認証手段を組み合わせて認証する方式をいう。認証方式は大きく

分けて「知識」、「所持」及び「存在」を利用する方式がある。それぞれの認証手段
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には各々異なった利点と欠点があり、複数の認証方式を組み合わせることが利用者認

証の信頼性を高める意味でも有効である。 

 

●「端末」 

「端末」とは、情報システムの構成要素である機器のうち、職員が情報処理を行う

ために直接操作するもの（搭載されるソフトウェア及び直接接続され一体として扱わ

れるキーボードやマウス等の周辺機器を含む。）をいい、特に断りが無い限り、地方

公共団体が調達又は開発するものをいう。 

 

●「端末への画面転送」 

「端末への画面転送」とは、サーバ側に仮想的なクライアント環境を設けた上で、

当該クライアント環境にパソコンやモバイル端末が専用のアプリケーションを使用

してアクセスし、パソコンやモバイル端末にデータを保存せずに、データの閲覧や編

集を行うことを可能とする機能をいう。 

 

●「庁内ネットワーク」 

「庁内ネットワーク」とは、地方公共団体の庁舎・出先機関を含めた団体が管理主

体となるネットワーク及び同ネットワークを委託しているデータセンターに設置し

ている情報システムをいう。 

 

●「特定用途機器」 

「特定用途機器」とは、テレビ会議システム、ＩＰ電話システム、ネットワーク

カメラシステム等の特定用途に使用される情報システム特有の構成要素であって、

通信回線に接続されている又は電磁的記録媒体を内蔵しているものをいう。 

 

●「特権を付与されたＩＤ」 

「特権を付与されたＩＤ」とは、サーバの起動や停止、アプリケーションのインス

トールやシステム設定の変更、全データへのアクセスなど、通常のＩＤよりもシステ

ムに対するより高いレベルでの操作が可能なＩＤをいう。 

 

【は】 

●「パソコン」 

「パソコン」とは、端末のうち、机の上等に備え置いて業務に使用することを前提

とし、移動させて使用することを目的とはしていないものをいい、端末の形態は問わ

ない。 

 

●「標的型攻撃」 

「標的型攻撃」とは、明確な意思と目的を持った人間が特定のターゲットや情報に

対して特定の目的のために行うサイバー攻撃の一種をいう。 
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●「ファイアウォール」 

「ファイアウォール」とは、あるコンピュータやネットワークと外部ネットワーク

の境界に設置され、内外の通信を中継・監視し、外部の攻撃から内部を保護するため

のソフトウェアや機器、システムなどのことをいう。 

 

●「複合機」 

「複合機」とは、プリンタ、ＦＡＸ、イメージスキャナー、コピー機等の機能が一

つにまとめられている機器のことをいう。 

 

●「プライバシーマーク」 

「プライバシーマーク」とは、個人情報保護に関して一定の要件を満たした事業者

に対し、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(ＪＩＰＤＥＣ) により使用を認め

られる登録商標の事をいう。 

 

●「ポート」 

「ポート」とは、パソコンやモバイル端末がインターネットを通じて相手とデータを

送受信するための窓口のことをいう。それぞれに数字が振られ、これを「ポート番号」と

いう。また送信するものを「送信ポート」、受信するものを「受信ポート」と呼ぶ。 

 

【ま】 

●「モバイル端末」 

「モバイル端末」とは、端末のうち、業務上の必要に応じて移動させて使用するこ

とを目的としたものをいい、端末の形態は問わない。 

 

【ら】 

●「ログ」 

「ログ」とは、その機器で行われた活動を記録したデータ。通信に関するものは「通

信ログ」という。 

 

【Ａ～Ｚ】 

●「ＣＳＩＲＴ（Computer Security Incident Response Team）」 

「ＣＳＩＲＴ」とは、コンピュータやネットワーク（特にインターネット）上で何

らかの問題（主にセキュリティ上の問題）が起きていないかどうか監視すると共に、

万が一問題が発生した場合にその原因解析や影響範囲の調査を行ったりする組織の

総称。 
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附 則 

本情報セキュリティポリシーは平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

本情報セキュリティポリシーは平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

本情報セキュリティポリシーは平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

本情報セキュリティポリシーは平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

本情報セキュリティポリシーは平成 27 年 9 月 1 日から施行する。 

本情報セキュリティポリシーは平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

本情報セキュリティポリシーは平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

本情報セキュリティポリシーは令和３年 4 月 1 日から施行する。 

本情報セキュリティポリシーは令和４年 4 月 1 日から施行する。 

本情報セキュリティポリシーは令和５年 4 月 1 日から施行する。 

本情報セキュリティポリシーは令和５年 6 月 9 日から施行する。 

本情報セキュリティポリシーは令和５年 8 月 7 日から施行する。 

本情報セキュリティポリシーは令和７年４月１日から施行する。 

268



報告第89号 

学校企画課 

 

令和７年度末市町村立学校の廃止及び令和８年度市町村立学校の 

設置について 

 

 

１ 令和７年度に廃止する学校の名称及び所在地 

学校名：島根県安来市立山佐小学校     安来市広瀬町上山佐608番地１ 

    島根県奥出雲町立布勢小学校    奥出雲町八代220番地 

    島根県奥出雲町立三成小学校    奥出雲町三成348番地 

    島根県奥出雲町立亀嵩小学校    奥出雲町亀嵩2206番地 

    島根県奥出雲町立阿井小学校    奥出雲町上阿井110番地 

    島根県奥出雲町立三沢小学校    奥出雲町三沢1099番地７ 

    島根県大田市立静間小学校     大田市静間町548番地 

    島根県大田市立五十猛小学校    大田市五十猛町1518番地 

    島根県大田市立鳥井小学校     大田市鳥井町鳥井417番地 

島根県益田市立小野中学校     益田市戸田町イ1332番地1 

 

期 日：令和８年３月31日 

 

 

 

２ 令和８年度に設置する学校の名称及び所在地 

学校名：島根県奥出雲町立仁多小学校    奥出雲町三成348番地 

島根県大田市立静間小学校     大田市静間町548番地 
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< 参 考 > 

１ 統廃合の状況 
安来市立山佐小学校  安来市立広瀬小学校に統合 

奥出雲町立布勢小学校 

新設の奥出雲町立仁多小学校に統合 
奥出雲町立三成小学校 

奥出雲町立亀嵩小学校 

奥出雲町立阿井小学校 
奥出雲町立三沢小学校 

大田市立静間小学校 

新設の大田市立静間小学校に統合 大田市立五十猛小学校 

 大田市立鳥井小学校 

 益田市立小野中学校 益田市立高津中学校に統合 

 
２ 設置廃止による学校数の増減表 

 令和７年度廃止 令和８年度設置 増 減 
小学校 ９ ２ ▲７ 
中学校 １ ０ ▲１ 

 
３ 近年の学校数の推移 

校種 小学校 中学校 小・中学校 義務

教育

学校 年度 本校 分校 計 本校 分校 計 本校 分校 計 

H２１ ２４５ ７ ２５２ １０２ ２ １０４ ３４７ ９ ３５６  

H２２ ２３９ ６ ２４５ １００ ２ １０２ ３３９ ８ ３４７  

H２３ ２２８ ６ ２３４ １００ ２ １０２ ３２８ ８ ３３６  

H２４ ２２４ ５ ２２９   ９９ ２ １０１ ３２３ ７ ３３０  

H２５ ２１７ ３ ２２０   ９８ ２ １００ ３１５ ５ ３２０  

H２６ ２１２ ３ ２１５   ９７ ２ ９９ ３０９ ５ ３１４  

H２７ ２０８ ２ ２１０   ９６ ２ ９８ ３０４ ４ ３０８  

H２８ ２０３ ２ ２０５   ９６ ２ ９８ ２９９ ４ ３０３  

H２９ ２０１ ２ ２０３   ９６ ２ ９８ ２９７ ４ ３０１  

H３０ ２００ ２ ２０２ ９４ ２ ９６ ２９４ ４ ２９８ １ 

H３１ １９８ ２ ２００ ９２ ２ ９４ ２９０ ４ ２９４ １ 

R２ １９８ ２ ２００ ９２ ２ ９４ ２９０ ４ ２９４ １ 

R３ １９５ ２ １９７ ９０ ２ ９２ ２８５ ４ ２８９ ２ 

R４ １９５ ２ １９７ ９０ ２ ９２ ２８５ ４ ２８９ ２ 

R５ １９４ ２ １９６ ９０ ２ ９２ ２８４ ４ ２８８ ２ 

R６ １９２ ２ １９４ ８８ ２ ９０ ２８０ ４ ２８４ ２ 

R７ １８５ ２ １８７ ８８ ２ ９０ ２７３ ４ ２７７ ２ 

R８ １７８ ２ １８０ ８７ ２ ８９ ２６５ ４ ２６９ ２ 
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令和７年度 江津地域における新設校開校準備委員会の検討状況等について 

１ 新設校開校準備委員会について 

・ 江津高校と江津工業高校を統合した新たな魅力ある高校を作るため、令和６年２月に設置

・ 県教育委員会、江津高校及び江津工業高校に加え、オブザーバーとして江津市、江津市教育

委員会、GO▶GOTSU コンソーシアム、両校学校運営協議会も参加

・ 令和６年２月 27 日から令和７年３月 31 日までをⅠ期、令和７年４月１日から令和 10 年３

月 31 日までをⅡ期と設定

・ Ⅰ期の検討内容については、令和７年３月に「Ⅰ期まとめ」として公表済み

２ Ⅱ期準備委員会の開催日および主な検討内容 

回 日時 検討内容 

第１回 令和７年４月28日 

・ 今後の検討スケジュール

・ 校名

・ 校歌

第２回 ７月14日 

・ 円滑な統合に向けた取組

・ 教育課程の編成

・ 児童生徒および保護者からの意見聴取

・ 校名

・ 校歌

第３回 10月15日 

・ 教育課程の編成

・ 児童生徒および保護者からの意見聴取

・ 部活動

第４回   ８年２月９日 

・ スクール・ミッション

・ スローガン・コンセプト

・ 教育課程の編成

・ プロジェクトチーム（部会）の立ち上げ

・ 第５回以降の検討スケジュール

３ 令和７年度に決定した主な事項 

⑴ スクール・ミッション（各高校に期待される社会的役割等）（案）

【普通科高校】

普通科系学科と工業系専門学科が融合した特色ある学びや、地域と連携した探究的な 

学び等を通して、地域や社会に貢献するために挑戦し、未来を変えていく力をもった人 

材を育成する。 

【工業に関する学科を設置する高校】 

地元企業等との連携による取組の成果を生かし、社会の変化や地域の産業界からのニ 

ーズに応えるものづくり教育を通して、地域産業等を担うことができる専門性豊かな工 

業人材を育成する。 

・ 島根県教育員会は設置している学科に応じて各校のスクール・ミッションを規定

・ 工業に関する学科を設置する高校のスクール・ミッションは全校共通

⑵ 単位制の導入

報告第 90 号 

学校企画課 

271



 ⑶ 施設整備について 

・ 新設校の開校に向けた施設整備を以下のとおり実施 

①  江津工業・江津高等学校共同寄宿舎改修 

女子生徒も利用できるよう既存寄宿舎の改修 

【事業期間】Ｒ７～８ 

【事業費】4.5 億円 

 
② 江津地域県立高等学校新設整備 

管理教室棟改築・解体、既存校舎改修、進入路造成等の施設整備 
【事業期間】Ｒ７～13（第１期工事） 

【事業費】80.8 億円 

 

＜参考＞ 

第１期工事後に想定される施設整備（整備時期や内容は未定） 

・ 屋内運動場改築・解体、グラウンド造成等 

 

４ 令和８年度に検討する主な事項 

 ・ グランドデザイン 

・ 新しい普通科 

・ 教育課程 

・ 校名 

・ 校歌 

・ 校章 

・ 入学者選抜 

・ 制服 

・ 施設整備      など 
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江津地域における新設校にかかる意見聴取結果について 
 

１ 対象 

・ 江津市、浜田市、大田市及び邑智郡内の小学校および特別支援学校小学部の５・６年生児童とその保護者 

・ 江津市、浜田市、大田市及び邑智郡内の中学校および特別支援学校中学部の生徒とその保護者 

・ 江津高校、江津工業高校、江津清和養護学校高等部の生徒とその保護者 

 
２ 期間 

 令和８年１月 19 日（月）～２月 18 日（水） 

 
３ 内容               小 中 高 保         

 ・ 今後深く学びたい教科      〇 〇             

・ 興味・関心をもっていること     〇 

・ 学習内容で充実させてほしいこと   〇 〇 〇 

・ 必要だと思う学校行事        〇 〇 〇 

・ 必要だと思う部活動         〇 〇 〇 

・ 通いたくなる学校        〇 

・ 制服の必要性            〇 〇 〇 

 ・ 通学に関する意見・要望       〇   〇 

 ・ 校則の必要性            〇 〇 〇 

 ・ 給食の提供             〇   〇 

 ・ 新設校に期待すること        〇 〇 〇 

 
４ 回答数 

 小学生・小学部生 222 件 

 中学生・中学部生 163 件 

高校生・高等部生 108 件  

保護者    404 件 

合計          897 件 

 
５ 回答およびそれに対する県教育委員会のコメント 

 次ページ以降に記載 

※ 「小」は小学生・小学部生 「中」は中学生・中学部生 
「高」は高校生・高等部生 「保」は保護者 

 
※ 〇は回答対象者 

      

報告第 91 号 
学校企画課 
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現在習っている教科の中で、中学生（または高校生）になって、もっと深く学んでみたいもの 
（選択式・複数回答可） 

【小学生・小学部生】                        【中学生・中学部生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

興味・関心をもっていること（自由記述式） 

【中学生・中学部生】 
 
 ■ 歴史・文化・人文科学系    戦国時代、江戸時代、百人一首、地理、文学、戦争、地域活動、探究 など 
 
■ 医療・福祉・教育系      医療、人体、薬学、子ども、心理学、美容、メイク、ファッション など 

 
■ テクノロジー・科学・宇宙系  AI、プログラミング、パソコン、eスポーツ、インターネット、宇宙、地学、生物、科学実験、物理、 

鉱物、環境問題、ロボット、電気、機械、自動車、鉄道 など 
 
■ 芸術・クリエイティブ・表現系 イラスト、絵を描くこと、デザイン、音楽、楽器、歌、建築、模型（CAD・製図）、大工、裁縫 など 

 
■ スポーツ・身体活動系     野球、サッカー、バレーボール、卓球、柔道、ローイング など 

 
■ 生活・食・環境系       料理、お菓子作り、動物、自然環境 など 

274



3 
 

学習内容について充実させてほしいこと（選択式・複数回答可） 

【中学生・中学部生】                        【高校生・高等部生】 

 

 

 

 

 

 
 
                                    

【保護者】  

 

 

 

 

 

 
 
 

その他：スポーツ、進学と就職の各々に特化、パソコン技術 など 

新設校には、普通科、新しい普通科、工業科（機械・電気系、
建築都市工学系）を設置することが決まっています。 
普通科系学科と工業科の両方がある高校は島根県では初めてで

す。 
２つの学科が設置してあるメリットを活かすことも含めた教育

内容の詳細については、『新設校開校準備委員会』において検討中
です。 
今回のアンケート結果において、「資格取得のための学習」や

「大学などへの進学をめざす学習」の回答が多かったことも参考
にして、引き続き検討を進めていきます。 

県教育委員会のコメント 
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必要だと思う学校行事（選択式・複数回答可） 

【中学生・中学部生】                        【高校生・高等部生】 

 

 

 

 

 

 
 
 

【保護者】（選択式・複数回答可）  

 

 

 

 

 

 

 

その他：ボランティア活動、登山、学習会、成果発表会 など 

新設校の開校は令和 10 年４月ですが、それまでの期間において
江津高校と江津工業高校で円滑な統合に向けた取組を行います。 
例えば令和７年９月に開催された江津高校の学園祭に江津工業高

校の１年生が参加しました。 
学校行事については、『新設校開校準備委員会』において検討中

です。 
今回のアンケート結果において、「修学旅行」、「体育祭」、「文化

祭」の回答が多かったことも参考にして、引き続き検討を進めてい
きます。 

県教育委員会のコメント
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あったらよいと思う部活動（現在江津高校または江津工業高校に設置している下記の部活動以外） 

 
 
※ 自由記述式、中は中学生・中学部生、高は高校生・高等部生、保は保護者からの回答 
※ 回答数上位５位までを記載（６位以下の主なものはその他に記載） 
 
<運動部> 中 卓球、バドミントン、サッカー、陸上、剣道      

高 サッカー、バドミントン、陸上、ダンス、柔道 
     保 サッカー、陸上、剣道、卓球、バドミントン 

その他： 軟式野球、硬式テニス、ラグビー、アーチェ 
    リー、空手、水泳、ゴルフ、ソフトボール、少林寺 

拳法、体操、登山 など 

<文化部> 中 e スポーツ、軽音楽、イラスト、文芸、新聞 
     高 e スポーツ、調理、軽音楽、ユーチューブ  
     保 e スポーツ、パソコン・プログラミング、放送・ 
      動画編集、ボランティア、調理 

その他： 演劇部、英会話・ESS・語学サークル、競技かる 
た、将棋、鉄道研究、陶芸 など 

 

ふさわしい活動日数      

【中学生・中学部生】    【高校生・高等部生】        【保護者】 

 

 

 

 

 

 

その他：不定期、各部の方針でよい など 

 

<運動部> 硬式野球、バレーボール、バスケットボール、ハンドボール、ソフトテニス、弓道、ボート、水球 
<文化部> 吹奏楽、音楽、美術、茶道、書道、写真、生活科学、地域活性、神楽、ものづくり 

５日以上 ３～４日 １～２日
０日

（入部しない場合
も含む）

その他

・ 現在、江津高校と江津工業高校に設置
している部活動については、新設校開校
後も引き続き活動します。 

・ 令和 10・11 年度は、江津高校、江津工
業高校、新設校の３校又は２校での合同
チームによる大会参加が可能となりま
す。（引き続き単独での出場も可能で
す。） 

・ 江津高校と江津工業高校が合同で部活
動を行うことなどを想定して、令和８年
４月よりマイクロバスが運行する予定で
す。 

・ 部活動については、引き続き『新設校
開校準備委員会』において検討を進めて
いきます。 

県教育委員会のコメント 
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「みんなが通いたくなる学校」および「そのために必要なこと」（自由記述式） 
 
【小学生・小学部生】                             ※「そのために必要なこと」は      の中に記載 
■ いじめや差別がない 
   いじめがなくて安心できる、全校が仲良し、皆で協力して学習したり物事を進めたりすることができる など 

いじめや差別をなくす、ルールを守る、先生が寄り添ったり相談したりできる環境をつくる、誰にでも同じように接する、いじめをし 
ていたら注意する、一人一人の個性をみとめ合って差別しない、仲を深める活動をする など 

 
■ 楽しく学べる・明るい雰囲気 

    みんなが楽しく過ごせる、みんなが勉強を楽しめる、仲良く明るい雰囲気 など 
    何人かが分かったら次に進むのではなく児童全員が分かるまで教える、日々みんなが明るく過ごす、先生が優しい、みんなが優しく対 

応する など 
 
■ 教室・校舎・トイレがきれい 
  教室やトイレがきれい、校舎がきれいで快適 など 

    きちんとそうじをする、古いところを修理する、清掃業者に掃除をしてもらう、床をきれいにする、きれいなトイレを作る、衛生面を 
考える など 

 
■ 体をたくさん動かすことができる 
  体を動かす時間と場所がたくさんある、体育の授業がたくさんある など 

    室内練習場を作る、プールや体育館をもっと広くする、体を動かす勉強が沢山ある、体育の時間を増やす、体育の先生を増やす など 
 
■ 修学旅行がある 
  修学旅行が（２回以上）ある、修学旅行で海外に行ける など 

 
■ 実験・工作・体験学習ができる 

    実験がたくさんできる、実験、図画工作、家庭科学習の時間がたくさんある、いろいろな体験・経験ができる など 
   実験器具をたくさん買う、みんなで協力して実験や体を動かす時間を作る                         など 
 
■ 自由が多い 
   私服で行ける、服装が自由、髪色・髪型自由、校則がない、理不尽な先生がいない、話が通じない先生がいない など 
   好きなことができるように校則を変える、優しい先生を募集する、自分のペースで授業を選べる               など                      
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■ 施設・設備が充実している 
   室内プール（水深 2メートル以上）・サッカー場・食堂・自動販売機・売店・自動で水が流れるトイレ・エレベーター・射撃場があ 

る、校庭が人工芝 など 
 
■ デジタル・Wi-Fi・授業内容が充実している 
   タブレットなどの機器を使う学習が多い、フリーWi-Fi がある、AI を使う、ゲームに関する授業を取り入れる など 
   コンピューターを導入する、専門の先生に来てもらう、eスポーツ専用機器の持ち込みを認める など 
 
■ 宿題が少なく生活時程にゆとりがある 

宿題が少ない、毎日５時間授業、帰る時間が早い、休み時間がたくさんある など 
   ゆっくりした時間がないと勉強したことが頭に入らないと思うから、読書をする時間を作る、昼休みを長くする、勉強をしっかりやっ 

て遊べる時間を増やす、勉強するときと遊ぶときのメリハリをつける など 
 
■ 地域・社会とのかかわりがある 
   地域の人と一緒に学べる、地域との関わりが積極的、地域の人から信頼される、みんなで協力する、挨拶ができる など 

地域の人たちと交流する、地域の人も子どももわからないところを一緒に学ぶ、地域の人たちの仕事について知る など                                                
 
■ 成長や目標達成ができる 

自分の夢に向かって学べる、自分のペースで頑張れる、みんなが目標を持ち好きなことを楽しく学べる、学びたい分野を専門的に学べ 
る、社会で役にたつスキルを身につける、楽しく学べて成績が良くなる、人それぞれの学び方がある など 
勉強をたくさんして目標を立てる、小中学校での勉強力、自分の頑張る力を育てる仕組み、一日一日を大切にする など 

 
■ その他 

平和で安全な学校、けがをしても過ごしやすい学校、歴史のある学校、見て見ぬふりをしない学校 など 
   災害に備える、先生が自分の話もしてくれる、市の協力、お金、土地 など 
 

県教育委員会のコメント 

 
 
 
 

 

・ 誰もがいじめや差別なく安心して過ごせること、そして「わかった！」と笑顔になれる授業や、最新のデジタル技術や本物にふれる体験 
的な学びがあることは、みなさんの未来を切り拓く大きなエネルギーになります。 

・ 地域の方々と一緒に活動したり、自分たちの意見を尊重して自由な校風を築いたりすることは、魅力的な学校の姿です。 
・ きれいな施設や新しい設備、ゆとりのある生活時程など、すべての願いをすぐに形にすることは簡単ではありませんが、皆さんからの貴 
重な意見を、今後の学校づくりの参考にさせていただきます。 

・ これからもたくさんの人たちの意見を聞いて、誰もが自分らしく夢に挑戦できる学校をつくっていきたいと考えています。 
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制服の必要性（選択式） 

【中学生・中学部生】       【高校生・高等部生】       【保護者】 

 

 

 

 

 
 
その他：どちらでもよい、制服か私服かを選べるようにする など 

 

よいと思う制服（自由記述式、中は中学生・中学部生、高は高校生・高等部生、保は保護者からの回答） 
 
■ 多様性への対応 

中 ズボンかスカートを選べる、ネクタイかリボンを選べる、男 
女同じ など 

  高 男女同じ、長袖長ズボン、全員共通でブレザー（ズボンかス
カートを選べる）、多様性に配慮する など 

保 ジェンダーに配慮したブレザータイプ、性別に関係なく選択 
できる、男女問わず着られるユニセックスなデザイン、男女同 
じ、多様性に対応できる、男女共にブレザー など 

 
■ 家庭でのケアと機能性 

中 体操服のように動きやすい、軽い素材を使う、洗いやすい、 
洗濯機で洗える、乾きやすい、シャツはポロシャツ、生地で通 
気性がよくアイロンの必要がないもの など 

高 動きやすく破れにくい素材、学ラン以外 など      

   
保 洗いやすく乾きやすい、動きやすい、手入れが楽、自宅で洗 
濯可能な素材、アイロンが不要なポロシャツ、洗濯機で洗って 
もシワにならないブレザー、伸縮性があり汚れが落ちやすい、 
丈夫で清潔感がある、着替えずに体育の授業ができる など 

 
■ 気候への柔軟な適応 

中 どの季節でも過ごしやすい、風通しが良い、ブレザーだと簡 
単に着脱ができて体調管理がしやすい、シャツはポロシャツ生 
地で通気性が良くアイロンの必要がない など 

保 寒さ・暑さを調整できる、タイツも選択できる、寒暖差に対 
応しやすい素材、ブレザーなど寒暖に合わせて調節しやすい、 
夏はポロシャツ（3色くらいの中から選んで着る） など 

  

必要である 必要でない その他
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■ 洗練されたデザイン 
 中 ブレザー、学ラン、セーラー服、スーツに近いもの、スカー 

ト（チェック、紺のチェック、灰色）、白いブレザー、蝶ネク 
タイ、紐で長さが調節できるリボン、チェックのズボン など 

 高 茶色いブレザー、ピンクのチェックスカート、赤いニットベ 
スト、選べるリボン、シンプルすぎないデザイン など 

保 生徒が着たいと思えるようなブレザー、江津工業高校のネク 
タイ、どこの学校か分かる特徴的なもの、一般的な学生服とセ 
ーラー服、おしゃれなもの、華美でないもの、江津高校のブレ 
ザー、チェック柄のスカートでベージュのジャケット、中学校 
とは違うデザイン、清潔感がある など 

 
■ 経済的負担の軽減 
 中 安価なもの（シンプルなデザイン、普通の制服）、全員同 

じ、中学校と同じ、あまり目立たなく、シンプルな色、値段が 
男女ともに全く同じ など 

 高 今までと同じ制服（変えない）、江津高校または江津工業高                
   校の制服に統一する など 
 

保 低価格、中学校で使用していた制服のボタンのみを変える、 
高額にならず華美でないもの、高くもなく安くもなく学生らし 
いもの、校章等の入っていない学ラン（どこでも購入可能）、 
中学生のときに着ていたもの、有名デザイナーの制服は金額が 
高くなるばかりなので困る、上着だけ統一してポロシャツ・ス 
カート・ズボンは自由 など 

 
■ 着こなし・運用の自由化 

中 制服以外の着用も認める(靴下・カッターシャツ・カーディ 
ガン等)、学年によってリボンやネクタイの色が違う など 

  高 自分でリボン・ネクタイ・制服の色が選べる、靴下自由、い 
ろいろな着方ができるブレザー など 

保 自由度がある（カッターシャツはポロシャツでもいい、色の 
み指定で各自購入可能など）、生徒会に一任する、上着やズボ 
ンは指定するが中に着るものは自由、カッターシャツ、ブラウ 
スを自分で選べる、夏はポロシャツも認める、靴下は学校指定 
にしない（色のみの指定）、生徒がオプションを選択できる、 
生徒たちが着用ルールなどを決める など 

 
 

県教育委員会のコメント 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

・ 制服については、令和８年度に『制服検討委員会』（仮称）を設置して検討を進める予定です。 
・ 『制服検討委員会』には大人だけではなく、江津高校、江津工業高校、近隣中学校の生徒もメンバーに入り、一緒に考えてもらうことも 
想定しています。 

・ 今回のアンケート結果において、「多様性の尊重」、「機能性と利便性」「家計への配慮」に関する回答が多かったことも参考にして検討を 
進めていきます。 

・ 『制服検討委員会』設置後に改めて制服に関するアンケートを実施予定です。 
・ 令和９年４月頃に新制服を発表する予定です。 
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自宅から新設校に通う場合の交通手段（選択式） 

【中学生・中学部生】       【保護者】 

 

 

 

 

 

その他：未定、バスと電車 など 

 

通学に関する意見・要望（自由記述式、中は中学生・中学部生、高は高校生・高等部生、保は保護者からの回答） 

 
■ スクールバス・公共交通機関への要望 

  中 専用のスクールバスの運行 など 
  保  （浜田市、大田市、邑南町、益田市）までスクールバスが 

出れば志望校候補になる、スクールバスは必須 朝と夕方は電 
車の本数を増やす など 

 
■ 通学費・経済的支援 

中 電車通学になるので補助がほしい、通学料金の無償化 など 
保 交通費の免除・補助、定期券の補助・無料配布 など 

 
■ 距離・利便性・環境への要望 

中 寮を建てる、学校の自転車小屋を整備する など 
保 有料でもいいので市外へスクールバス運行、学生寮の充実、 
JR の駅から無料の通学バスを運行 など                             

 

■ 時間帯・連絡体制 
中 帰りが遅くなることが不安、朝起きられるか不安 など 
保 公共交通機関の時間に合った生活時程の設定（テスト期間 
も）、電車やバスの待ち時間が長い、鉄道が運休等になった際 
にオンライン授業を受けることが可能になるとよい など 

 
■ 安全・ルール・課題 

中 危ない道や行ってはいけない道を決めておく など 
保 自転車の乗り方（ヘルメット着用含む）について警察と連携 
して指導する、電車内で騒がないことや友達同士でのスマホ撮 
影の禁止を徹底する など 

 
■ 質問 

保 浜田市からの汽車通学は、江津工業は補助が出るが江津高校 
は普通科のため補助が出ません。普通科と工業科が新設された 
場合は、工業科のみ補助が出るのでしょうか？ 

 

徒歩 自転車 バス 電車
保護者に
よる送迎

その他
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県教育委員会のコメント 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
校則の必要性（選択式） 

【中学生・中学部生】       【高校生・高等部生】       【保護者】 

 

 

 

 

 
 
その他：ある程度は必要、厳しいものでなければ必要、基本的なものは必要 など 

県教育委員会のコメント 

 
 
 
 
 

必要である 必要でない その他

・ スクールバスの運行に関する意見が多数ありましたが、県教育委員会としては、多くの生徒が自転車や公共交通機関を利用している現時 
点では、送迎バスの運行を行う予定はありません。（市や町がスクールバスを運行している例は県内にもあります。） 

・ 寮に関する意見も複数ありましたが、江津工業高校には寄宿舎『桑蓬寮（そうほうりょう）』があり、江津高校と共同利用しています。 
 現在は男子生徒のみが入寮可能ですが、令和８年度には女子生徒も利用できるための改修工事を行い、令和９年度より使えます。 
・ 汽車通学の補助の質問については、浜田市では令和 8年度から制度が変わり、普通科も補助の対象になります。本制度の詳細については 
各自治体にお問合せください。 

・ 公共交通機関の時間に合った生活時程の設定、オンライン授業の活用、ルール・マナーの徹底等については、『新設校開校準備委員会』に 
おいて検討を進めていきます。 

・ 校則については『新設校開校準備委員会』において検討を進める予定です。 
・ 今回のアンケートにおいて「校則は必要である」という回答が多かったことも参考にします。 
・ 大人だけではなく、江津高校、江津工業高校、近隣中学校の生徒に校則について一緒に考えてもらうことも想定しています。 
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給食の希望（選択式） 

【中学生・中学部生】       【保護者】        

 

 

 

 

 
 

その他：希望した日のみ給食を食べられるとよい、食堂や売店が充実していれば希望しない など 

県教育委員会のコメント 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

希望する
金額によって
は希望する

希望しない その他

・ 現在、県内公立全日制高校で給食を提供している高校はありません。（他県では給食を提供している高校が若干数あります） 
・ 配送方法、必要食数の把握方法、アレルギー対応、費用負担など課題がたくさんあります。 
・ 給食については、今回のアンケート結果も参考にして「新設校開校準備委員会」において提供可能性も含めて検討します。 
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新設校に期待すること（自由記述式、中は中学生・中学部生、高は高校生・高等部生、保は保護者からの回答） 
 
■ 学習・進路・資格 
 中 学力をつける、学びたいことにとことん取り組める、偏差値 

が高い、大学に進学できる、習熟度別クラスがある、宿題が無 
い、進路が幅広く選べる、高校で看護や保育の資格を取れる、 
英語学習に力を入れる など 

 高 文武両道ができる、テスト期間の撤廃、テスト期間の設置、 
学習しやすい環境 など 

 保 進学にも就職にも有効なバリエーションのある学習内容、他 
の公立高校にない授業や資格取得、時代に合った学習、時代の 
ニーズ・先取りも考えながら多様な進路に対応できる、AI を 
取り入れた学習、普通科と工業科の良いところを活かす、即戦 
力人材の育成、IB の導入、単位制で一人ひとりの個性に合わ 
せて授業を決められる、大学特進コースの設置、近隣の公立普 
通科高校と遜色ない学習スキルの確保、資格試験や自動車免許 
取得を積極的に行う、学科変更（工業科⇔普通科）を認める、 
Web デザイン・プログラミング・MOS 等の即戦力カリキュラム 
、子どもの夢を実現するために必要なカリキュラム など 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 校則・身だしなみ・自由度 
中 緩すぎず厳しすぎない校則を作る、髪色・髪型自由、メイ 
ク・ネイル OK にするなど髪や身だしなみに関する校則を緩く 
する、席替えを毎月実施する、スマホを許可する、スマホを許 
可しない など 

高 校則を緩くする、スマホの使用制限を緩くする、校則をなく 
す、県外高校を参考にして理不尽でない校則を作る など 

保 校則に縛られない時代にあった学校づくり、規則や規律を守 
る生徒の育成、規律があり生徒が夢や目標に向かって安心して 
切磋琢磨できる、集団でのマナーを身につける、全国に類を見 
ない自由な校風、安全を守るためのスマホ所持を認める など 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 部活動 

  中 専門の指導者がいる、文武両道を目指せる、強豪校と言われ 
るようなレベルの高い活動ができる、礼儀を身につけることが 
できる、筋力トレーニングの器具の充実 など       

高 部活動をたくさん作る、他校ではできないことができるなど 
  保 陸上部があれば受験も視野に入れる、野球部を強くするよう 

な動きをかける、男女関係なく入れる部活を増やす、専門の指 
導者を外部から入れて指導者があまり変わらない、部として認 
められていない競技に取り組む生徒に対する支援がある など 

・ アンケート結果において、「学力向上や進学への対応」、「資 
格取得」、「最先端スキルの習得」、「柔軟な学習環境」、「進路選
択の自由度」に関する意見が多かったことを踏まえ、個性や適
性に応じた「多様な学び」を保障するとともに、地域や企業と
連携した地域との協働体制の充実や ICT の活用、特色ある学
科・コースの設置などについて検討を進めていきます。 

・ 学習ニーズに応じた個別最適な学びを推進するために、単位 
制を導入します。 
※ 文部科学省ホームページにおいて、単位制に 
ついて掲載しています。右の QR コードからアク 
セスできます。 
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/seido/04033102.htm 

県教育委員会のコメント 

・ アンケート結果において、「校則の緩和」、「身だしなみの自 
由化」、「スマートフォンの利用ルールの見直し」、「規律ある環
境」、「マナーの習得」に関する意見が多かったことを踏まえ、 
生徒の主体性が発揮される学校運営や、時代に即した理不尽 
のないルール作り、そして生徒が安心して夢に向かって切磋琢 
磨できるように検討を進めていきます。 

・ 校則について検討する際には、大人だけではなく、江津高 
校、江津工業高校、近隣中学校の生徒に一緒に考えてもらうこ 
とも想定しています。 

県教育委員会のコメント 
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■ 施設・設備・環境 

  中 新しい校舎、教室が広い、学校がおしゃれ、体育館に暖房を 
つける、放課後塾の設置、生き物を飼う など 

  高 学食の設置、大きな体育館の設置、校内にコンビニエンスス 
トアを設置 など 

  保 校舎や体育館等の空調設備の整備、放課後も自由に使える学 
習スペース、食堂や購買の設置、給食の提供、寮の設置、防犯 
カメラの設置、今ある建物や設備を活かして無駄な施設や設備 
を作らない、老朽化した箇所の修繕を行って快適な学習環境を 
整える、防災機能の充実 など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 学校の雰囲気・人間関係・地域連携・アルバイト 
  中 誰もが通いやすい、全員が楽しく過ごせる、生徒の個性を尊 

重した温かい雰囲気、差別・いじめ・喧嘩がなくみんな仲がい 
い、先生と生徒がコミュニケーションをしっかりとる、悩みを 
相談しやすい環境、地域の人と触れ合える、地域への貢献が多 
い アルバイトができる など 

  高 生徒同士の関わりを増やす、生徒を甘やかさない、悩みや相 
談をある程度受け入れる、実習や学校行事を大切にする、生徒 
の意見を尊重する など 

  保 江津ならではの豊かな経験ができる、工業科・普通科ともに 
分け隔てなく子供が伸び伸びと学校生活を送ることができる、 
将来島根県内で暮らしたいと思えるような授業・体験ができ 
る、オープンキャンパスを行うなど開かれたイメージを大切に 
する、生徒の未来の選択肢が増える、生徒同士が上下関係無く 
交流があり活気がある、生徒が自立できるような教育方針、そ 
れぞれの科・コースを認め合って一体感がある、海外文化・ジ 
ェンダーレス・人権などにも配慮・対応した未来が明るくなる 
学校、石見地区にない新しい風を吹かす、新たな選択肢を増や 
せる、不登校などいろいろな生徒を受け入れる、誰もが通いや 
すい、楽しく通える、生き生きとした学生生活ができる、自主 
性を育む教育方針、生徒が主体、地域産業と連携をとる、いじ 
めや暴力がない、小中学校との連携や地域の魅力を発見する取 
組によって将来の地域人財を育成する、先生と保護者が情報共 
有を密に行う、若い先生や生徒に目線を合わせて寄り添ってく 
れる先生がいる、支援学級の子供も通えるよう合理的な配慮を 
積極的に行う、通級学級がある、社会勉強として無理のない範 
囲でのアルバイトの許可 など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ アンケート結果において、「専門の指導者による質の高い活 
動」、「トレーニング環境の充実」、「多様な種目への対応」、「文
武両道の実現」に関する意見が多かったことを踏まえ、地域資
源や外部人材を積極的に活用する「地域協働」の枠組みや生徒
一人ひとりの個性や意欲に応じた多様な部活動のあり方などに
ついて検討を進めていきます。 

・ ５ページのアンケートにも設置してほしい部活動に関する意 
見がありましたが、教員数、顧問配置、安全管理、教員の働き 
方改革など課題もたくさんありますので、それらも含めて充実 
した部活動となるように検討を進めていきます。 

県教育委員会のコメント 

・ アンケート結果において、「校舎の老朽化対策」、「空調設備 
の整備」、「自習スペースや食堂・購買の充実」、「防災・防犯機 
能の強化」に関する意見が多かったことを踏まえ、今ある施設 
を有効に活用しながら、生徒が安全・安心かつ快適に学校生活 
を送ることができるように「質の高い教育環境」の確保などに 
ついて検討を進めていきます。 

県教育委員会のコメント 

・ アンケート結果において、「いじめのない温かい雰囲気」、
「生徒の個性の尊重」、「不登校や障がいのある生徒への合理的配
慮」、「地域社会との関わり」に関する意見が多かったことを踏ま
え、誰もが安心して楽しく通え、地域の人材や資源を教育に活か
す「地域との協働体制の充実」、生徒の主体性や自立心を育む
「開かれた学校運営」のあり方などについて検討を進めていきま
す。 

県教育委員会のコメント 
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■ 行事・伝統・運営 
 保 統合される２校の伝統がなるべく残る形にする、江津工業で 

行われていたイベントは残す、新しい校歌には江津高校の校歌 
の歌詞を盛り込む、校内レガッタを継続する、定期テスト無し 
で単元テストの形を継続する、工業で実施している単元終了毎 
に試験を実施し振り返りシートを渡す取組は継続する、校名を 
変えて新しいイメージを醸成する、生徒数減少を見据えた学校 
運営をする など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 質問 
中設校開校前に江津工業高校に入学した場合、新設校に入学 
した人とは全く別の学習をするのか？ 

 保 新設校に入学した場合、最初の 1、2年の部活動がどうなる 
か不安（江津高校、江津工業と合同なのか、 単独なのか） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ アンケート結果において、「両校が築いてきた伝統や行事の 
継承」、「単元テスト形式の継続」、「新しい校名によるイメージ
刷新」、「将来の生徒数減少を見据えた学校運営」に関する意見
が多かったことを踏まえ、既存の教育資源を最大限に活かしな
がら、「生徒自らが選び、学び、夢を叶える高校づくり」をめ
ざして検討を進めていきます。 

・ 新設校の校名については公募することも含めて検討中です。 

県教育委員会のコメント 

・ 令和９年度までに江津工業高校に入学した人と、令和 10 年 
度以降に新設校に入学した人では、教育課程（いつ、何を学ぶ 
か）が異なる可能性があります。 
しかしながら、工業科であることに変わりはありませんの 

で、全く別の学習をするのではなく、どちらの高校でも専門性 
を身につけることのできるカリキュラムを検討しています。 
詳細については学校のホームページ等でご確認ください。 

・ 令和 10・11 年度は、江津高校、江津工業高校、新設校の３ 
校又は２校での合同チームによる大会参加が可能となります。
（引き続き単独での出場も可能です。） 

・ その時点の部員数や生徒の希望等に応じて、どのような形で 
活動したり大会参加をしたりするかを判断することになると想 
定されます。 
 

県教育委員会のコメント 

アンケートにご協力いただきありがとうございました。 
 
〇 今回のアンケートおよび結果等について、ご質問等がございましたら以下へお問合せください。 

問合せ先：島根県教育庁学校企画課 県立学校改革推進室 

☏ 0852-22-6760（直通） 

 

〇 島根県教育委員会のホームページにおいて、江津地域における新設校の情報を掲載しています。 

  右の QR コードからアクセスできます。 

https://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/goutsu/ 
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＜参考＞ 実際の質問 

・ 現在習っている教科の中で中学生や高校生になって、深く学んでみたいものを選んでください。いくつ選んでもよいです。【小・中】            

・ あなたが興味や関心をもっていることがあれば書いてください。【中】      

・ 新設校において、学習内容について充実させてほしいことを選んでください。いくつ選んでもよいです。【中・高・保】 

・ 新設校において、必要だと思う学校行事を選んでください。いくつ選んでもよいです。【中・高・保】 

・ 新設校において、以下に挙げている部活動以外で、あるとよいと思う部活動を書いてください。いくつ書いてもよいです。【中・高・保】 

・ みなさんが通いたくなる学校は、どんな学校だと思いますか。【小】 

→ そのような学校にするためには、どんなことが必要だと思いますか。 

・ 新設校において、制服は必要だと思いますか。【中・高・保】 

→ どんな制服がよいと思うか書いてください。 

・ 自宅から新設校に通う場合、どのような手段になりますか。主なものを１つ選んでください。【中・保】 

・ 新設校に通う場合、通学に関して意見や要望があれば書いてください。【中・保】 

・ 新設校において、校則は必要だと思いますか。【中・高・保】 

・ 新設校において、給食が提供される場合、希望しますか。１つ選んでください。【中・保】 

・ 新設校に期待することや望むことがあれば自由に書いてください。【中・高・保】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 「小」は小学生・小学部生 「中」は中学生・中学部生 
「高」は高校生・高等部生 「保」は保護者 
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報告第 92 号 
学校教育課 

 

 

 

 

 

令和８年度島根県公立高等学校入学者選抜における 

第２次募集の状況及び最終合格状況について 

 
 
１ 第２次募集の状況 

※ （ ）内は昨年度の数値。 
 
 

 

 

２ 入学者選抜の最終合格状況 

※ （ ）内は昨年度の数値。 
 

課程 入学定員 
一般選抜及び
特色選抜の 
合格者総数 

第 2 次募集 
募集実施校 

学科数 
募集人員 出願者数 受検者数 合格者数 

 a b  a-b    

全日制 
4,933 4,049 32 校 52 学科 884 30 30 21 

(5,043) (4,179) (31 校 55 学科) (864) (28) (28) (26) 

定時制 
360 123 3 校 8 学科 237 5 5 5 

(360) (124) (3 校 8 学科) (236) (4) (4) (3) 

合計 
5,293 4,172 35 校 60 学科 1,121 35 35 26 

(5,403) (4,303) (34 校 63 学科) (1,100) (32) (32) (29) 

課程 入学定員 合格者総数  定員 
充足率 特色選抜 一般選抜 第２次募集 

 a b=c+d+e c d e b/a 

全日制 
4,933 4,070 1,849 2,200 21 0.83 

(5,043) (4,205) (1,826) (2,353) (26) (0.83) 

定時制 
360 128 − 123 5 0.36 

(360) (127) (−) (124) (3) (0.35) 

合計 
5,293 4,198 1,849 2,323 26 0.79 

(5,403) (4,332) (1,826) (2,477) (29) (0.80) 
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全日制

学校名 学科名 学科名 学校名

総合選抜
中高一貫
特別選抜

ス ポーツ
特別選抜

合
　
計

県内
県外
海外

県内
県外
海外

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ
f =

c+ｄ +e
（ =g＋h）

ｇ ｈ
ｉ =
j ＋k

ｊ k ｌ
m=

f +i +l
( =n+o)

n o

安　来 普　通 4 160 67 12 79 76 3 43 42 1 1 1 123 119 4 普　通 安　来

情報ｼｽﾃﾑ 1 情報ｼｽﾃﾑ
情報処理 1 情報処理
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ 1 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ

計 3 120 48 48 48 0 39 39 0 2 2 89 89 0 計

普　通 5 200 8 8 8 0 186 186 0 1 1 195 195 0 9 普　通
理　数 1 40 4 4 4 0 34 34 0 38 38 0 理　数

計 6 240 12 12 12 0 220 220 0 1 1 233 233 0 9 計

普　通 5 200 33 4 37 37 0 163 163 0 200 200 0 20 普　通
探究科学 1 40 16 0 16 15 1 19 19 0 35 34 1 探究科学

計 6 240 49 4 53 52 1 182 182 0 235 234 1 20 計

松 江 東 普　通 5 200 80 11 91 89 2 109 109 0 200 198 2 6 普　通 松 江 東

機　械 1 40 14 3 17 15 2 21 21 0 38 36 2 機　械

電子機械 1 40 18 3 21 21 0 15 15 0 36 36 0 電子機械

電気電子工学 1 40 16 2 18 18 0 15 15 0 33 33 0 電気電子工学

情報ク リ エイター学 1 40 13 0 13 12 1 13 13 0 1 0 26 25 1 情報クリエイター学

建築都市工学 1 40 13 0 13 13 0 17 17 0 3 2 32 32 0 建築都市工学

計 5 200 74 8 82 79 3 81 81 0 4 2 165 162 3 計

商　業 3 商　業
国際ビジネス 1 国際ビジネス

情報処理 1 情報処理

計 5 200 88 11 99 98 1 101 101 0 200 199 1 計

生物生産 1 40 16 16 16 0 24 24 0 40 40 0 生物生産
環境土木 1 40 16 16 16 0 19 19 0 35 35 0 環境土木
総合学科 2 80 36 36 36 0 44 44 0 80 80 0 総合学科

計 4 160 68 68 68 0 87 87 0 155 155 0 計

大　東 普　通 3 90 37 1 38 35 3 22 22 0 2 1 61 58 3 普　通 大　東

横　田 普　通 3 90 15 8 23 10 13 35 35 0 58 45 13 普　通 横　田

三刀屋 総合学科 4 160 64 7 71 66 5 48 48 0 3 2 121 116 5 総合学科 三刀屋

掛　合 普　通 1 40 7 7 7 0 22 22 0 29 29 0 普　通 掛合分校

飯　南 普　通 2 80 24 22 46 40 6 9 9 0 55 49 6 普　通 飯　南

平　田 普　通 4 160 64 8 72 71 1 88 88 0 160 159 1 普　通 平　田

普　通 6 240 97 0 97 97 0 143 143 0 240 240 0 1 普　通
理　数 1 40 16 0 16 16 0 22 22 0 38 38 0 理　数

計 7 280 113 0 113 113 0 165 165 0 278 278 0 1 計

機　械 1 40 17 1 18 18 0 22 22 0 40 40 0 機　械
電　気 1 40 16 0 16 16 0 21 21 0 1 0 37 37 0 電　気

電子機械 1 40 16 0 16 16 0 24 24 0 40 40 0 電子機械
建　築 1 40 17 2 19 19 0 21 21 0 40 40 0 建　築

計 4 160 66 3 69 69 0 88 88 0 1 0 157 157 0 計

商　業 3 120 52 52 52 0 53 53 0 2 2 107 107 0 商　業
情報処理 1 40 16 16 16 0 18 18 0 1 1 35 35 0 情報処理

計 4 160 68 68 68 0 71 71 0 3 3 142 142 0 計

植物科学 1 40 17 0 17 17 0 23 23 0 40 40 0 植物科学
環境科学 1 40 17 4 21 21 0 16 16 0 1 0 37 37 0 環境科学
食品科学 1 40 16 1 17 17 0 23 23 0 40 40 0 食品科学
動物科学 1 40 16 1 17 17 0 23 23 0 40 40 0 動物科学

計 4 160 66 6 72 72 0 85 85 0 1 0 157 157 0 計

普　通 5 200 51 9 60 58 2 140 140 0 200 198 2 普　通
体　育 1 40 26 2 28 27 1 12 12 0 40 39 1 体　育

計 6 240 77 11 88 85 3 152 152 0 240 237 3 計

普　通 3 120 28 28 28 0 74 74 0 102 102 0 普　通
理　数 1 40 10 10 10 0 6 5 1 1 1 17 16 1 理　数

計 4 160 38 38 38 0 80 79 1 1 1 119 118 1 計

邇　摩 総合学科 3 120 52 52 52 0 21 21 0 3 1 74 74 0 総合学科 邇　摩

島根中央 普　通 3 105 46 4 50 34 16 19 11 8 1 1 70 46 24 普　通 島根中央

普　通 2 72 31 31 27 4 10 9 1 2 2 43 38 5 普　通
産業技術 1 36 16 16 10 6 15 12 3 2 1 32 23 9 産業技術

計 3 108 47 47 37 10 25 21 4 4 3 75 61 14 計

江　津 普　通 2 80 29 2 31 30 1 11 11 0 42 41 1 普　通 江　津

機械・ﾛﾎﾞｯﾄ 1 40 7 0 7 7 0 8 8 0 15 15 0 機械・ﾛﾎﾞｯﾄ
建築・電気 1 40 18 0 18 18 0 22 22 0 40 40 0 建築・電気

計 2 80 25 0 25 25 0 30 30 0 55 55 0 計

普　通 4 160 68 0 68 66 2 67 64 3 135 130 5 普　通
理　数 1 40 11 0 11 10 1 7 7 0 18 17 1 理　数

計 5 200 79 0 79 76 3 74 71 3 153 147 6 計

商　業 1 商　業
情報処理 1 情報処理

計 2 80 36 36 36 0 26 26 0 62 62 0 計

海洋技術 1 40 18 18 10 8 7 6 1 25 16 9 海洋技術
食品流通 1 40 10 10 8 2 2 2 0 12 10 2 食品流通

計 2 80 28 28 18 10 9 8 1 37 26 11 計

普　通 3 120 14 14 14 0 99 97 2 113 111 2 普　通
理　数 1 40 2 2 2 0 13 12 1 15 14 1 理　数

計 4 160 16 16 16 0 112 109 3 128 125 3 計

電子機械 1 40 16 16 16 0 5 5 0 21 21 0 電子機械
電　気 1 40 18 18 18 0 8 8 0 26 26 0 電　気

生物環境工学 1 40 18 18 17 1 12 11 1 30 28 2 生物環境工学

総合学科 1 40 18 18 18 0 11 11 0 29 29 0 総合学科

計 4 160 70 70 69 1 36 35 1 106 104 2 計

吉　賀 普　通 1 40 11 11 22 19 3 2 1 1 24 20 4 普　通 吉　賀

津和野 未来共創 2 80 36 36 15 21 17 7 10 53 22 31 未来共創 津和野

普　通 2 60 22 22 22 0 3 1 2 25 23 2 普　通
商　業 1 30 6 6 6 0 9 9 0 15 15 0 商　業

計 3 90 28 28 28 0 12 10 2 40 38 2 計

普　通 1 普　通

地域共創 1 地域共創

計 2 80 28 1 29 2 27 17 17 0 46 19 27 計

海洋ｼｽﾃﾑ 1 40 14 0 14 7 7 10 4 6 3 3 27 14 13 海洋ｼｽﾃﾑ
海洋生産 1 40 11 1 12 10 2 8 4 4 20 14 6 海洋生産

計 2 80 25 1 26 17 9 18 8 10 3 3 47 28 19 計

124 4,843 1,681 33 98 1,812 1,670 142 2,156 2,111 45 30 21 3,989 3,802 187 36

松江市立
皆美が丘女子

普　通 3 90 37 37 37 0 44 42 2 81 79 2
普　通

松江市立
皆美が丘女子

127 4,933 1,718 33 98 1,849 1,707 142 2,200 2,153 47 30 21 4,070 3,881 189 36

定時制

学校名 学科名 学科名 学校名

総合選抜
中高一貫
特別選抜

ス ポーツ
特別選抜

合
　
計

県内
県外
海外

県内
県外
海外

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ
f =

c+ｄ +e
（ =g＋h）

ｇ ｈ
ｉ =
j ＋k

ｊ k ｌ
m=

f +i +l
( =n+o)

n o

機　械 1 40 5 5 0 5 5 0 機　械

電　気 1 40 3 3 0 3 3 0 電　気

建　築 1 40 3 3 0 3 3 0 建　築

計 3 120 11 11 0 11 11 0 計

普通（午前） 2 80 60 60 0 2 2 62 62 0 普通（午前）

普通（午後） 1 40 30 30 0 1 1 31 31 0 普通（午後）

普通（夜間） 1 40 3 3 0 3 3 0 普通（夜間）

計 4 160 93 93 0 3 3 96 96 0 計

普通（昼間） 1 40 17 17 0 2 1 18 18 0 普通（昼間）

普通（夜間） 1 40 2 2 0 0 1 3 3 0 普通（夜間）

計 2 80 19 19 0 2 2 21 21 0 計

　　　　　　　合　計 9 360 123 123 0 5 5 128 128 0

学校名 学科名 学科名 学校名

総合選抜
中高一貫
特別選抜

ス ポーツ
特別選抜

合
　
計

県内
県外
海外

県内
県外
海外

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ
f =

c+ｄ +e
（ =g＋h）

ｇ ｈ
ｉ =
j ＋k

ｊ k ｌ
m=

f +i +l
( =n+o)

n o

　　　　　　　合　計 136 5,293 1,718 33 98 1,849 1,707 142 2,323 2,276 47 35 26 4,198 4,009 189 36

隠　岐

隠岐島前
80

隠岐水産

県立高校　計

合　計

松江農林

出　雲

出雲工業

出雲商業

出雲農林

大　社

大　田

矢　上

江津工業

浜　田

益田翔陽

浜田水産

浜田商業
80

合
格
者
数

県
内

県
外
・
海
外

合　計

合　計

全日制・定時制総合

合
格
者
総
数

合格者内訳

学
級
数

入
学
定
員

特色選抜 一般選抜

合格者内訳 合格者内訳合格者数 合
格
者
数

受
検
者
数

第２次募集

合格者の
う ち

地域外
対象人数

松江工業
（定時）

宍　道
（定時）

宍　道
（定時）

浜田
（定時）

浜田
（定時）

入
学
定
員

合格者数 合
格
者
数

合
格
者
数

県
内

県
外
・
海
外

合格者内訳 合格者内訳

特色選抜 一般選抜

松江工業
（定時）

合格者の
う ち

地域外
対象人数

合　計

合
格
者
総
数

合格者内訳

学
級
数

隠　岐

隠岐水産

県立高校　計

受
検
者
数

第２次募集

28 1 29 2 27 17 17 0 46 19 27
隠岐島前

益田翔陽

62 62 0
浜田商業

36 26 0036 36 26

浜田水産

益　田 益　田

情報科学
48 48 39 22

松 江 北

120

200

89

松 江 南

松江工業

松江商業
88 11 99 10198 01 101200

浜　田

県外
海外

合格者の
う ち

地域外
対象人数

松 江 北

松 江 南

松江工業

199 1
松江商業

大　田

矢　上

0
情報科学

48 0 39 0

江津工業

出雲商業

出雲農林

大　社

松江農林

出　雲

出雲工業

令和８年度　島根県公立高等学校入学者選抜　合格者数（学校別）
島根県教育委員会　R8.3.24

合
格
者
総
数

合格者内訳

学
級
数

入
学
定
員

一般選抜

合格者内訳

特色選抜

合格者数 合
格
者
数

合格者内訳 受
検
者
数

第２次募集

合
格
者
数

県内

89
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報 告 第 93 号  

特別支援教育課  
 

令和８年度使用特別支援学校高等部用教科用図書の採択結果について     

 

新規採択 

⑴  学校教育法附則第９条による一般図書（特別支援学校中学部視覚障害者用 

[点字版]文部科学省著作教科書）                       16 点採択 

⑵  学校教育法附則第９条による一般図書（特別支援学校高等部視覚障害者用 

[点字版]）                      24 点採択 

⑶  学校教育法附則第９条による一般図書（学校選定図書） １点採択 

 
計 41 点採択 

 

【参考】関係法令（抜粋） 

学校教育法（昭和22年法律第26号） 
第34条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作

の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。 
第82条 ・・・第34条（第49条及び第62条において準用する場合を含む。）・・・の規定

は特別支援学校に、・・・準用する。 
   附 則 
第９条 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級におい

ては、当分の間、第34条第１項（第49条、第62条、第70条第１項及び第82条において準

用する場合を含む。）の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第34

条第１項に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。 
 

 

【令和７年９月教育委員会会議報告事項】 

令和８年度使用特別支援学校高等部採択済み教科用図書 

 

⑴  高等学校用文部科学省検定済教科書                  132 点採択 
 

⑵  学校設定教科で使用する学校教育法附則第９条による一般図書 ６点採択 
 

⑶  学校教育法附則第９条による一般図書（特別支援学校小学部・ 
中学部知的障害者用文部科学省著作教科書）         25 点採択 

 
⑷  学校教育法附則第９条による一般図書（知的障がい特別支援 

学校高等部において使用する文部科学省検定済教科書）    13 点採択 
 

⑸  学校教育法附則第９条による一般図書（島根県教育委員会選定 
  一般図書一覧掲載図書 426 点、学校選定図書 45 点）     471 点採択     

 
計   647 点採択 
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    以下のとおり､採択する｡

区分
選定
校数

1

1

    以下のとおり､採択する｡

区分
選定
校数

1

1

1

1

⑶　学校教育法附則第９条による一般図書（学校選定図書）　　　１　点
　　以下のとおり、採択する｡

発行者名 書　　　名
選定
校数

浜島書店 めきめきEnglish 開１　SUNSHINE

令和８年度使用 特別支援学校高等部 教科用図書の採択について

⑴　学校教育法附則第９条による一般図書
　　（特別支援学校中学部視覚障害者用[点字版]文部科学省著作教科書）　　　　１６　点

発行者 書　　　名

国語２－１～６

東京点字出版所
現代高等保健体育改訂版　保健編１～６
現代高等保健体育改訂版　体育編７～９

視覚障害者支援総合センター

日本ライトハウス

視
覚
障
害
者
用

⑵　学校教育法附則第９条による一般図書
　　（特別支援学校高等部視覚障害者用[点字版]）　　　２４　点

視覚障害者支援総合センター 最新情報Ⅰ　１～８

視
覚
障
害
者
用

発行者 書　　　名

日本ライトハウス
高校生の音楽１－１～６
資料編

　　＊該当科目の文部科学省検定済教科書等が発行されていないことによる

数学２－１～１０
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            報告第 94 号 

                                 社会教育課 

 

 

令和７年度島根県児童生徒学芸顕彰（教育長顕彰・第２期分）について 

 

１ 趣旨 

  学術・文化活動を通じて本県の児童生徒に豊かな人間性を育むことを目

的として、優秀な成果をおさめた児童生徒及びその指導者を顕彰する。 

 

２ 顕彰対象 

⑴ 全国規模の大会及びこれに準ずると認められる大会において、入賞以

上に相当する賞を受賞した者（団体または個人）（島根県青少年芸術文

化表彰の対象となる賞を除く） 

⑵ 永年、児童生徒の学術・文化活動を指導し優秀な成果をおさめ、その

功績が特に顕著であると認められる者 

 

３ 顕彰者 

⑴ 児童生徒 １団体・23 個人  

 ⑵ 指 導 者 １個人      計 25 件 （別紙のとおり） 

 

４ 顕彰式 

 ⑴ 日時 令和８年３月 25 日（水）10：30～11：30 

 ⑵ 会場 ホテル白鳥 鳳凰の間  

 

５ 参考 

今回の顕彰（第２期）は、令和７年 12 月から令和８年２月までに受賞が

決定された大会を対象 
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別紙
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